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1教 育基本法

昭和22年3月31日 法律 第25号:

朕は,枢 密顧問の諮訥を経て,帝 国議会の協賛を経た教育基本法を裁可 し,こ こにこれ を公布せ しめ

る。

教育基本法

われ らは,さ きに,日 本国憲法を確定 し,民 主的で文化的な国家を建設 して,世 界の平和 と人類の福

祉 に貢献 しよ うとす る決意を示 した。 この理想の実現は,根 本において教育のカ にまつべきものであ

る。

われ らは,個 人の尊厳を重ん じ,真 理 と平和を希求す る人間の育成を期するとともに,普 遍的に して

しかも個性 ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底 しなければならない。

ここに,日 本国憲法の精神 に則 り,教 育の目的を明示 して,新 しい 日本の教育の基本を確立す るた

め,こ の法律を制定する。

第1条(教 育の目的)教 育は,人 格 の完成をめざし,平 和的な国家及び社会の形成者 として,真 理 と正

義を愛 し,個 人の価値 をたつ とび,勤 労と責任を重ん じ,自 主的精神に充ちた心身 ともに健康な国民

の育成を期 して行われなければな らない。

第2条(教 育の方針)教 育の 目的は,あ らゆる機会に,あ らゆる場所において実現 されなければならな

い。 この 目的を達成するためには,学 問の自由を尊重 し,実 際生活に即 し,自 発的精神を養い,自 他

の敬愛 と協力によつて,文 化の創造 と発展に貢献す るよ うに努めなければならない。

第3条(教 育の機会均等)す べて国民は,ひ としく,そ の能力に応ずる教育を受ける機会 を与えられな

ければな らないものであつて,人 種,信 条,性 別,社 会的身分,経 済的地位又は門地によつて,教 育

上差別 されない。

② 国及び地方公共団体は,能 力があるにもかかわらず,経 済的理由によつて修学困難な者 に対 して,

奨学の方法を講 じなければならない。

第4条(義 務教育)国 民は,そ の保護す る子女に,九 年の普通教育を受けさせ る義務 を負 う。

② 国又は地方公共団体の設置す る学校における義務教育については,授 業料は,こ れを徴収 しない。

第5条(男 女共学)男 女は,互 いに敬重 し,協 力 し合わなけれ ばならないものであつて,教 育上男女の

共学は,認 められなければならない。

第6条(学 校教育)法 律に定める学校は,公 の性質をもつものであつて,国 又は地方公共団体の外,法

律に定める法人のみが,こ れを設置す ることができる。

② 法律に定める学校の教員は,全 体の奉仕者であつて,自 己の使命を自覚 し,そ の職責の遂行に努 め

なければならない。このためには,教 育の身分は,尊 重 され,そ の待遇の適正が,期 せ られなければ

ならない。

第7条(社 会教育)家 庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は,国 及び地方公共団体

によつて奨励 されなければならない。

② 国及び地方公共団体は,図 書館,博 物館,公 民館等の施設の設置,学 校の施設の利用その他適当な

方法 によつて教育の 目的の実現に努めなければならない。

第8条(政 治教育)良 識ある公民たるに必要な政治的教養は,教 育上 これを尊重 しなければな らない。
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② 法律に定める学校 は,特 定の政党を支持 し,又 はこれに反対するための政治教育その他政治的活動

をしてはならない。

第9条(宗 教教育)宗 教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は,教 育上これを尊重 し

なけれ ばならない。

② 国及び地方公共団体が,設 置す る学校は,特 定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしては

ならない。

第10条(教 育行政)教 育は,不 当な支配に服す ることなく,国 民全体に対 し直接に責任を負つて行われ

るべきものである。

② 教育行政は,こ の 自覚のもとに,教 育の 目的を遂行す るに必要な諸条件の整備確立を目標 として行

われなければな らない。

第11条(補 則)こ の法律 に掲げる諸条項を実施す るために必要がある場合には,適 当な法令が制定 さ

れなければな らない。

附 則

この法律は,公 布の 日か ら,こ れを施行す る。

2地 方 自治法(抄)

昭和22年4月17日

最近 改正

平成16年6月18日

法律第67号

法律第112号

第10章 公の施設

(昭38法99・ 追加)

(公の施設)

第244条 普通地方公共団体は,住 民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(こ れ

を公の施設 とい う。)を 設けるもの とす る。

2普 通地方公共団体(次 条第3項 に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正 当な理 由

がない限 り,住 民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3普 通地方公共団体は,住 民が公の施設を利用することについて,不 当な差別的取扱いをしてはなら

ない。

(昭38法99・ 追加,平15法81・ 一部改正)

(公の施設の設置,管 理及び廃止)

第244条 の2普 通地方公共団体は,法 律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公

の施設の設置及びその管理 に関す る事項は,条 例でこれを定めなければな らない。

2普 通地方公共団体は,条 例で定める重要な公の施設の うち条例で定める特に重要なものについて,

これを廃止 し,又 は条例で定める長期かつ独 占的な利用をさせようとするときは,議 会において出席

議員の三分の二以上の者の同意を得なければな らない。

3普 通地方公共団体は,公 の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,
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条例の定めるところにより,法 人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以 下

本条及び第244条 の4に おいて 「指定管理者」とい う。)に,当 該公の施設の管理を行わせることがで

きる。

4前 項の条例には,指 定管理者の指定の手続 指定管理者が行 う管理の基準及び業務の範囲その他必

要な事項を定めるものとする。

5指 定管理者の指定は,期 間を定めて行 うものとする。

6普 通地方公共団体は,指 定管理者の指定をしようとするときは,あ らか じめ,当 該普通地方公共団

体の議会の議決を経なければな らない。

7指 定管理者は,毎 年度終了後,そ の管理する公の施設の管理の業務に関 し事業報告書を作成 し,当

該公の施設 を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8普 通地方公共団体は,適 当と認めるときは,指 定管理者にその管理す る公の施設の利用に係る料金

(次項において 「利用料金」とい う。)を 当該指定管理者の収入 として収受 させることができる。

9前 項の場合における利用料金は,公 益上必要があると認める場合を除くほか,条 例の定めるところ

により,指 定管理者が定めるもの とする。この場合において,指 定管理者は,あ らか じめ当該利用料

金 について当該普通地方公共団体の承認を受けなければな らない。

10普 通地方公共団体の長又は委員会は,指 定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期すため,指

定管理者に対 して,当 該管理の業務又は経理の状況に関 し報告を求め,実 地について調査 し,又 は必

要な指示をすることができる。

11普 通地方公共団体は,指 定管理者が前項の指示 に従わない ときその他当該指定管理者による管理を

継続することが適 当でないと認 めるときは,そ の指定を取 り消 し,又 は期間を定めて管理の業務の全

部又は一部の停止を命ずることができる。

(昭38法99・ 追加,平3法24・ 平6法48・ 平11法87・ 平15法81・ 一部改正)

(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

第244条 の3普 通地方公共団体は,そ の区域外においても,ま た,関 係普通地方公共団体 との協議によ

り,公 の施設を設けることができる。

2普 通地方公共団体は,他 の普通地方公共団体 との協議により,当 該他の普通地方公共団体の公の施

設を自己の住民の利用に供 させ ることができる。

3前 二項の協議については,関 係普通地方公共団体の議会の議決を経なければな らない。

(昭38法99・ 追加)

(公の施設を利用する権利 に関す る処分についての不服 申立て)

第244条 の4普 通地方公共団体の長が した公の施設を利用す る権利に関する処分に不服がある者は,

都道府県知事が した処分については総務大臣,市 町村長が した処分については都道府県知事に審査請

求をすることができる。 この場合においては,異 議 申立てをすることもできる。

2第138条 の4第1項 に規定する機関が した公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,

当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。

3普 通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指 定管理者を含む。)が した公の施設を

利用す る権利に関する処分についての審査請求は,普 通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁

でない場合においても,当 該普通地方公共団体の長に対 してするものとする。

4普 通地方公共団体の長は,公 の:施設を利用す る権利に関する処分 についての異議申立て又は審査請

求(第1項 に規定する審査請求 を除く。)が あつたときは,議 会に諮問 してこれを決定 しなければな
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らない。

5議 会は,前 項の規定による諮問があつた日か ら20日以内に意見を述べなければな らない。

6公 の施設を利用する権利 の関す る処分についての審査請求(第1項 に規定する審査請求を除く。)に

対する裁決に不服がある者 は,都 道府県知事が した裁決については総務大臣,市 町村長が した裁決に

ついては都道府県知事に再審査請求をすることができる。

(昭38法99・ 追加,平11法160・ 平15法81・ 一部改正)

3社 会教育法(抄)

昭和24年6月10日

最 近改正

平成15年7月16日

法律第207号

法律第119号

第1章総則

(社会教育の定義)

第2条 この法律で 「社会教育」 とは,学 校教育法(昭 和22年 法律第26号)に 基き,学 校の教育課程 と

して行われる教育活動を除き,主 として青少年及び成人に対 して行われる組織的な教育活動(体 育及

び レク リエー ションの活動 を含む。)を い う。

(国及び地方公共団体の任務)

第3条 国及び地方公共団体は,こ の法律及び他の法令の定めるところにより,社 会教育の奨励に必要

な施設の設置及び運営,集 会の開催,資 料の作製,頒 布その他の方法により,す べての国民があらゆ

る機会,あ らゆる場所 を利用 して,自 ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成す

るように努めなければならない。

2国 及び地方公共団体は,前 項の任務を行 うに当たつては,社 会教育が学校教育及び家庭教育 との密

接な関連性を有す ることにかんがみ,学 校教育 との連携の確保に努めるとともに,家 庭教育の向上に

資することとなるよう必要な配慮 をするものとする。

(平13法106・ 一部改正)

(市町村の教育委員会の事務)

第5条 市(特 別 区を含む。以下同 じ。)町 村の教育委員会は,社 会教育に関 し,当 該地方の必要に応

じ,予 算の範囲内において,次 の事務を行 う。

一 社会教育に必要な援助を行 うこと
。

二 社会教育委員の委嘱に関す ること。

三 公民館の設置及び瞥理に関すること。

四 所管に属す る図書館,博 物館,青 年の家その他社会教育に関する施設の設置及び管理に関するこ

と。

五 所管に属す る学校の行 う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。

六 講座の開設及び討論会,講 習会,講 演会,展 示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関す

ること。
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七 家庭教育に関する学習の機会を提供す るための講座の開設及び集会の開催並びにこれ らの奨励に

関す ること。

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

十 運動会,競 技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

十一 音楽,演 劇,美 術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関す ること。

十二 青少年に対 しボランティア活動な ど社会奉仕体験活動,自 然体験活動その他の体験活動の機会

を提供す る事業の実施及びその奨励に関すること。

十三 一般公衆に対する社会教育資料の刊行配布に関す ること。

十 四 視聴覚教育,体 育及び レクリエーションに必要な設備,器 材及び資料の提供に関す ること。

十五 情報の交換及び調査研究に関す ること。

十六 その他第3条 第1項 の任務を達成するために必要な事務

(昭28法211・ 昭34法158・ 平11法87・ 平13法106・ 一部改正)

(都道府県の教育委員会の事務)

第6条 都道府県の教育委員会は,社 会教育に関し,当 該地方の必要に応 じ,予 算の範囲内において,

前条各号の事務(第 三号の事務 を除 く。)を 行 う外,左 の事務を行 う。

一 公民館及び図書館の設置及び管理に関 し
,必 要な指導及び調査を行 うこと。

二 社会教育を行 う者の研修に必要な施設 の設置及び運営,講 習会の開催,資 料の配布等に関するこ

と。

三 社会教育に関する施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関す ること。

四 市町村の教育委員会 との連絡に関す ること。

五 その他法令によりその職務権限に属す る事項

(昭28法211・ 昭36法166・ 昭42法120・ 平11法87・ 一部改正)

第5章 公民館

(昭26法17・ 旧第4章 繰下)

(目 的)

第20条 公民館は,市 町村その他一定区域内の住民のために,実 際生活に即する教育,学 術及び文化に

関する各種の事業を行い,も つて住民の教養の向上,健 康 の増進,情 操の純化を図 り,生 活文化の振

興,社 会福祉の増進に寄与す ることを 目的 とする。

(公民館の設置者)

第21条 公民館は,市 町村が設置する。

2前 項の場合を除く外,公 民館 は,公 民館設置の目的をもつて民法第34条 の規定によ り設立する法人

(この章中以下 「法人」 とい う。)で なければ設置することができない。

3公 民館の事業の運営上必要があるときは,公 民館に分館を設 けることができる。

(昭34法158・ 一部改正)

(公民館の事業)

第22条 公民館は,第20条 の目的達成のために,お おむね,左 の事業を行 う。但 し,こ の法律及び他の

法令によつて禁 じられたものは,こ の限 りでない。

一 定期講座を開設す ること
。
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二 討論会,講 習会,講 演 会,実 習会,展 示会等を開催すること。

三 図書,記 録,模;型,資 料等を備 え,そ の利用を図ること。

四 体育,レ クリエーシ ョン等に関する集会を開催すること。

五 各種 の団体,機 関等の連絡を図ること。

六 その施設 を住民の集会その他の公共的利用 に供すること。

(昭28法211・ 平11法87・ 一部改正)

(公民館の運営方針)

第23条 公民館 は,次 の行為を行つてはならない。

一 もつば ら営利 を目的 として事業を行い
,特 定の営利事務(「営利事業」とすべきものと思われる。)

に公民館の名称を利用 させその他営利事業を援助すること。

二 特定の政党の利害に関す る事業を行い,又 は公私の選挙に関し,特 定の候補者 を支持すること。

2市 町村の設置する公民館は,特 定の宗教を支持 し,又 は特定の教派,宗 派若 しくは教団を支援 して

はな らない。

(公民館の基準)

第23条 の2文 部科学大臣は,公 民館の健全な発達を図るために,公 民館の設置及び運営上必要な基準

を定めるもの とす る。

2文 部科学大臣及び都道府県の教育委員会は,市 町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置さ

れ及び運営 されるように,当 該市町村に対 し,指 導,助 言その他の援助に努めるものとする。

(昭34法158・ 追加,平11法160・ 一部改正)

(公民館 の設置)

第24条 市町村が公民館 を設置 しよ うとするときは,条 例で,公 民館の設置及び管理に関する事項を定

めなけれ ばならない。

(昭31法163・ 一部改正)

第25条 及び第26条 削 除

(昭42法120)

(公民館の職員)

第27条 公民館に館長 を置き,主 事その他必要な職員を置 くことができる。

2館 長は,公 民館の行 う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い,所 属職員を監督する。

3主 事は,館 長の命 を受け,公 民館の事業の実施 にあたる。

(昭34法158・ 一部改正)

第28条 市町村の設置する公民館の館長,主 事その他必要な職員は,教 育長の推薦により,当 該市町村

の教育委員会が任命す る。

(昭34法158・ 平11法87・ 一部改正)

(公民館の職員の研修)

第28条 の2第9条 の6の 規定は,公 民館の職員の研修について準用す る。

(昭34法158・ 追加)

(公民館運営審議会)

第29条 公民館 に公民館運営審議会を置くことができる。

2公 民館運営審議会は,館 長の諮問に応 じ,公 民館 における各種の事業の企画実施につき調査審議す

るもの とす る。(昭34法158・ 平11法87・ 一部改正)

第30条 市町村 の設置す る公民館にあつては,公 民館運営審議会の委員は,学 校教育及び社会教育の関
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係者,家 庭教育の向上に資す る活動を行 う者並びに学識経験のある者の中か ら,市 町村の教育委員会

が委嘱する。

2前 項の公民館運営審議会の委員の定数,任 期その他必要な事項は,市 町村の条例で定める。

(昭31法163・ 平11法87・ 平13法106・ 一部改正)

第31条 法人の設置す る公民館に公民館運営審議会を置 く場合にあつては,そ の委員は,当 該法人の役

員をもつて充てるものとする。

(平11法87・ 一部改正)

第32条 削 除(昭34法158)

(基 金)

第33条 公民館を設置する市町村 にあつては,公 民館の維持運営のために,地 方 自治法(昭 和22年 法律

第67号)第241条 の基金を設けることができる。

(昭38年 法99・ 一部改正)

(特別会計)

第34条 公民館を設置する市町村にあつては,公 民館の維持運営のために,特 別会計を設けることがで

きる。

(昭31法163・ 一部改正)

(公民館の補助)

第35条 国は,公 民館を設置する市町村に対 し,予 算の範囲内において,公 民館の施設,設 備に要する

経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2前 項の補助金の交付に関 し必要な事項は,政 令で定める。

(昭34法158・ 全改)

第36条 削 除(昭34法158)

第37条 都道府県が地方 自治法第232条 の2の 規定により,公 民館の運営に要する経費 を補助する場合

において,文 部科学大臣は,政 令の定めるところにより,そ の補助金の額,補 助の比率,補 助 の方法

その他必要な事項につき報告を求めることができる。

(昭38法99・ 平11法160・ 一部改正)

第38条 国庫の補助を受けた市町村は,左 に掲げる場合 においては,そ の受けた補助金を国庫に返還 し

なければならない。

一 公民館が この法律若 しくはこの法律に基 く命令又はこれ らに基いて した処分 に違反 した とき
。

二 公民館がその事業の全部若 しくは一部を廃止 し,又 は第20条 に掲げる目的以外の用途 に利用 され

るようになつたとき。

三 補助金交付の条件に違反 したとき。

四 虚偽の方法で補助金の交付を受けた とき。

(法人の設置する公民館の指導)

第39条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は,法 人の設置する公民館の運営その他に関 し,そ の

求めに応 じて,必 要な指導及び助言を与えることができる。

(昭31法163・ 平11法160・ 一部改正)

(公民館の事業又は行為の停止)

第40条 公民館が第23条 の規定に違反する行為 を行つたときは,市 町村の設置す る公民館 にあつては市

町村の教育委員会,法 人の設置す る公民館にあつては都道府県の教育委員会は,そ の事業又は行為の
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停止を命ず ることができる。

2前 項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は,都 道府県

の条例で定めることができる。

(昭28法211・ 昭60法90・ 昭61法109・ 一部改正)

(罰 則)

第41条 前条第1項 の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は,一 年以

下の懲役若 しくは禁錮 又は3万 円以下の罰金に処す る。

(昭28法211・ 昭60法90・ 昭61法109・ 一部改正)

(公民館類似施設)

第42条 公民館に類似す る施設は,何 人 もこれを設置す ることができる。

2前 項の施設の運営その他に関 しては,第39条 の規定を準用する。

4社 会教育法施行令(抄)

昭和24年7月22日

最近 改正

平成12年6月7日

政令第280号

政令第308号

(公民館の施設,設 備 に要する経費の範囲)

第2条 法第35条 第1項 に規定す る公民館 の施設,設 備に要する経費の範囲は,次 に掲げるもの とす

る。

一 施設費 施設の建築に要する本工事費
,附 帯工事費及び事務費

二 設備費 公民館に備 え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費

(昭34政157・ 全改,昭59政229・ 旧第2条 繰下,平2政195・ 旧第3条 繰上)

(公民館に対する都道府県補助 についての報告)

第3条 都道府県が法第37条 に規定する補助 をする場合には,文 部科学大臣は,同 条の規定によ り,当

該都道府県の教育委員会に対 して,次 に掲げる事項について報告を求めることができる。

一 公民館の設置運営の概況

二 公民館運営費補助額の明細

三 公民館運営費補助に関す る都道府県の条例又は補助の方法

(昭34政157・ 旧第4条 繰上 ・一部改正,昭59政229・ 旧第3条 繰下,平2政195・ 旧第4条 繰上,平12

政308・ 一部改正)
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5地 方教育行政の組織及び運営に関する法律(抄)

昭和31年6,月30日

最近 改正

平成12年6月9日

法律第162号

法律第91号

第4章 教育機関

第一節 通 則

(教育機関の設置)

第30条 地方公共団体は,法 律で定めるところにより,学 校,図 書館,博 物館,公 民館その他の教育機

関を設置するほか,条 例で,教 育に関す る専門的,技 術的事項の研究又は教育関係職員の研修,保 健

若 しくは福利厚生に関する施設その他の必要な教育機関を設置することができる。

(教育機関の職員)

第31条 前条に規定する学校に,法 律で定めるところにより,学 長,校 長,園 長,教 員,事 務職員,技

術職員その他の所要の職員を置く。

2前 条に規定す る学校以外の教育機関に,法 律又は条例で定めるところにより,事 務職員,技 術職員

その他の所要の職員を置 く。

3前2項 に規定する職員の定数は,こ の法律に特別の定がある場合を除き,当 該地方公共団体の条例

で定めなければならない。ただ し,臨 時又は非常勤の職員については,こ の限 りでない。

(教育機関の所管)

第32条 学校その他の教育機関の うち,大 学は地方公共団体の長が,そ の他のものは教育委員会が所管

する。

(学校等の管理)

第33条 教育委員会は,法 令又は条例に違反 しない限度において,そ の所管に属する学校その他の教育

機 関の施設,設 備,組 織編制,教 育課程,教 材の取扱その他学校その他の教育機 関の管理運営の基本

的事項について,必 要な教育委員会規則を定めるものとする。この場合において,当 該教育委員会規

則で定めよ うとする事項の うち,そ の実施のためには新たに予算を伴 うこととなるものについては,

教育委員会は,あ らか じめ当該地方公共団体の長に協議 しなければならない。

2前 項の場合において,教 育委員会は,学 校における教科書以外の教材の使用 について,あ らか じ

め,教 育委員会に届 け出 させ,又 は教育委員会の承認を受 けさせることとする定 を設けるものとす る。

(教育機関の職員の任命)

第34条 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の校長,園 長,教 員,事 務職員,技 術職員そ

の他の職員は,こ の法律に特別の定がある場合を除き,教 育長の推薦 により,教 育委員会が任命す

る。

(職員の身分取扱)

第35条 第31条 第1項 又は第2項 に規定する職員の任免,給 与,懲 戒,服 務その他 の身分取扱に関する

事項は,こ の法律及び法律 に特別の定がある場合を除き,地 方公務員法の定めるところによる。

(所属職員の進退に関す る意見の申出)

第36条 学校その他の教育機 関の長は,こ の法律及び教育公務員特例法に特別の定がある場合を除き,

その所属の職員の任免その他の進退に関する意見を任命権者に対 して申し出ることができる。 この場
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合において,大 学附置の学校の校長にあつては,学 長を経由するものとす る。

6 社会教育法等の一部 を改正す る法律等の施行について(抄)

昭和34年4月30日 文社社第283号

各都道府県教育委員会あて 文部事務次官通達

このたび,社 会教育法等の一部 を改正する法律(昭 和34年 法律第158号)が 第31回 国会(通 常会)に お

いて成立し,4月30日 公布,既 実施行 されました。また,こ の法律の制定に伴い,社 会教育法施行令等

の一部を改正する政令等が同日付で,そ れぞれ公布,施 行 されま した。

改正法令の意図する社会教育の充実振興を図るためには,国,都 道府県,市 町村の関係諸機関が改正

法令を適正に運用す ることが必要であると考えます。

ついては,下 記事項に留意の上,社 会教育の充実,振 興を図るため格段の努力を払われ るようお願い

します。

なお,管 下各市町村の教育委員会その他関係方面に対 して,す みやかにこのことの周知徹底を図 られ

るとともに,御 指導下 さるようお願い します。

記

1社 会教育主事及び社会教育主事補 に関する事項(略)

2社 会教育関係団体に対する補助に関する事項(略)

3公 民館に関する事項

公民館活動の一層 の充実,振 興 とその運営の適正を図るため,公 民館の設置及び運営の基準が設定

され ることとな り,ま た公民館主事の職務及び分館設置の根拠が法で明示 されるとともに2以 上の公

民館に共通の公民館運営審議会を置 くことが認められた。

公民館の基準では,そ の設置及び運営上必要な施設,設 備及び人員配置等が定められるが,公 民館

の設置者がこの基準に従つて公民館を設置 し運営す るよう,都 道府県の教育委員会は積極的にその指

導,助 言,援 助 にあた られたい。また,公 民館の主事については,そ の重要性 にかんがみ,法 におい

て職務を明確にすることとされたのであ り,管 下市町村にその地位 の確立,待 遇の改善等を図るよう

に特に指導 されたい。

なお,公 民館の職員の研修 については,一 の(4)と 同様に任命権者のほか,文 部大臣及び都道府県の

教育委員会もこれを行 うこととされたので,貴 委員会においても,そ の実施に努力されたい。

4そ の他の事項(略)
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7社 会教育法等の一部 を改正す る法律及び同法施行令等の一部 を

改正す る政令等の施行について(抄)

昭和34年4月30日 文社社第283号

各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達

このたび,社 会教育法等の一部を改正する法律(昭 和34年 法律第158号)の 施行に伴い,社 会教育法施

行令等の一部を改正する政令(昭 和34年 政令第157号),図 書館法施行令(昭 和34年 政令第158号),社 会

教育主事講習等規程の一部を改正す る省令(昭 和34年 文部省令第13号)並 びに 「社会教育に関係のある

職及び教育に関する職の指定」)(昭 和34年 文部省告示第53号)が 公布,施 行にな りま した。

これ らの改正法令につきては,文 部事務次官よ り(昭 和34年4月30日 文社社第283号)で 通達されまし

たが,な お細部につきま しては,下 記事項に留意の上管下各市町村の教育委員会その他関係方面に周知

徹底 を図 られるとともに,適 切に指導 され るようお願い します。

記

1社 会教育主事について(略)

2補 助金の対象 となる社会教育関係団体の事業について(略)

3委 員の報酬について

社会教育委員,公 民館運営審議会委員,図 書館協議会委員及び博物館協議会委員に報酬を支給する

こととする改正に伴い,地 方公共団体においては,地 方 自治法第203条 第3項 の規定により,す みや

かに条例で,そ の報酬の額お よび支給方法を定めるとともに,所 要の財源措置等必要な措置を講 じな

ければならないが,そ の際,社 会教育委員等の職務の重要性 について充分に配慮するとともに,地 方

公共団体の他の諮問機 関の委員等 と均衡 を失 しないように留意す ること。

なお,社 会教育委員の報酬支給に伴 う財源措置は,地 方交付税において措置す ることにしている。

4公 民館の主事及び運営審議会について

(1)公 民館の主事は専任職員 として任命することが望ま しいが,当 分の間は,実 情に応 じて社会教育

主事等に兼任 させる等の方法により,公 民館の事業の積極的な振興をはかるよう措置されたい。

(2)法 第27条 に新たに公民館の主事の職務を明記 し,そ の地位の確立 と待遇の向上を図ることとなつ

たので,市 町村においては,定 数条例,給 与規則等 に公民館主事を明確にす ること。

(3)同 一市町村の公民館 における公民館運営審議会委員の重複 を避け,市 町村 内の公民館の有機的連

繋 と能率的運営を図るため,市 町村が二以上の公民館を設置する場合には,条 例で定めるところに

より,そ の二以上の公民館に共通の公民館運営審議会を置き,そ れぞれの公民館の館長の諮問に応

ずるものとすることが認め られた。

これによつて公民館活動の能率的運営が期待 されるのであるが,そ の実施に当つては実情に即 し

た運用を図るようにされたい。

5公 民館,図 書館及び博物館 の補助について

公民館,図 書館及び博物館 の補助の補助対象経費の範囲は,社 会教育法施行令及び博物館法施行令

において,従 前の補助金等の臨時特例等に関する法律施行令第2条 及び第3条 の規定 とほぼ同様の内

容が規定 されているが,従 前,施 設の新築にあたつて認 められ ることになつていた施設費補助 は,今
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後,施 設の建築にあたつて補助することができるように改められた。

8生 涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律

平成2年6月29日

最近 改正

平成14年3月31日

法律第71号

法律第15号

(目 的)

第1条 この法律は,国 民が生涯にわたって学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ,

生涯学習の振興 に資す るための都道府県の事業 に関 しその推進体制の整備 その他の必要な事項を定

め,及 び特定の地区において生涯学習に係る機会の総合的な提供を促進するための措置について定め

るとともに,都 道府県生涯学習審議会の事務について定める等の措置を講ずることにより,生 涯学習

の振興のための施策の推進体制及び地域における生涯学習に係る機会の整備を図り,も って生涯学習

の振興に寄与することを目的 とす る。

(平成11法160・ 一部改正)

(施策における配慮等)

第2条 国及び地方公共団体は,こ の法律に規定する生涯学習の振興のための施策を実施するに当たっ

ては,学 習に関す る国民の自発的意思を尊重するよう配慮するとともに,職 業能力の開発及び向上,

社会福祉等に関 し生涯学習 に資するための別に講 じられる施策と相まって,効 果的にこれを行 うよう

努 めるもの とする。

(生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)

第3条 都道府県の教育委員会は,生 涯学習の振興に資するため,お おむね次の各号に掲げる事業につ

いて,こ れ らを相互に連携 させつつ推進するために必要な体制の整備 を図 りつつ,こ れ らを一体的か

つ効果的に実施す るよ う努めるもの とする。

一 学校教育及び社会教育に係る学習(体 育に係るものを含む
。以下この項において 「学習」とい う。)

並びに文化活動の機会に関する情報を収集 し,整 理 し,及 び提供す ること。

二 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し,調 査研究を行 うこと。

三 地域 の実情に即 した学習の方法の開発を行 うこと。

四 住民の学習に関する指導者及び助言者に対す る研修を行 うこと。

五 地域にお ける学校教育,社 会教育及び文化に関する機 関及び団体に対 し,こ れ らの機関及び団体

相互の連携に関し,照 会及び相談に応 じ,並 びに助言その他の援助を行 うこと。

六 前各号に掲げるもののほか,社 会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会の提供に関

し必要な事業を行 うこと。

2都 道府県の教育委員会は,前 項に規定す る事業を行 うに当たっては,社 会教育関係団体その他の地

域において生涯学習に資する事業を行 う機関及び団体との連携に努めるものとす る。

(都道府県の事業の推進体制の整備 に関する基準)

第4条 文部科学大臣は,生 涯学習の振興に資するため,都 道府県の教育委員会が行 う前条第1項 に規
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定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。

2文 部科学大臣は,前 項の基準を定めようとするときは,あ らか じめ,審 議会等(国 家行政組織法

(昭和23年 法律第120号)第8条 に規定す る機関をい う。以下も同じ。)で 政令で定めるものの意見を

聴かなければならない。これを変更 しようとするときも,同 様 とする。

(平成11法160・ 一部改正)

(地域生涯学習振興基本構想)

第5条 都道府県は,当 該都道府県内の特定の地区において,当 該地区及びその周辺の相 当程度広範囲

の地域における住民の生涯学習の振興に資するため,社 会教育に係 る学習(体 育に係 るものを含む。)

及び文化活動その他 の生涯学習に資する諸活動の多様 な機会の総合的な提供 を民間事業者の能力を

活用 しつつ行 うことに関す る基本的な構想(以 下 「基本構想」 とい う。)を 作成することができる。

2基 本構想においては,次 に掲げる事項について定めるもの とする。

一 前項に規定する多様な機会(以 下 「生涯学習に係 る機会」とい う。)の 総合的な提供の方針に関す

る事項

二 前項に規定する地区の区域に関する事項

三 総合的な提供を行 うべき生涯学習に係る機会(民 間事業者により提供 されるものを含む。)の種類

及び内容に関する基本的な事項

四 前号に規定する民間事業者に対する資金の融通の円滑化その他の前項に規定す る地区において行

われ る生涯学習に係 る機会の総合的な提供に必要な業務であって政令で定めるものを行 う者及び当

該業務の運営に関す る事項

五 その他生涯学習に係 る機会の総合的な提供に関する重要事項

3都 道府県は,基 本構想を作成 しよ うとするときは,あ らか じめ,関 係市町村に協議 しなければなら

ない。

4都 道府県は,基 本構想を作成 しようとするときは,前 項の規定による協議を経た後,文 部科学大臣

及び経済産業大臣に協議す ることができる。

5文 部科学大臣及び経済産業大臣は,前 項の規定による協議を受けたときは,都 道府県が作成 しよう

とする基本構想が次の各号に該当す るものであるか どうかについて判断するもの とす る。

一 当該基本構想に係 る地区が,生 涯学習に係 る機会の提供の程度が著 しく高い地域であって政令で

定めるもの以外の地域の うち,交 通条件及び社会的自然的条件からみて生涯学習に係 る機会の総合

的な提供 を行 うことが相当と認め られる地区であること。

二 当該基本構想に係 る生涯学習に係る機会の総合的な提供が当該基本構想に係る地区及びその周辺

の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習に係 る機会に対する要請に適切にこたえるもので

あること。

三 その他文部科学大臣及び経済産業大臣が判断に当たっての基準として次条の規定により定める事

項(以 下 「判断基準」 とい う。)に 適合す るものであること。

6文 部科学大臣及び経済産業大臣は,基 本構想につき前項の判断をするに当たっては,あ らか じめ,

関係行政機関の長に協議す るとともに,文 部科学大臣にあっては前条第2項 の政令で定める審議会等

の意見を,経 済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴 くものとし,前 項各号に該 当

するものであると判断す るに至った ときは,速 やかにその旨を当該都道府県に通知す るもの とする。

7都 道府県は,基 本構想を作成 したときは,遅 滞な く,こ れを公表 しなければな らない。

8第3項 から前項までの規定は,基 本構想の変更(文 部科学省令,経 済産業省令で定める軽微な変更
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を除 く。)に ついて準用す る。

(平11法87・ 平11法160・ 一部改正)

(判断基準)

第6条 判断基準においては,次 に掲げる事項を定めるものとする。

一 生涯学習に係 る機会の総合的な提供 に関する基本的な事項

二 前条第1項 に規定す る地区の設定に関する基本的な事項

三 総合的な提供を行 うべ き生涯学習に係 る機会(民 間事業者により提供されるものを含む。)の種類

及び内容に関する基本的な事項

四 生涯学習に係 る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項

五 生涯学習に係 る機会の総合的な提供に際 し配慮すべ き重要事項

2文 部科学大臣及び経済産業大臣は,判 断基準を定めるに当たっては,あ らかじめ,総 務大臣その他

関係行政機関の長に協議するとともに,文 部科学大臣にあっては第4条 第2項 の政令で定める審議会

等の意見を,経 済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。

3文 部科学大臣及び経済産業大臣は,判 断基準を定めたときは,遅 滞な く,こ れを公表 しなければな

らない。

4前2項 の規定は,判 断基準の変更について準用する。

(平11法87・ 平11法160・ 一部改正)

第7条 削 除(平11法87)

(基本構想の実施等)

第8条 都道府県は,関 係民間事業者の能力を活用 しつつ,生 涯学習に係 る機会の総合的な提供を基本

構想に基づいて計画的に行 うよ う努めなければならない。

2文 部科学大臣は,基 本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは,社 会教育関係団

体及び文化に関する団体に対 し必要な協力を求めるもの とし,か つ,関 係地方公共団体及び関係事業

者等の要請に応 じ,そ の所管に属する博物館資料の貸出 しを行 うよう努めるものとする。

3経 済産業大臣は,基 本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは,商 工会議所及び

商工会に対 し,こ れ らの団体及びその会員による生涯学習に係 る機会の提供その他の必要な協力を求

めるものとする。

4前2項 に定めるもののほか,文 部科学大臣及び経済産業大臣は,基 本構想の作成及び円滑な実施の

促進のため,関 係地方公共団体に対 し必要な助言,指 導その他の援助 を行 うよう努めなければな らな

い。

5前3項 に定めるもののほか,文 部科学大臣,経 済産業大臣,関 係行政機 関の長,関 係地方公共団体

及び関係事業者は,基 本構想の円滑な実施が促進 されるよう,相 互に連携を図 りながら協力 しなけれ

ばな らない。

(平11法87・ 平11法160・ 一部改正)

第9条 削 除(平14法15)

(都道府県生涯学習審議会)

第10条 都道府県に,都 道府県生涯学習審議会(以 下 「都道府県審議会」 とい う。)を 置 くことができ

る。

2都 道府県審議会は,都 道府県の教育委員会又は知事の諮問に応 じ,当 該都道府県の処理する事務 に

関し,生 涯学習に資するための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。
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3都 道府県審議会は,前 項に規定す る事項に関 し必要 と認める事項を当該都道府県の教育委員会又は

知事に建議す ることができる。

4前3項 に定めるもののほか,都 道府県審議会の組織及 び運営に関し必要な事項は,条 例で定める。

(平11法102・ 旧第11条 繰上)

(市町村の連携協力体制)

第11条 市町村(特 別区を含む。)は,生 涯学習の振興に資するため,関 係機 関及び関係団体等との連携

協力体制の整備に努めるもの とする。

(平11法102・ 旧第12条 繰上)

9学 校教育法施行規則の一部を改正する省令について

○学校法教育法施行規則(抄)

昭和22年5月23日

最 近改正

平成16年3月31日

文部省令第11号

文部科学省令第22号

第63条 の4校 長は,教 育上有益 と認めるときは,当 該校長の定めるところにより,生 徒が行 う次に掲

げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科 目の履修 とみな し,当 該科 目の単位 を与えること

ができる。

一 大学,高 等専門学校又は専修学校の高等課程若 しくは専門課程における学修その他の教育施設等

における学修で文部科学大臣が別に定めるもの

二 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別 に定めるものの合格に係 る学修

三 ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(当 該生徒の在学す る高等学校の教育活動 とし

て行われ るものを除 く。)に 係る学修で文部科学大臣が別 に定めるもの

(平10文 令3・ 全改,平12文 令53・ 一部改正)

○学校教育法施行規則第63条 の4の 規定によ り,別 に定めることとされた学修について定める件

平成10年3月27日

最近 改正

平成12年12月11日

文部省告示第41号

文部省告示第181号

学校教育法施行規則(昭 和22年 文部省令第11号)(以 下 「省令」という。)第63条 の4の 規定に基づき,

次のように定め,平 成10年4月1日 から施行する。

なお,学 校教育法施行規則第63条 の4の 規定により,別 に定めることとされた学修 について定める件

(平成5年 文部省告示第24号)及 び学校教育法施行規則第63条 の5の 規定により,知 識及び技能に関す

る審査で別に定めることとされたものについて定める件(平 成5年 文部省告示第25号)は 廃止する。

1省 令第63条 の4第 一号の別に定める学修は,次 に掲げる学修(第 四号に掲げる学修にあっては,高

等学校教育に相当する水準を有す ると校長が認 めたものに限る。)と する。
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一 大学又は高等:専門学校における科 目等履修生,研 究生又は聴講生としての学修

二 専修学校 の高等課程における学修及び専門課程における科 目等履修生又は聴講生としての学修

三 専修学校が高等課程又は専門課程において高等学校の生徒を対象 として行 う附帯的教育事業にお

ける学修

四 大学において開設する公開講座における学修,公 民館その他の社会教育施設において開設する講

座 における学修その他これ らに類する学修

2省 令第63条 の4第 二号の知識及び技能に関す る審査で別に定めるものは,次 に掲げる審査 とす る。

一 青少年及び成人の学習活動に係 る知識 ・技能審査事業の認定に関する規則(平 成12年 文部省令第

25号)又 は技能審査の認定に関する規則(昭 和42年 文部省告示第237号)に より文部科学大臣が認定

した技能審査で,当 該審査の合格に係 る学修が高等学校教育に相当する水準を有すると校長が認め

たもの

二 前号に掲げるもののほか,次 に掲 げる要件 を備えた知識及び技能に関す る審査で,当 該審査の合

格 に係る学修が高等学校教育に相当する水準を有す ると校長が認めたもの

イ 審査を行 うものが国又は民法(明 治29年 法律第89号)第34条 の規定による法人その他の団体であ

ること。

ロ 審査の実施に関 し,十 分な社会的信用を得ていること。

ハ 審査が全国的な規模 において,毎 年1回 以上おこなわれるものであること。

二 審査の実施の方法が,適 切かつ公正であること。

3省 令第63条 の4第 三号の別に定める学修は,次 に掲げる活動に係る学修で高等学校教育に相当する

水準を有すると校長が認めたものとする。

一ボランテ ィア活動,就 業体験その他 これ らに類する活動

ニ スポーツ又は文化に関する分野における活動で顕著な成果をあげたもの

10社 会教育法の一部 を改正す る法律について(抄)

平成13年7月11日13文 科生第279号

各都道府県教育委員会教育長,各 都道府県知事等あて 文部科学事務次官通知

先の第151回 国会において 「社会教育法の一部を改正する法律」が成立 し,別 添のとお り,平 成13年7

月11日 付 けをもって,法 律第106号 として公布 され,同 日から施行 されま した。

今回の改正は,家 庭教育の向上のため,家 庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等

を教育委員会の事務 として規定するとともに,社 会教育委員及び公民館運営審議会の委員に家庭教育の

向上に資する活動を行 う者を委嘱できるようにす るものであります。また,青 少年の社会性や豊かな人

間性をはぐくむ観点か ら,ボ ランティア活動など社会奉仕体験活動,自 然体験活動等の体験活動を促進

す るため,様 々な体験活動の機会の提供等を教育委員会の事務 として規定するとともに,社 会教育行政

の活性化 を図るため,社 会教育主事 となるための実務経験の要件を緩和する等,所 要の改正を行なうも

のであ ります。

その概要等は下記の とお りですので,十 分に御了知の上,適 切に御対処くだ さるようお願いいた しま
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す。

各都道府県教育委員会及び都道府県知事におかれては,域 内の市町村教育委員会,市 町村長等に対 し

ても,改 正の趣 旨について周知を図るとともに,必 要な指導,助 言又は援助をお願いいた します。

なお,今 回の改正事項に係 る社会教育主事の実務経験に関する告示の制定については,追 ってこれを

行い,別 途通知する予定ですので,予 め御承知おき下 さい。

記

1家 庭教育に関する学習機会の充実等(第5条 第七号関係)

(1)改 正内容の概要

家庭教育に関す る学習機会の充実を図るため,「 家庭教育に関す る学習の機会を提供するための

講座の開設及び集会の開催並びにこれ らの奨励に関すること」を教育委員会の事務 として規定した

こと。

(2)基 本的な留意点

① 今回の改正の趣 旨は,家 庭教育の向上を図るため,教 育委員会や公民館等の社会教育施設が自

ら講座や集会を開催すること,及 び民間の社会教育団体等が開催する講座や集会 を奨励すること

を教育委員会の事務として規定するものであること。

② 「家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催」 については,各

教育委員会において,従 前 より,家 庭教育学級 ・講座の開設な どにより取 り組まれてきた ところ

であるが,今 後,就 学時健康診断や乳幼児健康診断のほか,学 校説明会や学校への体験入学,PTA

の会合など,で きる限 り多くの親が集まる機会に講座等を開設することや,企 業等の職場内で講

座を開設す ることな ど,参 加者の学習要求や地域の実情 に応 じた多様な学習機会がより多 く提供

されるよう,一 層の充実を図ること。

③PTAや 子育てサー クル等が行 う家庭教育に関す る学習機会の提供について,公 民館等の社会教

育施設や学校施設の利用に当たって便宜を図ること,指 導者の養成を図ること,日 頃か ら情報交

換を密に行 うことなどにより,こ れ らの団体等が実施する家庭教育の講座や集会の奨励に努 める

こと。

④ 各教育委員会における家庭教育に関する学習機会の提供に当たっては,事 業の円滑な実施が図

られ るよう,学 校,母 子保健部局,PTAを は じめとする関係機関 ・団体等 との連携協力に努めると

ともに,乳 幼児を持つ親や仕事を持つ親な ども参加 しやすいものとなるよ う,託 児への対応や講

座等の実施 日 ・時間帯な どに配慮すること。

2ボ ランティア活動など社会奉仕体験活動,自 然体験活動その他の体験活動の充実(第5条 第十二号

関係)

(1)改 正内容の概要

青少年の社会性や豊かな人間性 をはぐくむため,「 青少年 に対 しボランティア活動な ど社会奉仕

体験活動,自 然体験活動その他の体験活動の機会 を提供す る事業の実施及びその奨励に関す るこ

と」を教育委員会の事務をして規定 したこと。

(2)基 本的な留意点

① 今回の改正の趣 旨は,教 育委員会や公民館等の社会教育施設が 自ら体験活動の機会を提供する
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事業を実施す ること,及 び民間の社会教育団体等が実施する事業を奨励することを教育委員会の

事務 として規定す るものであること。

② 併せ て学校教育法を改正し,小 学校,中 学校,高 等学校,中 等教育学校,盲 学校,聾 学校及び

養護学校において,児 童生徒の「体験的な学習活動,特 にボランティア活動など社会奉仕体験活

動,自 然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとす る」とともに,「社会教育団体その他

の関係 団体及び関係機関との連携 に十分配慮 しなければならない」としてお り,こ れは,学 校教

育 と社会教育 とがあいまって体験活動を促進 してい く趣旨であること。

③ 体験活動の実施 に当たってのその他の留意点につては,別 途通知する予定であること。

3社 会教育主事の資格要件の緩和(第9条 の4関 係)(略)

4社 会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱範囲の拡大(第15条 第1項 及び第30条 第1項 関係)

(1)改 正内容の概要

社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に 「家庭教育の向上に資する活動を行 う者」を委嘱で

きるよ うにしたこと。

(2)基 本的な留意点

① 今回の改正の趣 旨は,従 来の 「学校教育及び社会教育の関係者」及び 「学識経験のある者」に

加えて,「 家庭教育の向上に資する活動を行 う者」を,社 会教育委員や公民館運営審議会の委員に

委嘱できることによ り,家 庭教育の向上のための施策の一層の充実を図るものであること。

② 「家庭教育の向上に資する活動を行 う者」とは,例 えば,以 下のような者を指すものであるこ

と。

ア 子育てサークル(子 育て中の親が任意に集ま り,親 子のふれあいや仲間づくり等を目的に活

動を行 うサークル)の リーダー

イ 子育てサポーター等,自 らの子育て経験を活かす ことなどによ り,家 庭教育に関する悩みや

不安を抱 く親か らの相談に対応 した り,情 報提供 を行 う者

ウ 家庭教育に関する相談員や児童福祉司等,子 育てに関する親か らの相談に対応 している者

③ 各教育委員会においては,今 回の改正の趣 旨を踏まえ,家 庭教育の向上に資する活動を行 う者

を社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に委嘱 し,こ れ らの者の意見を積極的に家庭教育の

向上のための諸施策に反映させるよう努 めること。そのためにも,社 会教育委員の会議等を活性

化 し,各 種審議,提 言活動 調査研究等をこれまで以上に積極的に行っていくよう努めること。

5国 及び地方公共団体の任務に関する規定の改正(第3条 第2項 関係)(略)

11公民館の設置及び運営に関する基準

平成15年6月6日 文部科学省告示第112号

社会教育法(昭 和24年 法律第207号)第23条 の2第1項 の規定に基づき,公 民館の設置及び運営に関す
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る基準(昭 和34年 文部省告示第98号)の 全部を次のように改正する。

(趣 旨)

第1条 この基準は,社 会教育法(昭 和24年 法律第207号)第23条 の2第1項 の規定に基づ く公民館の設

置及び運営上必要な基準であ り,公 民館の健全な発達を図ることを目的 とする。

2公 民館及びその設置者は,こ の基準に基づき,公 民館の水準の維持及び向上に努めるもの とする。

(対象区域)

第2条 公民館 を設置する市(特 別区を含む。以下同 じ。)町 村は,公 民館活動の効果を高めるため,人

口密度,地 形,交 通条件,日 常生活圏,社 会教育関係団体の活動状況等を勘案 して,当 該市町村の区

域内において,公 民館の事業の主たる対象 となる区域(第6条 第2項 において 「対象区域」 とい う。)

を定めるものとする。

(地域の学習拠点としての機能の発揮)

第3条 公民館は,講 座の開設,講 習会の開催等を自ら行 うとともに,必 要に応 じて学校,社 会教育施

設,社 会教育関係団体,NPO(特 定非営利活動促進法(平 成10年 法律第7号)第2条 第2項 に規定す

る特定非営利活動法人をい う。)そ の他の民間団体,関 係行政機 関等 と共同して これ らを行 う等の方

法により,多 様な学習機会の提供に努めるもの とす る。

2公 民館は,地 域住民の学習活動に資す るよう,イ ンターネッ トその他の高度情報通信ネ ッ トワーク

の活用等の方法により,学 習情報の提供の充実に努めるものとする。

(地域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮)

第4条 公民館は,家 庭教育に関す る学習機会及び学習情報の提供,相 談及び助言の実施,交 流機会の

提供等の方法によ り,家 庭教育への支援の充実に努めるものとする。

(奉仕活動 ・体験活動の推進)

第5条 公民館は,ボ ランティアの養成のための研修会を開催する等の方法により,奉 仕活動 ・体験活

動 に関する学習機会及び学習情報の提供の充実に努 めるもの とする。

(学校,家 庭及び地域社会 との連携等)

第6条 公民館は,事 業を実施するに当たっては,関 係機欄 及び関係団体との緊密 な連絡 協力等の方

法により,学 校,家 庭及び地域社会との連携の推進に努 めるものとする。

2公 民館は,そ の対象区域内に公民館 に類似する施設がある場合には,必 要な協力及び支援に努める

ものとする。

3公 民館は,そ の実施する事業への青少年,高 齢者,障 害者,乳 幼児の保護者等の参加 を促進す るよ

う努めるものとす る。

4公 民館は,そ の実施する事業において,地 域住民等の学習の成果並びに知識及び技能を生かすこと

ができるよう努めるものとす る。

(地域の実情を踏まえた運営)

第7条 公民館の設置者は,社 会教育法第29条 第1項 に規定する公民館運営審議会 を置 く等の方法によ

り,地 域の実情に応 じ,地 域住民の意向を適切 に反映 した公民館の運営がなされ るよ う努めるもの と

す る。

2公 民館は,開 館 日及び開館時間の設定に当たっては,地 域の実情を勘案 し,夜 間開館の実施等の方

法により,地 域住民の利用の便宜を図るよう努めるもの とする。

(職 員)

第8条 公民館に館長を置き,公 民館の規模及び活動状況に応 じて主事その他必要な職員を置くよう努
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めるもの とする。

2公 民館の館長及び主事には,社 会教育に関する識見と経験を有 し,か つ公民館 の事業に関す る専門

的な知識及び技術 を有する者をもって充てるよ う努めるものとする。

3公 民館の設置者は,館 長,主 事その他職員 の資質及び能力の向上を図るため,研 修の機会の充実に

努めるものとす る。

(施設及び設備)

第9条 公民館 は,そ の 目的を達成するため,地 域の実情に応 じて,必 要な施設及び設備を備えるもの

とする。

2公 民館は,青 少年,高 齢者,障 害者,乳 幼児の保護者等の利用の促進を図るため必要な施設及び設

備を備 えるよ う努めるもの とする。

(事業の自己評価等)

第10条 公民館は,事 業の水準の向上を図 り,当 該公民館の 目的を達成す るため,各 年度の事業の状況

について,公 民館運営審議会等の協力を得つつ,自 ら点検及び評価を行い,そ の結果を地域住民に対

して公表す るよ う努めるものとする。

附 則

この告示は,公 布 の 目か ら施行する。

12 「公民館 の設置及 び運営に関する基準」の告示について

平成15年6月6日15文 科生第343号

各都道府県教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長通知

このたび,別 添の とお り,平 成15年6月6日 付 けをもって,社 会教育法(昭 和24年 法律第207号)第23

条の2に 基づく,「 公民館の設置及び運営に関す る基準」(文 部科学省告示第112号)が 告示 され,同日 か

ら施行 されま した。

本告示は,① 地方分権の推進に伴 う定量的,画 一的な基準の大綱化,弾 力化,② 多様化,高 度化する

学習ニーズや国際化,情 報化等の進展に伴 う現代的課題への対応などを踏まえ,従 来の 「公民館 の設置

及び運営に関す る基準」(昭 和34年12月28日 文部省告示第98号)の 全部 を改正 したものです。

貴教育委員会におかれては,域 内の市町村教育委員会及び各公民館に対 して本基準について周知を図

るとともに,別 紙の各事項に十分御留意の上,適 切な指導をお願いします。

(別 紙)

「公民館の設置及び運営に関する基準」について

1第1条 関係(趣 旨)

(1)こ の基準は,社 会教育法第23条 の2に 基づき,公 民館の健全な発達を図るために,そ の設置及び

運営上必要な基準 として定めたものであり,公 民館及びその設置者は,こ の基準に基づき,そ れぞ
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れの公民館の水準の維持,向 上に努めるもの とすること。

(2)都 道府県教育委員会においては,こ の基準を踏まえ,公 民館 を設置する市町村への適切な指導,

助言等に努め られたいこと。

2第2条 関係(対 象区域)

(1)公 民館 を設置する市町村は,公 民館活動の効果を高めるため,地 域の諸条件 を勘案 し,事 業の主

たる対象となる区域を定めるものとすること。

(2)学 習ニーズの多様化,高 度化や生活圏の広域化に伴い,地 域の実情に応 じて,対 象区域にこだわ

らない広域的,体 系的な学習サー ビスの一層の充実についても期待 されること。

(3)市 町村合併などに際 し,公 民館の配置が見直されるような場合には,地 域住民の利用上の便宜を

損 うな ど,公 民館活動の進展が妨げられることのない よう十分に留意願いたいこと。

3第3条 関係(地 域の学習拠点としての機能の発揮)

(1)公 民館は地域の学習拠点 として,多 様化,高 度化する地域住民の学習ニーズに対応できるよう,

幅広い関係機関等 と共催で事業を実施す ることなどによ り,多 様な学習機会の提供に努 めるものと

す ること。

(2)地 域住民の学習活動に資するよ う,イ ンターネッ トを通 じた情報提供,衛 星通信 を活用 した大学

の公開講座や子 どもたちへの体験活動に関する情報の収集 ・提供などにより,幅 広い学習情報の提

供 に努めるものとすること。

(3)地 域の実情 に応 じて,教 育 ・学習活動のネ ットワークの拠点 となるよう,地 域の様々な機関,団

体間の連絡 ・調整の役割な どについても期待 されること。

4第4条 関係(地 域の家庭教育支援拠点としての機能の発揮)

平成13年7月 の社会教育法の一部改正により,教 育委員会の事務 として家庭教育に関す る学習機会

の提供等が法律に明記 され,各 地方公共団体における取組みの一層の充実が求められていることから,

地域の実情に応 じて,家 庭教育に関する学習機会及び学習情報の提供,託 児室の整備等による託児サ

ー ビスの充実,子 育て支援ボランティアや地域の指導者 の情報の収集 ・提供,子 育てグループやその

ネ ットワーク等の育成や これ らのグループ等に対す る配慮などにより,家 庭教育への支援の充実に努

めるものとすること。

5第5条 関係(奉 仕活動 ・体験活動の推進)

平成13年7月 の社会教育法の一部改正により,教 育委員会の事務 として青少年への社会奉仕体験活

動 ・自然体験活動等の機会の提供などが明記され,各 地方公共団体における取組みの一層の充実が求

められていることから,地 域の実情に応 じて,公 民館 においても青少年の体験活動事業,ボ ランティ

アの養成研修,セ ミナーの開催,ボ ランティアコーデ ィネーターによる情報の収集 ・提供な どによ

り,奉 仕活動 ・体験活動に関す る学習機会や学習情報の提供の充実に努めるものとすること。

6第6条 関係(学 校,家 庭及び地域社会 との連携等)

(1)平 成13年7月 の社会教育法の一部改正によ り,地 方公共団体が任務を遂行す るに当たっては,学

校教育 との連携確保や家庭教育の向上への必要な配慮が求められていることか ら,公 民館において
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も,事 業を実:施す るに当たっては,関 係機関 ・団体 との緊密な連絡 ・協力などにより,学 校,家 庭

及び地域社会の連携の推進に努めるものとすること。

(2)地 域住民の多様 な学習ニーズに適切に対処するため,そ の対象区域内に公民館に類似する施設が

ある場合には,情 報の収集 ・提供,事 業の共同施設などにより,必 要な協力及び支援に努めるもの

とすること。

(3)事 業を実:施す るに当たっては,参 加体験型事業の実施,大 活字本や点字の資料の活用,託 児サー

ビスの充実な どにより,青 少年,高 齢者,障 害者,乳 幼児の保護者等の参加が促進 されるよう努め

るものとすること。

(4)事 業を実施するに当たっては,講 師,ボ ランテ ィア等としての受け入れなどにより,地 域住民等

の学習の成果並びに知識及び技能を生かす ことができるよう努めるものとすること。

7第7条 関係(地 域の実情を踏まえた運営)

(1)公 民館の設置者は,地 域の実情に応 じて,公 民館運営審議会を十分に活用することなどにより,

地域住民の意向を適切に反映 した公民館の運営に努めるもの とすること。

(2)そ の際 人々の生活様式の多様化に対応 し,例 えば,各 公民館 ごとに異なった曜 日を休館 日とし

た り,夜 間開館 により昼間は利用で きない人の利用や,夜 間の事業準備 などについて配慮するな

ど,そ れぞれの地域の実情を踏まえた開館 日及び開館時間の設定の工夫を行い,地 域住民の便宜を

最大限に図るよ う努めるものとす ること。

8第8条 関係(職 員)

(1)公 民館 には,館 長 を置 くほか,そ の規模及び活動状況に応 じて,求 め られる役割を十分に果たす

ことができるよう,適 正な数の公民館主事その他必要な職員を置 くよう努めるものとすること。

(2)館 長及び公民館主事については,多 様化,高 度化する地域住民の学習ニーズ等に的確に応えるた

め,社 会教育に関す る識見 と経験を有 し,事 業に関する専門的な知識及び技術を有するものをもっ

て充てるよう努めるもの とすること。

(3)公 民館の設置者 は,職 員の資質及び能力の向上を図るため,国 際化,情 報化等の進展など現代的

課題への対応 に配慮 しつつ,継 続的,計 画的な研修の機会の充実に努めるもの とすること。

また,職 員 自らも,公 民館の運営上支障がない限 り,種 々の研修機会を積極的に利用することな

どにより,専 門性のある職員 としての資質及び能力の向上を図ることが期待され ること。

9第9条 関係(施 設及び設備)

(1)公 民館 は,地 域 の実情 に応 じ,例 えば,多 目的に利用できるオープンスペース等を整備す るな

ど,必 要な施設及び設備 を備えるもの とすること。

(2)施 設及び設備の整備 に当たっては,地 域の実情に応 じて,例 えば,パ ソコンや視聴覚機器の整

備,ス ロープや車椅子用 トイ レの整備,託 児室の整備を図るなど,青 少年,高 齢者,障 害者,乳 幼

児の保護者等の利用の促進を図るために必要な施設及び設備を備えるよう努めるものとすること。

10第10条 関係(事 業の自己評価等)

(1)公 民館 は,事 業の水準の向上を図 り,公 民館の 目的を達成することができるよう,日 頃の運営方

法の工夫,改 善に努 めるとともに,事 業の成果等について自己点検 ・自己評価を行い,そ の結果を
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地域の住民に公表す るよう努めるものとす ること。

(2)そ の際,利 用者である地域住民の意向が適切に反映されるよう,公 民館運営審議会を十分に活用

す ることが望ましいこと。なお,必 要に応 じて,外 部評価を導入することについての検討も期待 さ

れ ること。

11そ の他

(1)公 民館やその分館 の設置に当たっては,地 域住民の利用上の便宜等の観点から,地 域の実情に応

じて,学 校の余裕教室や民間施設などを活用す ることについても考えられること。

(2)「 公民館」の呼称については,必 要に応 じて,利 用者である地域住民に親 しまれるような呼称を

付けることについても考 えられること。

13 (参考)公 民館の設置及び運営に関する基準

昭和34年12月28日 文部省 告示第98号

(趣 旨)

第1条 この規程に定める基準は,公 民館を設置 し,及 び運営するのに必要な基準を示す ものであるか

ら,公 民館の設置者は,こ の基準に従い,公 民館の水準の維持,向 上を図ることに努めなければな ら

ない。

(対象区域)

第2条 公民館を設置する市町村は,公 民館活動の効果を高めるため,当 該市町村の小学校又は中学校

の通学区域(児 童又は生徒の就学すべき学校の指定の基準 とされている区域 をい う。)人 口,人 口密

度,地 形,交 通条件,社 会教育関係団体の活動状況等を勘案 して,当 該市町村の区域内において,公

民館の事業の主たる対象 となる区域(以 下 「対象区域」 とい う。)を 定めるものとする。

(施 設)

第3条 公民館の建物の面積は,330平 方 メー トル以上 とする。ただ し,講 堂を備える場合には,講 堂以

外の建物の面積は,230平 方メー トルを下 らないものとす る。

2公 民館には,少 くとも次の各号に掲げる施設 を備 えるもの とする。

一 会議及び集会に必要な施設(講 堂又は会議室等)

二 資料の保管及びその利用に必要な施設(図 書館,児 童室又は展示室等)

三 学習に必要な施設(講 義室又は実験 ・実習室等)

四 事務管理に必要な施設(事 務室,宿 直室又は倉庫等)

3公 民館には,前2項 に規定す るもののほか,体 育及び レクリエーシ ョンに必要な広場等を備えるよ

うに努めるものとす る。

4第1項 及び第2項 に規定する施設は,公 民館 の専用の施設 として備 えるよ うに努めるものとす る。

(設 備)

第4条 公民館には,そ の事業に応 じ,次 の各号に掲げる設備を備 えるものとす る。

一 机
,椅 子,黒 板及びその他の教具
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二 写真機,映 写機,テ ープ式磁気録音再生機,蓄 音機,テ レビジョン受像機,幻 灯機,ラ ジオ聴取

機,拡 声用増幅器及びその他の視聴覚教育用具

三 ピアノ又はオルガン及びその他の楽器

四 図書及びその他 の資料並びにこれ らの利用のための器材器具

五 実験 ・実習に関する器材器具

六 体育及び レク リエー ションに関する器材器具

(職 員)

第5条 公民館には,館 長及び主事を置き,公 民館の規模及び活動状況に応 じて主事の数を増加す るよ

うに努めるもの とす る。

2公 民館 の館長及び主事は,社 会教育に関 し識見 と経験を有 し,か つ公民館の事業に関する専門的な

知識 と技術を有する者をもつて充てるように努めるものとする。

(他の施設等 との連絡協力)

第6条 公民館は,そ の事業の実施にあたつては,他 の公民館,図 書館,博 物館,学 校その他の教育機

関及び社会教育関係団体等 と緊密に連絡 し,協 力するものとする。

2公 民館は,そ の対象区域内に公民館に類似す る施設がある場合には,必 要な協力 と援助 を与えるよ

うに努めるもの とす る。

(連絡等にあたる公民館)

第7条 二以上の公民館を設置す る市町村は,そ の設置する公民館の うち,一 の公民館を定めて,当 該

公民館 の事業のほか,市 町村の全地域にわたる事業,公 民館相互の連絡調整に関する事業,そ の他

個 々の公民館で処理す ることが不適当と認められる事業を実施 させ ることができる。

2前 項に規定する公民館 の講堂以外の建物の面積は,330平 方 メー トル以上 とす るように努めるもの

とす る。

3第1項 に規定する公民館は,第4条 に規定す る設備のほか,当 該公民館の館外活動及び第1項 の事

業の実施に必要な自動車その他の設備を備 えるものとする。

(公民館運営審議会)

第8条 市町村は,社 会教育法(昭 和24年 法律第207号)第29条 第1項 ただ し書の規定により,二 以上の

公民館について一の公民館運営審議会をお くときは,こ れを前条に規定す る公民館に置 くよ うにする

もの とす る。

(分 館)

第9条 公民館 の事業の円滑な実施 を図るため,必 要がある場合には,公 民館に分館 を設け,当 該公民

館の対象区域内における第2条 の条件又は当該公民館の事業の内容に応 じて分館 の事業を定めるも

のとする。
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14(参 考)「 公民館 の設置及び運営に関す る基準」の取扱 について

昭和35年2月4日 文社施第54号

各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達

さきに告示 された 「公民館の設置及び運営に関する基準」(昭 和34年 文部省告示第98号)は1月20日 付

で送付いたしましたが,こ の基準の取扱 にあたつては別紙の各事項を十分留意の上,周 知徹底 をはか

り,基 準施行に遺憾のないよう適切な指導をお願い します。

別 紙

「公民館の設置及び運営に関する基準」の取扱について

1趣 旨

この基準は,現 段階において公民館の事業の達成 と遂行上少なくとも必要 とする内容を示 したもの

で理想的水準を規定したものではない。 したがつて設置者 はその設置する公民館 の内容が,こ の基準

に達す るように計画を立てて,そ の実現に努めることはもとよ り,す すんで水準の向上を図るように

努められたい。

なお,都 道府県の教育委員会は,こ の基準に基いて都道府県の実情に適 した基準を設置 し,適 切な

指導援助を行 うなど具体的で有効な措置を講ぜ られたい。

2公 民館の対象区域

(1)公 民館は市町村その他一定区域内の住民に対 してその事業の しん透を図 らなければな らない。そ

のためには,基 準に示 したもののほか集落の形態,生 活様式,産 業構造な どの諸条件を十分考慮 し

て事業の主たる対象 となる区域を定め住民の利用度を高めるとともにその便宜を図る必要がある。

公民館の事業の主たる対象 となる区域については,一 般的にいえば,市 にあつては中学校の通学

区域,町 村にあつては小学校の通学区域を考慮す ることが実態に即す ると思われる。 しか し市にあ

つて も農村地帯な どについては小学校の通学区域 とし,市 街地 などについては人 口密度ない し利用

者数に応 じて中学校の通学区域よ り狭い区域 とす るなど他の諸条件をも勘案 し実情に即 して定める

ことが望ま しい。

なお,い ままでの公民館活動の実績によれば,公 民館 を中心 として対象 区域の面積が16平 方キロ

メー トル以内の場合に利用上の効率が最も高くなつている。

(2)新 市町村建設などに当 り,公 民館 の統廃合が行 われ る場合には,住 民の利用上の便宜をそ こない

公民館活動の進展を妨げるような統廃合を行わない よう十分に留意 されたい。

3公 民館の施設

(1)設 置者は,公 民館の事業お よび住民の要望に応 じて専 ら公民館の用に供す る施設を整備すること

が必要である。 しかし,他 の施設を転用す る場合には必要な増改築,補 修等 を行い,公 民館の活動

に適応するようにされたい。

(2)公 民館の施設の内容は,各 種の教育活動のできるもので,少 なくとも基準に示 されているような
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ものでなけばな らない。

なお,基 準第3条 第2項 各号の括弧内はいずれ も代表的な施設の例示であつて,例 えば 「講堂ま

たは会議室」は,講 堂または会議室のいずれか一つがあればよいことを意味 したものではない。

(3)「 資料の保管およびその利用に必要な施設」 とは,図 書館,展 示室,資 料室等を意味 し,図 書,

雑誌 を閲覧に供 し,図 表,絵 画,実 物,模 型,標 本等を展示 し,保 管する施設 をい う。

「児童室」 とは,主 として児童向の資料を整備 して児童の利用に供するものをい う。

「学習に必要な施設」 とは,青 年学級,婦 人学級,各 種の定期講座等の開設 とこれに伴 う実験実

習に必要な施設をい う。

(4)公 民館の事業の遂行上最低必要とみなされ る専用の建物の面積は330平 方メー トル以上であるが,

利用者の増大等に応 じて面積を拡大することが望ましい。

なお,こ の最低の面積によつて基準に示 されている必要な施設を備 えようとす る場合には例えば

廊下を展示場 とし,図 書室 と児童室を兼ね させ,講 堂を間仕切 りすることによつて講義室 として使

えるようにするな ど設計に十分工夫されたい。

また,講 堂の面積 については地域の人 口数 を対象 として定めることが適当と認められるが,近 く

に学校の講堂,公 会堂,体 育館等の施設がある場合にはそれ らの利用状況,設 備状況などを勘案 し

て,そ の面積 を定めるようにされたい。

(5)公 民館は上記の施設のほか,体 育及び レクリエーションの用に供する広場 とその他実験実習に必

要な農場,農 園等の野外:施設を備 えるかまたは借用等によつて利用できるように配慮されたい。

4公 民館の設備

(1)公 民館は各種の必要な施設を備 えるとともに,基 準に例示 されている設備を充実するように努め

なければな らない。ただ し,実 験実習に関す る器材器具,体 育及び レクリエーションに関する器材

器具その他の設備及び,各 種の設備の数量については,地 域の実情,公 民館の施設の内容な らびに

公民館 の事業に応 じて充実をはかることが必要である。

(2)基 準第4条 四号の うち 「その他の資料」 とは,郷 土資料,実 物,模 型,参 考品等をいう。

5連 絡等にあたる公民館

市町村内に公民館が二以上あ りその何れ もが市町村の一定区域を対象 とす る場合には,そ の うちの

一に
,そ の公民館の事業に加 えて展覧会,講 演会その他市町村の全地域におよぶ規模の大きな事業,

色刷ポスターあるいは教材映画の製作など特殊な設備 と技術を要 し,個 々の公民館で処理することが

不適当 と認 められ る事業その他公民館の事業の実施 に関し相互の連絡調整を必要 とする事項につい

て主としてその処理に当 らせ,市 町村における公民館活動の充実と効果の増大に努められたい。

なお,連 絡調整 にあたる公民館が上記の事業に応ず るためにはその施設ならびに設備 についておよ

そ次の ような配慮が必要である。

(イ)建 物の面積は講堂を除いて330平 方メー トル以上 とし,講 堂については,市 町村の学校の講堂,公

会堂,体 育館な ど利用可能な施設の状況を勘案 し市町村全体の人口数に応 じた規模のものを設ける

こと。

(ロ)設 備 は,基 準第4条 に示すもののほか,図=書,資 料,視 聴覚教材,搬 出できる各種の実験実習用具

等各公民館において共通に利用できるもの,ま たは運搬,連 絡に用いられる自動車,そ の他個々の公

民館の特性 を損 うことなくその各々に設置す ることが適当でないと思われ るものを整備すること。
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6公 民館運営審議会

市町村が社会教育法第29条 第1項 ただ し書の規定により共通の公民館運営審議会を置 く場合には,

条例で共通の公民館運営審議会を置く公民館名,公 民館運営審議会を共有する公民館名等を定めるも

の とす る。また,審 議事項については,公 民館運営審議会を共有する公民館の問題が平等に扱われる

よう留意するとともに住民の意志が十分反映されるようその運営はもとより,委 員の選出,任 命に慎

重な考慮 を払 うよ うにされたい。

7分 館

(1)公 民館の対象区域が広範囲にわたる場合等には,分 館 を設けるようにされたい。 ここにい う 「分

館」 とは,条 例等で市町村立の公民館の分館 として定め市町村によつて維持管理 されるものを意味

す る。

(2)分 館の施設は,公 民館の対象区域の状況 と本館 の事業 との関係に応 じてその面積 と施設の内容を

定めることが望ましい。

なお,い ままでの実績によれば,す ぐれた成果をあげている公民館には,い くつかの分館 を設置

しているものが多く,公 民館 までの距離が2キ ロメー トルに満たない場合でも分館の設置によつて

利用上の効率を増大 している事例が数多 くみ られる。

(3)部 落,町 内等対象区域内に設けられた公民館類似施設 の取扱については,な るべ く市町村立 とす

るよ う努めることが望ま しい。ただ し,こ のことは公民館類似施設 を排除す ることを意味す るもの

ではない。 したがつて,公 民館は公民館類似施設に対 し,そ の運営について必要な協力 と援助 を与

え,対 象区域内の公民館活動の普及徹底を図るとともに住民の利便に寄与するようとくに配慮 され

たい。

8職 員

公民館の施設,設 備 を有効に運用 して公民館活動 の成果 を挙げるには専任の館長,専 任の主事,そ

の他専任の事務職員,技 術職員等の職員を充実す ることが必要であるが とくに次の事項について留意

されたい。

(1)館 長,主 事は公民館運営の中心となる職員であるか ら,そ の採用に当つては,慎 重を期す ること

はもとより,公 民館の事業についての専門的知識 技術,経 験を有する等必要な資質を備えた者の

うちから任用するよ う努 めること。

(2)都 道府県の教育委員会は館長,主 事について十分研修できる機会を作 り,市 町村はこれに参加 さ

せ るなど便宜を供与するよう努 めること。

9そ の他

以上のほか次の諸点について留意 されたい。

(1)公 民館の呼称

公民館の呼称は異なる内容のものをも同一の呼称を用いているなど様々で,調 査等に不便なこと

が多いので今後は,な るべく次のようなものを用いること。

(イ)市 町村の全地域を対象区域 とす る公民館の場合

○○市(市 立)公 民館

または
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(ロ)

(ハ)

(2)報

(3)運

公民館 の運営については,次 のことに留意 してその利用上の効率を増大するよう努めなければな

らない。

(イ)公 民館の事業は教育委員会の教育計画を考慮するとともに公民館運営審議会の活用をはか り,

できるだけ重点的,計 画的に実施するようにすること。

(ロ)事 業の実施にあたつては,社 会教育委員,公 民館運営審議会委員,体 育指導委員,そ の他地域

内の学識経験者,団 体役員等ひろく住民の協力によるように努めること。

(ハ)同 一市町村にある公民館はもとよ り,他 の市町村の公民館 も相互に緊密な連絡を保 ち,施 設,

設備,教 材を効果的に利用するように努めるほか,図 書館,博 物館 ,学 校等 との連携 を強化 して

職員の協力,資 料の提供を受けるとともにすすんでそれ らの館外活動 校外活動に協力するなど

公民館活動の充実を図るよう努めること。

○○市(市 立)中 央公民館

一定区域 を対象 区域 とする公民館の場合

○○市(市 立)○ ○公民館

(地区名)

ただ し,基 準第7条 の公民館は(イ)の 呼称を用いてもさしつかえない。

分館の場合

(イ)の公民館に所属する場合

○○市(市 立)公 民館○○分館

または

○○市(市 立)中 央公民館○○分館

(ロ)の公民館に所属する場合

○○市(市 立)○ ○公民館○○分館

(地区名)

なお,従 来の支館,分 室等の名称はなるべ く避けるようにされたい。

告(略)

営
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Ⅱ公民館の設置・運営に関する通知・通達
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1公 民館の設置運営 について

昭和21年7月5日 発社第122号

各地方長官あて 文部次官

国民の教養を高めて,道 徳的知識的並に政治的の水準を引上げ,ま たは町村 自治体に民主主義の実際

的訓練 を与えると共に科学思想を普及 し平和産業を振興する基を築 くことは,新 日本建設の為に最も重

要な課題 と考えられるが,此 の要請に応ずるために地方に於いて社会教育の中枢機関 としての郷土図書

館,公 会堂,町 村民集会所等の設置計画が進捗 し其の実現を見つゝ あるのも少なくない事はまことに欣

ばしいことである。 よって本省に於ても此の種の計画が全国各町村の 自発的な創意努力によって,益 々

力強 く推進 され ることを希望 し,今 般凡そ別紙要綱に基 く町村公民館 の設置を奨励することゝなったか

ら,青 年学校の運営と併行 して適切な指導奨励を加えられる様 命に依って通牒す る。

尚本件については内務省,大 蔵省,商 工省,農 林省及厚生省に於て了解済であることを附記する。

別 紙

公民館設置運営の要綱

1公 民館の趣旨及目的

これか らの 日本に最 も大切なことは,す べての国民が豊かな文化的教養を身 につけ,他 人に頼 らず

自主的に物を考 え平和的協力的に行動する習性 を養 うことである。そ して之を基礎 として盛んに平和

的産業 を興 し,新 しい民主 日本 に生れ変ることである。 その為には教育の普及 を何 よ りも必要 とす

る。わが国の教育は国民学校や青年学校を通 じ一応 どんな田舎にも普及 した形ではあるが,今 後の国

民教育は青少年 を対象するのみでなく,大 人も子供 も,男 も女も,産 業人 も教育者 もみんながお互に

睦み合い導き合 ってお互いの教養を高めてゆく様な方法が取られねばならない。公民館は全国の各町

村に設置せ られ,此 処に常時に町村民が打ち集って談論 し読書 し,生 活上産業上の指導を受けお互い

の交友を深める場所である。それは謂は ゴ郷土に於 ける公民学校,図 書館,博 物館,公 会堂,町 村集

会所,産 業指導所などの機能を兼ねた文化教養の機関である。それは亦青年団婦人会な どの町村に於

ける文化団体の本部 ともなり,各 団体が相提携 して町村振興の底力を生み出す場所でもある。 この施

設は上からの命令で設置 され るのでなく,真 に町村民の自主的な要望 と努力によって設置せ られ,又

町村 自身の創意と財力 とによって維持せ られてゆくことが理想である。

2公 民館運営上の方針

(1)公 民館は町村民が相集って教え合い導き合い互の教養文化を高める為の民主的な社会教育機 関で

あるから,町 村民が進んで教えを受 け楽 しんで之を利用す る様 に,努 めて図書や機械類等の設備を

充実 し町村民にとって有難い便利な施設 として感謝 される様に運営 されねばならない。

(2)公 民館は同時に町村民の親睦交流を深め,相 互の協力和合を培い,以 て町村 自治向上の基礎 とな

るべき社交機 関でもあるから,成 るべく堅苦 しい窮屈な場所でな く,明 朗な楽 しい場所 となる様に

運営 されねばならない。

(3)公 民館は亦町村民の教養文化を基礎 として郷土産業活動 を振い興す原動力 となる機関であるから,
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町村内に於 ける政治,教 育及産業関係の諸機関が一致協力 して其の運営に参加 しかくして教化活動

と産業指導の活動が綜合的に推進 されねばな らない。

④ 公民館は謂はゝ町゙村民の民主主義的な訓練の実習所であるから,館 内に於ては性別や老若貧富等

で差別待遇することなく,お 互いの人格を尊重 し合って自由に討議談論するに自分の意見を率直に

表明 し,又 他人の意見は率直に傾聴 する習慣が養われる場所 となる様 に運営 されねばならない。

(5)公 民館は又中央の文化 と地方の文化とが接触交流する場所であるか ら,進 んで各方面の中央講師

を招いて意見を聞くと共に地方の事情 を中央に通 じて貰い,目 本中の人が仲良く理解 し合って 目本

の再建に協力する原動力 となる様に運営されねばな らない。

(6)公 民館 は全町村民のものであり,全 町村民を対象として活動するのであるか ら町村内各種の機 関

が之に協力すべきは勿論であるが特に青年層 こそ新 日本建設の推進力 となるべきものであるか ら,

此の施設の設置運営には特に青年層の積極的な参加が望ましい。

(7)公 民館は郷土振興の基礎を作る機関であって,郷 土の実情や町村民の生活状態等に最も適合 した

弾力性のある運営が為されるべきで,決 して画一的形式的非民主的な運営に陥 らぬ様に注意 しなけ

ればならない。

3公 民館の設置及管理

(1)公 民館の設置 は各町村に於て各々その町村の必要 とす るところに基いて自ら企画立案するのを建

前 とすること。

(2)公 民館の為に新に建築を起すことは困難であるから成 るべ く町村中心地区に在 る最も適当な既設

建物例えば青年学校又は国民学校の校舎或は既存の道場,公 会堂,寺 院,工 場宿舎,其 の他適当な

既設建物 を選 んで施設す ること。学校以外に図書館,博 物館,郷 土館があれば之を公民館に併合

し,又 は之を公民館の分館 として活用す ること。私立に係る各種の施設で協議の上公民館に併合 し

得 るものは併合すること。

(3)公 民館は町村に各一ヶ所設ける外,出 来得れば各部落に適 当な建物を見付けて分館 を設けるこ

と。

(4)公 民館 は町村立の営造物 として町村 に於て管理すること。

4公 民館の維持及運営

(1)公 民館 は町村民全体の自主的な要望 と協力によって自治的に設置すべきものであるか ら,公 民館

維持経理 の財源 も一般町村費及寄附金に依 るのを原則 とすること。農業会,農 事実行組合其の他の

産業団体等の資金で公民館運営上活用 し得 るものがあれば,協 議の上補助金 として之を受け有用に

活用する道を講ずること。但 し財政的援助 をなす ことによって特定の団体が公民館の運営を独善的

に切 りまわす様なことがない様 に注意すること。

(2)公 民館 の経費を一般町村費で賄い難い場合は別に公民館維持会の組織を作 り,公 民館の設置運営

に熱意のある篤志者の支持によって円滑な維持経理を図ること。

(3)公 民館事業の運営は公民館委員会が主体 となって之を行 うこと。公民館委員会の委員は町村会議

員の選挙の方法に準 じ全町村民の選挙によって選出するのを原則 とすること。但 し其の町村の実情

によっては公民館運営に最 も熱意を有 し最 も適任 と思われる各方面の代表者(町 村会議員,学 務委

員,学 校教職員,各 種産業団体及文化団体の幹部,其 の他の民間有力者の中か ら7の(2)に 記 した公

民館設置準備委員会等に於て適宜話合の上選んでもよいこと。其の人数は凡そ3人 乃至8人 位が適
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当と思われ,其 の中に教育者及婦人が含まれていることが望ましいこと。

④ 公民館委員会の任務は公民館運営に関する計画や具体的方法を決定し,町 村当局や公民館維持会

と折衝 して公民館運営に関する必要な経費を調達経理 し,又 町村内の産業団体文化団体 との間の連

絡調整に当るものであること。

(5)公 民館長は公民館委員会か ら選任 され其の推薦によって町村長が嘱託すること。公民館長の任期

は凡そ1年 位 と定め,教 育に理解 あり,且 衆望のある最適任者 を選任することに努めること。適任

者の重任は差支えないこと。

(6)公 民館 には専属又は兼任の職員を置いて公民館運営の仕事を担当させること。公民館職員は主事

と呼び,館 長が公民館委員会の意見に依って選定し,町 村長が之を嘱託す ること。主 として青年学

校教職員及国民学校教員を兼任 させるのはよいが,財 政に余裕がある限 り出来 るだけ多くの練達堪

能な実力のある人材を専任に嘱託する様にすること。

(7)公 民館の運営には,町 村民全体の支持と協力 とが必要であるのは勿論であるが,公 民館主事の外

に広く町村内各方面の幹部や有識者を講師嘱託に委嘱 し又特に帰省 している大学高等専門学校の学

生や旅行滞在中の中央の文化人な どの協力 を求め,あ らゆる機会に相提携 して相互の啓蒙 に努める

こと。

5公 民館の編成及設備

公民館の編成及設備は其の町村の特殊性や町村民の要望 に応 じ,又 資金や資材 の充足事情に依 っ

て,必 ず しも画一的にする必要はなく,努 めて弾力性のあるものとすべきであるが,以 下に掲げる所

を一応公民館編成の参考 とせ られたい。

(1)公 民館の下の部を置き,各 部に主事を配属 して其の活発な運営を担当せ しむること。

1教 養部2図 書部3産 業部4集 会部

上の各部の外必要に応 じて例 えば体育部,社 会事業部,保 健部などを設 けてもよい。

(2)公 民館には其の規模 に応 じ成 るべ く下の施設を為すこと。

1教 室2談 話室3講 堂4図 書室5陳 列室6作 業室

7娯 楽室8講 師控室9運 動場

之れ らの施設は公民館を併設 した建物(学 校,公 会堂其の他)の 之れ らの施設 を共用するものと

すること。

(3)公 民館には成 るべ く下の器具及図書を備えること。

1映 写機2幻 燈機3ラ ジオ受信機4製 粉機,脱 穀機,電 気器具,修 理器具其

の他産業指導に必要な器具(農 村,山 村,漁 村,工 業地等町村民の生活状態に応 じ必要な産業指導

用器具)5各 種教養図書6各 種新聞及雑誌7蓄 音機,楽 器其の他の娯楽器具

8各 種運動器具

6公 民館の事業

(1)教 養部

1教 養部には常時下の学級を置き教養を求めている男女受講生を募集 して一般教養に必要な学科

を授け,社 会生活の実際に則 し,善 良な社会人 としての資質を養成せ しめること。

イ 成人学級

ロ 婦人学級(又 は母親学級)
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2成 人学級は青年学校卒業者其の他一般成人の受講生を以て編成 し下の教育を為すこと。

イ 時事問題,公 民常識,社 会道徳に関する教育

ロ 産業指導 の基礎 となるべき科学教育

3婦 人学級は女子青年学校卒業者其の他一般成人女子の受講生を以て編成 し,下 の教育を為すこ

と。

イ 婦人に必要なる時事問題,公 民常識,社 会道徳に関する教育

ロ 家庭生活の科学化 に必要な教育

ハ 家政,育 児,家 庭衛生,裁 縫等に関する教育

4成 人学級 と婦人学級は必ず しも之を二つに分けて教育する必要はなく,男 女共学の学級 とする

な り又は学科によって両者 を合併 して教育する等適 当に運営すること。

5教 養部の教育に於ては社会人 としての相互啓発の為,常 に研究会,討 論会,懇 談会等を開催

し,又 健全な娯楽(映 画,演 劇,音 楽)等 を与え楽 しみつゝ学ぶ様な方法で智識教養の向上を図

ること。

6教 養部の講座は選任主事に於て公民館委員会の承認を経た上 日程及講座予定を定め,恒 久的に

開講することとし,其 の教育は専任主事が之を担 当する外,町 村内の各方面の指導者,各 団体幹

部,中 央招聘 講師等適 当な部外講師の協力を求めること。

7教 養部を中心に毎月1回 公民館関係者の総会を開 くこと。

(2)図 書部

1図 書部に於ては教養 図書,各 種科学雑誌等を購入 し,閲 覧室を設けて一般町村民の閲覧に供す

ること。

2図 書部の図書は之を積極的に貸出を行い又読書会を開催 して,部 落に出張指導を行 うこと。

3郷 土生活の向上に必要な郷土史料,町 村政治,産 業教育に関す る各種図表,図 書,時 事解説資

料等を陳列 し観覧に供すること。之 らの資料 によって眼に訴える教育に資する様にし,町 村民が

常に町村政の現状や産業状態に通暁 している様指導すること。

4国 民学校や青年学校にある適当な教育図書は公民館の図書部 と共用 して一般の閲覧に供する様

に取計ふ こと。

5図 書二部専任主:事は図書の購入,保 管,貸 出,読 書指導を担当すること。

(3)産 業部

1産 業部に於ては町村民に対す る各種産業の科学的指導を担当するものとし,之 に必要な各種器

具機械に依 り実物教育 を行ふ と共に,一 般町村民の利用に供すること。

2産 業指導の為 め必要ある場合は各種の副業設備例へば製粉事業,食 糧品加工,ホ ームスパン,

鞣皮,藁 工品,肥 料生産,民 芸品製造,農 具修理,自 転車修理等の作業場を設けて各種の団体に

利用 させ,又 個人の申出によって農具の修理 に応ずるな どの便宜を与えること。

3町 村生活の科学化,合 理化の為出張指導を行ふこと。

4産 業指導についても図其の他各種の資料の陳列によって眼に訴える教育に努めること。

5産 業部専任主事は科学的知識技能者が之に当り,下 各項の指導を担 当すること。
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(4)集 会部

1集 会部は常に町村民の為に下の様な会合を計画開催 して,其 の集会の指導斡旋に当ること。

イ 講演会 ロ 講習会 ハ 討論会 二 懇談会 ホ 文化講座 へ 映写会

ト 演劇会 チ 音楽会 リ ラジオ聴取会 ヌ 運動競技会 ル 町村政懇談会

ヲ 各種展覧会,展 示会,博 覧会

2特 に討論会については正 しい討論の方法を指導 し討論の為に感情的な敵対関係を醸 し出すこと

のない様に当時の訓練 を施す こと。

3集 会部専任主事は常に上集会の為の講師斡旋及会の進行等を担当すること。

(5)其 の他の事業

1上 各部の活動の外下の事業 も行ふこと。

イ 学生,一 般青壮年の研究修養 に便宜を与えること。

ロ 農村実態調査及研究をなす こと。

ハ 啓蒙的新聞,パ ンフレッ ト等を作製領布す ること。

二 託児所,共 同炊事場,共 同作業所等の経営を指導すること。

ホ 簡易な医学,衛 生事業及其の指導をなす こと。

2公 民館には青年団,女 子青年団,婦 人団体,少 年団其の他文化団体本部を置き事業の企画指導

及団体相互の事業調整に当ること。

3公 民館に於ては農村又は其の他の社会事業,慈 善事業団体の委託 を受け又は之等 と緊密な連絡

の下に之に協力する様な事業を行 って差支へないこと。

4公 民館に於ては冠婚葬祭等に関する設備を充実 し,町 村民にも努めて之 を利用せ しめるよう奨

励すること。

(6)運 営上の注意

公民館の運営に付ては町村内に於ける各種文化団体,各 種産 業団体 との協力聯繋 を保つ必要があ

るのは勿論であるが,尚 中央に於ける下の如き各種文化団体,産 業関係諸団体 と緊密 に連絡 し其の

協力を受 けること。

イ 財団法人社会教育聯合会 ロ 恩賜財団母子愛育会 ハ 中央社会事業協会 二 全国

農業会 ホ 社団法人農 山漁村文化協会 へ 大 日本教育会 ト 財団法人社会教育協会

チ 財団法人 目本女子社会教育会 リ 財団法人農村青年協会 ヌ 財団法人大 日本生活協会

ル 財団法人中央報徳会 ヲ 財団法人大 日本報徳社 ワ 財団法人報徳会 力 財団法人

修養団 ヨ 日本文化協会 タ 財団法人 日本青年館 レ 財団法人大日本図書館協会

ソ 財団法人 日本博物館協会 ツ 財団法人大日本映画教育会 ネ 日本移動映写聯盟

ナ 財団法人 日本移動演劇聯盟 ラ 日本紙芝居協会 ム 日本 レコー ド協会 ウ 日本音

楽聯盟 ヰ 教育音楽家協会 ノ 財団法人大 日本音楽振興会 オ 財団法人 日本国民禁酒

同盟 ク 財団法人大 日本職業指導協会 ヤ 当該都道府県社会教育協会 マ 其の他

7公 民館設置の手続

公民館設置の手続 としては,別 に法定上の正式手続がある訳ではないが,円 滑に之を運ぶ方法とし

て,大 体下の如き方法が考えられ る。
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(1)公 民館の設置 に付ては先ず町村内部落(町 内会)常 会,町 村政懇談会に於いて,之 に関す る話題

を提供 して,町 村内に於ける公民館設置要望に関する輿論の喚起に努めること。

(2)公 民館設置要望の輿論が高まるのを侯って,町 村内政治,産 業,教 育,文 化等の関係幹部を網羅

した,公 民館設置基準委員会を結成 し,公 民館設置実現に関する協議懇談を為すこととし,特 に町

村長,青 年学校長,国 民学校長及青年団長に於て其の中枢的推進力 となって,其 の実現の準備 を整

へ ること。

(3)公 民館設置準備委員会に於ては凡そ下の事項に付て協議 し,町 村会の決議を経て,之 を実行に移

す様にすること。

1公 民館設置の規模及一般計画

2公 民館設置に要する経費予算及経費調達方法

3公 民館委員会設置の方法(委 員選任の方法等の決定)

4其 の他必要な事項

(4)公 民館設置準備委員会の任務が終了すればこの委員会が中心 となって4の(3)に 掲げた正式の公

民館委員を選出 して事業を進 めること。

(5） 公民館 の設置及管理に関 しては町村体制第十条の規定に基き町村条例を設けること。

(6)公 民館を設置 した ときには(3)に 掲げた事項概要及公民館設置及管理に関す る条例を都道府県に

報告す ると共に,開 館式を挙行する様に取計ふ こと。

(7)公 民館設置 を見た時は,公 民館設置の趣旨をよく町村民に諒解させ,常 時公民館に会合 して,其

の設備 を利用する習慣を得 させる様に勧 めること。

8公 民館の指導

(1)公 民館の運営に即応 し,中 央及都道府県に公氏館指導講師の組織を作 り,公 民館長の要請に応 じ

て,随 時適当な指導講師を派遣する様に努めること。

(2)図 書や機械器具類の供給に付いても,努 めて中央及都道府県に於いて出来る限 りの斡旋 を為すこ

と。

(3)随 時に公民館の職員の講習会,研 究会等を開催 して極力其の素質向上付に努力すること。

(4)公 民館の指導に付ては努めて大学,専 門学校の協力を求めること。

(5)公 民館の運営に付ては都道府県当局は町村 当局者の要請に基いて適 当な援助を与えることとしみ

だ りに町村 当局に対 し監督がましい指示をしないこと。

9備 考

(1)以 上の公民館の要綱は一の構想を示 したものであるから,飽 くまで其の町村の具体的実情即ち町

村の気質,負 担力,町 村財政の事情等か ら見ても,最 も郷土に適 した公民館の設置の実現を図るこ

と。

(2)公 民館の整備は資材資金等の関係か ら直に万全の施設を為すことは頗 る困難 と思はれるが,漸 次

町村 当局の努力 と国及都道府県の斡旋助成により,其 の充実を図るよ うに したいこと。国及び都道

府県に於ても予算の許す範囲内に於て出来る限 りの助成をなすこととしたいと考へてゐるが,財 政

窮乏の折柄直に多額を期待することは困難な状況にあるので,町 村 自治財政力によって極力 自主的

な維持運営を考へ,ど うしても成 り兼ねる点について都道府県な り国な りの援助 を求める様に考へ

ること。
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(3)公 民館は町村民にとって 「われわれ自身の施設」であるか ら其の関係者特に役職員はこの事業を

成功 させ る為めに無償奉仕する心構へで公民館の運営に力を尽くすべきこと。

(4)町 村以外の都市で市立図書館,博 物館,公 民館等のある所は,極 力之ら施設の固有機能を充実発

揮せ しむる様 にし,特 に別個 の公民館の施設は必ず しも考へる必要がないと思はれ るが図書館,博

物館,公 会堂等に於て其の附帯事業 として図書資材の貸 出を行ひ又各種の会合を開催 し努めて公民

館的な経営を行ふことについては,大 いに考慮すること。

(5)大 都市の外郭地区で農村 に準ずる様なところは,本 要綱による公民館の設置を考へ るべきであ

り,又 図書館等がある都市でも,別 に町内単位で公民館 を作る要望と財政力があれば大いに之を促

進す ることは必要であること。

2 (参考)公 民館の設置運営の促進に関 し協力方依頼の件

昭和21年8月16日 発社第154号

都 道府県農業会会長あて 文部省社会教育局長

町村民の教養を高め,そ の社会的訓練の徹底を図ることは,今 日町村民主化の上 よりみて,特 に大切

なことと思ひますが,今 般文部省に於ては,町 村に於ける社会教育の中枢機関 として,別 紙要項の様な

公民館の設置運営を勧奨す ることとな り,既 に地方長官に対 して文部次官より通牒が発せ られましたに

付ては,上 の計画が政治,産 業,教 育のあらゆる分野の各機 関の協力支持によって推進せ られる性質の

ものである趣旨に鑑み,貴 会に於かれて も,地 方庁 との緊密な連絡の下に,そ の系統組織を通 じてこれ

が設置運営の促進に関して適切なる協力を加へ られるや う御依頼 申します。尚社団法人農山漁村文化協

会に於て,部 落単位の農民クラブの設立を推奨 して居 りますが,こ の施設は公民館 と一体的に運営 され

ることが望ましく,又,さ うしてこそはじめて十分な効果を期待することが出来るもの と考へられるの

であ りま して,ま た事実,両 者一体 となって,地 方文化並に産業の振興の全面的に協力することとなっ

て居 りますから,こ の趣意を御了承の上,両 施設の設置運営に関 し,一 段の御高配を煩 したいと存 じま

す。

別 紙(省 略)

3(参 考)公 民館経営 と生活保護法施行の保護施設 との関連 につ

いて

昭和21年12月18日 発社第122号

各地方局長あて 文部省社会教育局長,厚 生省社会局長

昭和21年7月5日 附発社122号 文部次官通牒 をもって,公 民館の設置運営促進方 を通牒 した。ついて
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は,町 村民の道徳的知識並びに政治的水準の向上及び町村 自治振興のため,夫 々御尽力 されつつあるこ

とと思 うが,一 方生活の保護 を要す る状態にある者を保護 し,社 会の福祉を増進するため,昭 和21年10

月1日 よ り生活保護法が施行 されているのであるが,各 町村に於ては本法律施行に伴 う各種保護施設 と

公民館の事業 とを緊密なる関聯に於て考慮することが出来,こ れにより其の施設内容の充実を図ること

も適 当な方法 と認められるので,下 記事項御留意の上上の事業を公民館の計画に取 り入れるならば,町

村振興の中枢機関たる公民館の機能を 一層発揮 しうることを,各 町村に示唆するよ う格殺の配慮をせ ら

れたい。

記

1生 活保護法に基 く保護 の種類は同法代11条 の規定により下の通 りであること。

(1)生 活扶助(2)医 療(3)助 産(4)生 業扶助(5)葬 祭扶助

2上 の保護 を目的とする施設の外 に,上 の保護 を うける者 を援護するために行 う下の施設 も同法の保

護施設 とな りうるものであること。

イ 宿所を提供する事業

ロ 託児事業

ハ 授産事業

3公 民館 において1.の 保護又は2.の 援護を行わんとするときは,公 民館の中に生活保護法による保護

施設を含み うること。町村 は公民館 に於て此等の事業を為すか否かを決定すべきであること。

4上 の保護施設 が生活保護 によって,設 置 され るときは生活保護法7条 に基き地方長官の認可を受け

なければならないこと。

5町 村は上の保護施設に,そ の事業のために必要な器材,例 えば保護児童その他要保護者の生活 を指

導するため必要な文化器材等の整備を考慮すること。

6上 の保護施設経営のための事務費(人 件費を含む)及 施設費については,生 活保護法第5章 の規定

に基き下の通 りであること。

(1)市 町村の保護施設の設備に要する費用については,都 道府県よりその4分 の1,国 庫よりその2

分の1の 補助があること。(第27条 及第31条)

(2)保 護施設の事務費は,そ の施設で保護又は援助を受けているものの保護に要する費用を,負 担 し

ている市町村が負担するのであるが,そ の負担に対 して都道府県よりその10分 の1 ,国 庫よりその

!0分 の8の 補助があること。(第28条 及第29条)

7公 民館運営委員 と民生委員 とは協力 して社会事業 と社会教育 との緊密な関聯を図るよう配慮するこ

と。

8関 係部課においては,常 に緊密なる連絡を保持 して関係法令の運用に遺憾なきを期すると共に,両

者の費用関係 については夫々の事業分野に従 って費用区分を明確 にし経理上両者の混清を来 さない

よう留意すること。因みに生活保護法により施設の設備 に対 して補助がなされるのは,そ の施設が都

道府県又 は市町村立のものである場合に限るのであって,公 金は国費であると地方費であるとを問わ

ず,私 設社会事業:施設の設立のために支出 してはならないものであること。(昭 和21年11月17日 附厚

生次官通牒都道府県及び市町村以外の者の設置する社会事業施設に対する補助に関する件参照)
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4労 働者教育に関す る労働省(労 政局),

了解事項について

文部省(社 会教育局)

昭和23年7月28日

労働省労政局長,文 部省社会教育局長

労働者の教育に関する労働省(労 政局)及 び文部省(社 会教育局)の 行政事務所管の限界について疑

義があ り,そ のために地方庁における右に関する事務執行上円滑を欠 くおそれがあるように思われるの

で,両 局において協議の結果左記の とお り了解を得たので,左 記御了承の上当該教育行政の振興に努め

られたい。

記

1労 働省(労 政局)の 所管す る労働者に対する教育行政(以 下甲とする)と 文部省(社 会教育局)の

所管する労働者に対する教育行政(以 下乙とする)と は次のようにその重点を異にする。

目標 甲 健全 中正な労働組合運動の発展を図 り,あ わせて合理的平和的且つ迅速な労働 関係の調整に資

す る。

乙 公民教育の一環としての社会の一員たる労働者が健全なる社会人ないし公民 として必要 とする教

養の向上,知 識のかん養,人 格の陶やに資する。

内容甲1労 働関係諸法令の普及徹底に関する事項。2内 外にわたる労働組合,団 体交渉,労 働委員会

等労働諸事情に関する公正な情報の提供に関す る事項。3そ の他労働問題の観点よりす る諸問題の紹

介及び解説 に関する事項。

乙1一 般公民 として必要な知識の向上に関する事項。2科 学技術の原理及び応用に関する事項(工

場内において行われる技術訓練を除 く)。3情 操陶やに関する事項(芸 術,文 学,音 楽に関す る教育,

視覚教育等を含む)。4そ の他公民 としての資質向上に必要な事項。

2右 のように甲と乙はその 目標及び内容におのずからその重点を異にするが,実 際問題 として,例 え

ば労働者 のレクリエーシ ョンの奨励 に関する事項の如 く両者 の間に明確 な一線を画することは困難

な場合が多いと思われ るので,両 者の持つ機構 と機能等を最大限に活用 し相互にその短を補い,相 協

力 して労働者教育の振興を図ることが必要であり,そ のためにはそれぞれの主管局部課において緊密

な連絡をとり臨時必要な調整をなす よう努めなければな らない。

5公 民館 と興行場法 との関係等 について

昭和25年6月16日 支社施第265号

各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通達

このことについては,昭 和25年5月8日 附,厚 生省,建 設省及び文部省共同通達,衛 発第29号 「集会

場及び各種会館その他の施設 を興行場 として使用する場合の法の運用について」(別 紙写添付)に おいて,
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公民館に対 しても興行場法が適用 される場合が規定 されましたが,こ れ に関 し,今 後下記により措置せ

られるよう御依頼 します。

なお,こ れについては厚生省及び建設省 と了解ずみですから念のため申し添えます。

記

1上記衛発29号 の第5項 により,公 民館 に対 して興行場法が適用 される場合 とは,公 民館の施設にお

いて,映 画,演 劇,音 楽,ス ポーツ,演 芸又は観せ物を行い,こ れを公衆に見せ又は聞かせることを

主眼とする場合を指すのであって,こ の場合その事業が,対 価を取 る取 らないにかかわらず,連 続 し

又は連続 しないで月平均5日 問以上に及ぶ時は,興 行場法第2条 による許可を必要 とし,許 可を受け

る際には,そ の事業を行 う施設に対 し同法第3条 による措置を講 じなければならないこと,そ の他同

法の各規定に従 う必要があること。

2公 民館が社会教育法第22条 に基いて行 う事業の中,映 画,幻 燈,音 楽等を見せ又聞かせることを主

眼とするものでなく,他 に主眼をおく事業に際 して,教 材あるいは レクリエーションとして補助的に

映画,幻 燈,音 楽等 を行 う場合においては,こ れ らの回数は,興 行場法の適用 と何 ら関連のないもの

であること。

3公 民館に興行場法が適用 し得るようになった趣旨は,公 衆衛生の維持確保を図るにあるのであるか

ら,各 公民館 においては,興 行場法の適用 を受けると否 とにかかわ らず,換 気,証 明,防 湿清潔その

他公衆の衛生に必要な措置は,常 にでき得 る限 り行な うよう奨励 されたいこと。

4最 近公民館が,映 画,演 劇その他を営利興行的に行い,社 会教育法第23条 の趣 旨を逸脱 しつつある

事例が,全 国的にあるやに聞き及ぶが,興 行場法適用の有無を問わず,か かる行為は公民館 として禁

じられているところであるから,こ れに対 し,貴 教育委員会は,よ く実情を調査の上,同 法第40条 に

より厳重 に取締 るよ う,留 意せ られたいこと。

5公 民館を映画館,劇 場等の純然たる興行場に用途変更 しようとす る事例も最近あるやに聞 くが,公

民館の重要性にかんがみ,み だ りにかかることが起こらないよ う,公 民館の健全な発展を御促進ねが

いたいこと。

なお建設省の方針 としても,公 民館 として許可された建物に関しては,原 則 として他の用途へ変更

を認めない意 向の由であるか ら,念 のため。

(別 紙)

集会場及び各種会館その他の施設を興行場 として使用する場合の法の運用について

昭和25年5月8日 衛発第29号

都道府県知事あて 厚生省公衆衛生局長

建設省住宅局長,文 部省社会教育局長

最近集会場及び各種会館その他の施設を興行場 として利用する場合が非常に増加 して来たようである

が,こ れについては興行場法及び臨時建築制限規則の施行上,下 記のように扱われたい。
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記

1集 会場及び各種会館その他の施設を興行のため使用する場合毎月平均約4日 間位であれば興行場法

の許可を受けなくとも差 し支 えない。

2臨 時建築制限規則では集会場及び各種会館等を興行のため使用してもその用途違反 と看做 されない

期間は毎月の使用 日数が約10日 間以内の場合である。

従って毎月5日 ないし10日間使用する場合,そ の施設が現状のままで興行場法に基 く興行場 として

の基準に合致 しているものに限 り臨時建築制限規則 による用途変更の許可を受けなくても興行場法

による許可を与えても差支えないが,そ の際は申請者 に対 し特に期間(月10日 間以内)を 厳守するよ

うに指示されたい。

3前 号により許可を受けても月10日 間以上使用す る場合は臨時建築制限規則 によ り興行場 としての用

途変更の許可を受けなければならない。

4施 設が現状のままでは興行場 としての基準に合致 していない時には興行場法による許可を与えるこ

とはできないし,5日 間程度以上興行のため使用す ることはできない。

5な お公民館においても,月 およそ5日間 以上興行場において行 う興行に準ずるよ うな方法,内 容で

行事を行 うものについては興行場法を適用する。但 し適用に際 しては都道府県教育委員会 と連絡をと

ること。

6市 町村立公民館 の役職員について

昭和26年3月30日 委社第45号

各都道府県教育委員会,各 都道府県知事あて

文部省社会教育局長,地 方 自治庁次長

このことにつき,地 方公務員法,公 職選挙法の解釈 とも関連 して,そ の取扱上種々疑義を生 じている

向きがありますが,こ れに関しては下記のような解釈をとることになっていますか ら,こ の旨御了承の

上,貴 管下関係者によろしく周知徹底 させて下 さい。

記

A公 民館の職員について

公民館の職員については,こ れ を画一的な解釈の下に取扱わず,そ の具体的な任命の態様に応 じて

次のように取扱 う。

1公 民館長について

(1)常 勤の館長は,一 般職に属 し,且 つ 「有給の職員」であること。

(2)非 常勤の館長は,地 方公務員法第3条 第3項 第三号に該当する特別職 に属 し,従 って地方公務

員法の全面適用を受けず,ま た 「有給職員」ではないこと。

(3)市 町村長,助 役,地 方議会議員が公民館長を兼務することは,そ の館長の職が上記(2)に 該当す
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る場合は認められること。(地 方 自治法第141条 第2項,第166条 第2項,及 び第92条 第2項 参照)

2そ の他の職員について

(1)常 勤の職員は1の(1)の 場合 と同様一般職 に属するものであること。

(2)非 常勤の職員 も,原 則 として,一 般職に属する訳であるが特に地方の実情で,館 長に準ずる職

(たとえば副館長,分 館長等に相当するもの)及 び部長(こ れに準ずるものを含む)等 を嘱託員

で置く場合には1の(2)の 場合 と同様特別職に属するものであること。

B公 民館運営審議会委員について

(1)公 民館運営審議会委員はすべて地方公務員法第3条 第3項 第二号に該 当する特別職に属す ること。

C公 民館役職員の公職選挙立候補について

本年3月20日 改正の公職選挙法第89条 第1項 第三号によれば専任 として臨時又は非常勤の委員,嘱

託員またはこれ らに準ず る職にある者は現職のまま立候補できることになっているので,公 民館役職

員については下記のよ うに取扱 う。

(1)公 民館長以外の職員は,特 別職のものに限 り,現 職のまま立候補できること。

(2)公 民館運営審議会委員 はすべて現職のまま立候補できること。

(注)公 民館職員の立候補制限の取扱については,「公民館長(非 常勤)の 立候補制限について」及び

「公民館 と公職 の選挙について」によることとなっている。

7社 会教育法令の解釈指導について

昭和26年6月29日 地社第16号

高知市長あて 文部省社会教育局長回答

この こ とにつ いて4月13日 付 公第30号 を もって御 照会 の件 に関 し,下 記 の とお り御回答 します。

記

社会教育法第5条 の事務と同法第22条 の事業の字句の関係について

(1)事 務 とは事業を行 うに当ってなす個々の行為を指す とともに,広 く国,地 方公共団体その他の組

織体において,そ の組織 のためになす行為全般(権 力的非権力的すべてを含む)を 差すと解せ られ

る。

社会教育法第5条 は市町村教育委員会が市町村のためになすあらゆる行為のうち,社 会教育に関

す る事項 を例示 した ものであるから 「事務」とい う字句を使用 したものであること。

(2)「 事業」 とは一定の 目的の下に同種の行為を反覆継続的に行い,そ の行為が権力の行使を本体 と

しない場合 を指す と解せ られる。社会教育法第22条 は同法第20条 の公民館の 目的を達成す るために

公民館が反覆継続的に行 うべき行為 を例示 したものであるか ら事業 とい う字句を用いたものである
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こと。

(3)以 上のように 「事務」の方が幅の広い内容を指 しているので,「事務」の中にいわゆる事業 も含ま

れているとともに,そ れ以外の行為(た とえば社会教育法第5条 の社会教育委員会の委嘱に関する

こと等)も 含まれていること。

市町村の社会教育担当課と公民館との関係について

1事 務的な関係について

このことについては,土 地の実情により具体的には種々相違があると思われ るが,次 の諸点に留意

されたい。

(1)課 長 と館長との関係について

(イ)課 長は教育委員会事務局(ま たは市町村の補助機関)の 社会教育主管責任者 として教育委員会

(または市長村長)の 命 に基き,社 会教育法第5条 の実施につき責任 を持つものであるから,公

民館運営の実情を常に把握 してこれの充実につ とめる必要があること。

(ロ)館 長は教育委員会(ま たは市長村長)か ら公民館運営の責任者 として任命 され,社 会教育法第

22条 の実施に伴 う事務その他運営上必要な事務 につき直接の責任 を持つものであって,特 に公民

館の性格上公民館運営審議会等を通 じて世論に基いた運営を行 うことを最大の眼 目とするととも

に,そ の運営が市町村行政当局の全市町村的社会教育行政計画に矛盾 しないよう配慮することが

必要であること。

(ハ)両 者の関連については,社 会教育法の規定に基く公民館の職員や任命や,公 民館運営審議会委

員の委嘱等の人事,あ るいは予算の調整等は,教 育委員会(ま たは市町村長)の 責任において,

社会教育担当課長が直接の事務的手続をとることになるが,そ の他の事務については下記二つの

条件を接合調整す ることを眼 目として両者の関係を保つべきこと。

(A)公 民館における事業の実施についてはできるだけ公民館の主体性 を尊重すべきで,行 政 当局

の意志を一方的に住民に押 しつける結果に陥 らないようにす ること。

(B)公 民館 と行政当局 とは二元的に運営 され るべきものでなく全市町村的立場から綜合的に運営

され るべきこと。

(二)こ のためには課長は館長の事務 に対 して,公 民館がその本来の性格を逸脱 しないよう適切な指

導助言を行 うとともに,全 体的社会教育行政計画につき常に連絡 し,同 時に館長は住民の意志や

動向並びにそれに伴 う公民館の運営計画を随時課長 に連絡 し,両 者常に緊密 に協調連携 しつつそ

れぞれの責任を果たすべきこと。

(2)予 算経理部面について

(イ)予 算案の編成に関 しては公民館及び社会教育担 当課は,そ れぞれの立場において原案を作成

し,そ の後の調整や折衝その他の事務的手続 きは,社 会教育担 当担当課を通 じて総合的に行 うの

がたてまえであること。

(ロ)の予算執行については公民館 と社会教育担当課 とはそれぞれの事業計画に基き実施 し,そ の間常

に密接に連絡 し合 うことが望ましいこと,な お社会教育法第34条 において公民館に特別会計を設

けることを認めているのは,予 算経理に関 して公民館の特異性を尊重する趣 旨であって,こ の趣

旨は一般会計の場合にも十分考慮 されるべきであること。
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(3)事 業計画,実 施 について

(イ)事 業計画の作成及び実施については,公 民館 と社会教育担当課 とはそれぞれの立場において行

うべきこと。

(ロ)た だ し事業計画の内容,日 取等または実施に際しての協力関係等について,両 者密接な連携を

もって協議調整すべきこと。

2事 業について社会教育法第5条 と同法第22条 において重複 している部面の関連について

(1)社 会教育法第5条 の規定は市町村教育委員会(ま たは市町村長)の 社会教育に関す るすべての事

務を規定 したものであって,公 民館の事業 も法的にはその管理者たる市町村教育委員会(ま たは市

町村長)の 事務の一環 として考えられるので,第22条 が第5条 と重複する部分のあることは当然に

予想 されるものであること。

(2)以 上のように社会教育法第5条 は包括的な規定であって,列 記 した事項すべてを市町村社会教育

担 当課が必ず行 うよう強制するものでなく,公 民館を有する市町村の場合,公 民館において現に行

い得 る事業で既に十分効果のあがっているものについて,し いて市町村社会教育担当課において重

ねて行 うべ きことを規定 したものではないこと。

(3)市 町村が公民館 を設置 した場合は,公 民館で行い得る事業は,そ の事業に住民の世論を積極的に

反映せ しめると上か らいっても,で きる限 り公民館の事業 として行い,公 民館を100%に 活用するこ

とをたてまえとすべきであること。

(4)た だし,公 民館で行い得 る事業の限界は画一的に定めるべきでなく,土 地の事情や公民館の現存

の実力等 を勘案 して,そ れぞれの市町村において具体的に決定すべきものであること。

(5)従 って公民館 と市町村社会教育担当課 との事業分担は,両 者の当事者をして市町村全体の立場に

立って,実 情に応十分協議 させた上,市 町村のため最 も効果あるように決定 されたいこと。

8公 民館長(非 常勤)の 立候補制限について

昭和27年9月26日 委社第208号

各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長回答

このことにつき福島県教育委員会からの照会に対 し,下 記のとおり回答 しま したので御参考のために

送付 します。

1公 民館長について

このことについては自治庁 とも打合せの結果次のようにとりあつか うこととする。

(1)非 常勤の公務員館長の うち,辞 令形式が委嘱又は嘱託になっているものに限 り,在 職のまま公職

の候補者 となることができること。

(2)上 記のことは公職選挙法第89条(公 務員の立候補制限)の 規定に根拠 をもつものであること。す

なわち同条第1項 第三号の規定によれば,国 又は地方公共団体の公務員の うち 「専務 として委員,

顧問,参 与,嘱 託員その他これ らに準ずる職にある者で臨時又は非常勤のものにつき,政 令で指定
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するもの」は在職中公職の候補者 となることが認 められてお り,こ の規定を うけて同法施行令第90

条第3項 第三号では 「地方公共団体の嘱託員」が指定されているからである。

(3)従 って,公 民館長の うち,非 常勤のものであって辞令形式上委嘱または嘱託でないものは,在 職

のまま公職 に立候補 できないからこの旨念のためお含み願いたいこと。

2図 書館長,博 物館長について

このことについては前記公民館長の場合 と同様にとりあつか う。

9公 立公民館の備 品の管理について

昭和28年10月13日 文社施第444号

各都道府県教育委員会委員長あて 文部省社会教育局長

近時公民館の施設の充実に伴って備 品も整備 されてくる気運にあることは,社 会教育の振興のためよ

ろこば しいことであい りますが,こ れが管理についてまだ十分でない点も認められますので,各 種国庫

補助金の交付にも伴って,そ の備品の管理について,下 記によ り,貴 教育委員会の所轄区域内の市町村

の教育委員会 に対 して指導の万全を期せ られるようお願い します。

記

(1)公 民館の備品たる物品の出納並びに保管に関する事務については,当 該公民館を設置する市町村

の物品会計に関する規則の定めるところにより,収 入役又はその委任を受けたその他の出納職員の

権限に属するところであるが,公 艮館において現実に行政の用に供せ られている備品等教育財産に

ついては,当 該公民館の管理機関たる市長村の教育委員会においても管理の権限を有するものであ

ること。

(2)公 民館には,備 品に関する諸帳簿(備 品台帳並びにその貸出に関する帳簿等)を 備 え付け,常 時

備品の状況を明らかにするよう努めること。その措置 として,公 民館の管理に関す る教育委員会規

則 に所要の規定を設けることが適当であること。

(3)上 記の帳簿は一般備品に関するものと,図 書に関するものとを区別するのが適当であり,ま た,

本館 と分館 とについてそれぞれその備品を明確にできるよう記帳することが適当であること。な

お,分 館にも当該分館の備品について上記に準 じた帳簿を備 えつけることが望ましいこと。

(4)青 年学級のための教材の うち,公 民館に備え付 けるべき備品については,上 記の帳簿において,

その旨が明記 させるよう措置することが適当であること。

(5)私 人の贈与に係る備品については,当 該市町村の財産管理及び物品会計に関する条例及び規則の

定めるところにより,公 民館に備 え付けるべき備 品としての所定の手続 をとること。
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10公 民館の分館 に関する疑義の照会について(抄)

昭和29年3月15日

大分県教育委員会教育長あて 文部省社会教育局社会教育施設課長回答

昭和29年2月10付 教委社第26号 をもって貴県大分市教育委員会か ら表記の事について別紙のような照

会があ りま したので,下 記のとお り回答 しますか ら貴職から通知願います。

記

問1分 館設置の法的根拠について

答 社会教育法の中には,公 民館の分館の設置に関する直接明文の規定はないが,公 民館の附属施設 と

しての分館は,そ れが附属施設であることか ら当然に社会教育法第21条 第1項 の規定により設置す る

ことができること。

間2分 館の性格及び本館 と分館 との関係 について

答 現在各地に設置 されている分館は,公 民館の附属施設たる性格を備 えているが,同 じく公民館の附

属設置 した市町村は,当 該分館を社会教育法の定めるところにより適正に運営する義務があるのであ

るが ら(地 方 自治法第3条 第5項,同 法別表第2の2の(29)社 会教育法第3条 参照),当 該地方公共

団体の教育事務の執行機関たる教育委員会は,当 然に当該分館の管理及び運営に関する経費 を当該市

町村の予算に計上すべ く所要の措置をとり(教 育委員会法第49条 第2号,第6号,第7号,第9号 等

及び同法第56条 乃至第58条 の2参 照),且 つ 当該予算の執行の責に任ずべきものであること(教 育委

員会法第59条 第60条 参照)

11公 民館 と公職 の選挙 について

昭和30年1月13日 文社施第14号

各都道府県教育委員会教育長あて 文部省社会教育局長通達

本年 は衆議院議員の選挙その他多 くの公職の選挙がわれることとなってお りますが,こ のことに関

し,公 民館 について とるべき措置その他配慮を要すべきことも多いので,下 記の事項について遺憾のな

いよう,管 下市町村の教育委員会に対 し,御 指導願います。なお このことについては,自 治庁と了解済

みであることを念のため申し添えます。

記

1公 民館の事業と選挙について

(1)公 民館が住民の政治的教養の向上を図ることは常時においてもきわめて重要なことであるが,特

に選挙を控 え住民の政治的意欲の向上 した機会を とらえ民主政治の健全な発達を期 し,選 挙の意
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義,目 的及びその重要性を理解 させ,一 般の政治的教養の向上を図るために各種の事業を行 うこと

は,望 ま しいことである。ただし,そ の際社会教育法第23条 第1項 第二号および青年学級振興法11

条第二号の規定に留意を要すること。

(2)公 民館が住民の政治的教養の向上を目的として,社 会教育の見地からす る場合においても,公 職

の候補者の合同演説会 を開催す ることは,公 職選挙法(以 下 「法」 とい う。)第164条 の3第1項 お

よび第2項 の規定により,衆 議院議員,参 議院(地 方選出)議 員,都 道府県知事および都道府県の

教育委員会の委員の選出の場合 を除いては,さ しつかえない。

しか しながら,そ の開催にあたっては,期 日および手続 ならびに会場の秩序保持等について,一

般の公営立会演説会の場合の規定(法 第155条 か ら第159条 まで)の 趣旨に即応するよう措置 し,か

つ当該市町村の選挙管理委員会にあらか じめ連絡協議 し,慎 重に行 う配慮が必要であること。

なお,公 民館が社会教育の見地か ら政党の立会演説会をまたは政党の合同政談演説会を開催する

ことは,上 述(2)の 制限を うけないが,こ の場合にあっても開催にあたあって上述(2)の 趣 旨に即応

するよう配慮することが望ましく,な お選挙運動期間外におけるものについては,選 挙のための事

前運動にならないよう十分考慮を要すること。

(3)公 民館が社会教育の見地から公明選挙運動に協力 し,ま たはその運動の一部を実施する場合にお

いては,市 町村の選挙管理委員会にあらか じめ十分連絡 し,協 調を保つ ことが望まれること。

2公 民館職員と公務員の立候補制限について

公立公民館職員の うち,在 職中公職の候補者 となることができる者は,法 第89条1項 第二号お よび

第三号の規定により,次 の各号の一に該 当するものであること。

(1)守 衛,給 仕,小 使等で法施行令(以 下 「令」 とい う。)第90条 第2項 の規定に該当す る者

(2)公 民館運営審議会委員の職に在る者,そ の他令第90条 第3項 第一号の規定に該当す る者

(3)専 門調査員,審 査員等の名称 を有する職に在る者および統計調査員その他令第90条 第3項 第二号

の規定に該当する者

(4)前 各号に該当する者以外の嘱託員

なお,上 記(4)の 嘱託員 とは,公 民館長,副 館長,分 館長,主 事等の事務 を嘱託または委嘱・された者

をいい,い ずれ も任命辞令の面において嘱託または委嘱 となっていることを要す るものであること。

(なお,昭 和27年9月26日 委社第208号 参照のこと。)

3公 民館の施設使用の個人演説会について

従来このことについては,法 第161条 第1項 第三号の規定によることとなっていたが,先 般の公職 選

挙法の一部を改正す る法律(昭 和29年12月8日 法律第207号)に より,同 項第一号が改正 され,学 校

のほかに公民館が加えられた。従 って,公 私立を問わず公民館の施設 を使用す る個人演説会が今後大

いに行われることとなるが,当 該演説会の開催については,開 催の手続 開催のための設備および使

用料等について多くの法令の規定が定められてお り特に下記の事項に留意す る必要があること。

(1)開 催の申出は,候 補者か ら市町村の選挙管理委員会に対 して行われ,選 挙管理委員会か ら当該公

民館の施設の管理者(公 立公民館にあっては当該公民館 を設置する市町村の教育委員会,私 立公民

館にあっては当該公民館を設置す る法人)に 通知 される。管理者はこれを使用することができない

かどうかを決定 し,直 ちにその旨を選挙管理委員会お よび候補者に通知 しなければな らない。 この

点普通の施設使用の手続 と異なるものであること。(法 第163条,令 第112条 か ら第118条 まで。)
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なお,管 理者が上記の決定をするにあたっては,令 第117条 第2項 の規定の趣旨に準 じてあらか じ

め館長の意見をきくこと。

(2)管 理者 は,個 人演説会開催のために必要な設備(だ ん房の設備を除く。)を しなければならないが

その設備の程度その他施設(設 備を含む。)の使用に関する定めを市長村の選挙管理委員会の承諾 を

えて設け,あ らか じめこれ を公表 しなければな らないこと。(法 第161条 第2項,令 第119条)

(3)個 人演説会開催のための公民館の施設(設 備を含む。)の使用については,候 補者一人について同

一施設(設 備 を含む。)ご とに一回を限 り,無 料 とされているが(法 第164条),そ の他の場合におい

て徴収すべき費用の額については,管 理者は,一 般の使用料条例等における使用料の額 と同額の公

営費用額 を別個の手続(令 第121条)に よって市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め,使 用料条

例等がない場合においては,別 に市長村の選挙管理委員会の承認を得て定め,あ らかじめこれを公

表 しなければならないこと。

12社会教育法第23条 の解釈 につ いて

昭和30年2月10日 委社第20号

千葉県教育委員会教育長 あて 文部省社会教育局長回答

照 会

公民館の施設を特定政党の利害に関する事業のために当該特定政党に貸すことは,社 会教育法第23

条第1項 第二号の規定に該 当するか。

回 答

設問の如 く特定政党に貸す とい う事実のみ をもって直ちに社会教育法第23条 第1項 第二号に該当す

るとはいえないが,当 該事業の目的及び内容が特定の政党の利害にのみ関するものであって社会教育

の施設 としての 田的及び性格にふ さわ しくないと認められるものである場合,又 はこれに該当しない

ものであっても当該使用が一般の利用 とは異なった特恵的な利用若 しくは特別に不利益 な利用にわ

たるものである場合,若 しくは以上の場合に該当 しないものであっても特定の政党にその利用が偏す

るものである場合には,い ずれも社会教育法第23条 第2号 の規定に該当すると解せ られるから注意を

要する。

なお,衆 議院議員の総選挙その他公職選挙法第14章 の3に 定める特定の選挙においては,同 法の定

めるところによ り,そ の選挙活動の期間中及び選挙の当日 に限 り,政 党その他の政治団体が行 う政治

活動の うち政談演説会等について,そ の開催が禁止又は規制 されていることに留意を要するか ら念の

ため申し添える。
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13公立公民館の設置及び管理について(抄)

昭和30年2月19日 文社施第48号

各都道府県教育委員会あて 文部省社会教育局長通知

近時公民館の施設,設 備が漸次整備充実 されて くる気運にあることはよろこば しいことであります

が,こ れが設置に伴 う措置及び管理については,未 だ十分でない点が多く適正なる行政の運営に支障を

生ずるおそれ もあるから,こ のことに関し,特 に下記により,市 町村の教育委員会が所要の措置を講ず

るよ う指導の万全を期せ られたい。 なお,貴 委員会においても関係事項につき所要の措置を講ずるよ う

努められたい。

記

1公 民館の施設

(2)分 館の設置及び管理

(イ)分 館の設置については,公 民館の設置に関する条例若 しくは教育委員会規則により,そ の名称

及び位置等を明確に規定すること。なお,そ の管理 についても,公 民館一般 の管理に関する規定

のほかに,更 に特殊 な管理規定を必要 とするものについては,条 例若 しくは教育委員会規則で明

:確にその旨を規定をすること。

(ロ)公 民館の設置と同時に,分 館を設置する場合の設置報告については,上 記(1)の(イ)の とお りで

あるが,公 民館設置後において,分 館 を設置する場合については,上 記(1)の(イ)の 事項 を記 し

て,別 に分館の設置報告を行 うこととすること。

2管 理について

(1)公 民館の施設財産の所有関係を明確にする措置

(イ)公 民館の施設の うち建物,建 物以外の主たる工作物及び土地について,市 町村が所有権を有す

るものについては,所 定の財産台帳 に登載 し常に正確に台帳を整備す ることを要すること。

(ロ)従 来分館の建物の うちには,す でにその所有者か ら寄附の願い出があったもの若 しくはその所

有者において寄附の願い出があったもの若 しくはその所有者において寄附の意思を有 しているも

のであり,市 町村においてその寄附をうけるに別段の支障がないものであるにかかわらず,寄 附

採納の手続,台 帳への登載その他寄附を受ける措置を怠っているものが多いが,こ れ らの財産に

ついては,す みやかに所要の手続その他の措置を講 じてその所有関係及び維持管理の責任を明確

にすることが必要であること。

(ハ)建 物及び土地の うち,借 用のものについては,教 育委員会において当該財産の所有者 と貸借契

約を結びその貸借関係を明確 にす ること。なお,当 該貸借 関係において,市 町村が負 うものであ

り所有者において将来その返還を要求する別毅の意思のないようなものについては,適 宜市町村

に寄附を求めるよう措置することが望ま しいこと。
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14公 民館が主催す る公職の候補者の合 同演説会について

昭和30年4月14日

愛媛県教育委員会社会教育課長 あて 文部省社会教育局社会教育施設課長回答

昭和30年4月7日 付愛教 社第155号 を もって照会 が あ りま した こ とについて 下記 の よ うに回答い た し

ます。

記

問1～4「 公民館 と公職 の選挙 について」(昭 和30年1月13日 付文社施第14号)の 記1の(2)前 段の公

民館が社会教育の見地か ら行 う合同演説会の適法性 について。

答 公民館が住民の政治的教養の向上を目的として社会教育の見地から行 う公職の候補者の合同演説会

は,公 職選挙法第164条 の3第2項 に規定する場合を除き,本 来選挙運動のためにす る演説会 とはみ

なされないはずのものであることにより了知願います。

問5こ の種の合同演説会の具体的方法如イ可

答 上記通達の記1の(2)を 参照 されたい。

なお,各 候補者の演説内容が純粋 に政見及び政策の発表たるに止ま り,い や しくも自己に投票する

ことを要請する意思表示にわた らないことを要すること。

問6候 補者中に参加を拒否する者のある場合における実施の適否如何

答 一般には,適 当でないと解す る。 なお,社 会教育法第23条 第1第2項 の規定にもふれないよう留意

を要す るか ら念のため申 し添える。

別 紙

愛教社第155号

昭和34年4月7日

愛媛県教育委員会社会教育課長

文部省社会教育局社会教育施設課長殿

公民館が主催する公職 の候補者の合同演説会について(照 会)

標記 に関しましては,1月13日 付文社施第14号 「公民館 と公職の選挙について」により 「公民館が住

民の政治的教養の向上の 目的 として社会教育の見地か らする場合においても,公 職の候補者の合同演説

会を開催することは公職選挙法第164条 の3第1項 および第2項 の規定によ り,衆 議院議員,参 議院(地

方選出)議 員,都 道府県知事お よび都道府県の教育委員会の委員の選挙の場合 を除いては,さ しつかえ

ない」旨の通知があ りま したが,合 同演説会は公民館が社会教育の見地から開催す るものであっても,

各候補者のためには選挙活動のためにする演説 と解 されることか らこれが実施 に関し下記1乃 至4の 如

き疑義が生 じていますので照会いた します。なるべ く速かに御教示下 さるようおねがい します。
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記

1こ の合同演説会では公民館建物は使えないことになるのではないか。(公 職選挙法……以下法 と略称

…第166条 の禁止規定 との関係如何)

2よ って本合 同演説会を地方公共団体の所有 し又は管理す る建物で行 う場合は法第161条 の個人演説

会 として取扱わなければならぬが如何。

3も し前項の如 くなれば,本 合同演説会の実施に関し法第163条,法 第164条 との関係如何。

4な お本合同演説会の実施に要す る一切の経費について,こ れを主催たる公民館が負担 し,又 は各候

補者 が負担す るの如何を問わず,法 第14章 「選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附」の諸規定と

の関係如何。

さらに

5本 合同説明会の具体的方法如何。

6万 一,候 補者 中に参加を拒否す る者(参 加す ることになっている不参加 となる者ではないこと)の

ある場合その実施の適否如何。

15公 民館 に関す る疑義について

昭和30年5月13日

熊本県教育庁社会教育課長 あて 文部省社会教育局社会教育施設課長回答

昭和30年4月30日 付 教社 号外 を もって照会が あ りま した ことにつ いて,下 記 の よ うに回答 します。

記

問(1)公 民館は営造物 かどうか。

答 設問の趣旨が明らかではないが,公 民館が営造物かどうか とい うことについては,お 見込みのとお

り。

問(2)公 民館の設置区域の解釈について。

答 お見込みの とお り。但 し,公 民館の設置区域は,社 会教育法(以 下 「法」とい う。)第20条 の規定に

より,公 民館の 目的が市長村その他一定区域内の住民のために各種の事業を行 うにあることに基くも

のである。

問(3)公 民館の支館,分 館 は法的に認 められるか。

答 お見込みの とお り。

問(4)支 館,分 館の性格について。

答 支館又は分館が行 う事業はいずれも公民館が行 う事業であり,従 ってその事業の企画,実 施その他

必要な事務を行 う権限は公民館長に属するところであるから(法 第27条),支 館又は分館が行 う自主

的な活動は,こ のよ うな公民館長の職務権限に反 しない範囲内における或る程度の独立した活動 とし

て行われ るべきものであ り,こ の点については,学 校の分校におけると格別に異るところはない と解

一54一



す る。

問(5)支 館,分 館 の名 称 につ いて。

答 お見込み の とお り。

別 紙

教社号外

昭和30年4月30日

熊本県教育庁 社会教育課長

文部省社会教育施設課長殿

公民館 に関す る疑義について

標記について,別 紙の とお り疑義があ りますので照会 します。

なお,本 県の 「公民館設置,廃 止等の報告に関する規則」改正の資料として必要ですか ら至急御回答

下 さるようお願いします。

別 紙

公民館に関する疑義

1公 民館は営造物かどうか

公民館は市町村又は法人が設置する(法 第21条)の ものであ り,法 第22条 の事業を行 う事業主体で

あるので,公 民館は営造物であると同時に事業体であると解 してよろしいか。

2公 民館の設置区域の解釈について

公民館の設置区域 とは,住 民の参加 と支持によって成立っている公民館の特性か ら見て,公 民館設

置運営の基盤 となる区域であ り,主 たる対象地区を云 うものであって,当 該区域外の住民の利用にも

供 されてよいものと解するかどうか。

3公 民館の,支,分 館は法的に認められ るか

公民館の設置区域内に,更 に小地区(例 えば部落)に 分館をもつことは,法 には 「分館」 という用語

はないけれ ども,公 民館の内部組織 としてのその設置 を認められ るとするな らば,数 分館 を合 した地

区毎に,本 館 と分館の中間に,一 定地区を対象 とした支館(仮 称)を 持つことも認 められると解する

かどうか。

備 考

(公民館は,市 長村その他一定区域内の住民のために設置 されるもので,分 館 も一定区域 にある公

民館 と解すべきで,法 に分館 とい う用語も用い られてない故,分 館 とすべきでない とい う論がある。

このように,そ れぞれの小地域 の公民館 とすることは,奨 励 され るべきであるとは考えるが,市 長村

の現状は,諸 種の事情か ら,支,分 館 としているのが実情である。)
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4支,分 館の性格 について

前項の支,分 館が認め られ るとするな らば,公 民館の性格か ら考えて支,分 館は当該地区の実情に

即 した独 自のプ ログラムも併せて自主的に行 うこともあり,(運 営審議会 と密接に関連をもって)学

校の分校 とはその性格が稻異なっている面があると考えるか どうか。

(この場合分館の独 自のプ ログラム編成 については,住 民か ら選ばれた運営委員が参画 している。)

5支,分 館の名称について

前項 の各支,分 館の名称について,○ ○支館,○ ○分館 と称することは下部組織 としての意識が強

くなるので,○ ○地区公民館,○ ○部落公民館 と称 してその自主性を持たせたいというが,市 町村の

公民館設置条例でその位置づけをしておけば,前 記の如く○○公民館 と称 してよいと考えるかどうか。

(法にい う公民館 と混同 される心配 もあるが,住 民は自主性 を強調 して公民館 と称することを欲

し,町 村は独立 した公民館 とす るだけの財政的力をもっていない場合が多い。)

16公民館長の身分取扱について

昭和30年6月22日

山形県教育委員会教育長あて 文部省社会教育局社会教育施設課長回答

照 会

1文 部省初等中等教育局長回答(委 初第182号,昭29.7.7付 「教育委員会月報48号45頁(1)」)に より

地方 自治法第92条 第2項 における 「常勤の職員」とは 「現実の常時勤務 しているか,否 かによること

なく,そ の職員の 占める職が常時勤務を要するものであるか否かによって常勤か非常勤かを区別すべ

きである」 と指示 されているが,社 会教育法第28条 第1項 における公民館長の職は,実 質的には非常

勤であっても常時勤務 を要す るものの職 と認 め,い わゆる地方 自治法に言 う 「常勤の職員」 と解すべ

きでせ うか。

又右について地方 自治体に条例で特に 「非常勤」とする旨を明記 しそれにより報酬を受けている公

民館長の身分は当然 「非常勤 の職員 として取扱 うべきと思いますが如何でせ うか。

2公 民館長 は実質的に 「常勤」 「非常勤 の区別はあっても何れも地方公務員法の適用を受けるもの と

思考 しますが,そ の場合実質的に 「非常勤 であっても,同 法第2条 第3項 に掲げる各号の何れにも

該当 しないか ら当然 「非常勤の一般職」 として取扱い,同 法に定めるすべての拘束を当然受けるべき

であるとの説 と 「実施的に非常勤」の場合は同法第2条 第3項 第三号の 「……嘱託員及び これ らの者

に準ず る者の職」に該 当す るとみなし 「特別職」として取扱 うべきであるとの説 とあ りますが,右 両

者何れによるべきか,具 体的に御教示願います。

3公 民館長が欠けたときの代理者を予め定めておく場合館長が予め運営審議会の意見をきいて定めて

ある公民館規約内に 「館長の行 う職務を行わせ る」意味での代行者を規定することは館長の権限外の

事項 と考え,あ くまで,館 長任命の手続 を踏襲 して教育委員会において任命又は委(託)嘱 辞令 を交

付すべ きものであると解すべきでせ うか。
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回 答

1(イ)前 段について

公民館長の職務は,社 会教育法(以 下 「法」 とい う。)第27条 第2項 より,「公民館の行 う各種の

事業の企画実施その他必要な事務を行い,所 属職員 を監督す る」 とある。 しかるに,個 々の公民館

の間には,法 第3条,第5条 及び第22条 の規定により,そ の実施する事業の規模,程 度等において

著 しい相異があるか ら,公 民館の長の職については,こ れをその職務の性格上,常 勤か非常勤かに

ついて一律に断定すべきではなく,個 々具体的な公民館の規模,事 情等に即 してその長たる職を遂

行するに必要な勤務が常時勤務の態様 を必要 とす るか否かによって決定すべきもの と解する。

(ロ)の後段について

お見込みのとお りと解する。

2に ついて

非常勤の職である公民館長の職 については,地 方公務員法第3条 第3項 第三号に該当する特別職

に属するものとして取 り扱われるべきものと解する。

3について

設問の趣 旨が明らかではないが,公 立の公民館長の職務 を他の職員に代理せ しめるには,法 律に

特別の定があることを要するか ら,設 問中のいずれの方法をもってもそのようなことを行 うことは

できない。

なお,公 民館長が欠け,適 当な後任者を即時選任す ることが困難な場合において,他 の職員に臨

時に公民館長事務取扱を命ず ることは,行 政上の慣習に基いて行われるやむをえない措置であるが,

この ような措置の場合にあっては,当 然には教育委員会が通常の手続によ り行 うべきものである。

但 し,こ の場合には,社 会教育法第28条 第2項 の規定の適用はない ものと解する。

17公 民館 と興行場法 との関係について

昭和30年8月8日 委社第199号

各都道府県教育委員会教育長 あて 文部省社会教育局長通知

この ことについて,愛 媛県教育委員会社会教育課長か ら別紙(1)の ような照会があ りま したので別紙

(2)の よ うに回答 しましたか ら参考に供 します。なお,こ れ と類似の取扱が行われている都道府県にお

いては,す みやかに是正措置が講ぜ られ るよう都道府県知事の主管部局に対 して しかるべ く折衝願 いた

い。

別 紙(1)

媛教社 第315号

昭和30年6月23日

愛媛県教育委員会社会教育課長

文部省社会教育局長殿
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公民館 と興行場法との関係 について

標記の ことにつきま しては,厚 生省公衆衛生局長,建 設省住宅局長,文 部省社会教育局長連名をもっ

て,各 都道府県知事宛発せ られた通牒 「集会場及び各種会館その他の施設を興行場 として使用する場合

の法の運用 について(昭 和25年5月8目 付衛発第29号)」 左記事項の1並 びに5,及 び文部省社会教育局

長名 をもって各都道府県教育委員会あて発せ られた通牒 「公民館 と興行場法 との関係等について(昭 和

25年6月16日 付文社施第26号)」 左記事項の1に より,公 民館施設を興行のために使用する場合月平均

(連続 し,又 は連続 しないで)5日 以上に及ぶ時は,興 行場法第2条 による許可を必要とし,5日 以下

の場合は許可を必要 としない旨が明らかであ りますが,本 県においては,「 興行場法施行細則(昭 和25

年5月30日,県 規則第27号)」 により,公 民館 は,仮 設興行場(一 時限 りの建物又は施設を設け,又 一時

他の施設を代用 して興行を営む もの)と され,興 行のために使用す る目数の如何にかかわらず,そ の都

度許可を受け,営 業許可手数料500円 を納入 しなければならないことになっています。

このことに関 し,公 民館 よりの照会にも接 しま したので,下 記の通 り照会並びに依頼を致 しますから

御回答下 さると共に,適 宜の措置を講ぜ られるようおねがい致 します。

記

1昭 和25年5,月8日 付衛発第29号 通牒,並 びに昭和25年6月16日 付文社施第26号 通牒は,そ れぞれ現

在有効であるか否か。

2昭 和25年5月8目 付衛発第29号 通牒が現在有効であるとすれば同通牒1,並 びに5の 趣 旨と,県 規

則(興 行場法施行細則)に よる取扱上の差異の根拠如何。

3本 県のみならず各都道府県における取扱いについても疑義があると思われるので,厚 生省,文 部省

相互の意見,取 扱いを再度調整 され,そ れぞれ明確な措置を講ぜ られたいこと。

別 紙(2)

委社第199号

昭和30年8月8日

文部省社会教育局長

愛媛県教育委員会教育長殿

公民館 と興行場法 との関係 について(回 答)

昭和30年6月23日 付媛 教社 第315号 を もって照会 の あ りま した。この こ とについては,厚 生省 とも協議

の上,下 記の よ うに回答 します。

記

問 ユ 昭和25年5月8日 付衛発第29号 通達及び昭和25年6,月16日 付文社第265号 通達の効力について

答 臨時建築制限規則に係る部分を除き現在なお効力を有すること。従って,昭 和25年5,月8日 付衛発

第29号 通達については,記 の第2項 及び第3項 を除いて有効であること。

一58一



問2公 民館において,興 行場において行 う興行 に準ずるよ うな方法,内 容で行事を行 う場合におい

て,当 該公民館の施設を仮設興行場 として興行のために使用する 日数の如何にかかわ らず,そ のつ ど

興行場営業のための都道府県知事の許可を受け しめることとす ることについて

答 昭和25年5月8日 付文社第265号 通達の記第1項 及び第5項 に定めるところにより取 り扱われるべ

きものであること。

問3公 民館 と興行場法 との関係 について,文 部省,厚 生省相互の意見,取 扱いを再度調整 し,明 確な

措置を講ずべきことについて

答 公民館の施設を興行のために使用する場合の興行場法の許可の取扱いについては,問1及 び問2で

述べたように従前の通達により明確であるが,臨 時建築制限規則の廃止にも伴い,新 しく通達を出 し

なおす よう考慮中である。

18憲 法第89条 にい う教育の事業について

昭和32年2月22日 法制局1発 第8号

文部省社会教育局長あて 法制局第一部長回答

2月2日 付文社社第60号 をもつて照会にかかる標記の件に関 し,次 のとお り当局の意見を回答する。

1問 題

(イ)社 会教育法(昭 和24年 法律第207号)第10条 に規定す る社会教育関係団体の行 う次の事業は,憲 法

第89条 にい う教育の事業(以 下単に 「教育の事業」 とい う。)に 該当するか。

1図 書 ・記録,視 聴覚教育等の資料を収集 し,作 成 し,社 会教育関係団体相互の間で貸借す る事

業

2社 会教育(社 会教育法第2条 に規定す る 「社会教育」をい う。以下同 じ。)活 動の普及,向 上又

は奨励のためにする社会教育関係団体若 しくは一般人に対す る援助若 しくは助言又は社会教育関

係団体間の連絡調整

3機 関誌の発行若 しくは資料の作成配布の方法による社会教育に関する宣伝啓発の活動又は社会

教育に関 し相談に応ず る事業

4図 書 ・記録 ・視聴覚教育資料 を公衆の利用に供す る事業又は資料展示会若 しくは展覧会の開催

5競 技会,体 育大会又はレクリエーション大会の開催

6研 修会,読 書会,鑑 賞会,講 演会又は講習会の開催

7社 会教育に必要な専門的,技 術的指導者の養成

(ロ)青 年団又は婦人会等の団体 において,会 員が,相 互 に問題 をもちよ り,自 主的に学習する活動

は,教 育の事業に該当するか。

(ハ)宗 教上の組織又は団体以外の団体で公の支配に属 しないものがその事業の一部 として附随的に教

育の事業を行つている場合,そ の団体の行 う教育の事業以外の事業に対 して国又は地方公共団体が

補助金を支出することは,憲 法第89条 に抵触するか。
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2意 見及び理由

(イ)教 育の事業 とは,人 の精神的又は肉体的な育成をめざして,人 を教え導 くことを目的 とする事業

であつて,教 育する者 と教育 される者 との存在を離れてこれを考えることはできない(昭 和24年5

月30日 法務庁調意1発 第31号(法 務総裁意見年報第2巻103頁)参 照)。 すなわち,教 育 される者

についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標があ り,教 育する者が教育される者を教え導

いて計画的にその 目標の達成を図る事業でなければ教育の事業とい うことはできないのであって,

もともと人を教える行為が介在せず,し たがつてまた教育する者及び教育され る者の存在 しない事

業はむろんのこと,人 を教える行為が介在 していても,単 に人の知識を豊富に した り,そ の関心を

たかめた りすることを 目的 とするだけの事業であつて,教 育され る者について,そ の精神的又は肉

体的な育成を図るべき 目的があつて計画的にその達成を図るのでないものは,教 育の事業には該 当

しないものと解 され る。

ところで,社 会教育関係団体の行 う事業であることの故をもつて,そ の事業がただちに右にい う

教育の事業に該 当す るもの と解すべき特段の理由は存在 しないか ら,社 会教育関係団体の行 う事業

が教育の事業に該当す るか どうかは,そ れぞれの事業について個個に判断するほかないものといわ

なければな らない。 この観点からお尋ねの問題を検討 してみると,

1)1か ら5ま でに掲げる事業は,あ るいは,も ともと人を教える行為の介在を欠き,あ るいは,

その行為の介在はあつても,教 育 され る者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべき目標

及びその計画的な達成 とい う要件を欠いているが故に,社 会教育関係団体によつて行われる場合

であつて も,い ずれも,教 育の事業に該当しないものと解 してよいであろ う。

2)6及 び7に 掲げる事業は,種 種の形態で行われることがあ りうるので,前 記の教育の事業の観

念にて らし,そ れぞれ具体の場合について判定すべきもので,一 律 に決定することはできない

が,た とえば,社 会教育関係団体が特定の受講者についてその精神的又は肉体的な育成を図るべ

き目標 を定め,講 師を委嘱して受講者を指導 させる等の方法により,計 画的にその 目標の達成を

図るものであれば,研 究,読 書,鑑 賞を指導させる等の方法をとると,研 究会,読 書会,鑑 賞会,

講演会,講i習 会その他いかなる名称を用いるとを間わず,教 育の事業に該当す るものと解すべき

であろ う。

(ロ)青 年団又は婦人会において会員が相互に問題をもちより自主的に学習する活動は,(イ)の6に 掲げ

る事業 とおおむね同様に考えてよいであろ う。すなわち,前 記の教育の事業の観念にてらし,そ れ

ぞれ具体の場合について判定すべきであるが,た とえば青年団又は婦人会が会員についてその精神

的又は肉体的な育成を図るべき 目標 を定め,そ の目標を達成す る手段 として自主的な学習活動 とい

う方法を選び,そ の方法を指導 しつつ計画的に右の目標達成に導くような場合には,そ の事業は,

教育の事業に該 当するもの と解すべきであろう。けだし,人 の教え導く行為 とは,必 ず しも講義を

し,問 題を提起 し,解 答 を与えるとい うよ うな形態によるもののみをい うものではなく,そ の他の

形態 によるものであつても,そ れ 自体に教 え導 くとい う積極的な意義の認められるものは,こ れに

含まれ ると解す るのを相 当とす ると考えられるか らである。

(ハ)憲 法第89条 は,宗 教上の組織又は団体については,そ の事業のいかんを問わず,公 金 を当該組織

又は団体の使用,便 益又は維持そのもののために支出する等のことを禁止 しているのに反 し,公 の

支配 に属 しない慈善,教 育又は博愛の事業については,事 業そのものに着 目して同様の財産上の援

助を禁止 している。 したがつて,お 示 しの団体が宗教上の組織又は団体でないことが明らかである

以上,そ の団体の行 う慈善,教 育及び博愛の事業以外の事業に対 して,国 又は地方公共団体が補助
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金 を支 出す る ことは,憲 法 第89条 の禁止す る ところではない と解 され る。

19 市議会議員を非常勤の公民館長に任命することについて

昭和41年11月25日 委社第48号

福岡県教育委員会教育長あて 文部省社会教育局長回答

照 会

このことについては,現 在久留米市の公民館の運営にあたって,市 議会議員が館長の職にあること

は選挙や,政 党の活動との関連において社会教育法第23条 第1項 第二号の規定 との間に不明確な点が

あ り,運 営上疑義が生 じていますので,そ の適否について下記事情ご斜酌の うえ,御 教示 くだ さいま

す ようお願いします。

記

1本 市は本館1,小 学校 区毎に分館20で 公民館 を組織 している。

2本 館の館長は常勤で一般職に属する有給の職員である。

3分 館の館長は非常勤の特別職に属 し,無 報酬の職員である。

4分 館長の任命手続は,そ の対象区域住民から推せんされたものを教育委員会が任命することに して

いる。

5現 在,市 議会議員の分館長は20人 中4名 である。

回 答

市議会議員が公民館長 を兼ね ることは,そ の館長の職が地方公務員法第3条 第3項 第三号にい う非

常勤の顧問,参 与等およびこれ らの者に準ず る者の職 に該当す る場合は,認 め られ る。

しか し,公 民館は,政 治的中立性が要請 され,特 定の政党の利害に関する事業を行い,ま たは公私

の選挙に関 し特定の候補者を支持することを禁ぜ られていることにかんがみれば(社 会教育法第23条

第1項 第二号参照),議 員が公民館長を兼ねることは,公 民館長 としての活動 と当該館長の議員 とし

ての政治活動 との混同を生 じるおそれもあるので,さ けることが望ま しい。

20許 可,認 可等の整理 に関す る法律 の施行について

昭和42年8月14日 文社社第255号

各都道府県教育委員会教育長 あて 文部省社会教育局長通知

このたび,許 可,認 可等 の整理 に関す る法律(昭 和42年 法 律第120号)が 昭和42年8月1日 に公布,即
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日施行 され,文 部省関係の許認可事項についても整理が行われま した。

整理の大要については,文 部省大臣官房長官よ り各都道府県教育委員会教育長あて昭和42年8.月1日

付 け文総審第99号 で通達 されましたが,な お,社 会教育法 図書館法の一部改正に関 し,細 部について

は下記事項に留意の うえ管下市町村の教育委員会その他関係方面に周知徹底を図られ るとともに,適 切

に指導 されるようお願い します。

記

1従 来,社 会教育法第25条 および第26条 な らびに図書館法第11条 および第24条 の規定により,市 町村

または法人が設置す る公民館,図 書館の設置,廃 止,設 置者変更に関しては,そ の都度,都 道府県教

育委員会に対 し,届 出または報告を行 うこととされていたが,今 後は2以 下による取 り扱いをするこ

とを前提 として,こ のたび当該規定を廃止することにより,市 町村または法人は,上 記の届出,報 告

を要 しなくな り,ま た,都 道府県教育委員会においては,設 置,廃 止等のたびごとに報告,届 出を受

理 し,整 理する必要がな くな り,事 務が簡素化 されたこと。

2都 道府県教育委員会が公民館,図 書館に対する指導,助 言,援 助を適切に行 うためには,公 民館の

設置,廃 止,設 置者変更の場合のみな らず,管 理,運 営の全般にわたってつねにその実態を把握 して

お く必要があること。

都道府県教育委員会は,地 方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条 第12号,第48条 第2項 第

6号,お よび第54条 第2項 によって公立の公民館、図書館 に関 し,ま た,民 法第67条 によって民法法

人立の公民館,図 書館に関し調査等を行 う権限を有 しているのでこれにより必要な実態把握 をするも

のとすること。

なお,こ れに応 じて,こ のたび社会教育法第6条 第1号 が改正され,都 道府県教育委員会の事務 と

して公民館,図 書館の設置,管 理に関し調査お よび指導に関する事務を行 うことが明確にされたこと。

3文 部省では従来か ら実態調査等により全国の公民館,図 書館の実態把握 につ とめてきたが,今 回の

改正によってこの方針は変わるものではないこと。

4従 来は,社 会教育法第25条 第2項 お よび第26条 第2項 ならびに図書館法第11条 第2項 お よび第24条

第2項 の規定により,設 置,廃 止,設 置者変更の報告,届 出等に関 し必要な事項は,都 道府県教育委

員会で定めることとされていたのも,今 回当該規定が廃止 されたこと。ただし,都 道府県教育委員会

が,上 述の実態調査 を行 うため,手 続等を定めることをさまたげるものではないので,今 後は,適 宜,

必要な定めを行った うえ,実 態把握に万全を期す ようされたいこと。

21公 民館の管理運営等の適正化について

昭和63年1月19日 文社社第38号

各都道府県教育委員会教育長あて 文部省社会教育局長通知

国庫補助事業によ り取得 した財産は,補 助金等に係 る予算の執行の適正化に関する法律(昭 和30年 法

律第179号)第22条 の規定によ り,各 省各庁の長の承認を受けなければ,補 助金交付の 目的に反 して使用
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等 してはならないことになってお ります。また,補 助金の交付条件により,こ れらの財産は,善 良な管

理者の注意をもって管理,運 用 しなければならないことになってお ります。

このことについては,す でに昭和60年1!月18日 付け社会教育課長名 をもって注意を喚起 し,そ の後機

会あるごとに管下市町村に対する指導をお願い してきたところでありますが,い まだにその趣 旨が徹底

せず,法 令違反を行っている公民館がみ られ ることは遺憾であ ります。

したがって,下 記により今後 このような法令違反が起きないよう,管 下市長村に対 し,重 ねて指導の

徹底 を図 られるよう願います。

記

1各 都道府県教育委員会は,管 下市町村 に対 し,国 庫補助によって建築された公民館の台帳(例 えば

施設名,建 物延面積,補 助年度,各 室の名称等を記載 したもの)を 作成 し,公 民館 の各室について 目

的外使用がなされてないかどうか,定 期的な点検を行 うよう求めるとともに,自 らも上記の台帳の写

しを備え付け,点 検を行 うこと。(な お,後 日,作 成 した台帳について報告を求める予定である。)

2各 都道府県教育委員会は,管 下市町村に対 し,公 民館内に開館当初から補助 目的以外の機 関を置く

場合には,交 付申請時において,こ れ を補助対象外 として明確に区分す るよう周知するとともに,交

付申請書の提出時における書類審査や事情聴取の徹底,補 助金額の確定を行 う際の現地視察などによ

り,補 助 目的以外の機関が置かれ ることになっていないかどうか十分な調査を行 うこと。

3各 都道府県教育委員会は,管 下市町村に対 し,各 室の新たな利用方法の検討,学 習プログラムや広

報の充実などにより,施 設の利用の促進に努め,施 設利用の低調によって,安 易に無断 目的外使用が

なされるなどの事態を引き起 こさないよう指導すること。

22社 会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈につ
いて

平成7年9月22日 委生第15号

各都道府県教育委員会教育長あて 文部省生涯学習局長通知

標記のことについて,広 島県教育委員会教育長か ら別紙1の とおり照会があ り,別 紙2の とお り回答

しましたので通知 します。

別紙1

公 教 委 社 第16号

平成7年9月21日

文部省生涯学習局長 殿

広島県教育委員会教育長

社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について(照 会)
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標記に関 して疑義があ りますので,下 記について御教示願います。

記

1社会教育法第2条 の 「社会教育」には,民 間の事業者が行 う組織的な教育活動(学 校教育に基づき

学校の教育課程 として行われる教育活動 を除 く。)も 含まれると解 してよいか。

2公 民館がその事業 として,い わゆる民間営利社会教育事業者による営利 目的の事業にその施設の使

用を認 めることは,当 該事業が社会教育法第20条 の目的に合致 し,当 該事業者の利用内容が同法第22

条第七号に規定する 「公共的利用」とみなす ことができるとともに,当 該公民館の行為が同法23条 第

1項 第一号に規定する 「営利事業を援助すること」に該当 しない限 り,差 し支えない と解 してよい

か。

また,こ の場合において,「 営利事業を援助すること」 とは,一 般的には 「特定の営利事業者に対

し,公 民館 の支用について特に便宜を図 り,も って当該事業者には利益を与え,そ の営業を助けるこ

と」をい うと解 して よいか。

別紙2

委 生 第15号

平成7年9月22目

広島県教育委員会教育長 殿

文部省生涯学習局長

社会教育法における民間営利社会教育事業者に関する解釈について(回 答)

平成7年9月21日 付 け広教委 社第16号 で照会 のあ りま した標記 のこ とについて ,下 記 の とお り回答 し

ます。

記

1について

お見込みの とお り。

2に ついて

お見込みの とお り。

なお,昭 和32年2月22日 付 け法制局1発 第8号 「憲法第89条 にい う教育の事業について」の内容 に

十分留意する必要がある。
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23(参 考)公 民館施設の民間営利社会教育事業者による利用につ

いて

社会教育課

1は じめに

このたび,文 部省ではいわゆる民間営利社会教育事業者 に係る社会教育法の解釈について,各 都道

府県教育委員会教育長に対 し通知 し,一 定の要件のもとであれば民間営利社会教育事業者に公民館施

設の使用を認 めて差 し支えない旨を明 らかにした。

従来,公 民館施設を民間営利社会教育事業者による営利 目的の事業に使用を認めることについて

は,社 会教育法上の明文の規定がないこともあ り,各 公民館では消極的に対応す るのが一般的な傾向

であった。 このため,今 回一部の県か らの照会を機 に,社 会教育法の解釈を明確 に示 し,公 民館運営

の参考にしていただ くこととしたものである。

近年,人 びとの学習ニーズの増大 とその高度化 ・多様化 を背景 として,カ ルチャーセ ンター等のい

わゆる民間営利社会教育事業者 が活発な事業を展開 している。公民館は,い うまでもなく地域住民に

最も身近な社会教育施設 として,自 ら様々な事業を実施 し,ま た,地 域住民に自主的な学習の場 を提

供 しているが,今 後はこれ ら民間の事業も視野におき,人 々の多様な学習ニーズに一層適切 に対応 し

ていくことが望まれる。

各市町村 ・公民館においては,今 回の通知の趣 旨を十分理解いただき,民 間営利社会教育事業者の

様 々な事業の うち公民館の目的等に合致するものとの必要な連携 ・協力も含めて,公 民館の学習機会

の提供機能の充実 と公民館活動の 一層の活性化に努めていくことが期待される。

2通 知の内容(前 掲)

3通 知内容の説明

(照会1に ついて)

社会教育法は第2条 において,「 社会教育」を 「学校の教育課程 として行われ る教育活動を除き,主

として青少年及び成人に対 して行われ る組織的な教育活動(体 育及び レクリエーションの活動 を含

む。)」と定義 しているが,「 組織的な教育活動 であれ ば,そ の実施主体については問わない もので

あ り,民 間の公益法人が実施主体 となるものはもとより,株 式会社等の民間企業が実施するものであ

っても 「社会教育」に含 まれる。

(照会2に ついて)

(1)社 会教育法20条 は公民館の 目的を,「 市町村その他一定の区域内の住民のために,実 際生活に即

する教育,学 術及び文化に関する各種の事業を行い,も って住民の教養の向上,健 康 の増進,情 操

の純化を図 り,生 活文化の振興,社 会福祉の増進に寄与すること」 と規定 し,さ らに同法第22条 に

おいて 「公民館 は,第20条 の 目的達成のために,お おむね,左 の事業を行 う。」として,第1号 から

第6号 まで6つ の事業を例示 している。

このうち,第5号 までは公民館が直接行 う事業を規定 しているが,第6号 では 「その施設 を住民の

集会でその他の公共的利用に供すること」 と想定 し,施 設 を住民等に供与することを挙げている。

ここでい う 「公共的利用」とは一般に,「 住民の側 において計画 し推進す る社会教育的な事業その他
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公共的 目的のために,そ の施設が広 く一般 に開放 され 自由に利用されること」と解されるが,公 民

館 として,住 民の要請す る学習内容の専門性,多 様性等から直接事業を行 うことが困難な場合等,

営利事業者による事業を認 めることが必要な場合であれば,営 利事業者に施設を供与することも公

民館の 目的を達成するために必要な事業であるといえ,そ れは公共的利用又はそれに匹敵するもの

と考 えられ る。

(2)ま た,社 会教育法第23条 第1項 では,公 民館の行 なつてはならない行為を規定 し,そ の第1号

で,「 もつば ら営利を 目的 として事業 を行い,特 定の営利事務に公民館の名称 を利用 させその他営

利事業を援助すること」を規程 している。 ここでい う 「営利事業を援助すること」とは,回 答に示

されたとお りであるが,具 体的には,特 定の事業者に対 し,公 民館の支用回数,使 用時間,事 業者

の選定等に関する優遇,一 般 に比 して社会通念上極めて安い使用料の設定事業者に対 し特に便宜を

図 り,も って当該事業者に利益を与え,そ の営業を助けること,と 考えられる。

(3)以 上が,社 会教育法の関係条文の解釈であるが,公 民館がその事業として,い わゆる民間営利社

会教育事業者にその施設を供与する場合については,当 該事業内容が同法20条 の目的に合致するも

のであるとしても,① 供与 された者の利用内容が 「公共的利用」又はそれに匹敵するものであるこ

と,② 公民館を供与す ることが 「営利事業を援助すること」に当らないこと,を 具体的に判断する

ことが必要である。

(4)こ のため,実 際に使用許可をするに当っては,① の観点か ら,当 該事業に施設を供与することが

公民館の 目的達成のために必要な事業であるかどうかについて十分な検討 を行 うとともに,② の観

点か ら,事 業者の選定方法,使 用時間や使用回数,事 業者か ら徴収す る使用料などの使用条件に適

正 を期 し,さ らにこれ らを担保するため,不 適切な使用に対する使用許可の取消や是正勧告などの

監督措置に関する規定を整備 しておくなど,施 設供与の在 り方,事 業の内容等を総合的に検討 して

対応す ることが必要である。その際,公 民館運営審査会に意見を聴 くことも有益であると考えられ

る。

(5)な お,憲 法第89条 にい う教育の事業(昭 和32年2月22日 付け法制局1発 第8号 「憲法第89条 にい

う教育の事業について」参照)に ついては公の財産をその利用に供することが禁 じられてお り,民

間営利社会教育事業者の事業の うちこれに該 当する事業については,公 民館施設 を使用 させること

ができないことに留意す る必要がある。

(「教育委員会 月報」平7.10.No.545よ り転:載)

24家 庭教育学習の拠点 と しての公民館の充実につ いて

平成12年4月14日 文生社第182号

各都道府県教育委員会教育長あて 文部省生涯学習局長依頼

社会全体で子 どもを育てることや子育ての在 り方 を見つめ直すことが重要となっています。また,近

年の都市化,核 家族化な どによ り住民の地域社会の一員としての意識や連帯感の希薄化が生 じ,地 域で

子 どもを育てる環境は十分 とはいえない状況 にあります。

このよ うな状況の中,地 域における教育力を回復 し,地 域 ぐるみで子 どもを育てる環境を全国津々
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浦々において一層重点的に整備す ることが我が国における喫緊の課題 となっています。

こうしたことか ら,地 域住民の交流の場であ り,学 習活動や地域づくりの中心的施設である公民館を

「家庭教育学習の拠点」 として充実 し,家 庭教育に関す る学習機会や学習情報の提供,家 庭教育相談

等,家 庭教育学習の充実を図るための施策を積極的に推進 していくことが必要です。

貴職におかれては,こ の趣旨を十分ご理解の上,域 内の市町村への周知を図 り,公 民館における別紙

に掲げる家庭教育学習支援のための取組の一層の充実が図 られるようお願いします。

〔別 紙〕

1全 国の公民館で家庭教育に関する講座 ・事業をあまね く展開

・ 公民館で実施するしつけの在 り方や子育て支援,児 童虐待への取組などの地域の父母等が参加す

る家庭教育に関する学級 ・講座の一層の充実。

なお,全 国の公民館 にお ける家庭教育が級数が8,280件(平 成8年 度文部省社会教育調査報

告書)で あ り,文 部省ではこれ らの家庭教育に関する学級 ・講座を全体で倍増することを目標

としている。 この趣旨をご理解の上,公 民館における家庭教育に関す る学級 ・講座の充実に御

努力願いたい。

・ 公民館を活動拠点 とす る子育てグループ等を育成するとともに,こ れ らのグループ等が公民館で

交流会や学集会を開催する際の積極的な支援。

2子 育てグループ等が公民館を使用する場合の格別の配慮

・ 子育てグループや子育て支援ボランティア等の団体が公民館を使用 したい と考えて も,公 民館の

部屋を借 りられず,や むを得ず 自宅等を使用せ ざるを得ない状況があ り,こ れ らのグループ ・団体

等の学習の場や打合せの場としての公民館の使用等に対する格別の配慮。

3家 庭教育に関する情報収集 ・提供 ・相談の充実

・ 地域における家庭教育に関す る学習。相談機会等に関す る情報の公民館における利用への配慮。

その際,「 子 どもセ ンター」が作成する情報誌に家庭教育学習に関する情報を積極的に掲載。

・ 公民館 における家庭教育に関する相談事業の充実。

・ 子育て支援ボランティアや地域の指導者の情報の収集及びその公民館における利用への配慮。

4関 係団体 ・機関等 との連携 ・協力

・ 家庭教育学習に関する事業 を公民館において実施する際の,PTA等 の関係団体や母子保健部局

をは じめとする関係機 関 ・施設の事業との積極的な連携 ・協力。

5衛 星通信システムによる家庭教育講座の積極的活用

・ 文部省が衛星 通信システム(エ ル ・ネッ ト)を 使 って送信する家庭教育講座の活用による公民館

における家庭教育講座の充実。
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25社 会教 育施設等 を活用 した裁判員制度等に係 る教 育 ・啓発活動

の推進 について

平成17年7月1日17文 科生第195号,法 務省刑総第851号,最 高裁総一第000641号

各都道府県 ・政令指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長 ・

法務省刑事局長 ・最高裁判所事務総局総務局長通知

日頃より,生 涯学習行政,社 会教育行政の推進に御尽力頂き,あ りがとうございます。

さて,平 成16年5月,「 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(平 成16年 法律第63号 。以下「裁判

員法」とい う。)が公布 され,平 成21年5月 までに,国 民の司法参加 を実現す る新たな制度が発足するこ

ととなりま した。裁判員法附則第2条 においては,「 政府及び最高裁判所は,(中 略)こ の法律の施行ま

での期間において,国 民が裁判員 として裁判に参加することの意義,裁 判員の選任 の手続,事 件の審理

及び評議における裁判員の職務等を具体的に分か りやす く説明するな ど,裁 判員の参加する刑事裁判の

制度についての国民の理解 と関心を深めるとともに,国 民の自覚に基づ く主体的な刑事裁判への参加が

行われるようにするための措置を講 じなければな らない。」と規定されてお り,政 府及び最高裁判所は,

本制度の施行に向けた積極的な教育 ・啓発活動 を行 うこととしてお ります。

このような裁判員法の趣 旨にかんがみ,貴 職 におかれては,司 法制度 ・裁判員制度等の教育 ・啓発活

動の促進 に向けて,公 民館 図書館 をはじめとする社会教育施設等の積極的な活用が図 られるよ う,下

記の事項について,貴 委員会内,貴 委員会所管の施設及び域内の市区町村教育委員会への周知及び御協

力方,よ ろしくお願い申し上げます。

なお,本 通知発出に当たっては,そ の内容について,日 本弁護士連合会においても了解済みであるこ

とを申し添えます。

記

① 社会教育施設等におけるパンフレッ ト等の配布 ・備え付け

パンフレッ ト等の配布方法等については,貴 委員会担当者に対 して,法 務省作成の資料については

法務省か ら,最 高裁判所作成 の資料については最高裁判所から,そ れぞれ御連絡をさせて頂く予定で

すが,パ ンフレッ ト等の送付後に取扱いの疑義等が生 じた場合は,法 務省作成の資料については,別

添1の 各検察庁 の担 当に,最 高裁判所作成の資料 については,別 添2の 各裁判所の担当にそれぞれお

問い合わせ くだ さい。

② 社会教育施設等への法務省又は最高裁判所製作に係る広報用DVD・ ビデオの配布 ・貸出等

広報用DVD・ ビデオの配布方法等については,上 記① と同様の方法にて御連絡等をさせて頂く予

定です。

③ 社会教育施設等における司法制度 ・裁判員制度に関する講座等の実施に当たっての情報提供

今日 における司法制度 ・裁判員制度の重要性にかんがみ,社 会教育施設等において,司 法制度 ・裁

判員制度 に関する講座等について,積 極的にお取 り組みいただきます ようお願い します。

なお,社 会教育施設等で,司 法制度 ・裁判員制度 に関する講座等の実施を希望する場合,本 件に係
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る各都道府県ごとの裁判所,検 察庁,弁 護士会の共通の窓口(別 添1)に 対 して,講 師の派遣や講座

等の内容について相談願います。その場合,裁 判所,検 察庁,弁 護士会は,各 社会教育施設等か らの

講師の派遣要請に対 して,最 大限の協力を行います。

(別添1・2省 略)

26地 域 における防犯教育 ・防犯活動及 び防犯ボランテ ィア活動の

推進 について

平成17年9月27日17文 科生第354号

各都道府県 ・政令指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長通知

日頃よ り,生 涯学習行政,社 会教育行政の推進に御尽力頂き,あ りがとうございます。

近年,住 居に犯罪者が侵入 した り,街 頭で犯罪の被害に遭った りす る事案が急増 しているほか,子 ど

もを標的とした社会を震憾 させ る事件の続発など,犯 罪情勢の急激な変化が見 られています。これ に伴

い,全 国では,地 域住民 自らが 自主的にパ トロール を行 った り,地 域安全に関す る情報発信をするな

ど,様 々な自主的 ・自発的な防犯に関す る取組が行われています。

政府においても,平 成17年6月,犯 罪対策閣僚会議において,「 安全 ・安心なまちづ くり全国展開プラ

ン」を決定(別 紙参照)し,こ うした地域の 自主的な取組 を支援 し,官 民連携 した安全で安心なまちづ

くりのための取組 を,積 極的に全国に展開 しているところです。

このような状況にかんがみ,文 部科学省 と警察庁が連携 ・協力して,地 域における防犯教育 ・防犯活

動及び防犯ボランティア活動 を推進 していくこととしま した。

貴委員会におかれては,地 域の防犯意識の向上,地 域の安全 ・安心の確保に果たす社会教育の役割を

十分 ご認識 頂き,下 記の項 目について,貴 委員会内及び所管の施設,及 び域内の市町村教育委員会への

周知及び御協力方よろしくお願い申し上げます。

記

1.公 民館,生 涯学習推進センター等における,防 犯教育 ・啓発活動,防 犯教室 ・訓練,防 犯活動の積

極的な推進

公民館,生 涯学習推進センター等の社会教育施設等が地域における防犯の拠点 として果たしうる役

割は,非 常に大きいもの と考えられます。各社会教育施設等においては,こ れ らの活動を積極的に企

画 ・立案 され,推 進 されるよ うお願い申し上げます。

なお,各 社会教育施設等が防犯教育 ・啓発活動,防 犯教室 ・訓練,防 犯活動 を実施するに当たって,

警察官等防犯に知見のある講師を円滑に確保できるよう,地 元の警察署に対 して講師派遣の相談を行

うことが可能になっています。

2.地 域住民の防犯ボランテ ィア活動への参加促進

昨今,犯 罪被害が身近にな りつつあ り,か つ平穏な 日常生活を脅かしているとい う実感が生まれて
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いる中で,地 域においては,地 域の安全 ・安心を再構築するため,地 域住民が,主 体的に,自 らの安

全 ・安心を守るため,「 防犯 ボランティア活動 の取組が活発になっています。

文部科学省 においては,こ のような防犯ボランティア活動を通 して,地 域住民が,主 体的に安全 ・

安心なまちづ くりとい う課題に取 り組むことは,地 域づくり,地 域の教育力再生の観点か ら,極 めて

有効なことと認識 してお り,こ の度,警 察庁 と連携 して,地 域住民の防犯ボランティア活動の促進の

ための体制の整備を図 りました。

具体的には,別 添の警察庁通達により,「地域ボランティア活動推進事業」の活用などによる防犯ボ

ランテ ィア活動 を実施す る際,そ の活動 内容の充実 ・向上を図るため,オ リエンテーシ ョンへの講師

(指導者)の 派遣や各種指導 ・助言などについて,地 元の警察署に相談を行 うことが可能となってい

ます。

なお,本 通知発出に当たっては,そ の内容について,警 察庁の了解を得ていることを申し添えます。

また,警 察庁よ り,各 都道府県警察あてに本件内容につき,周 知が図 られてお ります。

(別添省略)

(別 紙)

「安 全 ・安 心 な ま ち づ く り全 国展 開 プラ ン」(抄)

(平成17年6月28日 犯罪対策閣僚会議決定)

第1住 民参加型の安全 ・安心なまちづ くり全国展開

2防 犯ボランテ ィア活動等の支援

③ 大学生や企業人等の防犯ボランテ ィア活動への参加促進

地域社会における防犯ボランティア活動の担い手の拡大を 目指 し,地 域におけるボランテ ィア

活動促進 のための多彩なプログラム開発を行 う「地域ボランティア活動推進事業」の一環 として,

大学生,企 業人を含む地域住民全体を対象 とした防犯ボランティア活動への参加を促進する。

⑥ 公民館等を活用 した防犯教育,防 犯活動等の推進

教育委員会や警察の協力の下,情 報提供や講師派遣を行 うことなどにより,地 域の公民館や生

涯学習セ ンター等を活用 した防犯教育 ・啓発活動,防 犯訓練 ・教室,防 犯活動,こ れ らの活動に

かかる学習講座等の開催 を促進す る。
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27地 域 における防災に係 る教育 ・啓発活動の推進について

平成17年10月24日 府政防第880号,17文 科生第394号,国 河災第18号

各都道府県 ・政令指定都市教育委員会教育長あて 内閣府政策統括官(防 災担当)・

文部科学省生涯学習政策局長 ・国土交通省河川局長通知

近年の相次ぐ台風の上陸などによる度重なる豪雨や新潟県中越地震などにより,全 国各地で大きな被

害が発生 し,改 めて 日頃からの 「備え」の重要性が,国 民の関心事 となっています。我が国の災害は,

洪水,土 砂災害,地 震,噴 火,雪 害,高 潮,津 波等 自然災害の種類が多様で,繰 り返 して発生 し,し か

も発生回数が多く,全 国どこでも発生の可能性があります。

このため,災 害による被害を軽減す るには,災 害の教訓を学び,地 域 コミュニティや国民の一人ひと

りが,緊 急時に主体的に行動 を起こせ るよう,各 種災害の性格 とその危険性 を知 り,災 害時にとるべき

行動を知識 として身につけてお くとともに,平 時における備 えを万全 とす るよう防災に関す る教育 ・啓

発活動を推進 してい くことが重要 とな ります。

このような状況にかんがみ,内 閣府,文 部科学省及び国土交通省が連携 ・協力 して,地 域における防

災に関す る教育 ・活動を推進 していくこととしました。貴教育委員会におかれては,地 域住民の防災等

に関する意識の向上,理 解の増進 に果たす社会教育の役割を十分ご認識頂き,下 記の項 目について,貴

教育委員会内及び所管の施設並びに域内の市町村教育委員会への周知及び ご協力方よろ しくお願い しま

す。

記

1社 会教育施設等における防災教育への積極的取組及び講座等の実施に当たっての講師派遣

今 日における防災教育の重要性にかんがみ,社 会教育施設等において,防 災に関す る講座等につい

て,首 長部局等 との連携 も視野に入れつつ,積 極的な取組 をお願いします。

なお,社 会教育施設等で,防 災に関する講座等の実施 を希望す る場合,別 紙で紹介 している窓口に

対 して,講 師の派遣や講座内容について相談願います。その場合,内 閣府及び国土交通省 は,各 社会

教育施設等か らの講師の派遣要請に対 して,最 大限の協力を行います。

2社 会教育施設等におけるパンフ レッ ト等の備え付け

内閣府,国 土交通省又は関係団体か ら,各 教育委員会又は社会教育施設等に対 して,防 災に関す る

パンフ レッ ト等の備え付 けの依頼があった場合 は,ご 協力願 います。

また,社 会教育施設等において防災に関す るパンフレッ ト,ビ デオ教材等が必要な場合は,別 紙で

紹介 している窓 口にお問い合わせ願います。
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別 紙

【内 閣 府 】

「み ん な で 防 災 」 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.bousai .go.jp/minna/)で は,防 災 に つ い て の 情 報 ノ

ウ ハ ウ を 紹 介 して い ま す の で,ご 参 照 下 さ い 。

【国 土 交 通 省 】

国 土 交 通 省 防 災 教 育 支 援 ホ ー ム ペ ー ジ(http://www.mlit.go.jp/bosai/education/index.htm)を ご

参 照 の 上,各 講 座 等 毎 の お 問 い 合 わ せ 先 ま で ご相 談 く だ さ い 。

28地 域 におけるエネルギー教育 ・啓発活動の推進 について

平成17年11月29日17文 科生第472号,平 成17・11・24資 庁第1号

各都道府県 ・政令指定都市教育委員会教育長あて 文部科学省生涯学習政策局長 ・

経済産業省資源エネルギー庁長官通知

我が国のエネルギー需要は,近 年増加傾向で推移 してきてお り,特 に,家 庭や乗用車などに関するエ

ネルギー消費である民生部門 ・運輸部門での伸びが大きくなっています。また,ア ジアを中心 とした世

界 のエネルギー需要の長期的拡大傾向等を受けたエネルギー価格の高騰などの問題 も生 じています。 さ

らには,地 球の温暖化の原因になる大気中の二酸化炭素など温室効果ガスの濃度を安定化させることを

目的 とした京都議定書が本年2.月 に発効 し,我 が国は,2008年 から2012年 までの第 一約束期間に,1990

年比で6%の 温室効果ガスを削減す る国際的な義務が生 じました。 このため,我 が国のエネルギーの安

定供給 と地球温暖化防止の対策を実施 してい く上で,エ ネルギーに関する国民の理解が必要不可欠な現

状 となっています。

このよ うな状況 にかんがみ,文 部科学省,経 済産業省及びエネルギー関係団体 ・企業(以 下 「関係団

体等」とい う。)が 連携 ・協力 して,地 域におけるエネルギーに関する教育 ・啓発活動を推進 してい くこ

ととしました。貴教育委員会におかれては,地 域住民のエネルギーに関する意識の向上,理 解の増進に

果たす社会教育の役割を十分 ご認識頂き,下 記の項 目について,貴 教育委員会内及び所管の施設,並 び

に域内の市町村教育委員会への周知及びご協力方 よろしくお願い します。

なお,本 通知発出に当たっては,そ の内容 について関係 団体等においても了解済みであることを申し

添えます。

記

1社 会教育施設等におけるエネルギーに関する講座等の実施に当たっての講師派遣

今 日におけるエネルギー教育の重要性にかんがみ,社 会教育施設等において,エ ネルギーに関す る

講座等について積極的な取組をお願い します。

なお,社 会教育施設等で,エ ネルギーに関する講座等の実施を希望す る場合,別 添の窓 口に対 し
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て,講 師の派遣や講座等の内容について相談願います。その場合,経 済産業省,

会教育施設等か らの講師の派遣要請に対 して,最 大限の協力を行います。

関係団体等は,各 社

2社 会教育施設等におけるパンフレッ ト等の送付 ・備え付け

社会教育施設等においてエネルギーに関するパ ンフレッ ト等の送付を希望する場合,別 添の窓 口に

お問い合わせ願います。

また,経 済産業省又は関係団体等から,各 教育委員会又は社会教育施設等に対 して,エ ネルギー等

に関す るパ ンフレット等の備 え付けの依頼があった場合は,ご 協力願います。

(別添省略)

〈参 考〉

優良公民館表彰要綱

昭和46年8月26日

最近 改正

平成13年7月13日

文部省社会教育局長裁定

1趣 旨

公民館の うち,特 に事業内容 ・方法等に工夫をこらし,地 域住民の学習活動に大きく貢献 している

ものを優良公民館 として文部科学大臣が表彰 し,今 後の公民館活動の充実 ・振興に資す る。

2推 薦の条件

推薦の対象 となる公民館 は,次 の(1)～(4)の 条件を満たす施設であり,(5)の ①～⑨のいずれかの事

業について積極的に取 り組み,そ の内容 ・方法等に工夫が見 られるものとする。

(1)設 置者

社会教育法第21条 第1項 又は第2項 に定める者 が設置 した公民館で,設 置後2年 以上経過 してい

るものであること。

(2)施 設

建物の専用延面積が330平 方 メー トル以上であり,多 様な公民館活動ができる施設内容,設 備を備

えていること。

(3)運 営

開館 日数が原則 として年間290日 以上であり,公 民館運営審議会等の活動が充実 しているもので

あること。
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(4)職 員

館長又は公民館主事を配置 していること。

(5)事 業

地域の実情 に即 して次の①～⑨のいずれかについて積極的に取 り組み,そ の内容 ・方法等に工夫

が見 られるもの。

① 家庭教育の向上に資する活動を行な う者(「 子育てサポー ト」や子育てサークルの リーダー等)

を公民館運営審議会の委員に委嘱す るな ど,家 庭教育学習支援の拠点 としての活動を行なってい

るもの。

② 環境保全,国 際理解,高 齢化社会,人 権等の現代的課題や青少年の学校外活動の充実に関する

学習プ ログラムの開発などを行っているもの。

③ 伝統文化継承活動,環 境美化活動 世代間交流活動など地域連帯意識 の形成に資す る活動を行

なっているもの。

④ 学習情報の収集 ・提供。学習相談事業を行 うほか,学 習グループを育成するなど学習者等に対

する支援 を行っているもの。

⑤ 指導者研修 ・ボランティアの養成事業な どを行っているもの。

⑥ ボランティア活動等社会奉仕体験活動,自 然体験活動等の活動を行なっているもの。

⑦IT学 習環境 の整備やIT講 習会の実施などを行 っているもの。

⑧ 学校,図 書館,博 物館等社会教育施設等 と連携 し,各 種の事業を行っているもの(駅,店 舗,

郵便局等の各種生活拠点施設や企業 との連携事業を含む)。

⑨ その他住民の学習需要や地域の特色を活か した多様な学習機会を提供 しているもの。

3推 薦の方法

都道府県教育委員会は,推 薦の条件に該当す る管内市町村の公民館 を市町村教育委員会の申し出に

より,2館 以内を選考 し,文 部科学大臣あてに推薦する。なお,過 去に優良公民館 として表彰を受け

たものを推薦す る場合は,表 彰後5か 年 を経過 したものであること。また,推 薦公民館の選考に当っ

ては委員会を設けるなど,適 切 な方法を講 じること。

4選 考

文部科学省に優良公民館審査委員会を設 け,各 都道府県から推薦 された公民館にっいて書類審査に

より選考す る。
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第58回 優 良公民館 被表彰館 一覧(平 成17年 度)

No. 都道府県名 公 民 館 名 公民館の概要 と特色ある事業等

1 北海道
しべっ しちゅうお うこうみんかん

士別市中央公民館

市内の公 民館 の中核 をな し、市民 自主企画事業や各世代 ご

との相互学習等 を通 した、人づ くり ・まちづ くりに寄与 して
いる。

1マ イプラン ・マイスタデ 禰

市内の各種 グル ープやサー クル等 が行 う学級講座 ・講演等
に対 し、事業経 費の一部 を支援 し、市民 の多様 な学習ニーズ

に対応す るとともに、団体活動の一層 の活性化 を推進 した。

2 青森県
しもだち ょうりつほくぶ こ うみ んか ん

下田町立北部公民館

新興住宅地の住民が地域にとけ込む機会をつ くるための:事
業を積極的に展開するとともに、米軍基地に隣接する利点を
活かした事業の実施により国際理解教育に寄与している。
1ジュニア英会話教室1
三沢市の米軍基地で働 く米軍人やその家族 と接する機会が

多いため、子どもたちが 「聞くこと ・話すこと」を中心に外
国人から生の英語を学ぶことで、国際感覚や豊かな心が育ま
れた。

3 岩手県

い ちのせき しりつ ゆしまこうみんかん

一関市立油島公民館

地域の青少年教 育の中心的な役割 を担 うとともに、家庭教

育学級 な どに より、活力 あるコミュニテ ィ活動の拠点 として

貢献 してい る。
【グ リー ンクラブ ・オ レンジクラブ・レモ ンクラブ合同事業】

高齢者 はグ リー ン、女性 はオ レンジ、成人は レモン といっ

た名称 とす るこ とによ り、新 しい感 覚に よる事業展 開が図 ら

れ 、世代 ・性別間の交流が促進 された。

4 岩手県
も りお か しとなん こ うみ んか ん

盛岡市都南公民館

地 区内の社会教育団体の育成や町内会、子 ども会 、PTA

な どが行 う自主活動 を積極的に推進 している。

【キャラホール少年少女合唱教室 】
小学3年 生か ら中学3年 生までの子 どもたちが、合唱教室

(年33回)、 福祉 施設訪問コンサー トな どを通 し、社会参加が

図 られ、異学年間の強 い連帯感 が形成 された。

5 宮城県
もとよしちょうおおや こうみんかん

本吉町大谷公民館

地域の生涯学習の拠点 として、ほぼ毎 日(年 間359日)、
8時30分 か ら22時 まで開館 し、住民サー ビスに努める ととも

に、学校等 との連携 を推進 している。

【大谷地区学社連携事業】

公 民館 に幼稚 園 ・小学校 ・中学校が隣接 し、地区内に豊 か

な自然があ るな どの利点 を活か し、年間 を通 じた 自然体験活

動、地域安 全パ トロール、大谷海水浴場合 同清掃な どの事業

を連携 しなが ら実施す ることにより地域活性化 を図った。

6 秋田県

だいせんしりつかみおかちゅうおうこうみんかん

大仙市立神岡中央公民館

旧神岡町の生涯学習活動の中核施設 として、子どもたちの
体験活動や読書活動、高齢者の学習活動を積極的に推進 して
いる。
【子 どもの体験活動推進事業】
体験活動や 自然体験:、交流をテーマに、住民が組織 した体

験活動支援ボランティアと協力 して、地域の大人と子 どもの
ふれあいの場を設定し、自発的・自治的な活動を育てている。

7 山形県

さか た しひ ろ の こ うみ ん か ん

酒田市広野公民館

地区の情報集積拠点としての役割を果たすとともに、子 ど
もたちの地域を大切にする心や地域の連帯感育成に取 り組ん
でいる。

【虫送 り】
豊作を願 う伝統行事 「虫送 り」を復活させ、公民館を拠点

とした舟みこし等の製作を通 して、児童と高齢者の世代間交
流及び伝統行:事の継承に貢献した。

8 山形県
よね ざわ した ざわ こ うみんか ん

米沢市田沢公民館

豊かな 自然環境 を活か した様々な事業 を実施 し、 自然環境

保全 な どの現代的課題 に積極的に取 り組 んでいる。

【山里の地域学 「た ざわ山の学校」】
平成8年 か ら、里 山や 奥山の森林 をフィール ドに、 自然 ・

文化 ・生活 に触れ、 自然環:境保全 と 「山里」の あ り方 につ い
て考察 した。
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No, 都道府県名 公 民 館 名 公民館の概要 と特色ある事業等

9 福島県

あつ しお かの うむらこ うみんかん

熱塩加納村公民館

地域連帯意識の形成の重要性を認識 し、関係団体と連携 し
なが ら世代間交流活動などに積極的に取 り組み、地域の活性
化に寄与 している。
【宿泊体験in滝 根】
スポーツ少年団同士の交流のある滝根町において、鍾乳洞

探検や天体望遠鏡での星空観察等、普段体験できないプログ
ラムを通 して、連帯感や新たな挑戦心を養った。

1Q 福島県
す かが わ しひが しこ うみん かん

須賀川市東公民館

域内の区長会や青年団体等、学校 、社会教育施設等 と緊密な

連携 を図 り、地域 の中心的存在 として、様 々な事業を展開 し、
生涯学習の振興 に努 めてい る。

【「小松 明つ くりと松明あか し」参加 事業】

幼稚園、小 ・中学校 と連携 し、小松 明を親子で作 った り、
「松明あか し」への参加 を通 し、地域内での連帯意識の形成及

び異世代交流を図った。

1! 茨城県

た か は ぎ しまつ お かち くこ うみ ん かん

高萩市松岡地区公民館

旧城下町の街並みに位置 し、地域コミュニティの象徴、地域
文化の発信基地として特色ある事業を展開している。
【郷土の歴史講座】
地区の史跡文化財や松岡藩の変遷等を学ぶことにより、住

民の歴史への関心が高ま り、地域愛の育成及び文化財の顕彰
活動が推進された。

12 茨城県
み と しうちは らちゅ うお うこ うみん かん

水戸市内原中央公民館

地域 と連携 しながら、子どもと大人が地域の文化や課題に
ついて学ぶことを通して、子どもの健全育成 と地域のっなが

りを深めている。
【地域協働学校事業】
公民館の生涯学習講座の受講生が中学校の選択教科に参加

した り、住民が指導者 となって学校をサポー トすることなど
により、相互の教育力を共有 しあった。

13 栃木県
や いた しか たおか こうみん かん

矢板市片岡公民館

よ りよい地域 コ ミュニテ ィづ くりに向 けた活動の 中心 とな
っている とともに、主催講座 は3年 で 自主講座に切 り替 え、多

くの 自主講座やサー クルが誕生 している。

【ちびっこ広場】

学校週5日 制の実施に伴い、土 ・日曜 日に自然体験 ・生活体
験 ・文化体験 ・科学体験:などを小学生 コース、親子 コースに分

けて実施 し、心豊:かな青少年の育成 を目指 した。

14 群馬県

たてばや ししおお しまこうみんかん

館林市大島公民館

地域の社会教育の拠点施設 として、住民の課題 やニーズに

即 した様々な講座 を開催す るとともに、子育て支援 にも取 り

組んでいる。
【どようびひろば】

小学校 と連 携 し、地域住民で組織する 「ひろば支援隊」が中

心 とな り企画運営す ることで、ボランテ ィアの育成が図 られ

る とともに、学校 と地域 の橋渡 しとして大 きな役割 を果た し
てい る。

15 埼玉県

ふ じみのしりつかみふくおかにしこうみんかん

ふじみ野市立上福岡西公民館

地域に在住する外国人 との交流など国際交流事業に特にカ
を入れるとともに、家庭教育の支援に貢献 している。
【にほんご教室】
日本人ボランティアが外国人に言葉や文字、文化等を教え

たり、お互いの国の文化を学ぶことなどを通じ、地域住民と外
国人 との相互理解を深めた。

16 東京都
こくぶ ん じ しりつ こい がくぼ こ うみ んかん

国分寺市立恋ケ窪公民館

利用者 ・団体等の学習成果 の発表の場を設けるな ど、地域に

密着 した事業を展開 してお り、開館以来、館長 ・職員 と利用者
との懇談会等を通 じて、協働 によ り企画 ・実施 している。

【幼 い子のい る女性 のための教室】
初 めて子育てをする親子 を対象 に、講師を交えて、同 じ子育

ての悩みや不安 を持つ女性等 がお互いに学び合い、情報交換
の場 を提供す ることにより、家庭教育への支援 を推進 した。

17 神奈川県

さがみ は らしりつ あ さみ ぞ こうみん かん

相模原市立麻溝公民館

地域特性を活かした公民館事業を住民主体で企画運営する
とともに、現代的課題等多様な講座を実施 している。
【あさみぞ高齢者学級】
高齢者が企画運営し、地域の歴史を学ぶ講座、防犯 ・交通安

全講習会、小学生との異世代交流等し、地域の連携強化に一役
かった。
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No. 都道府県名 公 民 館 名 公民館の概要 と特色ある事業等

18 神奈川県
はだの しりつみなみ こうみんかん

秦野市立南公民館

公 民館設 立の原点 に立ち戻った事業、事務管理等の見直 し
に よ り公 民館再生 を図るとともに、子育て中の母親層 をは じ

め地域住 民 との親近的 な関係 を築 きなが ら、家庭教育や青少

年活動 を推進 している。

【家庭教育学級 「大人 の絵本読書会」】
30代 か ら80代 までの女性が、絵本 の持つ世界の魅力を鑑賞

しなが ら、 日々の暮 らしや子 ども時代 の ことを互いに話す場

とした。

19 新潟県

ゆ ざわま ちこうみ んかん

湯沢町公民館

地区 ごとに配 置 した分館長を中心に地域住 民 と協議 しなが

ら、地域の特色 を生か した事業の企画運営を行 っている。

【家庭教育 と子育て支援】
子育 て支援セ ンター、保 育園、保健センター等 と子育て支援

ネ ッ トワークを組織 し、乳幼児を持つ家族 が、1人 で悩まず多

くの同 じ境遇 の人間 と相談 しあ う場 を設 けた。

20 富山県
たかおか しりつひ らまい こうみんかん

高岡市立平米公民館

地域づ くりの中心 として、地域住民、各種団体及び学校等 と

連携の橋渡 しを行 うとともに、青少年健 全育成活動 の母体 と

なっている。

【おお とりっ子 ・い きいきす くす くネ ッ トワー ク会】
校 区小 中学校、PTA、 青少年補導委員会等が連携 し、花いっ

ぱい運動 「一人二鉢運動」や明 るい町づ くり標語 作成な どを実

施 し、地域全体で青少年健全育成 を推進 した。

21 石川県
わ じま しりつ か わ らだ こ うみ ん か ん

輪島市立河原田公民館

「い しかわ地域版環境ISO」 の認 定を受 け、環 境問題 に積極

的に取 り組 む とともに、常に創意 と工夫 を重ね た事業 を通 し
て地域の活性化に努 めている。

【石川 っ子ふれあい合宿inKAWARADA】
県内の小学4～6年 生か ら参加者 を募 り、地域 の子 どもた

ちとの宿泊体験:を実施 した。 手打 ちそ ば作 りや輪 島探検等を

通 して、高齢者 との交流 も図られた。

22 福井県
ふ く い しお か ぽ こ うみ ん かん

福井市岡保公民館

子 どもを地域 で育てる取組を継続 的に実施す る とともに、

環境学習や地域の美化活動 も積極 的に推進 してい る。

【まちづ くり体制設置事業】
「まちづ くり委員会」が策定 した地 区の課題 に対応 したまち

づ く りの方向性 に基づき、子 どもの安心ネ ッ トワー ク作 り、ク

リー ンア ップ大作戦 などの事業 を実施 した。

23 福井県

えちぜん しおか もとこうみんかん

越前市岡本公民館

家庭教育の充実に積極的に取 り組んでお り、地域全体で子
どもを見守 り育てる風土づくりを鼠指す とともに、伝統産業
に関する学習にも取 り組んでいる。

【家庭教育講座 ・子 ども講座】
家庭や地域の大人が地域の子 どもたちのよき指導者になれ

るように、色々な間題点や実情を把握 し、子どもが自主的に取
り組める活動を地域住民の指導 ・協力を得て実施 した。

24 長野県
うえだ しか わに しこうみん かん

上田市川西公民館

地域 の良 さの再発見や地域づ くりに向けた取 り組 み、地域

に関わ る取 り組 みな ど、幅広い活動を積極的に展 開 している。

【生涯学習市民大学 里山講座 】
地域の 自然について 「見る ・調べ る ・考 える ・行動す る」講

座 として実施 し、里 山のす ば らしさの再発見 と地域づ く りの

取 り組み を行 った。

25 長野県

な がの し りつ しの の い こ うみ ん か ん

長野市立篠ノ井公民館

人間関係 が希薄 とされ る都市部 において様々 な講座 を開催
す ることによ り、地域住民の結びつ きを強 めるこ とに寄与 し
ている。

【まちづ くり講座 】
まちづ く りの先進的事例や まちづ くり団体 の活動 な どを学

習 し、ワークシ ョップによ り、自分の住む町の よい ところや課
題 を話 し合い、対策 を練るなどした。
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No. 都道府県名 公 民 館 名 公民館の概要 と特色ある事業等

25 岐阜県

た じみ し り つ よ うせ い こ うみ ん か ん

多治見市立養正公民館

地域住民が積極的に運営 に関わ り、女性や定年後 の男性の

積極的な参加 が見 られ、住民の交流 の場 となる とともに、外部
の事業評価な どにより、よ りよい事業実施 に努めている。
【ママち ょっと一息 井戸端会議】

地域 のボランティア を活 用 して、毎週幼稚園降園時間か ら

ホールを開放 し、子 どもは自由に広い場所 で遊び、親 は情報交

換 を しながら楽 しく子育てを学んだ。

27 岐阜県

かみい しつ ちょうりつちゅうおうこうみんかん

上石津町立中央公民館

各種事業 を地域住民 と企 画 し、で きるだけ住民が運営す る

よ うに努 めるとともに、サー クル活動の育成 を図っている。

【公民館 まつ り】
町内の各公民館 の学習者 が、 日頃の学習成果 を披露す る場

とな り、サー クル活動の一層の充実 を図るとともに、文化 と教

養 を町内に広めた。

28 静岡県

ふ くろい しりつみつかわ こうみんかん

袋井市立三川公民館

地域教育の中心となる 「みつかわキッズ推進協議会」を立ち

上げ、自然体験活動、異世代間交流事業等の子 どもの;事業 を通

して大人の学び も充実 している。

【みつかわキッズ】
公 民館 を中心 に、地域住民が一体 となって地域の教育環境

を整備 し、様々な体験活動を提供す ることによ り、豊かな社会

性を育て る機会 とした。

29 静岡県

ふ じの みや し りつ な んぶ こ うみ んか ん

富士宮市立南部公民館

地域の教育の拠点として、地域の人材を大いに活用 した学
社融合事業を実施するとともに、講座修了生によるサークル
立ち上げに努めている。

【学社融合事業】
小 ・中学校の授業等に、公民館で指導または受講 している人

を派遣するとともに、高校生を公民館事業の講師として活用
した。

30 愛知県
た は ら し の だ し み ん か ん

田原市野 田市民館

昔か らの地域 と住宅開発 による新興住宅地 との混在す る中、
地域づ く り・人づ くりの拠点 として、地域特性 を活か した事業

展開 とふれ あいを大切 にしている。

【野田市民館まつ り】
各種学級や グルー プ学習の成果 の発表の場 と して、発表展

示会 を開催す るとともに、地域住民 との交流 を深 めた。

31 愛知県

おわりあさひ しちゅうお うこ うみんかん

尾張旭市中央公民館

市内の公民館 の中央館 として、生涯学習 ・地域 コミュニティ
の拠点 となるとともに、バ リアフ リー化 を推進 し、障害者や高

齢者 の利 用 しやすい施設 となってい る。

【親子ふれ あい講座 】
土曜旧 に親子のふれ あいを図るため、お もしろ科学実験、お

菓子作 り、ビーズ細工:などの講座 を展開するとともに、その際
託児サー ビスによ り参加者 の便宜 を図った。

32 三重県
きほくちょうりつひがしながしまこうみんかん

紀北町立東長島公民館

生涯学習 の拠点 として様々な学習機会の提供 を行 うととも

に、施設の充実により町民のふれ あいの場 として活用 され、地

域教育力活性化に貢献 している。

【子 どもの居場所づ くり事業】
子 どもたちに放課後や週末の様 々な活動を提供す る 「わ くわ

く水曜 則 「いきいき土曜 則 を開催す るとともに、2泊3日
の通学合宿を行 うなど、豊かな心やた くま しさを育んだ。

33 滋賀県
く さつ しりつか さぬい こ うみん かん

草津市立笠縫公民館

生涯学習の拠点 として、地域住民のニーズを踏 まえた講座

を開設す るとともに、幅広 い年齢層 を対象 にした活動や事業

を展開 している。

【地域協働合校】

学校、家庭 、地域がそれぞれ持っている教育機能 を生か した
「わくわ くハ ウス宿泊体験」 「わんぱ くプラザ笠縫」な どを開

催 し、青少年の健全育成 を図った。
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34 京都府

きょ うたんこしみねやまちい きこうみんかん

京丹後市峰山地域公民館

合併 によ り公民館 の果たす役割が変化する中、市の地域公
民館 と して、地区公民館 の支援 を行 うとともに、市民のニーズ

に適合 した多種多様 な学習 の場を提供 している。

【チ ャレンジウォークin丹 後半島】
2泊3日 をかけて丹後半島を歩 くこ とで、 自分の限界 に挑

戦 し、参加 児童 ・生徒 に自信 を持 たせ るとともに、地域の 自然
に触れ、郷土への愛着 を持 たせることができた。

35 大阪府
ひらかた しりつすがわら こうみんかん

枚方市立菅原公民館

家庭教育学習 の支援の拠 点 としての活動や障害者の学習機
会提供 に積極的 に取 り組む とともに、約700の 登録団体による

年 間約7,600回 の活動 を支援 している。
【子育て井戸端会議】

子 育て中の親 の悩み ごとについての情報 の交換や、交流の

場を設 け、親達 の不安 を解消す る とともに、孤 立化 を防止 し
た。

36 兵庫県
や ぶ し りつ や ぶ こ う み ん カ・ん

養父市立養父公民館

小学校 区に設置 した校区公民館の 中核施設であ り、人的、質

的なコ ミュニテ ィの拠点 として運営 され ている。
【ビバホールチ ェロコンクール】

平成6年 か ら公民館内のホール を活用 した全 日本チ ェロコ
ンクール事業を実施 してお り、地域住民が主体 となって企画 ・

運営 を行い、 「町の誇 りづ くり」 に取 り組んでいる。

37 兵庫県

み き し りつ よか わ ち ょ うこ うみ ん かん

三木市立吉川町公民館

現代的な課題だけでなく、地域課題 を解決するため、青少
年、高齢者、女性対象の講座や多岐にわたる分野の事業 を展開
し、地域住民の学習機会の提供に努めている。

【キッズゆめ広場】
心豊:かでたくま しい子どもを社会全体で育むため、安心し

て活動できる居場所の整備を行い、公民館講座の修了者や地

域住民の協力を得て、様々な体験 ・交流活動を実施 した。

38 奈良県

な らし ゆつへい じょうこ うみ んかん

奈良市立平城公民館

子 どもの居場所づ く りに取 り組むなかで、世代間交流や ボ
ランテ ィア活動 を推進する とともに、地域住民のニーズに応

えるための多種 多様な学習機会を提供 している。

【子 ども放課後なんで も体験隊】

地域 ・学校 ・家庭 ・公 民館が相互に連携 し、異世代間で のふ

れあいを持つ機会 を設 け、 「お らが村 の畑づ くり」 「勾玉づ く
り」 などの事業 を実施 した。

39 鳥取県

とっ とりしゆつなかのこうちくこ うみんかん

鳥取市立中ノ郷地区公民館

「出会い、触れ合い、育 ち合い」をテーマに、伝統文化 の継

承や新 しい地域 の文化 を育む取組み を行 い、新 旧住民 の心 を
っなぎ、連帯意識 を強 める地域づ くりを行 ってい る。

【郷 土芸能体験:教室】

小 ・中学生が地元 ボランテ ィアの指導 を受 けて定期的に練習
し、その成果 を地 区敬老会や老人福祉施設等 で発表す ること

な どを通 して交流を深 めた。

40 鳥取県

み ささち ょ うりつ たけ氾 ち くこ うみ んかん

三朝町立竹 田地区公民館

学校 と連携 し、地域全体で子 どもを育 てよ うとす る風土づ
く りと世代 間交流 の促進に大きな役割 を果たす とともに、公

民館 に出かけにくい人 にも広 く学習機会 を提供 している。

【お一い集 まれ!竹 田っ子 】

子 どもが少 な くなっている中、学校の長期休業期間 に住民
が指導者 となって、川遊び 、しめ縄づ くり等の事業 を実施 し、

地域 の中の連帯感 を育んだ。

41 島根県

ま つえ しあ さくみ こうみん かん

松江市朝酌公民館

豊かな自然環境、人的資源、地域住民間の連帯意識を有効活
用し、各種団体等と連携 しながら、住民の学習ニーズを踏まえ
た様々な事業を実施 している。

【朝酌地区セーフティーネ ットワーク連絡協議会の設立】
地区全体の防犯対策のため、地域安全活動、青少年健全育成

活動に取 り組んでいる関係機関、団体等による協議会を設立
し、情報交換及び協働活動を推進 した。
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42 岡山県

いば らしちゅうお うこうみんかん

井原市中央公民館

市民の学習ニーズに対応す るため、各種団体等 と連携 して、

新規 事業の開発、指導者やボ ランティアの養成 を図るととも
に、学習情報の提供に努めてい る。

【生涯学習ボランテ ィア 「まなびめい と」の育成】

学習情報 の収集 ・提供、学習相談事業を行 うほか、学習 グル
ープの育成 な ど学習者 に対す る支援 を行 うとともに、パ ソコ
ン講座やまちづ くりボランティア養成講座 を実施 した。

43 広島県
は つか い ち しあ じな こうみ ん かん

廿 日市市阿品公民館

転入者 の増加 とい う地域 の実態を踏 まえ、新たな住民ニー
ズに対応 した事業や、住民 の地域 への関心や連帯意識 を高め

るための交流事業等に積極的に取 り組んでいる。

【ラッコの親子講座】

新 しく居住 した住民のニーズに応 え、NPO法 人 と連携 し
て、 「親子 コミュニケー シ ョンに関する講義」 「子 どもの本 を

読む大人の読書会」な どの講義や実技実習等を実施 した。

44 広島県
ふちゅうちょうりつふちゅうみなみ こうみんかん

府 中町立府中南公民館

地域 に密着 した親 しみのある公民館運営 をめざし、異年齢、

異世代等が触れ合 う場を設 けるな ど、地域 の連帯意識 の形成
に資す る活動 に積極的に取 り組んでいる。

【ふちゅ う大す きキッズ】

文化財 ・歴史探訪やニュースポーツな ど、子 どもたちの異学

年交流や体験:活動、地域 との触れ合 いを通 して、基本的な生活

習慣 を身 に付 け、 コミュニケー ションカを養った。

45 山口県

なが と しせん ざき こ うみんか ん

長門市仙崎公民館

学校 、地域、生涯学習グループが連i携を図 り、地域の歴 史文

化 の継承 に取 り組む 中で、学社連携、学習成果の地域へ の還
元、ボランティアの育成等に努 めている。

【みす ゴ子 どもガイ ド講座 】

童謡詩人「金子みすゝ 」゙の生誕地にちなみ、学校やボ ランテ

ィア団体 と連携 し、歴史的な背景、みす ゴの生い立ちなどを学

習 し、要請 により子 どもたちが観光ガイ ドを経験 した。

46 山口県

しゅうなん しちゅうお うこうみんかん

周南市中央公民館

地域住民の学習のニーズ、要求課題 を的確 に把握 し、高等教

育機 関等 との連携によ り、高度 で多様な講座 を実施す る とと
もに、市氏にわか りやすい学習情報の提供に努めている。

【周南オープ ンカレッジ】

行政及び大学・高専 と共同で企画 した高等教育機関の開放講
座 を提供す るもので、 「児童期 までの発 達 とその障害」 「新撰

組 と幕末の動乱」な ど29テ ーマ開催 した。

47 徳島県

とく しま しこ くふ こうみん かん

徳島市国府公民館

地域の伝統文化 ・歴史の伝承活動 に取 り組む とともに、地域
の様 々なイベ ン トについて住 民 と連携 しなが ら企画運営 して

いる。

【国府歴史 と文化の子 ども伝承教室】

子 どもた ちが伝統工芸の藍染体験や四国88ヶ 所の町内4ヵ
寺へ の遍路道の清掃ボ ランテ ィアなど、様 々な伝統文化 に触

れ 、地域 を愛す る心を育成 した。

48 徳島県

あ な ん し りつ くわ の こ うみ ん かん

阿南市立桑野公民館

「元気なまちづ くり」をめざして、地域活性化への組織づ く

りとリー ダー シップで貢献す る とともに、伝統文化継承活動

や世代間の交流など地域の連帯意識の高揚に努めている。

【生涯学習のまち、元気なまちづ く り】
地域活性化 のための母体組織づ くりとサポー ト、ふる さと

探訪 、公民館祭、サマー フェスティバル などを通 して、住民の

町づ くりへ の意欲向上 に寄与 した。

49 香川県
まんの うちょうよしのこうみんかん

満濃町吉野公民館

常に地域住民の学習ニーズや生活課題に対応できるきめ細
やかな学習プログラム作 りや、時代に即した講座を開催する
とともに、他の町内の公民館との連携 ・融和に努めている。
【完全学校週五日制対応による事業】
子どもたちの健全な地域活動の場を提供するため、地域の

人材を活用 して、「子ども囲碁講座」「たのしい手話教室」「お
やこ料理教室」など様々な講座を実施した。
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05 愛媛県

ま つ や ま しそ が こ うみ ん か ん

松山市素鷲公民館

住 民を主体 とした住民が参画す る公民館活動 を 目指 し、積

極的に多 くの主催事業 に取 り組み 、地域の活性化 に大 きく貢

献 してい る。

【青少年地域活動振興事業】
「バケツ稲 プロジェク ト」「砥部焼 き絵付け教室」など、学

校 では得 られ ない生活体験 ・社会体験 ・自然体験 などを通 して、

子 どもたちの豊かな個 々と助 け合 いの精神 を養った。

51 高知県

と うよ うち ょう りつのね ちくこ うみんか ん

東洋町立野根地区公民館

家庭や地域の教育力の再生・向上を社会全体の課題 として捉
え、家庭や地域が積極的にその役割を果たせるような支援体
制づくりに努めている。
【地域子ども教室推進事業】
安心・安全な子どもの居場所を設け、地域の大人、退職教員、

大学生、青少年、社会教育団体等の関係者を指導員 として配置
し、放課後や週末に様々な文化 ・体験活動を行った。

52 高知県

とさやまだちょうりつやまだちくこうみんかん

土佐山田町立山田地区公民館

高齢者の生 きがいを高め、 自分 を社会 の中で生か してい く

ため、学び を深 める場 と学び を生か し交流 を深 める場 を組み

合わせ て、小学校等 と連携 しつつ、学習の場を提供 している。

【いきいきシルバーふれあい物つ くり出前講座 】

高齢者 の学びや 特技 を生か し輝 きを地域社 会の中で再認識
して もらうため、小学校への出前教室の講師や、竹 トンボ、草

笛な ど25種 類の講座等 を開催 した。

53 福岡県

のおがたしちゅ うお うこうみんかん

直方市中央公民館

「地域づ くり」 「まちづ くり」の拠点 として、高齢者の学校
派遣活動 に積極的 に取 り組 む とともに、地域公民館 との連携
に努 めている。

【公開ふれ あい交流 】
毎年市内の小学校 を会場 に、授業の中で 「お年寄 りの知恵や

経験 を子 どもに伝 えてもらお う」との学習 圏標 を定め、全学年
を対象に取 り組 んだ。

54 福岡県
みずまきまちぢゅうお うこうみんかん

水巻町中央公民館

生涯学習支援セ ンター を設 立 し、 コーデ ィネー ター を配置

す る ことによ り積極的に学習情報 の収集 ・提供 を行 うととも
に、ボランテ ィア活動の推進に努 めている。

【公民館にお けるボランティア活動促進 事業 】
学習 した知識 ・技術 を学校や地域で活 かすた めに、高齢者人

材 を講師 として派遣 した り、子 どもたちのボランテ ィアス ピ

リッツを育成す る体験学習を実施 した りしてい る。また、公民

館 では町民によるホールサー ビスボランテ ィア(SSL会)が 活

発 に活動 してい る。

55 長崎県
ながさき しみなみ こうみんかん

長崎市南公民館

支援者 として地域 ボランテ ィアが多数参加す る多 くの事業
を通 して、地域で子 どもたちを育て るとともに、社会参加 の窓

口としての役割 を果 た してい る。

【通学合宿 ・新年を迎 える子 ども特別講座 】

子 どもたちが家族か ら離れ、共同生活 を送 る中で、基本的生

活習慣 を身 につ け、生活の中の作業 を直接体験す ることによ
り、 自主性、協調性や社会性を伸張 させ た。

55 熊本県
ほ ん ど しは じ うと ま ち こ うみ ん か ん

本渡市桓宇土町公民館

町民の主体性 を柱 に、地域住民、関係団体 と連消 して各種事

業 に取 り組んでお り、特に地域が一丸 となって青少年 の健全

育成 を図っている。

【は じうと自然探検隊】
自然や地域 とのふれあい をテーマに、公民館、PTA等 が連携

した青少年体験型事業で、屋外事業 と通学合宿 な どを行い、地

域の子 どもの成長 に寄与 した。

57 大分県
おおいたしみなみおおいたこうみんかん

大分市南大分公民館

地域の事業のニーズに応 じた講師の派遣等の支援をすると
ともに、小 ・中 ・高等学校 と連携 した事業や地域の社会教育関
係団体及び人権教育推進協議会と連携 した:事業の実施を積極
的に展開している。
【南大分地区生涯学習まつり】
教室講座生や地域住民の発表 ・交流の場として位置づけ、本

事業をとおし、各種団体やボランティアの参画が見られ、協働
してまちをつくる住民ネットワークができた。
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58 鹿児島県

か ご しま しじょ うせ い こうみ んかん

鹿児島市城西公民館

学校や社会教育団体等と連携 しながら、地域住民の学習意
欲 と多様な学習ニーズに対応 し、家庭教育学習支援や現代的
課題に地域ぐるみで積極的に取り組んでいる。
【家庭の教育力を高め、親子のふれあいを深める講座】
家庭の教育力向上のための子育て講座や発育なんでも相談

などの実施、及び親子のふれあいを深めるためのパンづくり、
絵画教室などを行い、豊かな人間関係を育んだ。

59 鹿児島県

はや とちょうりつこうみんかん

隼人町立公民館

高等教育機関、役場、企業及び地域住民等と生涯学習推進体
制のネ ットワーク化を図り、幅広い年齢層が参加できる様々
な活動等を積極的に展開している。
【ニューライフカレッジ隼人】

近隣の高等教育機関と連携 して、講師の派遣や学生ボラン
ティアの支援をもらい、地域学に関する高度な学習機会を地

域住民に提供した。

60 沖縄県

に しはらちょうちゅうお うこうみんかん

西原 町中央公民館

多様 な講座 や事業 を実施 し、生涯学習の拠点 となっている
とともに、自治公民館の講座 の支援 など、地域のネ ッ トワーク
づ く りにも寄与 している。

【青年 エイサー講座】

地域 の若者 を集め、伝統芸能の 「エイサー」に親 しむ機会 を
つ く り、そのすば らしさを知ってもらうとともに、青年達の仲

間作 り、地域の活性化に貢献 した。
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Ⅲ公民館に対する委託費等
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1 平成18年 度公民館関係予算額(案)一 覧

単位:千 円
一

17年 度 18年 度 比 較 増
事 項 施 策 の 概 要

予 算 額 予算額(案) △ 減 額
担当課

1.公 民館 の高機 能化 ・活性化 のため の事 業

①社会教育活性化 社会教育施設が 中核 とな り,地 域 にお け る課 142,645 106,356 △36,289 社会教育課

21世 紀 プラン 題 を総合 的に把握 した上 で,事 業の企画,実 施,

評価 を一体的 に行 うモデ ル事 業を実施 し,そ の

成果 を全国的 に普及 啓発す る ことに よって社会

教 育の全 国的な活性 化 を図る。

併せ て,社 会教育 の活性化 のために は祉 会教

育関係団体の果たす役割が非常に大きいことか

ら,こ れ ら団体の活 動が…層活性 化す るための

調査研 究の実施や,現 代的課題 に関す る事:業の

モデル プ ログラムの 開発 や事例収集 を行い,そ

の成果 を全 国に普及す る。

2.公 民館主 事等の資質の向上

①社会教育を推進 社会教育法等に基づき,社 会教育主事等の職 56,140 62,043 5,903 社会教育課

するための指導 務 を遂行す るに必要 な専門的知識,技 能 を習得

者の資質向上等 させ,社 会 教育主事等 とな り うる資格 を付与す

る講習 を実施 する とと もに,公 民館 窯事,社 会

教育主事等の社会教育専開職員を対象に社会教

育に関する専門的技術的な研修を実施する.

3.そ の他 関連 する事業

①地域における教 地域における教育用情報の発信を支援するた 67,620 50,853 △16,767 参事官(学

育情報 発信 ・活 め,地 方公 共団体,大 学,民 間団体:等が制作 し 習情報政策

用促進事業 た学習 コンテ ンツの収 集や社会 的要請に対応 し 担 当)

た学習 コンテ ンツの制 作等 を行 い,各 地域 のエ

ル ・ネ ッ トVSAT局 か ら金国へ配信す ることによ

り,学 び を通 じた地域 再生 ・まちづ く りの ため

の生涯学習機 会の拡大 を図 る。

②家庭教育支援総 行政と子育て支援団体等との連携による家庭 1,074,310 987,409 △86,901 男女共同参

合推進事業 教育支援 の充実を図 るため,子 育てサポー ター 画学習課

の資質 向上を図 る リー ダーの養成や,親 等 に対

する様々な機会を活用した家庭教育に関する学

習機会の提供等を行い,家 庭教育支援のための

総合的な取組を推進する。
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事 項 施 策 の 概 要
17年 度

予 算 額

18年 度

予算額(案)

比 較 増

△ 減 額
担当課

③女 性 のキ ャ リア 男女が 共に社会のあ らゆる分 野にお ける活動 48,496 50,007 1,511 男女共同参

形成支援プラン に参 画す る男 女共同参画社会の 実現 のた め,① 画学習課

学習者 の ニー ズに応 じた学習相談等 のサー ビス

の提供 及び学習成果 を適 切に評価 し,活 動等へ

っな げるための橋渡 しシステムの構築,② 地域

社会の方針決定過程の場へ参画するための資質

能力 の向上 を図 るため の実践 的な研修,③ 女子

生徒の科学技術分野への進路選択を促進するた

めの 教育関係者 に よる協議会 等を実施す る。

④地域教育力再生

プ ラン

・地域 子 ども教室 地域 の大人の協 力を得て,学 校 の校庭や教 室 8,762,498 6,644,116 △2,118,382 生涯学響推

推進事業 等 に安全 ・安心 して活 動でき る子 どもの活動拠 進課

点(居 場所)を 設 け,放 課後や週 末にお ける様 々

な体験活動や地域住民との交流活動等を実施す

る.ま た,こ の よ うな取組 が地域独 自の活動 と

して定着す る よ う,新 たに,活 動 の中心的役割

を担 って いる人材の相 互情報 交換 とネ ッ トワー

クづ く りを支援 す るため,研 修や シンポ ジウム

を実施す る。

・地 域 ボ ランテ ィ 地 域の教 育力の再生 を図るた め,地 域にお け 538,714 472,878 △65,836 祉会教育課

ア活動推進事業 るボ ランテ ィア活動促進 のための多 彩なプ ログ

ラム開発 を行 う事業 を実施 し,ボ ランテ ィア活

動の全 国的な展 開を推進す る。

⑤公艮館等におけ 教育委員 会 ・公 民館 及びNPO等 が雇 用関係機

0

15,994 15,994 社:会教育 課

るニ ー ト支援 モ 関,企 業 等 と連携 し,ニ ー トを持つ 保護者等 を

デル事業(新 規) 介 した段 階的なニー ト対策事業や児 童 ・生徒 を

持つ保 護者等 を対象 としたニー ト予 防に関す る

事業 をモデル 的に実施す る ことによ り,全 国へ

の事業 展 開を図 る。

合 計 10,690,423 8,389,656 △2,300,767
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○地域教育力再生プラン

① 地域子 ども教室推進事業

② 地域ボランティア活動推進事業

③ 総合型地域スポーツクラブ育成推進事業

④ 文化体験プログラム支援事業

(前年度予算額11,200百 万 円)

18年 度予算額(案)8,506百 万 円

1事 業の要旨

社会の構造や環境の変化に伴 う住民の地域社会への帰属意識の希薄化などによ り,近 隣住民間の連

帯感の欠如や青少年の問題行動の深刻化などを背景 とした,子 どもたちの安全 ・安心な遊び場の不足

(青少年の異年齢 ・異世代間交流の不足,青 少年の奉仕 ・体験活動の不足),ス ポーツに親 しむ機会

の減少,多 様な文化体験活動に触れる機会の減少等が指摘 されてお り,地 域の教育力の再生を図る多

様な機会を提供す ることが国 として喫緊の課題 となっている。

このようなことから地域に根 ざした多様な活動の機会を提供するため,安 全 ・安心 して活動できる

子 どもの活動拠点(居 場所)づ くりの支援,地 域におけるボランティア活動や,ス ポーツ及び特色あ

る様 々な文化の体験活動などの促進を通 じて,地 域の教育力の再生を図る。

2.事 業の内容

(1)選 定 ・評価委員会等の運営に必要な経費

事業の適切な実施や広報,事 業により得 られた効果等について検討するため,教 育委員会等の行

政関係者,社 会教育関係者,学 校教育関係者,学 識経験者,NPO,ボ ランティア団体関係者,青 少年 ・

スポーツ,文 化団体関係者な どによる委員会を設置す る。

(2)地 域教育力再生委託事業

①運営協議会に必要な経費

行政関係者,学 校教育関係者,PTA関 係者,青 少年 ・スポーツ,文 化団体関係者,NPO,ボ ランテ

ィア団体関係者などで構成 される運営協議会を設置 し,都 道府県内における事業実施の検討,広 報

活動の推進,指 導員等の研修会の企画及び開催,事 業実施後の検証 ・評価等を行 う。

②事業の実施に必要な経費

ア.地 域子 ども教室推進事業(10,000か 所)

学校の校庭や教室等に安全 ・安心 して活動できる子 どもの活動拠点(居 場所)を 設け,地 域の

大人,教 員,大 学生,青 少年 ・社会教育団体関係者等を,安 全管理員として配置す るとともに,

市町村 レベルにコーディネー ター等を配置 し,親 に対する参加の呼びかけや学校や関係機関 ・団

体 との連携協力による人材の確保 ・登録 を行 うほか,登 録 された人材 を子 どもの居場所へ配置

し,放 課後や週末における様々な体験活動や地域住民 との交流活動等を実施す る。 また,平 成18

年度においては,こ のような取組が地域独 自の活動 として定着するよう,新 たに,活 動の中心的

役割を担っている人材の相互情報交換やネッ トワー クづ くりを支援するため,研 修やシンポジウ
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ムを開催す る 「地域における子 ども活動拠点づ くりの定着促進事業」を実施する。

イ.地 域ボランティア活動推進事業

地域におけるボランティア活動の全国展開を推進するため,以 下の事業を実施す る。

(1)高校生対象事業(376地 域)

年間を通 じて定期的又は長期休業期間中におけるボランティア活動を行 うとともに,高 等学

校 における単位化につながるボランティア活動を実施する。

(2)市 町村 ぐるみの事業(235地 域)

市民全般 を対象 とするとともに,大 学生や企業人をも対象 とした,定 期的又はある程度長期

にわたったボランティア活動を行 うなど,地 域の特色を活か したボランティア活動 を実施する。

(3)ボ ランティア活動支援センターの機能 の充実(94地 域)

地域の大学,企 業等 との連携 ・協力を図 り,支 援センターの機能 を 「行政」から 「民間」へ

引き継 ぐ方策 を導 き出すための事業を実施する。

ウ.総 合型地域スポーツクラブ育成推進事業

全国的な組織基盤 を有する民間スポーツ団体を活用 して,総 合型地域スポーツクラブ(以 下

「総合型 クラブ」 とい う。)の 効率的な育成 を推進するため,以 下の事業を実施す る。

(1)総合型 クラブ育成推進協議会等の開催

総合型 クラブの育成に関す る理解を深 めるための協議会等の開催

(2)総合型クラブ育成支援事業の実施(400か 所:継 続200,新 規200)

総合型クラブの設立に向けた基幹的活動に対する支援(支 援期間:2年 間)

・設立準備委員会の開催

・スポーツ指導者,ク ラブマネジャーの配置

・スポーツ交流大会の開催 な ど

(3)総 合型 クラブ育成ア ドバイザー等の養成 ・派遣

総合型クラブの育成に関して高度なノウハウを有する者(ク ラブ育成ア ドバイザー)の 配置

による育成対象クラブの巡回 ・指導及び資質向上のための研修会の開催

(4)総合型 クラブ育成情報提供事業の実施

総合型 クラブの育成に関する各地域の取組事例な どクラブづ くりに役立つ情報の提供

工.文 化体験プログラム支援事業(94地 域)

子 どもたちが 日常の生活圏の中で,年 間を通 じて,例 えば 日頃鑑賞のみにな りがちな舞台芸術

について舞台衣装を着た り楽器を鳴らすなど直接触れあい体験できる機会や,伝 統芸能 ・伝統工

芸の様 々な所作や道具に触れる機会を提供するな ど,普 段身近にあってもなかなか触れることの

できない地域の特色ある芸術文化,伝 統文化,文 化財等の様々な文化に触れ,体 験するプログラ

ムを作成 し,実 施することにより,子 どもたちの豊かな人間性 と多様な個性 を育む。

3.積 算 内訳

(1)選 定 ・評価委員会等の運営に必要な経費

(2)地 域教育力再生委託事業

①運営協議会 に必要な経費

平成18年 度(案)

30,818千 円

120,169千 円

平成17年 度)

35,934千 円)

(149,091千 円)
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②事業の実施 に必要な経費

ア.地 域子 ども教室推進事業

イ.地 域ボランティア活動推進事業

ウ.総 合型地域スポーツクラブ育成推進事業

エ.文 化体験プログラム支援事業

6,644,116千 円

472,878千 円

1,024,526千 円

213,944千 円

(8,762,498千 円)

(538,714千 円)

(1,366,034千 円)

(347,349千 円)
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○公民館等におけるニー ト支援モデル事業
(新 規)

18年 度予算額:(案) 16百 万円

1事 業の要旨

近年,ニ ー ト問題が深刻化 している中,様 々な対策事業が講 じられようとしているが,抜 本的な解

決策はなかなか見いだせない状況にある。

こうした中,社 会教育施設は,地 域の身近な学習拠点 として,地 域住民に対する様 々な学習機会の

提供や,自 主的な学習活動及び交流の場 として重要な役割を果た しているところである。

このため,地 域の教育委員会 ・公民館及びNPO等 が雇用関係機関,企 業等 と連携 し,ニ ー トを持つ保

護者等を介 した段階的なニー ト対策事業や児童 ・生徒を持つ保護者等を対象 としたニー ト予防に関す

る事業をモデル的に実施することにより,全 国への事業展開を図ることとする。

2.事 業の内容

(1)事 業選定委員会の設置

公民館等におけるニー ト支援事業の委託先を選定するとともに,事 業評価等を行 う。

(2)公 民館等におけるニー ト支援事業の実施

地域 において,教 育委員会 ・公民館及びNPO等 を中心として,雇 用関係機 関,企 業,カ ウンセラー

等からなる実行委員会を設置 し,次 のモデル事業を実施する。

① ニー ト対策事業

ア ニー トの家族 を対象 とした講座の実施(ス テ ップ1)

ニー トを持つ保護者等を対象 とした講座を実施することにより,ニ ー トに対する接 し方等の

意識改革を行 うとともに,ニ ー トを把握す る。

(例)「親のための子 ども自立支援」

「親が変わると子 どもが変わる」

「ニー ト－ 働けない若者達の現状－ 」

イ ニー ト及びニー トの保護者 を対象 とした講座の実施(ス テ ップ2)

上記アを受講 した保護者が,ニ ー トに講座の概要等を説明し,一 緒に次のステ ップの講座を

受講することにより,ニ ー ト自身の地域社会への参加を促進す る。

(例)「ニー トから抜け出すために」(ワ ークシ ョップ形式)

「社会参加へ,は じめの一歩」(有 識者講演)

ウ ニー トの追跡調査

事業成果の測定のため,講 座終了後のニー トを定期的に追跡調査する。

② ニー ト予防事業

児童 ・生徒(乳 幼児 を含む)を 持つ保護者や教員等を対象に,ニ ー トを解消 した人やニー トを持

つ保護者等による体験講演会等を開催 し,ニ ー ト予防を行 う。

(例)「ニー トにな りたくてなったん じゃない!」(ニ ー ト経験者)

「私の子育て奮闘記」(ニ ー トを持つ親)

「子 どもをニー トやフ リーターにさせないために」(NPO)
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3.積 算 内訳

(1)事 業選定委員会の設置(本 省にて実施)

(2)公 民館等におけるニー ト支援事業の実施(@990千 円×15地域)

1,144千 円

14,850千 円
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Ⅳ公民館の設置・運営 に関する答申・建議等





1社 会教育振興方策について(抄)

昭和23年4月12日

教育刷新委員会建議

1.国 は,教 育費の優先支出について考慮とし,地 方公共団体は,学 校教育費 とともに社会教育費を飛

躍的に増額する。

2.社 会教育関係の立法を急速に実現す るとともに,こ れを裏づける予算的措置を講 じ,国 費,地 方費

の継続支出によ り,社 会教育の物的並びに人的条件 を整備する。

3。 公民館

イ.公 民館は,市 町村の区域を単位 として,こ れを設置 し,市 町村全住民のための公民教育及び産業

指導を行い,か ねて健全なる社交娯楽等の発達を うなが し,も って社会生活の向上 と産業の振興を

図ることを目的とすること。但 し,都 市においては,設 立区域 を限定 しない。

ロ.公 民館の運営は,市 町村公民委員会を して,こ れに当らせること。

ハ.公 民館職員に一定の身分を与えること。

二.公 民館は,当 該市町村 内の社会教育関係団体の事業の連絡調整に当り,そ れぞれの機能を十分発

揮せ しめるよ うにす ること。

ホ。公民館は,通 信教育課程の面接教育の場 としての役割 をも果す こと。

へ.公 民館における図書施設及びその他文化施設 と図書館,博 物館等との有機的連絡を図ること。

4.学 校(略)

5.社 会教育団体(略)

2社 会教育施設 の整備 について(抄)

昭和29年2月16日

社会教育審議会建議

国家の再建が社:会教育の振興にまつ所は極めて大であるにもかかわらず,社 会教育施設 として重要な

機能をもつ公民館,図 書館,博 物館等の諸施設が,貧 因,不 備のまま放置されていることは誠に遺憾で

ある。即ち,昭 和28年 度予算 として内示 されたところにおいて も,社 会教育施設運営費補助額はわずか

に3,850万5千 円にすぎず,更 にその建築費補助 にいたっては1,000万 円を認 められたのみであって,予

定 された7ヶ 年整備計画は全面的にほ うかいす る実情にある。 しかも,諸 施設の建築にあたっては地方

公共団体並びに社会教育関係者の一致 した念願にもかかわ らず,今 日なお起債の対象 として認められて

いないため,こ れ ら諸施設拡充が全面的に阻止 されている現状である。 このままにして放置する場合,

社会施設の機能の発揮は勿論国民道義の高揚 も生活文化の向上も期 して待つべ くもないことは明らかで

ある。

よって,こ こにこれが打開方策 として次の三点につき万全の措置を講ぜ られるよう建議する。
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記

1.社 会教育施設運営費補助額の増額

2.社 会教育施設建築費補助の増強

3.昭 和28年 度における社会教育施設の建築に対する起債の確保

3社 会教育施設振興の方策はいかにすべきか(抄)

昭和31年3月28日

社会教育審議会答申

社会教育の振興は公民館,図 書館,博 物館等の施設にまつところがきわめて大きいが,こ れ ら施設が

真に人間教育の場として役立ち国民文化の進展に寄与できるためにはそれ らが充分にその機能を発揮で

きるような状態におかれていることが必要である。 しかるにわが国の社会教育施設の現状はまことに貧

弱であり,そ れが活発な活動を展開するためには,職 員,建 物,設 備等に幾多の改善整備を要す る実状

である。 したがって,と くに同種の施設問の連携はもとより各種施設問の合理的な配置,相 互援助,相

互調整,共 通課題 に対する綜合対策の実施等によって職員,資 料等の不足を補い,そ の機能を強化する

ことが極めて重要 である。今 日問題 になっている 「青少年教育」について もこれ ら施設が相互に提携

し,創 意工夫を加えて積極的な活動を展開すればその成果は必ず著 しいものがあると考えられる。 さら

に現状においては,関 係法令の整備をは じめとしてその充実に画期的な行政措置を講ずる必要が痛感 さ

れている。

以上のような理由によって,本 審議会は各施設毎に次の通 りその振興の方策を答申する。

記

1公 民館

社会教育法第3条 によれば,国 及び地方公共団体が共同の任務 として公民館等の社会教育施設を設

置 し,地 域住民が自ら実際生活に即す る文化的教養を高めるような環境を整えなければならないこと

を規定 しているにも拘 らず専ら市町村にその責任を転嫁し,国 及び都道府県のこれに対する施策は極

めて貧弱である。29年 度の全国公民館費の総額は約40億 円であり国の経費はその40分 の1約1億 円で

ある。 しか も町村財政の窮迫はこれ以上の増額は不可能である。この際公民館 に対する行財政の根本

的改善をはか り,公 民館がその地域における社会教育の中枢機関 としての機能 を果し得るよ う措置す

べきである。

(1)施 設,設 備充実の対策をたてること。

公民館が社会教育施設 としての機能を充分発揮 して,地 域住民の向上に貢献 し得 るためには,そ

の施設 と設備 が整 えられて,こ れが高度 に利用 され ることを最も必要 とす る。 しかるに,そ の現状

は専用建物を有 しないもの全体の約6割,設 備亦利用者の要求を満すに足 らず,公 民館活動の進展
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を阻まれている場合が少 くない。 よって この際公民館の施設,設 備の最低基準を設定 し,す べての

公民館が少くともこの基準に達 しうるよ うに行政指導を行 うとともに国庫補助 を増額 し,又 起債等

の強力な財政措置を講ず ることが必要である。

(2)職 員の充実及びその資質向上 を図ること。

公民館の事業が効果的に展開されるためには,優 秀なる職員を配置す ることが不可欠の条件であ

る。しかるに現状は専任館長,主 事等の数は3,000人 にすぎず,特 に主事の如きは,社 会教育法上そ

の職務内容す ら明らかに されていない有様であ りその身分が確立 されていないため,そ の待遇も極

めて悪い。従って,こ の現況を改善するためには,次 の措置が必要である。

(イ)公 民館主事を必置の専門職員 として,そ の職務内容,資 格,身 分を明 らかにするとともに待遇

の改善に寄与 し,長 くその職 にとどまることができるよ うにすること。

(の 公民館に設置す る専門職員数の基準を設定す ること。

(ハ)職 員研修の施設 を充実 し,専 門職員の養成を図ると同時に,現 職 教育を行 う。

(3)公 民館単行法の制度について考慮すること。

上述の措置を講ず るためには,強 力な法的措置を必要 とすることは言 うまでもないことである。

よって以上の要件をふくむ公民館単行法について速かに制定を考慮し公民館の設置,運 営に対する

国及び地方公共団体の責任を明らかにすることについて研究す る必要がある。

(4)以 上の措置を講ず るため社会教育法等の関係法規を全面的に改正 し,新 しい段階における公民館

活動の向上,進 展に即する法律 上の体制を統一整備することが緊要である。

2.図 書館(略)

3.博 物館(略)

4公 民館の充実振興方策について

昭和32年12月10日

社会教育審議会答申

公民館が市町村における社会教育の中心的機関として地域住民の生活ならびに文化の向上に貢献 しう

るためには,そ の施設,設 備が充実 し,職 員が適正 に配置 されていることが緊要である。

しかるに,現 状は必ず しもじゅうぶんでなく,す べての公民館が適切にその機能 を発揮 しているとは

いい難iい。

以上の点にかんがみ,本 審議会においては慎重審議を重ねた結果,公 民館の施設,設 備,管 理,運 営

等に関し下記のように改善を要するとの結論に達 した。 よってこれが実現に必要な財政的,法 律的その

他の措置をすみやかに講 じられるように答申します。
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記

1.社 会教育中心機 関として,公 民館がすべての市町村に設置 されることが望ま しいので未設置市町村

の完全解消 と未整備公民館の充実を図ること。

2.施 設,設 備,職 員等について,別 記のような最低必要な基準を設定 し,こ れ を,補 助基準 として,

その充実振興を図ること。

3.社 会教育特に公民館に関し,適 正な地方交付税が交付 され るように措置す ること。このためにた と

えば地方交付税法における教育費の うちに 「社会教育費」を新たに設け,適 正な公民館費が計上され

るようにす ること。

4.公 民館 の新築については,適 切な国庫補助金(補 助率2分 の1)を 交付す るようにつ とめるほか,

実質的に起債の対象 として優先的に取 り扱われるようにす ること。

5.公 民館主事を必要の職員 とし,そ の身分,待 遇の確立向上につとめるとともに,そ の資質の向上を

図るため研修の方法,内 容等を検討 し,国 においても,計 画的に公民館職員の研修を実施すること。

なお公民館以外 の社会教育関係職員,お よび学校教職員等 との交流をはか り,広 く適材を採用 しう

る方途を講ずること。

6.公 民館運営審議会の委員に報酬を支給す ることができるようにすること。

なお,同 一地方公共団体内の公民館はその運営審議会を共同 してお くことができることとするこ

と。

7.分 館の性格およびその設備根拠を明らかにすること。

8.公 民館の行 う事業については,地 域の社会教育の中心的機関たるにふ さわしいものを重点的に行 う

とともに,産 業技術教育の実施に努めること。

9.図 書館,博 物館,視 聴覚 ライブラリー等 との連携を強化 し,公 民館の活動内容を充実すること。

10.市 町村 のほか,都 道府県についても公民館の設置を認めること。

別 記

1.施 設,設 備について

(１）建物基準

a建 物の内容

少なくとも次にあげる諸機能を適正に果 しうる施設を保有すること。

(イ)

(ロ)

(ハ)

(二)

(ホ)

b

事務管理

資料(図 書その他の教材)の 保管,貸 出し

会議,集 会

実習,研 究

展 示

建物の規模;

地域の人 口,面 積等に応 じ,公 民館の建物規模 も異なるが,地 域の人 口の増大に従って建物規

模 を大きくし,ま たは,2以 上の公民館 を設置すること。特に設置区域の面積が大きく,人 口密

度の希薄な場合には必ず分館 を設置す ること。
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(2)設 備基準

次 にあげる各種 の設備 を保 有す る こと。

(イ)館 具(机,い す,黒 板等)

(ロ)図 書,標 本,模 型そ の他 の資料

(ハ)視 聴覚教 育用 具(映 写機,録 音機,テ レビジ ョン受 像機,オ ル ガ ン,ラ ジオ,拡 声装置 または

放送設備等)

(ニ)産 業 な らびに技 術教 育用具 儂 耕,農 産加 工,機 械 工作,タ イプ ライ ター等 の農,工,商 等 に

関す る実験,実 習用機械器 具等)

(ホ)家 庭用 具(計 量器,家 庭工作 用具,生 活 改善用 具,ミ シン,染 色器 具,編 物機,調 理用具,ユ

ニ ッ トキチン等)

(へ)体 育 レク リエー シ ョン用具(体 育用,保 健 衛生用 の機 械器具等)

2.職 員 について

常勤公 民館 主事 を少な くとも1名 以 上設 置す る とともに,公 民館事業 の多様性 にか んがみ,所 要の

職 員 をお くこと。

なお,地 域 におけ る人 口,公 民館 の規模,分 館数 の増大 に従 って:職員 の増加 をはか る こと。

5公 民館の設置及び運営上必要な基準 について

昭和34年12月19日

社会教育審議会答 申

このたびの社会教育法改正に伴 う公民館の設置及び運営上必要な基準については,慎 重審議の結果,

さしあた り基準に規定する事項 として下記のよ うな結論に達 しましたので,こ の趣旨を十分勘案 して基

準を定め,指 導助言せ られるよう要望 します。

別 記

設置について

1.公 民館はたとえば農村では小学校通学区域を,都 市では中学校通学区域 をその事業の主たる対象区

域 とすることが適当であると考えるが,住 民の利用上の便宜を考慮 して,人 口,地 形,交 通上検討 を

勘案の上,地 域の実情に即 して対象区域を定めるようにす ること。

なお,市 町村合併等のため,公 民館の統廃合を行 う場合は,あ くまで住民の利用上の便宜を図 り,

公民館活動の水準の向上を図ることを目的 とし,無 理な統廃合を行わないよ う指導助言すること。

2.公 民館は,会 議集会,資 料の保管及び利用,研 修,事 務管理等に必要な施設 を含む330～500平 方メ

ー トル程度以上の専用の建物 とす ること。ただし,講 堂を除く建物の面積 は,230～330平 方メー トル

を下らないようにすること。
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3.公 民館 には,そ の事業 と地域の実情に応 じて,お よそ次のような設備 を備 えること。

(1)机,椅 子,黒 板等の館具

(2)写 真機,映 写機,録 音機,蓄 音機,テ レビ受像機,幻 燈機,ラ ジオ聴取機,拡 声機等の視聴覚教

育用具

(3)ピ ア ノ又はオルガン等の楽器

(4)図 書及びその利用のための器材器具

(5)ミ シン,ユ ニ ソトキチン,農 機具等の実験実習に関する器材器具

(6)体 育又は レクリエーシ ョンに関する器材器具

4.公 民館には,社 会教育に関す る知識経験 を有する専任の館長 と主事を置くものとし,公 民館の規模

及び活動状況に応 じて主事の数 を増員す ること。

6進 展する社会と公民館の運営

昭和38年3月

文部省社会教育局作成資料

1変 貌する社会と公民館の役割

科学技術の急速な進歩 と経済の高度な成長に伴って社会は著 しい変貌発展をつづけ,と どまること

を知 らないあ りさまです。科学技術の面でも,産 業の面でも,は たまた社会生活の面でも,個 人生活

の面でも,こ のはげ しい変化に適応 し対処 して方向を誤 らないためには,常 に新 しい事態を正 しく理

解す る努力が大切であります し,こ れに必要 とされる能力の向上を不断に心がけなければついには遅

れをとり,個 人の幸福 も社会の繁栄 も望むことがむずかしくなるにちがいあ りません。

また,生 活がいよいよ複雑 になってくる結果,わ たくしたちの周囲には,平 和で豊かな生活の妨げ

になるような面倒な問題 が数: 発々生 した り心身の疲労や緊張を加重す るようなことが頻繁 に起きて

きた りして,個 人的に,ま たは共同で,闇 題の解決を図 り,研 究や くふ うをしなければならない場合

がますます多くなって くると思われます。

い うまで もな く,新 聞,雑 誌 図書,ラ ジオ,テ レビ,各 種の塾,相 談所,調 停機関,試 験所,指

導所の類,ス ポーツ施設,娯 楽施設 は,利 用の仕方によっては,ま た,所 によっては,こ れ らの問題

の解決や研究に役立つ といえるで しょう。

しか し,新 聞,ラ ジオ ・テレビな どはそのままでは必ず しもすべての人の学習その他の希望にじゅ

うぶん役立っているとはいえず,相 談所,試 験所等の機関は,大 多数の人び とが自由に,安 易に利用

できるほ ど隈な く設け られているわけで もなく,娯 楽機関が必ず しも日常,心 身の保健 と慰安の希望

をじゅうぶん満た しているとは限らない,と い うのが実際のところです。およそこれ らは,多 様な 自

分たちの問題 を自分たちで解決 し,各 種の学習意欲を満足 させよ うとする動きに対 して,直 接奉仕す

ることをすべての目的 とするものではないからです。

したがって,社 会の進展に即応 して,生 活の向上を図るために生 じてくるであろうあらゆる問題の

解決を常住の間に助け うるような条件が,公 共の力で整えられ,そ れが手軽に利用できるならば,そ

の利便は大きく,近 代的な市民生活では,何 にもま して望まれるわけですが,こ の期待に,ま っこう
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か ら答 えよ うとす る使 命 をおびてい るのが,す なわ ち公 民館 で あるこ とはい うまで もあ りません。

その うえ,た だ,人 び との 目前 の要求 をみたす ばか りでな く,人 び とが生活 して いる時代 な り,社

会 な りの存続発展 上の各般 の要 請が併せ て充 た され て い くの にも,ま た適 す る機能 を備 え るこ とが,

公 民館 の性格 か ら,当 然 と考 え られ ます。 この観 点 に立 って見 ます と,大 都 市 にお いて も,僻 村 と何

ら異 なる ことな く,公 民館 に寄せ られ る期待 は重 大で あ るにもかかわ らず,現 実は概 してそ の分布,

配 置 をは じめ,規 模,内 容 とも不 じゅ うぶん であ り,貧 困であ ります。 つま り,あ らゆる地域 につ い

て,広 くはわが国全体 を見渡 して,公 民館 の設置 お よび 改善の必要 な理 由 もそ こに あるのであ ります。

2.公 民館 とはどんなものか

ところで,公 民館 といえば,い まなお,集 会所のようなものと考えた り,映 画会や成人式 ・老人の

日などの行事をするところだと思っている人がずいぶんあります。 中には,結 婚式場だ と思 っている

人 もあ ります。実際には,青 年学級や婦人学級を開いた り,講 習会を催 した り,図 書を具えつけてお

いて貸出 しを行った りしているものが大部分なのですが,一 般の人びとが このような印象を受けてい

るとい うことは,い わば,公 民館が住民の生活の中で正 しく理解 されていないとともに,生 活上必要

であるとい う切実感が伴 っていないことを示す ものだともいえましょう。住民の実際生活に即 して行

われるべき公民館の教育文化活動が住民の生活か ら浮上って しまって,生 活に還元 されないからであ

るともいえないことはあ りません。そこで,試 みに,公 民館が真に 「市町村その他一定区域 内の住民

のために,実 際生活に即する教育,学 術及び文化 に関す る各種の事業を行い,も って住民の教養の向

上,健 康の増進,情 操の純化を図り,生 活文化の振興,社 会福祉の増進に寄与す る」 とい う社会教育

法(第20条)の 趣 旨に添 うものであるためには,住 民の生活にどのよ うなかたちで結びついていった

らよいかを考えてみましょう。

(1)公 民館は地域住民のすべてに奉仕する,い わば開放的な,生 活の ための学習や文化活動の場で

す。したがって,公 民館は,あ らゆる領域の,各 種の学習が誰にでも気楽にできるよ うになっている

ことを理想 とす る施設でなければならないわけです。すなわち,公 民館 は住民の必要に応 じた事業

計画を立てて,講 義 や討議方式の学習活動をは じめ,各 種の発表 ・展示,映 写,放 送などの手段を

通 じて,さ まざまな学習その他文化的活動の機会や材料 を住民に提供す るとともに,個 人ででも,

集団ででも,自 由にその施設 ・設備を利用 し,事 業に参加できるよう住氏に開放 されている施設で

あることが求められているのです。

(2)公 民館は人びとの 日常生活か ら生ず る問題の解決を助ける場です。

前項のことと密接 に関係することですが,公 民館は 目常生活の中か ら生ずる数々の疑問や緊急の

解決を必要 とする問題について,直 接,個 々に答える措置を講 じた り,関 係資料を提供 してその解

決に役立てた り,助 言を与えた りするほか,集 団でこれ らの問題の解決をはかる場合 に便宜をはか

り,協 力する働きをすることが望まれるものです。 したがって,公 民館は,あ らゆる問題を処理で

きるような条件や体制,つ ま り,現 実お よび将来を見通 した施設設備 をは じめ,職 員や講師とか助

言者や資料などを整備するものでなければな らないことになります。

(3)公 民館 は,他 の専門的な施設や機関と住民 との結び 目となるものです。

公民館が上に述べたようなはた らきを果すためにはおそ らく,そ の実体は,ぼ う大な規模を必要

とす るように思われ るで しょう。公民館が,単 独で,そ のすべてを背負 うとすれば,そ の とお りで

す。 しか し,公 民館の特色の一つを発揮す ることによって,む しろ,そ の機能を効率的にすること
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ができます。すなわち,公 民館は図書館や博物館のような専門的社会教育施設,保 健所 ・試験所 ・

研究所な どの専門的機関,お よび学校その他の教育機関や行政機関と密接な連携を保ち,そ れ らの

機能を活用 しなが ら,住 民に対するサー ビスを豊富にし適切にすることができるか らです。公民館

は,司 書や学芸員や技術者やその他それぞれの道の専門家の協力があるな らば,こ れ らの職員を必

ず しも公民館に置かなくて も差支えない場合が多く,ま た,住 民にとって,日 常必要でしかも利用

頻度の多いもの以外は,そ れ 自身各方面の資料をすべて保有することに必ず しも苦 しまなくても済

むで しょう。ただ,必 要の都度,問 題によってこれを適切 に処理 しうる能力 と技術を有する職員

と,他 から借受ける資料を保管 し活用する施設設備 を整え,他 の施設機関との相互提携による公民

館活動を円滑に実施することができるようにくふ うし,実 効をあげるようつ とめることです。そ う

なれ ば,公 民館は,本 来の 目的 と性格に基づ く,そ れ自身の充実改善とともに,他 の協力を加えた

機能 をもって,地 区における社会教育の総合的な中心拠点 として,住 民の日常生活をよりいっそ う

高め,地 域社会の建設発展に重要な役割を果 し,名 実 ともに意義のある有力な施設 となるわけで

す。いいかえると,公 民館 自体の機能のほかに,図 書館や博物館,あ るいは,情 報セ ンター として

の機能まで事実上発揮す ることもできるのであ ります。一面 このことは,図 書館や博物館な どの社

会教育施設にとっても,そ の館外活動ないし奉仕活動が広 く効果的に発揮 されることになるとい う

見方 もできるわけです。(註1)

住民と公民館 と専門諸機関との関係図(点 線内は地域社会)

したがって,こ のようなかたちのものになって始めて,公 民館 は地区における総合的な教育 ・文

化のセ ンターとして,他 の社会教育施設 と異なった独 自の性格および,他 のものでは充た されない

働 きを うちだす ことができるのであります。 しかるに,以 上のような尺度で現実を見ます と,中 途
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半端な機能 しか持たない図書館や貧弱な展示資料や内容が単調になった学習活動の類が多い といっ

てよいようです。これでは,一 般の人びとの関心を惹きつけることもむずか しいで しょうし,生 活

にじゅ うぶんに役立つ ことはできないに相違ありません。

公民館の設置運営に関す る基準(昭 和34年12月28日 文部省告示)は,市 町村の一定の地区を,対

象区域 とす る公民館を公民館の最 も基本的なかたちとして第 一に掲げてお りますが(同 基準第2条

か ら第6条 まで)こ れは,市 町村全体を一つの単位 とする施設では,日 常の利用に不便なうえ,不

完全な機能の施設の総合体 となり,し たがって,他 の施設 と競合す るき らいがな くもないためで

す。要するに公民館は,そ の市町村内またはその周辺 に,充 実 した他の専門的な施設ができるほ ど

内容が充実 してくるわけで,他 の施設ができたために,競 合を生 じ,弱 体化す るとい うようなこと

は起こらないし,起 こってはならないといえま しょう。

(註1)公 民館は各機関 と住民との媒介となるものですが,そ の媒介の しかたは,専 門的なもの,特

殊なものになるほ ど住民か ら,専 門機関の方へ橋渡 しをするなどの便宜をはか り,一 般的で住

民により多くの関係 のあることは公民館 自身が,そ れ らの機関か ら資料な り,企 画な りを公民

館の方へ持ってきて,公 民館の事業として一般の人々に提供するかたちをとることにな ります。

公民館は何 と云って も地域の教育 ・文化の中心 となる施設だか らです。

(4)公 民館は仲間づ くり(地 域住民の人間関係 を適切 にする)の 場です。

諸機関は図書館 ・博物館を事例 とし,専 門家組織は地域の学識経験者をいう

公民館の事業やその利用が住民の生活上の要求にしっか り結びつき,人 び との公民館に出入 りす

る度数が頻繁になってくると,集 団的な学習の場を通 して,あ るいは,個 別に施設や設備の利用を

しながら,相 互接触の機会が増大 し,同 じ傾向の問題 に取 り組んでいるとか,趣 味嗜好を同じくす

るとかい うことで,人 と人 との結びつきが広 くかつ緊密 になっていくものですが,こ うした点か ら

人び とがお互いに力を合わせることにより町や村づ くりおよび基本 となる住民の成長,つ まり人づ

くりが進んでいくようになることが じゅうぶんに予想 されましょう。 このよ うな機運や体制をつ く

ることこそ,公 民館のまことに大切な使命なのですが,た だ,い ろいろな集団が次々に生まれ地域
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組織が整 うとい うだけでなく,そ れ らの集団や組織が公民館 と結びついて一そ う活発な諸活動をつ

づけ,し か もそれ らの相互の協力連携 を保つとい う発展過程 を通 して,地 区の教育 ・文化の振興に

寄与す ること,こ とに公民館の本来的な姿の一つを認めることができるともいえましょう。

3.公 民館 の施設 と設備 をめ ぐる問題

一般 的に いって公民館 に必要なへや を挙げ る と,

(1)あ るて い どの,例 えば,地 域的 に考 えて,需 要度 の多い参考図書 の類 な どをな らべ,な お,あ る

て い どの図書 資料 を安全 かつ利 用 に便利 な よ うに,運 営 と管理 のでき るへや。

(2)他 か ら借 入れ た資料 を保 管で きるへや 。

(3)日 常生活 に必 要な実習(た とえば,家 事,家 庭 工作,機 械器 具 の分解 な ど)に 適す るへや。

(4)趣 味 ・レク リエ ー シ ョンのた めの実習(例 えば踊 り,演 劇,音 楽,ス ポー ツ,美 術,工 芸 な ど)

にふ さわ しいへや。

(5,

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

講義や討議 に便利なへや。

⑦常設的に小規模な展示のできる場所 と⑦臨時に少々規模の大きい展示のできる場。

数十人ない し2,3百 人の集会のできるへや。

個々の人の相談に応ずるときに使 うへや。

入館者が気軽に休憩を楽 しみ うるへや。

職員や入館者が自由に事務の とれるへや。

な どが必要 と思われます。

これ くらい揃 えば,先 ず公民館 としての機能を果すことができるのです。 この場合 も,10の 機能を

持つへや が必ず しも個々別々に設けられ る必要はないのであります。二つな り三つなりの機能 を兼ね

て も支障のないよ うなくふ うをすることもできるのであ ります。た とえば,100平 方米てい どの広 さ

の方形のへや を設 け,こ れに(4)と(6)の ⑦ と(7)の 機能を兼ね させ ることは大 して困難なことではな

いのであります。公民館の講堂は,集 会場 としてのみ用いるのではなく,屋 内体育場,展 示場,レ ク

リエーションホール としての機能を持たせるのがこの頃では普通 となっています。 したがって,公 民

館の設置運営に関する基準 に示 されてい るよ うな最低330平 方メー トルから500平 方 メー トルの建物

でも,き わめて多様 な機能を持つ施設 とすることができるわけであ りますから,公 民館の施設 を整備

する場合 は利用者層の実態を考慮に入れながら,住 民に必要なあらゆる教育的文化的な活動の可能に

なる施設 とす るよ う万全の配置 とくふ うが必要であります。公民館 とい うものを余 り知 らない人び と

の言葉に左右 されて,似 て非なるものを建てる愚を犯 さないようにじゅうぶんな注意を払ってほしい

ものです。(註2)

しか し,こ のよ うな建物 もそれ に伴 う設備を整えなければ機能を完全に発揮することはできませ

ん。たとえば,家 事家庭の実習をするへやには,調 理,染 色,洋 裁,電 気器具の取扱いなどに便利な

給排水,電 気,ガ ス,調 理台,裁 断台な どの設備 を欠いてはな りません。また,工 作,機 械の分解組

立などを行 う部屋には,工 作台,電 気,ガ ス,給 排水等に加えて,電 気工:具類が具えられなければあ

ま り役 に立たないといえま しょう。農村では,実 習室の外側にテラスをつくり,こ れにグラスビニー

ルの屋根をかけ,大 型の機械や家畜の類 を運んできて実習することもできるような設備をしなければ

ならない ことでしょう。趣味の実習を行 うへやでも全く同様で,実 習の種類 に応 じて,楽 器な り,照

明器具な り,現 像用機械類な りを整えなければならないわけです。また,展 示場には,壁 面が用意 さ

れなければな りませんし,休 憩室付近には陳列ケースや茶飲場があ り,テ レビ,新 聞雑誌台などが置
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かれ,図 書室には参考図書な どが用意 されてお らなければならないでしょう。また,教 室は,暗 幕装

置があっていつで も映写機 を用いて学習ができるようになっている必要がありま しょう。講堂を屋内

体育館 とする場合には,当 然その規模に応 じて,バ レーなどの球技用の器具な り,卓 球台な りが用意

されていなければな りません。屋外に運動場を持つ場合 も,体 操のための簡易な用具や ソフ トボール,

バ レー,そ の他のスポーツ用具な どが用意 されなければならないで しょう。 しかも,こ れ らの諸設備

は公民館がその活動に用いるだけでなく,個 人なり集団な りに対 し必要に応 じて貸す ことにもな りま

すか ら,そ の種類や数量は,地 域の必要 と利用の状況 に応 じて,選 択 し増減す ることになるわけで

す。

また,公 民館に分館があった り,類 似施設があった りする場合は,そ こで行われる教育 ・文化活動

の内容を充実 したものとするために,展 示資料や展示壁面や料理設備や映写機の類を運んだ り,図 書

の巡回箱を廻す ことがあります。場合に応 じて各種の備品を運び,時 にはみずか ら教育活動を行 うと

い う多様な機能を持つ自動車が使 われることが最近次第に多 くなってきています。 これは一般に,移

動公民館 と呼ばれ るもので,前 記r設 置基準」では,連 絡等に当る公民館に置:くことに決 められてお

ります。

(註2)最 初から公民館 として建てられなかった建物を公民館 として使っている場合や,公 民館 とし

て建築はしたけれ ども機能が足 りないと思われるような場合は,き わめて技術的に困難なこと

が多いとは思われますが,少 しでも改装な り改築な り,増 築な りを してその機能の増大につ と

めなければな りません。

4公 民館事業の再検討

公民館はいわば,そ の施設 のはた らきによって住民の現実の生活に結びつ く多彩な活動を行 うもの

なのですから,事 業実施の前提 として,先 ず,そ の多様な機能 に答えうる中心的施設 としての整備を

はかることが基本要件だとい うことができます。これに加えて,前 述のよ うに他の各種の施設や機関

との連携の体制を固めること,専 門家の組織を作 ることなどがあると考えられます。事業は,ま さ

に,こ の体制の上に展開されていくことになるか らです。

ところで,公 民館の事業は,一 つには,住 民の個人または集団による要請に応 じて,施 設,設 備,

資料等を提供 した り,職 員ないし専門家組織を利用 させた りす る面と,も う一つには,住 民の要求や

必要に基 き,一 定の事業 をみずから実施 して,住 民にさま ざまなかたちの学習や文化的活動の機会を

提供す る面とがあります。

前者の うちの個人の利用のかたちとい うのは,一 人で本を読んだ り,そ のための読書指導を受けた

り,音 楽を聞いた り,自 分で演奏 した り,も のを調べた り,電 気工具を用いて器具 を作ってみた り,

体操用具を用いて身体を鍛 えた り,質 問を持込んで回答を要請 した り,と い うようなかたちのもので

す。

次に,集 団での自主的な公民館の利用 とい うのは,一 定の目的を持つ人たちのグループが公民館の

施設や設備を用いて,趣 味や実益や教養のためのさまざまな学習研究の活動を行 う場合です。 こうし

たグループに,必 要な機材 を与え,資 料や講師,助 言者の提供を行 うことも,人 びとの自主的な社会

教育活動を促進する うえで非常に要望 され る,大 切なことです。 しか し,こ れ らの奉仕を行 うために

は,前 に述べた各種機関 との連携や専門家などの,指 導者組織の編成や,確 立がきわめて重要になっ

てまい ります。特に,個 人の要請に応 じ,相 談に乗 る(カ ウンセ リング)と い うことは,こ れ までの

公民館では一般にあま り重要視 していなかったことですが,切 実な悩み とい うものは,個 々の人の生
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活の中にこそあると云えないことはあ りません。その うえに,と くに成人については,そ のすべての

活動が集団のかたちで行われるのでは抵抗を感ずるものがあって,教 育 ・文化活動の促進を阻害す る

ことが往 々あ りますから,今 少 し,個 別的な利用について検討を加 える必要があると思われます。そ

の方法 としては,個 々の研究や製作のための実習室の開放,図 書の貸出 しと読書相談,相 談室の開

設,通 信教育の実施などがあります。また,機 械,器 具,楽 器なども自由に使用させ,こ れに正しい

指導を与える時間を設けるなどのことも非常に意義のあることと思われます。 もちろん,こ のような

個人的な活動か らグループづ くりができればそれほど望ましいことはありません。か りにそ こまで至

らなくても,社 会教育 としては大きな意義があるのではないかと思われます。

次に,主 催事業 とい うのは,地 域の必要な り,地 域の要求に基いて公民館が中心となって実施す る

事業のことです。従来は,青 年学級,婦 人学級,産 業講座,趣 味講座,家 事家庭講座 とい うよ うなか

たちの学級,講 座 と,成 人式,老 人の 臼,体 育祭な どの年中行事や文化祭 とか品評会とか名づけられ

る行事などがその主なものである場合が多かったですがいずれの場合も時代の進展に応 じ,社 会の動

きをよく見きわめて,常 に内容の改善に努める必要があるように見受けられます。

たとえば,講 座の類に しましても,企 画の段階か ら実施 展開にいたるまで,か な り反省 し検討 を

加えなければならない ものがあるようです。あ りきたりのかたちの講座をかたの如 く企画 していた り,

希望の多い ことがらさえ取入れ さえすればよい と考えていたり,ま た,映 画 さえ用いれば講座の魅力

は増す と考 えた り,安 易かつ単純に扱 っている例が少なくないようです。学習者の募集な り勧誘な り

の段階で どのていどの対策が講 じられているかも問題です。対象 となる人び との大部分が参加を妨げ

られ るよ うな場合にその原因が じゅうぶん研究 されているでしょうか。機会均等の趣 旨を拡大 しよう

として,部 落や職場職域への進出をはかるとい うことは結構ですが,そ れだけで問題は解決するで し

ょうか。学習の必要を感 じさせ るために,ど のていどのくふ うが講 じられているで しょうか。個々の

人に結びつ くためにどんな手段がとられているでしょうか。通信教育やラジオ ・テレビ ・図書などを

公

民

館

の

機

能

施設の開放と利用

の指導助言

住民の自主的

利用の促進

i__
(主催事業の実施)

個人利用

ー
欄和団集

図書の貸 出,各 種資料の斡旋,読 書相談,楽 器

の貸 出 と指導,レ コー ドの貸出,電 気工作具そ

の他 の貸 出,実 習室提供,印 刷物提供,各 種発

表会,競 技会参加の機会提供

貸出文庫の貸出と斡旋,施 設 ・設備の提供,映

写機 ・スポーツ用具等の貸出,学 習研究の資料

斡旋,グ ループ活動の助成

読書指導;,美 術 ・音楽 ・工作等 に関す る個人指

個別的隈 難 雛 義 各方酢批篠

集 団 的

各種学校 ・講座 ・講演会 ・研究会 ・討議会 ・実

習を伴 う講習会等の実施,映 画会 の開催,展 示

会 ・発表会の開催,有 線放送の実施,館 報等印

刷物の発行,見 学会の実施,ス ポーツ ・レク リ

エーシ ョンの会の開催

その他教育 ・学術 ・文化に関す る諸活動への協カ
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媒体 とする住民との結びつきはどのように行われているでしょうか。有線放送のある地区で,住 民の

教育お よび学級や講座 の開設にそれはどれほどの役割を果たしているで しょうか。学習の中に実務 ・

実習の要素はどれだけとり入れ られているでしょうか。視聴覚的方法の活用 とい うことが云われてい

ますが,こ れに,図 表,写 真,実 物,模 型,あ るいは,こ れ らの既製の教材や 自作の教材ない し見学

や観察などはどのように組み込まれ活用されているで しょうか。 さらに,ラ ジオ ・テ レビの家庭視聴

が公民館などで行われる学習の機会 とどのように結び合わされているで しょうか。 トランジスターラ

ジオはどのように活用 されているでしょうか。 こんな具合に反省 してみると,学 習の機会の計画や活

動一つをとってみても,な お検討 くふ うしなければならない問題がまだまだ数多 くあるように思われ

ます。講座や学級の開設に実績 を挙げている公民館は,特 に問題のない地域を除いては,す べてこう

した問題に研究と経験を重ねて,そ の内容の充実につとめ,あ るいは,参 加者の啓発をはかっている

ところだということができます。

なお,講 座の中で,最 も多く求められ成功率の多いものは,一 般には,趣 味と実益に関するもので

あ り,特 に教育そのものに関するものでは,こ どもの教育についての内容をもつものであるといわて

いますが,し か し,趣 味 と実益に関するものでは,講 習内容 とともに,開 設の場 と設備が参加者の学

習意欲に大きく影響するものですか ら,公 民館の関係者はこの点にいっそ う留意の必要があります。

その意味で,場 の設定に当って居心地のよい机 ・腰掛のほか,視 聴覚設備 を整え,簡 単な給排水設備,

コンセン ト,参 考書陳列用棚等を設けるなどの配慮が大切になるわけです。

このほか,最 近は,小 ・中学生を対象 として,趣 味 と実益をね らった科学教室 とか文化教室 とかが

開設 されて好評を博 し,青 少年の健全な育成に少なか らず貢献 しているのは喜ば しいことです。

しか レ,こ うした講座や教室の類だけでは,一 般の人びとに,公 民館の利用を促すことにはいささ

か困難のようです。また,趣 味や実益以外のことは成 り立たないか らといって,実 施 しないでよい も

のではあ りません。講座のよ うなかたちの教育や文化活動には参加 しない人び とや,生 活事情な どに

よって参加できない人びとのためには,も っと気楽に自由な時間に参加のできる事業や方法を考案す

る必要があ ります。たとえば,各 種の展示会とか,発 表会 とか,教 育映画の会 とか,実 演の会とい う

のがそれであ り,ニ ュース,機 関誌,広 報,掲 示,回 覧板等の利用や,街 頭公民館,畦 道公民館な ど

とい うかたちの活動もその中に入 ると思われ ます。映画会や掲示はもちろん,展 示会なども,既 に,

文化際 とか,品 評会 とか産業展覧会 とかいうものの中で行われている例 は少なくあ りません。各種の

発表会 も,公 民館の各グループの総合発表会 とい うかたちでよく行われています。 しか し,そ の内容

や開催のしかたについては,な お,反 省 を要 し検討改善を加 える余地のあるものが多々あるようであ

ります。映画会の場合で ももっと主題をはっき りしたものとし,生 活にいっそ う役立っかたちのもの

にするな ど,研 究問題が山積 しているはずです。各種の発表会 も,住 民のお互いのカを高めるため

に,住 民の参加するもののほか,模 範的なものを加 えると,さ らに効果的であり,発 表の内容も,演

劇,音 楽,各 種の研究とい うように各方面に亘ることが提案 されてよいでしょう。できれば,そ れぞ

れのものを別の機会に開 くようにすることは,年 に1回 だけの開催 とい うような単調で実 り少ないや

り方に陥るのを防 ぐことで しょう。また,美 術品,手 芸品,ま たは生産物,発 明くふ う品の展示会 も

住民の作品の競技的な展示を行 うのみでなく,模 範的なものや参考作品を見せる機会をぜひ持つよ う

にしたいものです。 さらに,生 活改善 とか市民性の高揚 とか家庭教育 とか科学振興とか,一 定の主題

を持った教育的な内容の展示会 を行ってそれ らのことが らに対す る一般の関心を高め,理 解を深める

機会 とすることもできま しょう。ただ し,こ のよ うな内容のものは,展 示品の製作や,資 料の収集に

困難が伴い,経 費も多額 に要する場合があるため,啓 発的効果がきわめて大 きいのにもかかわ らず,
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展

示

会

の

種

類

教 育 展

競 技 展

参 考 展

L鑑 賞 展

i

生活合理化展,結 婚改善展,食 生活改善展,住 宅改善展,

衛生展,暮 しの工夫展,家 庭生活展,科 学技術振興展,

生活科学化展,世 界情勢展,防 犯展=等

f市民美術展,書 道展,活 花展,菊 花展,品 評会,手 芸展,

料理展,家 庭工作展,発 明工夫展,盆 栽展,写 真展等

/
改良衣服展,民 芸品展,包 装紙展,読 書資料展,通 信教

育 テキス ト展,住 宅設計展,農 機具展,台 所用品展,郷

/土 資料展等

↑
名作美術展,県 展巡回展,名 家書道展,古 美術展,入 選

品特別展,傑 作写真展,刀 剣展,工 芸品展等

この表の展示会は臨時展示の方法で,常 設の展示 は,公 民館の ロビーや

図書室や廊下 に設 けられ た陳列 ケース,壁 面,棚 な どによって行 う。

ほ とんど,開 かれていないのが実際のところです。今後は,事 業計画を立てる場合に,も っと,こ う

した一般の人び とに結びつ く事業を中核にして,企 画をたてることが注意されてよい と思われます。

ただ,そ の場合,事 業費の不足を補い,事 業内容の充実 と人び との関心と興味を強 く惹きつけるため

に,公 民館相互が協力 して,共 同事業の形態 をとった り,事 業内容に応 じてそれぞれの関係団体や関

係機関 と共催 した りす るよ うな方法を講 じることが成功に結びつ く道であるといえま しょう。ただ,

展示会を開くには,適 切な展示の場を持つ必要がありますが,公 民館にはいかんなが ら,そ の用意が

きわめて少ないのです。 したがって,1回 でも,展 覧会を催そ うとすると,大 へんな労力と経費を伴

い,そ のことが展示会開催の意欲を弱 くし,企 画の実施の妨げとなる場合が少な くありませんで した。

そ うい う事情か ら,他 の団体,機 関でも,展 示会の必要は感 じなが らも,公 民館 を利用 しての展示会

の計画を立てることが少なかったのであ ります。だか ら,今 後の公民館には,こ のような障害を除去

するため,少 な くとも120平 方メー トルか ら150平 方メー トルくらいの面:積を要する展示がいつでも簡

便にできるような施設 を整備することが求められ るわけです。講堂だけで不足ならば,廊 下会議室な

ども利用 して最低の展示面積 を確保す るとともに,平 面,立 体の両面にわたる展示が可能になるよう

壁面を工夫 し用意す ることです。

なお,先 に述べま した発表会や展示会をひんぱんに行 うことは,こ の方面に対する住民の関心を高

め生活水準の向上に役立っ と同時に,こ れ らに関する学習やグループ活動を盛んにすることにもな り,

相関的な発展に寄与することになりますか ら,公 民館の事業計画の中で,今 後の研究問題 とするに足

る現実的な価値 を多分に有す る問題であるとい うことができま しょう。

むすび

以上,き わめて簡単で,要 を得ませんで したけれ ども,こ れからの公民館のあ り方,中 でも,そ の施

設,設 備,組 織,事 業について,そ の充実方策を検討 してみたのでありますが,ど のようにその充実を

図った としまして も,そ れ らの機能 をじゅうぶんに発揮す るためには,施 設,設 備,職 員,運 営につい

て正 しい管理 をおろそかにしないよ うに注意す ることが必要です。特に,施 設,設 備の管理に関 して
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は,集 会所や貸本屋同様に,ど んな種類の事業にもどんな 目的の人にも無制限に貸 し与えて,公 民館本

来の 目的を達成するのに支障を生 じた りするようなことがあってはなりません。む しろ,も っ と積極的

に公民館が主催する事業にせよ,施 設,設 備を提供する場合にせよ,す べて教育的配慮のもとに利用 さ

れ るように配慮 し,市 民性 の涵養 な り,郷 土振興なりが施設や設備の利用を通 して,自 然に行われてい

くように管理者は,そ の運営に特に留意することが大切です。

7公 民館の充実振興方策について

昭和42年6,月23日

社会 教育審議会 建議

社会教育の振興に,公 民館の果すべき役割は大きいが,公 民館の現状はいまだその施設設備,職 員組

織等においても幾多の改善整備が必要 とされているのみな らず,大 都市や小規模町村においては,そ の

設置をさえ見ないものが少な くない。また,そ の事業内容においても必ず しも時代に合った住民の要求

をじゅうぶんみた しうるもの とはいいがたいあ りさまである。

公民館は,本 来地域住民のすべてに奉仕す ることを目的 とし,日 常生活に必要な実際的教育 ・学術文

化活動を行ない,ま た住民の 自主的な社会教育活動を促す等多様な機能を持って,社 会教育の中心的役

割を果す施設であり,都 市たると農村たるとを問わず,そ の振興を図る必要のあるものである。

よって,速 やかに未設置地域を解消するための措置を講ずるとともに,そ の活動を一層充実振興する

ため,今 後は,経 済,社 会の変遷にも応 じ,魅 力ある施設 として住民の要望に答えることができるよう

次の諸点に留意 し改善につとめることが必要である。

1事 業活動について

公民館の事業は,現 に,企 画にざん新 さがなく,内 容に魅力の乏 しい場合が少なくない。その理 由

は経費および職員の不足にもあると考えられ るが,事 業内容の検討 と,経 営のくふ うによって改善さ

れるものも少な くないと思われる。 よって次のように企画,実 施上の配慮をす ること。

(1)公 民館は,図 書館,博 物館,保 健所,試 験所,大 学その他各種専門施設 ・機関 と連携 し,利 用を

許 され る社会資源をできるだけ活用 して公民館事業の内容を充実すること。

(2)多 数の公民館が相互 に連携 し,事 業を共同で企画 ・実施 し,事 業の効率を高めその内容の充実を

図ること。

(3)全 国的規模または都道府県規模で作成 され る高度に充実 した教材 ・資料の提供,巡 回を行ない,

個別ではとうてい企画することのできないような事業を実施できるようにすること。

(4)職 業 ・技術 ・生活技術等に関す る教育活動は都市 ・農村 とも,公 民館事業 としては重要であるが,

とくに都市では,住 民の余暇善用のために文化活動や軽スポーツ ・レク リエーシ ョン活動の場を提

供すること,図 書その他の資料を貸出すこと,生 活各般の問題 についての相談 ・情報提供,他 施設

利用の際の連絡など住民の 自主的活動のためのサー ビスに重点をお くこと。

(5)市 民性の涵養 などの国民的課題や地域的課題の解決のための学習は公民館活動 としてきわめて重

要なものであるが,こ れを講習会や講座 ・学級によってのみ行 なうのでな く,一 般集会 ・社交 ・レ

クリエーシ ョン活動お よび公民館の施設 ・設備の利用を通 して 自然な形で行な うようにす ること。
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8急 激 な社会構 造 の変化 に対処 す る社 会教育の あ り方 につ いて

(抄)

昭和46年4月30日

社会教育審議会答 申

第2部 社会教育振興の方向

4社 会教育に関する施設

(1)施 設の現状

ア 施設の種類

社会教育に関する施設は,社 会教育活動の内容や方法が多様であるのに対応 して多種にわたっ

ている。 また,設 置者は公共団体だけでなく,民 間団体や私人 もあ り,施 設の利用範囲も近隣住

区を中心 とするものから,よ り広域的な ものまでさまざまである。

社会教育に関する施設を設置の目的か らみると,公 民館,図 書館,博 物館,体 育館,青 年の家

等のように,も っぱら社会教育活動を目的として設けられた施設 と,学 校教育施設,厚 生施設,

職業訓練施設,農 業研修施設,宗 教施設,教 養娯楽施設などのように,本 来,社 会教育のために

設け られたものではないが,社 会教育の推進に事実上役だっている施設 とにわけられる。

社会教育に関する施設について考える場合,こ れ らを総合的に とらえる視点が必要であるが,

ここでは前者を中心に とりあげることとする。

イ 施設の現状

わが国における社会教育施設の発展は戦後 とくにめざましく,公 民館,青 年の家な どの新 しい

施設が生まれ,そ の数も年々増加 している。 しかし,そ の絶対数は少なく,地 域間の普及状況に

は格差がある。また,専 門職員の不足,施 設 ・設備 ・資料の不備,運 営上の配慮の不足などのた

め,本 来の 目的にかなった活動 をじゅうぶん展開できないものが少なくない。

(2)社 会的条件の変化と施設

ア 施設一般 の課題

国民の学習要求の高ま りに即 して,社 会教育施設を拡充するにあたっては,次 のような課題を

解決する必要がある。

(ア)施 設の計画的整備 と体系的配置

施設の 目的 ・機能 ・利用範囲,地 域人口,交 通条件などを考慮 しなが ら,ひ とびとの必要 と

要求に即応するよ うに,諸 施設の整備計画を樹立する必要がある。この場合,各 施設が 日常生

活圏施設,広 域圏施設のいずれに属す るかに留意 しながら,体 系的な配置を図るべきである。

また,国 お よび地方公共団体が地域開発計画等を策定する場合には,社 会教育施設の配置を織

り込む とともに,そ れに必要な土地の先行的確保について配慮すべきである。

なお,校 庭の開放その他学校の施設設備の開放の推進についても配慮する必要がある。

(イ)施 設の専門分化 と総合的な施設の強化

ひ とび との学習要求の高度化,多 様化に伴い,施 設に対 しても専門分化 したサービスが要請

され る。 この場合,人 口過疎地域においては,町 村単独で個々に設置することは困難であるこ
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とにかんがみ,当 該地域の中心地区に専門分化 した施設を共同で設置す る等の措置を講 じ,ひ

とびとの学習要求に対応す ることが望 まれ る。

また,専 門的施設をいくつか集めて,総 合的な機能をもつ施設に統合することも必要であ

る。地方,施 設の機能の専門分化 と並行 して,地 域のひ とびとが身近に相互のつなが りを深

め,自 発的活動をできるような各機能をあわせもつ 日常的総合施設の必要も大きい。

(ウ)都 市における施設の刷新 ・充実

都市住民の意識や生活環:境に応 じて,た とえば,相 互連帯意識を啓培す るための公民館,ス

ポーツを楽 しめる身近な小運動場や屋内体育館,青 少年の豊かな人間形成のための青少年教育

施設の充実など,社 会教育施設の刷新 ・充実を積極的に進める必要がある。 とくに大都市お よ

びその周辺部においては,通 勤 ・消費行動,余 暇利用等の人 口流動に対応 して,中 心街,事 業

場密集地域に文化施設等の設躍を促進す る必要がある。

(エ)内 容の高度化 に対応す る条件の整備

今後,社 会教育施設にも高度の活動 と魅力ある施設内容が強 く要求されるので,物 的条件の

整備には格別の努力が必要である。また,施 設の運営において職員がきわめて重要な役割を果

たすことにかんがみ,各 施設における専任職員の設置 と増員につとめるとともに,そ の資質向

上のための養成 と研修につ とめることが必要である。

(オ)他 の施設 との連携強化

各種の社会教育施設が,単 独ですべての活動を行お うとして,か えってサー ビスの不徹底を

きた している場合が少なくない。今後,同 種施設間 に一定の組織を作って事業の共同化を図 り,

または専門分化 した施設 と一般的施設 との間に,あ るいは広域圏の施設 と近隣住区施設 との間

に強力な連携体制をつ くって,サ ー ビスを充実する必要がある。また,社 会教育施設は,そ の

他の関係施設 と提携 して経営効率の充実を期すべきである。

(カ)公 共投資などの拡大

国や地方公共団体は,こ れ らの社会教育施設が生活環境の基盤であることを認識 し,施 設の

建設については財政措置を強化する必要がある。

イ 施設別の課題

(ア)公 民館

公民館は,終 戦後の混乱 した世相の中か ら,祖 国再建への活路を開 く原動力 として構想 さ

れ,そ の整備充実がすすめられてきたが,農 山村,中 小都市に比 して大都市においては,そ の

普及が著 しく遅れている。また,そ の運営について も,地 域的格差が大きい。

したがって,次 のような課題 を解決する必要がある。

(i)公 民館は,地 域住民ひ とりひとりの学習の場 として,住 民が談論 し読書 し,お 互いの交友

を深める場として,ま た,社 会教育関係の各種団体等が相提携 して地域の環境改善にとりく

みそれを推進する場 として,さ らに,青 少年教育の場 として拡充 され ることが必要である。

なお,都 市においても新 しい市民の連帯意識 を醸成するために,公 民館の果たす意義と役

割が改めて認識されなければならない。

(ⅱ)公 民館は,基 本的には 日常生活圏内の住民を対象 とする社会教育施設であるか ら,当 該市

町村の実情に即 して,計 画的な配置 とその設置促進を図る必要がある。都市化の進展に対応

して,当 該住区外からの通勤者等に対 しても公民館を開放 した り,ま た,広 域圏の住民を対

象 とする公民館 を構想することなどを積極的に検討する必要がある。また,都 市で公民館を
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設置す る場合は,他 の公共施設 との併設を考えるなど設置の方式にくふ うを加 える必要があ

ろ う。

(ⅲ)住 民の多様な要求にこたえ うるように,体 育 ・レクリエーション活動,住 民への情報資料

の提示,相 談事業の実施等に留意す る必要がある。

また,住 民に親 しみやすいものとするため,社 交 ・談話室,幼 児保育コーナーを設置す る

などのくふ うをこらす必要がある。 さらに,公 民館が地域における各種団体や関係機関の協

力による地域振興等の計画立案,反 省評価の場 となる場合,こ れに対 し公民館職員が適切な

役割を果たす ことが望まれる。

5社 会教育における指導者

(2)社 会的条件の変化と指導者

イ 指導者 別 の課題

(イ)行 政関係職員

(ⅱ)施 設職員

a公 民館の主事

公民館 には,そ の事業の実施にあた る職員 として主事を置 くことができるとされてい

る。

公民館における専任主事の設置状況は,本 館についてさえも三分の一に達 しない状態で

ある。

また,そ の職務の専門性が明確でなく,任 用資格は定められておらず,身 分 ・処遇の う

えでも特別の措置が講ぜ られていない。これが,公 民館の主事に有能な人材を得ることの

あい路になっていると思われ る。

すべての公民館に公民館の主事が常置 されなければならないが,同 時にこの主事には,

社会教育に関する識見や経験 と公民館事業の企画 と展開に関する専門的な知識 ・技術が必

要 とされる。

今後は,公 民館の主事 との設置推進 と専門性の明確化のための方策を確立する必要があ

り,こ れ らの検討にあたっては,社 会教育主事との関連を考慮する必要がある。

第3部 社会教育行政の役割と重点

3社 会教育行政の当面の重点

以上,今 後の社会教育行政の上で配慮 されなければならない事項 について述べたが,そ の中で も,

社会教育行政の基盤たる社会教育の人的物的条件の整備がとくに重要であり,そ の当面の焦点 となる

のは,人 的面では社会教育主 事,物 的面では公民館である。

したがって,社 会教育行政 としては,前 項に述べた行政の基本的方向をふまえながら,当 面,次 の

観点か ら,そ れ らの整備 ・充実を進める必要がある。

(1)社 会教育主事の重要性とその整備充実

今後の国民の自発的学習活動が効果的に行なわれるためには,ま ず,市 町村における住民の教育
は

的要請が的確に把握 され,学 習意欲の啓発,地 域 ・職域における学習の組織化,各 種施設の利用,
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指導者の発見と活用など,各 面における検討 と配慮が計画的に準備 される必要があ り,そ れ らにつ

いての世話役的役割をもつ社会教育主事の努力に期待 されるものがきわめて大きい。 このよ うな観

点に立って社会教育主事の整備 ・充実を図るため,次 のような施策を講ずる必要がある。

(ア,イ,エ,オ は省略)

ウ 公民館,青 年の家等に社会教育主事有資格者を配置すること

現在,公 民館の主事の資格は格別に定められていない。また,青 年の家に置かれる指導職員の

専門性 も必ず しもはっきりしていない。今後,こ れ らの職員についても,社 会教育主事に要請さ

れ る専門性が同様に必要 とされ ると考えられるので,公 民館の主事や青年の家指導者に社会教育

主事の資格を有する者 をもって充てることとする必要がある。なお,同 様のことは社会教育関連

施設についても考慮 されることが望ましい。

(2)公 民館の新 しい役割 とその拡充整備

公民館については,従 来やや もすればその性格 と活動が明確に理解 されていないきらいがあった

が,コ ミュニティ ・セ ンターの性格を含む広い意味での社会教育の中心施設 として,地 域住民の各

種の 日常的学習要求にこたえながらとくに新 しいコミュニティの形成 と人間性の伸長に果たす役割

が,改 めて重視 されなければならない。このような公民館の性格づけの うえに立って施設の増設お

よび専門職員の増員により,そ の機能を充実するようにつ とめるとともに,そ の未設置地域 にあっ

ては,都 市,農 村を問わず新たに公民館の整備 を促進する必要がある。

このため,国 は,以 下の諸点に留意 し,公 民館の整備充実の具体的施策をすみやかに策定 し,新

たな観点に立って適切な財政措置ならびに行政指導の充実強化に格段の意を用いる必要がある。

ア 公民館の適正な配置を促進 し,職 員および施設 ・設備を充実すること

公民館はその設備館数において も,ま た既設の施設 ・設備および職員充実状況 においても質量

ともにその整備が著 しく遅れてお り,ま た,現 在の配置は必ず しも適当でなくなっているので,

国はすみやかに公民館がその機能をじゅうぶんに果た しうるよう,合 理的な施設配置,施 設規模

および職員配置の基準を策定 し,こ れに基づ く国の財政援助な らびに地方交付税 による財源措 置

を行な う必要がある。

イ 公民館の効率的な運営のあ り方を検討 し,公 民館運営の改善を図ること

国は,公 民館の利用の実態を調査 し,公 民館がその 目的 ・性格にふ さわ しい教育活動を効果的

に実施できる各種の要素や方式をあげ,地 域の事情に応 じてこれをとり入れることができるよう

な指針を作成する必要がある。なお,地 方公共団体に対 し,公 民館相互の協力組織の推進,図 書

館 ・青少年教育施設 など専門分化施設 との連携など効率を高める事業の実施 を奨励助長 し,公 民

館の運営がいっそ う充実す るよう指導 ・助言を強化する必要がある。

また,と くに都市化が急速に進展す る中で,大 都市およびその周辺部において,住 民の自主的

な学習活動を促進 して,失 われつつある地域連帯意識 と人間性 を呼び起 こし,明 るい家庭,住 み

よい社会を形成する住民の広場 として公民館の意義があらためて見直 され るべきである。
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9在 学青少年 に対する社会教育の在 り方 について(抄)

昭和49年4月26日

社会教育審議会建議

5.社 会教育の条件整備の方策

(2)各 種の整備,充 実(イ,ウ,オ は省略)

ア 施設の整備充実に当たっては,青 少年を取 り巻 く地域の教育環境を総合的に整備するとい う観

点から,設 置計画を策定,推 進 し,施 設職員の充実に努める必要がある。この場合,青 少年の意

向を反映するよ う運営上配慮することが肝要である。

エ青少年が利用する社会教育施設の整備 については,公 民館,図 書館,体 育施設,地 区青少年セ

ンターなどの 日常生活圏に設置すべ きものと,少 年 自然の家,青 年の家などの広域圏に設置すべ

きもの とを区分 し,そ れ らの施設がその機能を十分に発 揮できるよう適正に配置す る必要があ

る。

10市 町村 における社会教育指導者の充実強化のための施策 につい

て(抄)

昭和49年6月24日

社会教育審議会答申

第2章 公民館職員の充実について

1.現 状 と課題

(1)公 民館は,住 民が学習 し,交 流を深め,ま た,各 種の社会教育関係団体連携する場であ り,市 町

村にお ける社会教育活動の中心的拠点である。最近,公 民館 を利用する住民の学習要求が多様化

し,高 度化する傾向に伴い,公 民館 に対す る期待 はいよいよ大きくなっている。このようなことか

ら,公 民館 とい う教育機関に置かれ る専門職員 としての館長及び主事には,公 民館を利用 して行な

われる学習活動の協力者,助 言者 として,あ るいは公民館が自ら行 う各種の社会教育活動の企画

者,実 施者 としてその役割 に対す る期待がますます高まっている。

(2)公 民館は,関 係者の努力によって近年その数が増加 してお り,ま た施設,設 備 も改善されつつあ

るが,一 方,公 民館職員の設置は極 めて不十分である。専任の公民館の館長の設置率は,本 館で13.9

%,分 館で1.6%で あ り(統 計1,245人),ま た専任の公民館の主事の設置率は,本 館で31.6%,分 館

で3.7%で あり,一 公民館当た りの主事数は0.3人 にすぎない(統 計3,851人)。 さらに,公 民館の主

事の在職年数についてみると,半 数以上が3年 未満である(昭 和46年 度社会教育調査)。また,現 に

勤務す る公民館 の館長及び主事は,公 民館活動の業務に忙殺 され,専 門的な知識 技術を高めるた

めの研修 の機会に恵まれることが少ない。

(3)し たがって,当 面,公 民館職員の勤務の過重な負担を避けるために,勤 務時間の割 り振 りを合理
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化 し,公 民館職員 として行 うべき職務の内容や量などを明 らかにすることも必要であるが,公 民館

における専任の館長及び主事の設置を促進 し,そ の資質の向上を図ることは,市 町村の社会教育振

興上重要な課題である。

2課 題に対する対応策

公民館の館長及び主事の設置を促進 し,そ の職務に必要な専門的知識 ・技術を高めるためには,何

よりも公氏館に対する市町村行政 当局や住民の評価を高める必要がある。市町村行政当局が公民館の

館長及び主事の確保に意を用いるとともに,そ の処遇の改善,人 事上の配慮 を行 うことと公民館 に対

する評価 との間には重要な関連性がある。

国及び都道府県は,市 町村がこのような施策を推進できるように次の諸点に配慮 して指導 と援助を

行 う必要がある。

(1)公 民館の館長及び主事の設置促進について

① 国は,「公民館の設置及び運営に関する基準」(昭 和34年 文部省告示第98号)に 必要な改訂を加

え,市 町村がこの基準を 目標 として公民館の館長及び主事等の設置,充 実を図るように指導を行

うとともに,公 民館及び主事の設置に要す る財源の確保について配慮すること。

② 都道府県は,管 内市町村の公民館館長及び主事の設置状況や処遇の現状等に関する資料 を作成

するなどして市町村に対 し公民館の館長及び主事の設置を促す とともに,そ の処遇改善や人材確

保について指導,援 助すること。

(2)公 民館の館長及び主事の専門性の確立について

① 国は都道府県が公民館の館長及び主事を対象 として行 う研修事業に対す る財政援助 を拡大す る

こと。なお,国 は公民館の館長及び主事が識見を広め,相 互に交歓す るために都道府県が行 う国

内研修の事業に協力,援 助するとともに,海 外研修の機会の拡充に努めること。

② 国は,公 民館の運営に関す る全国的な情報資料 を作成 し,公 民館 の館長及び主事の専門的知

識,技 術の向上に資すること。

③ 都道府県は,公 民館 の館長及び主事を対象 とした研修事業の拡充に努めるとともに市町村がこ

れ らの職員を対象 として行 う研修事業に対 し援助,協 力すること。

④ 都道府県は,全 県的な立場における社会教育一般及び公民館の運営に関する情報資料 を作成

し,公 民館の館長及び主事の専門的知識 ・技術の向上に資すること。

⑤ 都道府県は,市 町村の社:会教育活動を振興するため,社 会教育に関 し,ア 情報の提供,イ 学習

等に関する相談,ウ 学習方法や教材の開発及び提供,エ モデル事業の実施,オ 研修の実施などの

事業を行 うとともに,こ れ らを裏付けるための各種の研究や社会教育関係者の交歓を行 うための

社会教育セ ンター(仮 称)を 設置 し,公 民館の館長及び主事の専門的な知識 ・技術の向上に役立

てるよう配慮すること。

なお,国 は都道府県が この種の施設を整備す るに当たっては財政援助を行 うほか,そ の運営につ

いての必要な資料の提供に努めること。
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生涯教育 につ いて(抄)

昭和56年6月11日

中央教育審議会答申

第3章 成人するまでの教育

4社 会教育の推進

(2)活 動のための機会及び指導者の充実

地域社会における青少年の 自由で個性的な学習,ス ポーツ活動,芸 術文化活動あるいは団体活動

を促進するため,公 民館,図 書館,博 物館,少 年 自然の家,青 年の家,身 近な運動広場,体 育館,

野外活動施設など,青 少年の活動圏に即 した社会教育施設や体育 ・スポーツ施設を一層整備 ・充実

すべきである。

また,民 間企業 ・団体施設の開放や空地の利用促進なども図る必要があろ う。

さらに,青 少年の学習活動のための指導者 として,主 婦,高 齢者を含む成人一般の有志指導者は

もとよ り,高 校生,大 学生などのこの面での活躍が期待 される。

第4章 成人期の教育

3社 会教育の振興

(2)社 会教育施設の整備 ・充実

各地 には,公 民館,図 書館,博 物館,文 化会館,体 育館,運 動広場など住民の学習や芸術文化活

動,体 育 ・スポーツ活動のための種々の公共施設がある。これ ら各種の施設は,国 の助成や地方公

共団体の努力によって逐年整備 されてきているが,そ の数は利用者の要望に照らし,な お十分 とは

言 えない。

このため,今 後,地 域の特性や住民の文化活動圏など学習活動の実態を考慮 しつつ,こ れ らの施

設の整備を計画的,体 系的にすすめる必要がある。

また,各 施設がより効果的に利用 され るように,夜 間の開放 も含 め利用時間や運営方法の弾力化

に一層努めるな ど,施 設の活用方法の改善を図るとともに,事 業活動に関する情報提供の充実に努

め,あ るいは関連施設相互の有機的連携を強化する必要がある。

なお,最 近,一 部の都道府県で設置又は構想 ・計画中の生涯教育センターなど,教 育 ・文化面に

ついての各種の機能 をもつ総合的な社会教育施設を一層整備 していく必要がある。

さらに,学 校施設やその他の公共的施設の開放の促進を図るほか,各 種の団体や企業等が有す る

民間施設 も地域住民のために開放 されることが望まれる。なお,学 校施設の開放を推進するため,

今後,住 民にとって利用 しやすい施設設計上の配慮や教職員の積極的な協力が期待 される。

(4)個 人学習の奨励 ・援助等

人々の学習要求が,そ の内容 ・方法において一層多様化 ・高度化 し,ま た,集 団的な学習形態 よ

りも個人学習を望む人々も数多く存在す ることから,個 人学習に対する配慮がますます重要になる

であろう。
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このため,社 会通信教育の充実や,近 年,各 方面で試み られつつある地域の各家庭 に情報 を送る

新たな情報媒体の開発 とその活用を図ることが望まれる。

また,電 話等を利用 した情報提供 ・相談事業や,図 書館や博物館におけるこの種の機能 の強化 を

図 り,あ るいは公民館における身近な情報提供 ・相談機能を拡充すべきである。都道府県段階にお

いては,例 えば,生 涯教育センターな どの総合的な社会教育施設で,広 域的に学習に関する情報 を

収集 ・提供 した り,学 習相談に応 じ得るような学習情報センター的機能を充実する必要がある。 さ

らに,個 人の各種のスポーツ活動を奨励 ・援助するため,年 齢段階に応 じたスポーツ ・プログラム

の充実や,手 軽な指導書の提供が望まれる。

また,各 人の学習活動の成果に対 して適当な資格を認定 ・付与するような方策 は,人 々の学習へ

の動機や意欲を高める上でも考慮に値 しよう。

第5章 高齢期の教育

2学 習活動の奨励 ・援助等

(1)学 習機会の充実

精神的に豊かな生活を営む上において,各 人の自助努力が基本であることは言 うまでもないが,

国や地方公共団体も高齢者の教育あるいはそのための諸施設,指 導者の確保 などを更に充実する必
わく

要がある。その際,高 齢者の学習要求を画一的な枠組みの中で とらえず,各 人の能力や健康 ・体力,

社会経験の違いなども十分考慮 し,選 択可能な学習機会を用意することが大切である。

最近,各 地において公民館 を中心に高齢者教室や高齢者大学な どの事業が活発であり,そ れぞれ

大きな成果を上げているが,今 後は,公 民館のみな らず,身 近な学校施設やその他の公共的施設 に

おいても,こ の種の学習機会を設けることが望まれる。

また,高 齢者の個人学習を奨励 ・援助するため,図 書館,博 物館など専門的な教育施設が積極的

な役割を果たす ことや,電 話な どによる学習相談事業の充実を図ることが極 めて重要である。

さらに,種 々の制約 を持つ高齢者にとって,放 送大学や通信教育は,学 習の機会 を広 く,効 果的

に提供するものとして,今 後,ま すます重視 されなければならない。

12社会教育施設 におけるボランテ ィア活動の促進 につ いて(抄)

昭和61年12月3日

社会教育審議会

社会教育施設分科会報告

第2章 社 会 教 育 施 設 に お け る ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

3多 様な活動領域

ボランティア活動の主要な場面 としては,施 設における事業の推進 ・協力,施 設の環境整備及び広

報 ・広聴活動への協力な どがあげ られる。ボランティア活動は,定 期的,継 続的なものもあるが,短
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期の催 しや学習相談事業への助力など,不 定期で随時の活動形態 も比較的多 く見られるようになって

いる。

主な社会教育施設のボランティア活動の場面をやや具体的に挙げると,次 のようになる。

社会教育施設全般 に比較的共通にみられるボランティア活動 としては,施 設の利用者のための保育

活動,施 設の美化活動,広 報活動への協力,各 種の集会における会場整理,施 設の特色を生かした相

談活動における相談員,各 種の視聴覚機器 の操作援助,国 際交流活動への協力などがある。以下施設

ごとに概観 してみ よう。

公民館では,婦 人学級,家 庭教育学級,成 人大学講座 等各種の学級 ・講座における指導 ・助言,各

種:の学級 ・講座等で使用す る自主教材制作への協力,地 域の伝統芸能を継承するための諸活動に対す

る指導 ・助言,子 ども会,青 年団,婦 人会等各種の社会教育関係団体が行 う諸活動に対する援助,学

習相談等各種の相談活動における相談員,事 業計画の企画 ・立案に際 しての援助,公 民館 に対するニ

ーズ調査を行 う場合の援助,学 習グループの組織化活動,学 習情報の提供 ・収集への協力な ど。

13生 涯 学 習 基 盤整備 の課 題 一一民間教 育 ・文 化 ・ス ポー ツ事 業 との

連 携 の在 り方－(中 間 ま とめ)(抄)

昭和63年6月17日

文部省教育改革実施本部生涯学習専門部会

第5具 体的方策の検討着手

(1)各 都道府県に,氏 間教育事業者 も参画する 「生涯教育推進会議」を設置する必要がある。市町村

においても,同 様 な連携協力組織の設置に努める。

(2)国 及び地方公共団体は,自 ら又は委託 して,「 学習需要の動向」及び 「民間教育事業の動向 ・実態」

に関す る調査を定期的に行い,民 間教育事業者 も含 め広 く提供することに努める。

(3)民 間教育事業を含 めた学習情報の収集 ・整理 ・蓄積 ・提供及び学習相談のサー ビス体制を整備す

る必要がある。

① 市町村は,住 民等に直接サー ビスを提供する観点か ら,学 習情報提供,学 習相談の体制整備を

図る。

サー ビスの核 となる学習情報センターの整備に努める。

学習情報センターは,案 内情報を中心 として,中 央公民館,生 涯教育(学 習)セ ンター等,そ

れ らに代わる公益法人,事 業によ り教育委員会が当たることが考えられる。

サー ビス提供の場は可能な限 り分散設置する。その際 住民等の利便に配置する。

② 都道府県は,県 の生涯教育(学 習)セ ンター,総 合社会教育センター等に,域 内の市町村の持

つデータを含めて,民 間教育事業の情報の収集 ・整理 ・蓄積 を行い,こ れ らの情報を市町村等へ

提供 し,地 域における情報提供 ・相談体制の整理 を図る。 さらに,他 の都道府県 とのネ ッ トワー

クの形成 に努める。

③ 中核的な体育施設,博 物館,図 書館,婦 人教育施設,文 化会館等においても,② の生涯教育(学
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習)セ ンター等 とネ ットワークを形成 し,専 門的立場から民間教育事業者及び住民に対す る情報

提供 ・相談体制の整備 を図る。

④ 国は,民 間教育事業者に関する学:習情報の収集 ・提供 ・相談体制の整備に関す る指針を策定 し,

モデルとなるプログラムを提供するとともに,各 都道府県における体制の整備 ・充実を図る。

(4)国 及び都道府県は,実 態に応 じて,民 間教育事業者又は指導者が協同して自主的にその事:業の水

準の維持向上を図るための団体(法 人)の 育成を図る。

(5)民 間におる指導者の研修,人 材のデータバンクの整備を図る。

生涯教育センター,社 会教育センター,中 核的な公民館,体 育施設,博 物館,図 書二館,青 少年教

育施設,婦 人教育施設,文 化会館等の社会教育施設等及び社会教育関係団体において,民 間の指導

者(人 材)の 養成と企画 ・指導能力の向上に資す るため,希 望者に対する研修の機会 を積極的に提

供する必要がある。

あわせて,民 間の指導者(人 材)に ついて,地 域の核 となる学習情報センター,体 育館等の専門

施設に任意の登録制を設け,人 材に関するデータバンクとしてサービスを行 う。

(6)人 々の学習意欲の増進に資するため,学 習者のための技能審査の拡大等を図る。

① 国及び都道府県は,(4)の 関係団体又は適 当な公益法人等が,自 主的に関係事業の実態 と必要

性 に応 じて,学 習者 が習得 した知識及び技能についての水準を審査 し,証 明す る事業を奨励す

る。

② 国は,関 係団体が行 う上記の審査事業の うち,社 会教育上,学 校教育上,奨 励すべきものにつ

いて,国 の基準に基づいて事業の認定を与える技能審査の拡大を図る。

③ 優秀な学習者に対す る表彰制度の改善充実を図る。

14生涯 学 習推進 の ため の ネ ッ トワー ク形 成 につ いて(中 間 ま とめ)

(抄)

昭和63年7月7日

生涯学習関連施設のネ ッ トワーク形成に関する懇談会

Ⅱ生涯学習関連施設の整備

1生 涯学習関連施設整備の方策

(4)整 備に際 しての留意点

生涯学習関連施設の整備 は,地 域 の特性に応 じ,そ の実態に即 して行われる必要があるが,高 齢

者の利用に十分配慮す るとともに,以 下のような点に配慮 して進めることが重要である。

① 大都市,中 規模市,小 規模市町村 とではコス ト・運営面等での異なる考え方が必要である。

② 施設の整備等については,そ の取 り組みを助成 ・支援するためのメ リッ トシステムの導入や,

リスクを分担する仕組みを検討す る必要がある。

③ 施設問の事業や情報のネ ッ トワーク化 に際 しては,教 育や学習に関し本来的機能 をもつ図書

館,公 民館,等 のバ ックヤー ド的施設の役割が重要であ り,こ れ ら施設の整備 ・充実を今後 とも
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一層推進する必要がある。

④ 施設の利用や情報の提供に当たっては,サ ー ビスに応 じて,受 益者が適正な負担をすることに

ついても検討する必要がある。

15文教 施 設 の イ ンテ リジ エン ト化 につ いて(抄)

－21世紀に向けた新たな学習環境の創造－

平成2年3月

文教施設のインテ リジェン ト化 に関する調査研究協力者会議

第3節 有機的に連携する施設 ・環境

(1)施 設 ・環境の相互利用 ・共同利用

② 相互利用 ・共同利用の内容

相互利用 ・共同利用を進める場合,連 携 し合 う施設の内容,利 用者の利用者の生活圏域,地 域

特性等 に配慮することが大切である。また,相 互利用 ・共同利用には多様な形態が考えられ るこ

とから,そ の在 り方を十分に検討す るとともに,特 色ある計画を工夫することが望まれる。

具体的には,多 様な学習活動の展開に効果的に対応 してい くため,屋 内温水プール,講 堂,宿

泊研修施設,情 報セ ンター,郷 土学習資料センター,観 察 ・実験施設であるプラネタ リウムや植

物園等を整備 し,い くつかの学校その他の施設で相互利用 ・共同利用することが考えられる。ま

た,図 書館,少 年 自然の家等の社会教育施設,美 術館,ホ ール等の文化施設,地 域体育館,総 合

運動場等のスポーツ施設等を学校教育活動で利用することや,文 化施設等で行われ る公演,展 示

等の諸事業に関連 した講座を公民館で実施すること等,学 校教育,社 会教育,文 化,ス ポーツ等

の体系を越える相互利用 ・共同利用に対応 した計画を策定 し,各 種活動の活性化に資することも

考えられ る。

16公 民館の整備 ・運営の在 り方について

平成3年6月

生涯学習審議会社会教育分科審議会施設部会

1は じめに

今 日,我 が国では国際化,情 報化,高 齢化,所 得水準の向上や 自由時間の増大等社会の急激な変化

が進む中で,21世 紀に向かって活力ある社会を築き,国 民一人一人が生涯 にわたってうるおいと生き

がいを持って充実した生活 を営むことができるよう,生 涯学習社会の実現を図ることが重要な課題 と

なっている。
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生涯学習社会においては,人 々が自発的意思に基づいて,人 生のあらゆる時期に,必 要に応 じ自己

に適 した手段及び方法を自ら選び学習ができるよう多様な学習機会を提供す ることが強 く求められ

る。

社会教育は,学 校教育 とともに,学 習の機会を提供す る主要な場 としての役割を担 ってお り,そ の

重要性はますます増大するであろう。

社会教育を振興するためには,各 種の学習活動の拠点となる社会教育施設の一層の整備充実が求め

られる。中でも,公 民館は,住 民の身近な学習 ・交流の場 として今後とも生涯学習の推進に大きな役

割を果たしていくもの と考え られ る。

特に,こ れか らの公民館に課せ られた課題は,青 少年の学校外活動に積極的に対応す ることや地域

における住民の学習活動が効果的かつ総合的に行われ るよう,学 校や他の生涯学習関連施設 ・機関や

団体(以 下 「生涯学習関連施設等」 という。)と の連携・ 協力を図るとともに,住 民に対する学習情

報の積極的な提供に努め,市 町村における生涯学習の中核的な施設 としての役割 を担ってい くことで

ある。

このようなことか ら,公 民館が,生 涯学習時代に対応 し,そ の期待 される役割 を十分果た してい く

ためには,学 習需要に積極的に応 え得る施設の整備 ・運営の在 り方の検討が必要であ り,本 分科審議

会施設部会において,審 議 を重ね,今 回,こ こに新 しい時代の公民館の在 り方を とりまとめた。

2公 民館の現状と課題

公民館は昭和21年 に文部次官通牒により,戦 後の祖国再建の拠点 となる地域の社会教育施設 として

その設置が提唱され,そ の後,教 育基本法(昭 和22年),社 会教育法(昭 和24年)に よって法的整備

が図られた。

以来,公 民館は,目 常生活圏における住民の身近な学習 ・交流活動の場 として親 しまれるととも

に,学 習活動を援助 し生活の改善 ・向上に大きな役割 を果たしてきたが,近 年の社会状況の変化の中

で,い くつかの課題が指摘 されている。

[施設 ・設備の整備]

昭和62年 現在の公民館の設置数をみると,17,440館(本 館10,851館,分 館6,589館)で あるが,い

まだ未設置の市町村や地域があるほか,公 艮館 として専用の建物を持たないものや 「公民館の設置

及び運営に関する基準」にある最低面積(330平 方メー トル)に 満たないもの もあるなど,期 待 され

ている役割を考慮す ると必ず しも十分 とはいえない状況にある。

また,公 民館の施設 ・設備については,情 報化社会への対応や高齢者,障 害者等への配慮はもと

より,生 涯学習を推進するための充実 した諸施設 ・設備 としての整備が求め られている。

[職員体制]

公民館が教育機関 として学習活動を援助するためには,職 員が重要な役割を果た してお り,特

に,公 民館活動を展開するのに必要な専門的知識 ・技術 ・経験を有する館長や公民館の主事の配置

に努めることとされているが,現 状を見るとその専任 での配置は不十分な状況 となっている。

したがって,専 任職員の配置について促進す るとともに職員の研修体制の充実も重要な課題 とな

っている。

[運 営]

公民館の利用は近年増加の傾 向にあ り,昭 和61年 度間の利用者数は,延 べ1億8,893万 人であり,

1館 当た りにすると年間平均1万 人(昭 和53年 度間6,700人)に 利用 されている。
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このような利用者の増加や多様な学習要求に応え,か つ,地 域課題 を的確に把握 し,そ の実情に

即 した公民館運営を図るためには,公 民館運営審議会について,そ の構成員を幅広い分野か ら登用

す るほか,会 議の持ち方等に工夫を凝 らすなど,よ り一層の活発化に努めるとともに,開 館時間の

弾力化,他 の生涯学習関連施設等との連携など,利 用者,学 習者に対する十分な配慮が求められて

いる。

〔事 業]

公民館は,こ れまで様 々な内容や方法によって各種の主催事業を実施 した り,活 動 を展開するな

ど学習機会の提供に努めてきた。昭和61年 度間の,主 催事業は,延 べ30万 件であ り,1館 当た りに

すると,学 級 ・講座 は約11件,講 習会,ス ポーツ大会,文 化祭など集会的な事業は約12件 開催 され

ている。

また,学 級 ・講座数を学習時間別にみると,20時 間未満のものが54%,20時 間以上40時 間未満が

29%と い う状況にある。

しか し,学 級 ・講座については,学 習需要が多様化 ・高度化 していることから,よ り長期的,継

続的な取 り組みやその内容等 も体系的,総 合的なものとして実施する必要がある。

また,公 民館での活動 をきっかけとして人々が学習意欲を持 ち学習能力を身につけることが重要

な ことか ら,そ れぞれの学習活動に対する積極的な援助,協 力ができるよ う,学 習情報を提供 した

り,相 談機能 の充実を図ることなどが課題 となろう。

[他の施設 との関係〕

これまでの公民館は,単 独で機能を果たすことが多い状況にあった。

しか し,近 年は,図 書館,博 物館,青 少年教育施設,婦 人教育施設,視 聴覚 センター,体 育 ・ス

ポーツ施設,文 化施設等の社会教育施設(以 下 「図書館等専門的社会教育施設」とい う。)が 全国的

に整備 されつつあ り,さ らには職業訓練,福 祉等の施設 ・機関や民間の各種の施設も数多 く整備 さ

れている。

また,大 学,短 期大学,高 等専門学校,高 等学校,専 修学校 ・各種学校等(以 下 「大学等」とい

う。)が公開講座の開設や施設等の開放事業を推進 しているほか,民 間企業による教育 ・文化 ・スポ

ーツ事 も盛んになってきている
。

こうした現状か ら,今 後は,生 涯各期の多様な学習需要に適切に対処 していくため,他 の生涯学

習関連施設等 との連携 ・協力を積極的に推進 していくことが必要である。

3生 涯学習時代における公民館活動の在 り方

公民館は,多 様な学習機会や集会の場の提供など地域における住民の学習需要に総合的に応える社

会教育施設であ り,ま た,地 域社会の形成や地域文化の振興にも大いに貢献す るな ど,住 民の 目常生

活に最 も身近な生涯学習のための施設 としてその役割を果た してきている。生涯学習社会の実現のた

め,市 町村においては,公 民館がその中核的な役割 を果た してい くことが求め られてお り,特 に,中

央公民館は,単 に学習機会や集会の場を提供するだけでなく,指 導者養成などの広域的な事業を実施

するほか,当 該地域を網羅す る各種の学校情報の収集 ・整理 ・提供や学習相談の機能 を充実す る必要

がある。 さらに,生 涯学習関連施設等 との連携を推進 し,施 設問ネ ットワーク形成を促進す る中心的

役割 を果たしていくことが期待されている。
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(1)公 民館活動の多様化 ・活発化

① 多様な学習機会の提供

公民館が各種の学習機会を提供するに当たっては,学 習テーマ,開 設形態,事 業の実施方法に

ついて住民の学習需要に基づ くなど,よ り多 くの参加者が得 られ るように努めることが重要であ

る。

学習内容の設定については,世 界的な課題である地球環境 の保全,資 源の有限性,国 際理解,

男女平等意識の醸成,高 齢化社会への対応な どの今 日的課題について今後 とも重視する ととも

に,地 域の自然条件や生活 ・文化 ・人材な どの特色を十分活か した学習プ ログラムの開発や地域

性のある学習課題 を取 り上げることなども必要である。

また,高 齢者や婦人を対象 とした事業を引き続 き充実 していくことはもちろんであるが,青 少

年の学校外活動の充実の観点か ら,青 少年の発達段階に応 じたプログラムの積極的な開発 ・提供

に努めるとともに,働 く成人を対象とした事業の一層の拡充が望まれる。

学級 ・講座等の開設の仕方や形態 としては,土 ・日曜細 に重点的に事業や活動等 を展開す るウ

ィークエン ドスクール,夜 間に開設するアフターファイブセ ミナー,若 者 と高齢者 との世代間交

流事業など多様な事業の工夫が大切である。また,図 書館や博物館 と共催で実施す る学級 ・講座

はもとより,地 域の保健所 と連携 した健康講座,農 業協同組合等と連携 した地域産業後継者育成

事業を実施するなど,地 域の社会教育施設や生涯学習関連施設等 との共同事業を企画するなど新

たな:事業の開発が必要である。

さらに,専 門的かつ高度な学習需要に応えるには,専 門的プログラムや指導者 を有する大学等

との積極的な連携 ・協力に努め,共 催事業,協 力事業などを企画 ・実施する必要がある。

なお,放 送大学は,現 在,視 聴できる地域が限られていることから,公 民館においても放送大

学の授業番組をビデオ等で視聴する場を設 けた り,印 刷教材の提供を図るほか,授 業番組 を利用

した講座 を自ら開設 した り,必 要に応 じて,面 接授業や公開講演会等の場を工夫するなど連携 ・

協力のための方策 も検討する必要があろ う。

② 自発的な学習活動の援助

公民館は,住 民の自発的な学習活動を奨励 し,援 助することが重要である。

このため,個 人やグループの交流の場を積極的に提供 した り,学 級や講座な どの参加者に対 し

て,自 発的な学習グループをつ くるきっかけができるように配慮 した り,そ れ らのグループの育

成 ・援助に努める必要があろう。

また,求 めに応 じて,個 人学習者や種々の学習グループに対 し,学 習相談に応 じることはもと

より,活 動の場所の提供,教 材 ・資料の提供,講 師,指 導者のあっせんなどに努めるほか,地 域

の様々な社会教育関係団体や,生 涯学習を実践す るグループに対 して,積 極的な支援を行 うこと

が大切である。

③ 学習成果活用の場の配慮

公民館は,学 習意欲の向上や学習活動の奨励のために,例 えば,多 くの住民の参加が得 られる

文化祭 作品展示会,音 楽発表会の開催に努めるなど,学 習成果が活用 される場 としての活動や

事業にも配慮することが重要である。

また,リ ーダー養成研修や学級 ・講座等の修了者を公民館における事業の指導者,助 言者 とし

た り,地 域の人々を施設 のボランティアとして積極的に受け入れた りすることを一層促進するこ

とが大切である。 さらに,こ のような指導者,助 言者等を人材登録 し,求 めに応 じ種々の事業に
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参加できるよ うにす ることも考慮すべきである。

このような活動は,多 彩な人材やボランティアの協力が得 られ,多 様な活動の展開が可能 とな

るばか りでな く,地 域住民の相互の交流を深め,地 域社会の形成に役立つ と考えられる。

(2)学 習惰報提供 ・相談機能の充実

① 学習情報の提供

地域住民の各種学習活動を援助 し,促 進するためには,学 習需要の把握 に努め,必 要な情報を

的確に提供できるよ うにすることが大切である。 このため,公 民館における身近な情報の収集,

提供機能 の充実が求め られてお り,特 に,中 央公民館 においては,コ ンピュータ等の利用によ

り,市 町村内の社会教育施設や生涯学習関連施設の種類,利 用方法,活 動の状況,指 導者やその

指導内容等に関する情報を計画的,組 織的に収集 し,迅 速,的 確に提供できる体制を整備するこ

とが期待 され る。

他方,都 道府県においては生涯学習推進センター等を拠点として管内の各種の学習機会等に関

する情報のデータベースを構築 し,そ れ らの情報を提供 し,学 習相談に応 じるため生涯学習情報

提供システムの整備 を進めているところである。市町村においては,公 民館がこのシステムに積

極的に参画 して,広 域の学習情報を住民に提供できるような体制整備が必要である。

② 相談機能の充実

学習相談は,学 習情報の提供 と一体をなすものと言えるが,特 に,グ ループの学習者等の求め

に応 じ,学 習内容,学 習計画,学 習方法,そ の他の学習活動にかかわる各種の相談に応 じて学習

活動の援助を行 う機能である。

このよ うな相談機能の充実を図ることにより,公民 館は,地 域における住民の学習需要の動向

を把握す る手がか りを得 ることとな り,学 習者の需要に応 える事業の立案が容易となろう。

この ような学習相談 を効果的に行 うためには,学 習者の経験や相談内容によっては,外 部の専

門施設等の協力を得 ることも必要である。

(3)地 域活動の拠点としての役割

各種の調査結果では,都 市化,核 家族化等の社会の変化の中で,地 域連帯意識が希薄化 し,目 常

生活において地域社会 とのつなが りが少なくなっていることが指摘 されている。こうした状況の中

で,公 民館 には地域活動の拠点の一つ として,地 域連帯意識の形成に資する積極的な役割が期待 さ

れ る。

このため,例 えば,地 域の伝統文化等 を保存継承す る活動,地 域の環境美化のための活動や世代

間の交流活動等 を活発にすることが望まれ るほか,プ ログラム化 された学習の場の提供だけでな

く,地 域住民が気軽に立ち寄って くつ ろぎ,情 報収集,意 見交換,ア イディア交換などができる自

由な交流の場 を提供することも大切である。

また,変 化す る社会状況に対応するために,青 少年の地域における種々の自発的な活動などを援

助するほか,地 域への男女共同参加を支援す る身近な拠点の一つ となること,地 域に在住,在 勤す

る外国人等 との交流や共同学習を通 じて異文化交流や相互理解の身近な実践の場 となることなども,

今後は一層重要性を増すものと考え られる。

さらに,近 年,生 涯学習をテーマにまちづくりを展開する例が多く見 られる。これは,地 域ぐる

みで生涯学習 を推進するため,教 育,文 化,産 業などあらゆる分野の人々の知恵を出し合いなが ら,
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その地域の特色をつ くり出 した り,心 のふれあ う人間的なまちづ くりを 目指すものである。公民館

はこうした地域の人づ くり,ま ちづ くりに参画 し,諸 活動の実施に大きな役割 を果たすことも期待

されている。

(4)生 涯学習関連施設等との連携

公民館が生涯各期の多様 な学習要求に適切に対処 していくためには,市 町村内の公民館はもとよ

り,他 の生涯学習関連施設等 との連携 ・協力を積極的に推進 していくことが必要である。

公民館で行われる学習活動や地域活動の中には,図 書館等専門的社会教育施設の協力 を得て成果

を高めるものもある。 したがって,公 民館はこれ らの地域の社会教育施設や生涯学習関連施設等に

積極的に働 きかけ,各 々の専門的な機能や特色を十分活かした活動 共同事業の実施などに努める

ことが重要である。

また,公 民館は,大 学等 と連携 して,そ れ らの有する施設 ・設備などを有効に活用 し,人 的支援

を得て高度で専門的な事業を展開することが必要である。

さらに,公 民館に類似 した地域の施設についても,連 携 し必要な援助をして,住 民の学習需要に

応ず るようにすることが必要である。

なお,職 業訓練施設,社 会福祉施設が行 う活動や,ま た,民 間企業による教育 ・文化 ・スポーツ

事業について も,そ の実状を把握 し,必 要に応 じて住民に対す る情報提供に努めるほか,民 間企業

等 との連携についても検討す る必要がある。

4公 民館運営方法の改善と職員体制の充実

(1)運 営方法の改善

これか らの公民館は,利 用者の立場からより一層利便性,効 率性に富んだ施設運営が望まれてい

る。 このため,例 えば勤労者の夜間利用などのための開館時間の弾力化,青 少年が交流,交 歓でき

る場の配慮,家 族 ぐるみで参加できる事業の工夫や 申込手続きの簡素化など,利 用者の実情に応 じ

た運営方法の改善,弾 力化を積極的に行 うほか,地 域住民の学習需要を的確 に把握 し,こ れ らに対

応す るとともに,絶 えず事業等の評価をし,検 討を加 えるなどが必要である。

また,公 民館の運営の活性化のためには,公 民館運営審議会を,適 時,適 切に開催するとともに,

審議会委員 として,女 性,青 年などを積極的に登用 し,利 用者の声が反映できるような体制 となる

よ う配慮することも重要である。

なお,公 民館の管理 ・運営は市町村教育委員会及び当該公民館が自ら責任 を持って対処すべきも

のであ り,教 育機関としてその基幹的業務の外部への委託はな じまないが,前 述 した とお り,公 民

館に期待される役割は拡大 してきてお り,こ れをすべて自力で遂行することには限界があると言わ

ざるを得ない。 したがって,住 民の要請に応え,公 民館活動を充実する観点から,委 託内容,委 託

方法など十分勘案 し,公 共的団体等外部への委託について検討する必要がある。

(2)職 員体制の充実

公民館が名実 ともに,地 域における生涯学習の中核的な施設 として機能 してい くためには,公 民

館職員が国際化,情 報化,高 齢化等に伴 う社会的要請,学 習需要などを広い視野に立って把握す る

能力を身につけることが重要である。

また,各 種の事業 ・活動の企画者,実 施者 として,あ るいは,住 民の学習活動の協力者,助 言者
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としての役割に対す る期待が高まってお り,そ の資質の向上を図ることはむろんのこと,館 長,公

民館の主事等に専門知識 ・技術を有する人材の確保が望まれる。

さらに,公 民館職員の配置については施設の利用者が増加傾向にあるにもかかわらず,不 十分な

状態にあることから,と りわけ中央公民館等本館における専任の職員の配置など,教 育機関 として

の体制整備に努 める必要がある。

そのためには,設 置者が公民館職員 に有能な職員を確保 し,配 置促進のために格段の努力を払 う

必要がある。

なお,資 質向上のため,現 在,国 においては公民館経営のための専門講座等が,都 道府県におい

ても公民館長研修,公 民館主事研修等が実施 されてお り,時 代の要請に対応できる公民館経営の基

本,実 務,学 習プログラムの企画 ・展開等の内容を体系的に学習できるよう配置されているが,国

はこのよ うな研修内容 ・システムの研究を進 め,公 民館に勤務する者に対 して専門性 を高める方策

を検討す る必要がある。

5公 民館整備の方向

(1)公 民館の整備の 目標 と地域内配置

公民館の整備 は,こ れまでおおむね市にあっては中学校の通学区域に1館,町 村にあっては小学

校の通学 区域に1館 の公民館 を目標にして,そ の設置促進が図 られてきた。

公民館 は,住 民の身近な学習施設 として,気 軽に利用が可能な圏域に整備 されることが必要であ

ることか ら,実 際の整備 に当たっては市にあっても農村地帯等については,小 学校の通学区域に1

館 を,ま た,市 街地などについては,人 口密度ない し利用者数に応 じて中学校の通学区域 より狭い

地域に1館 を整備するな ど地域の諸条件を勘案 し,実 情に即 して設置されている。 しか し,今 日,

公民館は,生 涯学習時代に対応 し,そ の期待 される役割を十分果た し,住 民が学習活動を円滑かつ

効果的に行えるよう,市 町村において総合的な学習機会を提供す ることが求められている。

この ことから,市 町村は,基 本的にはこれまでの整備 目標に基づき地域の実情に応 じた計画的な

施設整備を促進 していく必要があるが,特 に中央公民館については,学 習情報提供 ・相談機能 の充

実や他の生涯学習関連施設等 との連携 ・協力の推進を図るなど,地 域における生涯学習の拠点とし

ての役割を果たすため,十 分な職員体制や施設内容 ・規模を備 えた公民館 として整備を図っていく

ことが重要である。

他方,日 常的な利用に供す る施設 として,地 区公民館や分館も地域の実情に応 じて整備充実する

とともに,各 館 に特色を持たせることも考慮すべきであ り,こ れ らを有機的に配置するよう整備す

ることが必要である。

なお,こ れ らの公民館整備計画については市町村の総合的な地域振興計画等に位置づける等の十

分な配慮が望まれ る。

いずれに しても,生 涯学習を支援するためには,個 々の公民館がそれぞれに機能す ることはもち

ろんであるが,当 該市町村における公民館が全体 として,地 域の住民に対 し教育的,文 化的サー ビ

スを可能な限 り均質に提供するとい う観 点か ら整備を図ることが重要である。

(2)生 涯学習を推進する公民館施設 ・設備の整備

施設 ・設備 については,住 民の学習需要の多様化 ・高度化のほか情報化等の進展に十分対応 して,

新設 はもとより,既 存施設の改築 改修の場合等にも,そ の整備充実を図ることが求められている。
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多様な学習需要に対応す るために,多 目的に利用できるオープンスペースや個人や小グループ利

用の学習室などを整備す るほか,地 域の状況に応 じ様 々な新 しいメデ ィアを利用できる視聴覚室,

発表会,音 楽会等の実施が可能なスペースな どを整備することも望まれ る。

利用者の交流が図 られ,親 しみやすい施設 となるよう開放的なエン トランス,展 示コーナーのあ

る快適なロビー,ゆ とりとくつろぎのある和室,子 ども連れの学習者に対応する託児室,緑 豊かな

庭園などについても配慮が必要である。

公民館は様々な住民の利用がなされることか ら,安 全面や利用の便宜を図るなどの配慮が不可欠

であ り,特 に,身 体障害者や高齢者等のため,ス ロープ,車 椅子用 トイ レ,エ レベーター,点 字案

内版な どを整備す ることが必要である。

国際化時代に対応 して,地 域の外国人の利用の便宜を考慮 して外国語による案内版な どの設備 も

望まれる。

公民館の情報機能を高めるため,図 書,テ レビ,映 画などの既存のメディアの整備のみな らず,

ファクシ ミリ,パ ー ソナルコンピュータなどの新 しいメディアを導入することも必要であろう。

さらに,コ ンピュータと連動 させたマルチメディアやハイ ビジョンの学習活動への活用,さ らに

は,学 習機会の少ない地域 に衛星放送を利用 して優れた講座 を提供 した り,CATVの 多方向性を活か

して,質 疑応答ができる学習方法を開発 した りすることな ども将来検討を要する課題であろ う。

公民館の整備 に当たっては,用 地の有効利用や施設運営の効率性の観点だけでなく,多 目的な利

用への対応や人々の交流機会を拡大するために,図 書館等専門的社会教育施設,学 校その他の教育

施設,あ るいは福祉施設等についてそれぞれの施設固有の機能を尊重 しつつ相乗的な効果が最大限

期待できる施設との複合化,併 設化などを今後 とも考慮する必要がある。

6ま とめ

この中間まとめでは,公 民館が生涯学習時代に対応 し,地 域 における生涯学習を推進する中核的な

施設 として,他 の生涯学習関連施設等 との連携 の中心 とな り,一 層発展 してい くための具体的な整

備 ・運営の在 り方を示 した。

これ らを実施す るにあたって,国,地 方公共団体及び公民館関係者は,速 やかに実施できるものか

ら具体的な措置を講 じる必要がある。

(1)公 民館は,住 民に身近な学習施設 として,多 様で高度な学習機会の開発に努めるとともに,自 主

的な学習活動の積極的な援助を図っていくことが必要であるが,今 後一層重要なことは,学 習情報

提供 ・相談機能を充実し,地 域の生涯学習に関する情報活動の拠点 としての役割を果たす ことであ

る。

(2)生 涯学習を推進す るためには,他 の生涯学習 関連施設等 との連携 ・協力が欠かせ ないものであ

り,そ の中心 としての役割を公民館が担っていくことが求め られる。

なお,公 民館は,多 くの住民に利用され親 しまれるよう施設の活動内容等について積極的な広報 ・

広聴活動に努めること。また,地 域の実状を踏まえ,施 設の愛称等についての工夫も望まれ る。

(3)公 民館の整備 は,個 々の公民館の機能の充実だけでなく,中 央公民館を含 め役割分担を考慮する

な ど,当 該市町村における公民館が全体として地域の住民に対し,均 質な教育的,文 化的サービス

の提供ができるよう,体 制を整 えていくことが肝要である。

このよ うな観点か ら,市 町村は公民館施設の計画的な配置や施設 ・設備の整備及び職員体制の充

実を図ることが必要であり,国,都 道府県はこれ らの一層の助成 ・援助に努める必要がある。
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(4)公 民館は,住 民の要望を十分反映した運営方法の工夫,改 善に努め,事 業や活動の成果を絶えず

評価,検 討 を行い,身 近な学習の援助機関としての役割を十分達成することができるよう一層の努

力が期待 される。

17今 後の社会の動向に対応 した生涯学習の振興方策 について(抄)

'平成4年7月29日

生 涯学習審議会答申

第3部4つ の課題 についての充実 ・振興方策

1適 切な学習機会の拡充

(4)現 代的課題に関する学習機会の拡充

教育委員会や社会教育施設は,人 々の学習ニーズの高度化を考慮 し,現 代的課題に関する学級 ・

講座等を充実す ることが必要である。

特 に,現 代的課題に対する人々の学習意欲 を高めるよ うな,魅 力あるプログラムを開発 ・提供す

ることが必要である。

また,公 民館な ど,社 会教育施設における学級 ・講座等については,よ り多くの参加者が得 られ

るようその活性化を図ることが必要である。

文部省や教育委員会以外の行政機関において,そ れぞれの所掌事務 に関 して提供 している,現 代

的課題 に関する学習プログラムについて も,学 習者の立場に立った内容の改善 ・充実が望まれる。

2学 習情報の提供 と学習相談体制の整備充実

人々の学習活動を支援す るためには,最 も適 した学習機会を選択することができるよう,学 習機会

を提供する機 関,指 導者な どに関する情報を収集 ・整理 し,適 切な情報を提供する情報提供体制や,

学習者をその求 めに適 した学習機会等に結 び付けるための学習相談体制を,各 地域で整備することが

必要である。また,公 的施設だけでなく,人 々の身近なところで必要な情報が入手できることが望ま

しい。

その際,コ ンピュータ等の活用により,人 々の学習ニーズに迅速かつ的確に対応する,生 涯学習情

報提供システムなどのネッ トワークの整備が重要である。 この場合,都 道府県においては生涯学習推

進センター等が,市 町村 においては中央公民館等が,そ れぞれの圏域の中心 となることが望ま しい。

さらに,大 学等を含めた教育機関や生涯学習関連施設等 との連携を図 り,民 間の諸活動との関連 も

考慮 しつつ,都 道府県域を越 えたネッ トワークを整備 し,将 来的にはネ ットワークを全国化すること

が期待 され る。

(1)リ カレン ト教育に関す る情報の提供と学習相談体制の整備充実

リカ レン ト教育に関 して,地 域や産業界が理解や認識を深めるような啓発資料 を提供すること

や,各 種の具体的な学習情報を積極的に地域の人々,企 業等へ提供す ることが重要である。
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学習相談においては,リ カ レン ト教育における学習の成果の活用や,職 業選択等に関する相談を

充実することも望ま しい。

(2)ボ ランティア活動に関する情報の提供と相談体制の整備充実

ボランティア活動を希望す る人,活 動 している人,受 ける側の人のそれぞれのニーズに適切に対

応できるよう,各 種の学習や活動に関する情報の収集 ・提供を行 う体制を整備す る必要がある。

ボランティアを受け入れる施設 ・機 関は,ボ ランテ ィア活動について総合的に連絡調整す るため

の窓口を設置するとともに,専 門的職員を配置することが必要である。

市町村,都 道府県において,公 民館 などの社会教育施設等を活用 し,各 種ボランティア関係団体

と連携 して,情 報の提供や相談を行 うボランティア活動の支援のための拠点,例 えば 「生涯学習ボ

ランティアセンター」のような場を整備 し,そ の運営に当たっては,ボ ランティアによる相談員を

置 くことも考えられる。

さらに,全 国的な規模でボランティア活動に関する各種情報の収集 ・提供,学 習資料の作成,調

査研究などを行 う,生 涯学習ボランティアの支援のための全国的なセンターの機能 を整備すること

も考えられる。

(3)青 少年の学校外活動に関す る情報の提供の充実

子供や家族が訪れやすい身近な場所に学習情報提供 のコーナーを設置す るな ど,日 常生活の中

で,活 動の場や機会に関する情報に接す ることができるようにすることが必要である。

教育委員会は,学 校外活動 に関する情報の収集 と提供 を積極的に行 うことが重要である。その

際,マ ス ・メディアの理解 と協力を得た り,学 校などを通 じて各家庭に情報を提供するなどの工夫

も有効である。

また,活 動の事例集,手 引書などの作成 ・領布に努 めることや,青 少年団体の活動への理解 と参

加の促進 を図るため,必 要に応 じ,青 少年団体が行 う広報活動に協力することが望ま しい。

(4)現 代的課題に関する学習情報の提供と学習相談体制の整備充実

教育委員会,社 会教育施設,大 学等,首 長部局や民間団体等を含め,幅 広い範囲か ら学習情報 を

収集 し,そ の整理,提 供体制 を整備す るとともに,住 民に対 して,現 代的課題の学習に関 し,分 か

りやす く,き め細かな相談に応 じることが必要である。

現代的課題についての分か りやすいビデオ,パ ンフ レッ ト等を作成 ・提供 し,様 々な機会 を通 じ

て啓発活動を行 うことも重要である。

3(略)

4人 材の育成及び活用等

生涯学習の振興のためには,人 材の育成 ・活用及び関係団体の育成が重要である。特に,生 涯学習

に関する専門的職員,指 導者の養成や,メ デ ィアを有効に活用できるような資質 を持った職員の養成

が必要である。

施設の長や社会教育主事,学 芸員,司 書,公 民館主事等の専門的職員の研修の一層の充実を図ると

ともに,大 学等における高度の資質向上のための研修プログラムについて検討す る必要がある。また,
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このような専門的職員の資格の在 り方について検討することが望ましい。

さらに,生 涯学習関連施設等の関係職員について,各 種の研修等を実施することにより,相 互の交

流を図 り,そ の資質 の向上を図ることが重要である。

講師,助 言者等には,大 学等,企 業,地 域社会における特定分野の専門的指導者,生 涯学習関連施

設等の関係職員な ど幅広 く求めていくことが大切である。

特定分野の専門的指導者については,こ れを積極的に発掘 ・確保す るとともに,「人材バンク」等に

登録 して,活 動への協力を得ることが重要である。

生涯学習を実践 し,支 援する関係団体の活動は,生 涯学習を推進する上で大きな役割を果たしてお

り,特 にボランティア活動や青少年の学校外活動に関して,今 後もその推進の重要な担い手 となるこ

とが期待 される。

(1)ボ ランティア活動におけるリーダーの育成

ボランティア活動においては,そ の中心となる経験豊富な世話役的 リーダーの役割が大きいこと

から,ボ ランティアを受け入れ る施設及び機関等は,必 要に応 じ,ボ ランティア活動の リーダーと

なる人の資質 ・能力の向上を図る機会を設 けることが必要である。

(2)学 校外活動を支援する関係団体の育成等

青少年の学校外活動の充実を図るため,広 く地域の人々の参加や協力を得 るとともに,各 家庭が

自ら参加することや,父 母等が積極的に参加することが望ましい。

また,学 校外活動 を支援する青少年団体,そ の他多様な地域団体等の積極的な育成,団 体活動の

促進を図ることが必要である。

5生 涯学習関連施設の整備充実

人々に多様な学習機会を提供するために,生 涯学習関連施設の整備 充実が重要である。

公民館,博 物館,図 書館,婦 人教育会館等の社会教育施設,学 校施設,ス ポーツ ・文化施設や複合

的多機能生涯学習関連施設の整備充実や運営の改善を進めるとともに,都 道府県において生涯学習の

振興に資するための事業を一体的に行 う生涯学習推進センターの整備が必要である。また,他 の行政

部局等が所管する関系施設 も含めて,生 涯学習関連施設が総合的 ・計画的に整備 されることが望まし

い。

特に,生 涯学習関連施設の整備に当たっては,障 害者や高齢者への配慮とともに,保 育室を設ける

な ど人々が利用 しやすいよ うな配慮が望まれ る。

(以下略)

一134一



18学 習 機会提 供 を 中心 とす る広域 的 な学習サ ー ビス網 の 充実 につ

いて(抄)

－新たな連携 ・協カシステムの構築を目指 して－

平成6年9月20日

生涯学習審議会社会教育分科審議会施設部会報告

Ⅱ学習機会提供を中心とする学習サービスの現状と広域的対応の必要性

1市 町村における学習サー ビスの現状 と課題

(略)

今後,市 町村においては,地 域住民の学習ニーズ等の動向を踏まえ,公 民館,図 書館,博 物館等の

社会教育施設の整備やそれ らの機能 の充実強化を図ることに加え,大 学など高等教育機関や高等学校,

社会福祉施設や労働関係施設などの関係施設 と連携 ・協力を進めるとともに,さ らにはいわゆる民間

教育事業者との適切な連携 ・協力の在 り方についても配慮 し,多 様な学習機会の提供 と,豊 富な学習

情報の収集 ・提供や適切な学習相談の実施など学習支援機能の充実を図る必要がある。

(略)

2広 域的対応の必要性

しか しながら,市 町村の人口規模や社会的あるいは地理的条件等によっては,上 記の課題に適切に

対応 していくことには困難な面がある。比較的人口規模が大きく,施 設面,人 材面,事 業面で恵まれ

た一部の市で 「市民大学」などの名称で総合的な学習機会の提供等を行っている例が見受けられ るも

のの,多 様化,個 別化する住民のニーズに応 えるにはおのずか ら限界があると考 えられ,市 町村が連

携 して広域的に対応する必要が増大 している。 こ うした ことから,市 町村は学習ニーズの多様化や

人々の生活圏の拡大を踏 まえ,行 政区域を越 えて,他 の市町村 との共催事業の実施や施設の相互利用

の促進,事 業実施に際 しての共同での広報活動な ど,各 市町村の特色に応 じた連携 ・協力を推進 して

いくことが重要である。なお,連 携 ・協力が進む中で,各 機関の相互の交流機会が拡充することによ

り,指 導者等の相互理解が深まるとともに,そ の資質の向上も図 られ るもの と考 えられ る。このよう

な取組みを通じ,そ れぞれの市町村において,必 ず しも適切な学習機会に恵 まれなかった人々にも多

様な学習機会が確保されるよ うにな り,ま た,自 主的な学習活動が一層活発化することなどによって,

地域社会の活性化にも寄与す ることが期待される。

都道府県においては,市 町村を包括す る広域的な地方公共団体として,従 来か ら,教 育委員会を中

心に,学 習ニーズの動向の把握や学習資源の調査を行 うとともに,比 較的高度な内容の学習機会の提

供など市町村が個別に対応 しにくい事業を 「県民大学」等の名称で実施 した り,コ ンピュータを利用

した学習情報提供システムを整備するなど,広 域的な観点に立って学習サー ビスの向上に努めてきて

いる。今後は,こ うした施策の一層 の充実を図るとともに,市 町村等 との連携 ・協力の下に,学 習サ
ー ビスの一層の向上のための総合的な取組みを積極的に推進 していく必要がある

。 さらに,近 年,都

市部 を中心に増加 している大学な ど高等教育機関の公開講座や放送大学の地域学習セ ンター と地域

の実情に即 した連携 ・協力を進めるとともに,民 間教育事業者などとの適切な連携 ・協力の在 り方に

ついて も配慮することが望まれる。
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一方
,交 通網の整備や通信システムの発達によって,人 々の生活圏が拡大してきてお り・学習者の

側には,自 己のニーズや条件に沿った学習機会であれば,他 の市町村で行われ るものであっても受講

したい,さ らに,継 続的 ・発展的な学習をするため学習機会へのアクセスを容易に して欲 しいとい う

意向が見 られ る。また,学 習成果を生か した社会参加 を望む人々の側では,で きるだけ自己に適 した

場や条件で,幅 広い社会参加活動をしたい との希望が高まっている。

これ らのことを考えると,学 習者が居住する市町村域を超えて,各 人のそれぞれの学習活動圏に応

じて公民館等での学習機会を自由に選択 ・利用でき,学 習成果を生か した社会参加についても必要な

支援を得 られ るよう,社 会教育施設はもちろん,大 学など高等教育機関や高等学校,首 長部局所管施

設など地域の様々な学習機会提供機関 と,地 域の実情に即 した連携 ・協力を進めるとともに,さ らに

は民間教育事業者 などについて も適切な連携 ・協力の在 り方について配慮 しながら,都 道府県と各市

町村がいったいとなって,広 域的な学習サービス網を整備 していく必要がある。

Ⅳ学習機会提供を中心とする広域的な学習サー ビス網の充実を図るためのシ

ステムの構築

2シ ステムによる学習サー ビス活動

(1)広 域的で体系的な学習機会の提供

人々への学習支援を効果的に展開 していくためには,公 民館等の社会教育施設や市町村教育委員

会 にお ける学級 ・講座等,及 び都道府県の生涯学習推進センターや教育委員会の広域事業や指導者

養成事業等を このシステムの学習サービス網の中に位置付ける必要がある。 さらに,こ れ らの学習

機会に加えて,地 域の実情に即 して大学など高等教育機関で実施 されている公開講座,放 送大学で

の学習機会や首長部局所管施設で実施 されている学級 ・講座等がその中に明確に位置付けられるよ

う努めるとともに,民 間教育事業者により提供される学習機会などに関 しても,学 習者の便宜等も

考慮 した学習情報提供等が行われるなどの適切な配慮がなされることが望まれる。

(略)

V社 会教育施設の役割

この広域的な学習サービス網が円滑に機能 し,学 習者にとって有益なものとなるためには,サ ービス

網の整備充実の前提 として,サ ービス網の中での主要な学習機会提供の場であ り,人 々の社会参加活動

の場でもある,社 会教育施設の機能 の一層 の充実が不可欠である。

今後,公 民館,図 書館,博 物館,青 少年教育施設,婦 人教育施設等すべての社会教育施設は,人 々の

様 々な学習活動を支援する専門施設 として,充 実 した学習機会を提供す ることに加えて,学 習情報提供

機能,学 習相談機能,さ らには学習 グループの育成や学習者ネ ットワークの形状などに対す る支援機能

を充実す るとともに,自 らの機能特性 を生かすこと等を通 じて,個 性的で開かれた施設 として,広 域的

な要請にも積極的に応えていくことが期待 されている。

(略)

1学 習機会提供機能の充実

公民館,図 書館,博 物館,青 少年教育施設,婦 人教育施設等すべての社会教育施設は,自 らが有す
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る特色ある施設 ・設備,資 料や情報,事 業実施 に関するノウハウ,あ るいは立地条件など様 々な学習

資源 を,積 極的に他の機 関に提供 していくことが望まれ る。他方,地 域全体 として有する様々な学習

資源を,自 らの活動にできるだけ生かす よう意欲的な取組みや創意工夫が期待 され る。

公民館は,こ れまでに培われてきた,事 業に関するノウハウや多彩な講師等を生か し,他 の機 関が

行 う事業の企画 ・運営等の援助や共同事業の実施が期待 される。例えば,保 健所や社会福祉施設など

との共催事業の実施や,そ れ らの施設に関連するテーマの学習機会を自ら開設すること,さ らには大

学等 と連携 して開設する出前公開講座 や,研 究機 関と協力 して開設する高度で専門的な講座などが考

えられる。

(略)

2学 習情報提供 ・学習相談機能 の充実

公民館 は,地 域住民にとって最も身近な施設 として,他 の機関と連携 ・協力 し,学 習情報提供 ・学

習相談事業において中心的役割 を果たす ことが期待 されている。

(略)

19地域における生涯学習機会の充実方策について(抄)

平成8年4月24日

生涯学習審議会答申

は じめ に

本審議会は,平 成7年5月15日,文 部大臣か ら 「地域 における諸施設の生涯学習機能の充実方策 につ

いて」及び 「学習成果の活用方策について」審議要請を受け,そ の後,前 者のテーマについてワーキン

グ ・グループを編成 し,論 点を整理 しつつ,総 会において審議 してきた。このたび,そ の結果を,「地域

における生涯学習機会の充実方策について」答 申として取 りまとめた。

(中略)

第三は,社 会教育 ・文化 ・スポーツ施設である。 これ らの施設においては,既 に地域の活発な学習活

動が展開されている。 これ らの施設は本来,地 域住民の多様な学習ニーズにこたえるために整備 された

ものであ り,生 涯学習機会 を提供す る場 として最 も基本的な役割を担っている。地域住民にとって,こ

れ らの施設は今後 とも生活の質を高める上で欠かす ことのできない存在である。 さらに,学 習を通 じて
かんよう

人間関係を深め地域意識を涵養 し,豊 かな地域づくりを進めていく上でも一層重要なものとなっていく

であろ う。特に青少年の学校活動をより豊かで充実 した ものにするために,こ れ らの施設の果たすべき

役割は大きい。今後の課題は,ま すます多様化 し高度化す る地域住民の学習ニーズにいかに柔軟,迅

速,的 確にこたえていくかとい うことであろう。 したがって,こ こでは 「地域住民のニーズにこたえる

社会教育 ・文化 ・スポーツ施設」とい う観点から課題を整理 し,「多様化 ・高度化す る学習ニーズへの対

応」,「組織運営の活性化」を進めるため必要な施策 を提言 した。

(略)
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Ⅱ地域社 会 に根 ざ した小 ・中 ・高等 学校

(略)

1地 域社会の教育力の活用

(1)地 域社会の人材等 を活用 した教育活動

(略)

○社会教育施設等の活用

自ら学ぶ意欲や思考力な どを育てるためには,様 々な生活体験や活動体験を通 じて自ら考え学

ぶ ことがで きる機会 を増やす ことが大切である。学校 においては,そ のための方途 の一つ とし

て,社 会教育 ・文化 ・スポーツ施設の一層積極的な活用が求められている。 これまでも,少 年 自

然の家などを利用 して学校の集団宿泊活動が行われてきているが,様 々な施設を活用 して学校の

教育活動 を充実 させ ることが期待 され る。例 えば,公 民館,博 物館,美 術館 などの施設 におい

て,学 校教育に即 した内容で事業を企画 した り,社 会科や理科,美 術などの授業の一部をこれ ら

の施設において,施 設の専門的職員の協力を得て行 うことを考えてもよい。

こうした ことを着実に推進す るためには,市 町村教育委員会において,適 切な指導助言や財政

上の措置な ど地域や学校の実情に合わせた積極的な対応を図ることが必要である。市町村教育委

員会の創意 と工夫が期待 される。なお,こ うした地域の教育資源の活用を考える場合にはいわゆ

る教育機関 ・施設に限 らず,広 く,森 林 ・河川 ・海浜などの自然環境 も視野に入れて,検 討 され

ることが望ま しい。

(略)

Ⅲ地域 住 民の ニーズ に こた える社 会教育 ・文化 ・スポー ツ施設

公民館や図書館 ・博物館 ・美術館あるいは生涯学習センターなどの社会教育施設においては,こ れま

で も地域社会にお ける生涯学習の中心的な場 として活発な活動が展開されている。文化会館 ・音楽ホー

ルなど各種の文化施設あるいは体育館 ・スポーツセンターなどのスポーツ施設 も同様である。 さらに,

最近は,民 間の事業者によるカルチャーセ ンターなども活発な事業を行っている。これ らの施設は地域

住民の多様な学習ニーズにこたえ多種多様の学習機会を提供してお り,そ れを通 じて地域住民の幅広い

学習活動を支える基盤的な役割を担っている。これ ら施設は今後とも生涯学習振興の上で重要な役割を

担 う存在であ り,一 層の機能の充実と活性化が求められている。

社会教育 ・文化 ・スポーツ施設は,何 よ りも地域住民のニーズに柔軟 ・迅速 ・的確にこたえるもので

なければならない。そのためには,多 様化 ・高度化す る学習ニーズに適切に対応 した事業活動を展開す

ることが重要である。社会がますます高度化 ・複雑化す る中で,多 くの人々は様々な課題に対処 し,よ

り豊かで充実 した人生 を送るため,身 近なところで自由意志に基づ く学習をし,自 己を高めたいと考え

ている。また,月2回 の学校 週五 日制が実施 されている中で,青 少年の学校外活動の重要性が改めて指

摘 されている。 さらにい じめや登校拒否の問題が深刻な状況にあることから,こ うした問題に的確 に対

応するため,家 庭や地域社会の教育力の充実が求められている。そのよ うなニーズにこたえる場として

地域社会 に存在する社会教育 ・文化 ・スポーツ施設には,今 まで以上により積極的にその教育的機能を

発揮することが求められている。
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社会教育 ・文化 ・スポーツ施設は,多 様化 ・高度化するだけでなく新たに生 じて くる地域住民の学習

ニーズを常に的確 に把握 し,そ れにこたえた学習機会を積極的に提供 してい くことが求められる。なか

でも積極的に拡充を図る必要があるのは,平 成4年 の答 申で も指摘 した,い わゆる現代的課題 に関す る

学習である。変化する社会の中で充実 した生活を営んでいくためには,様 々な現代的課題についての理

解を深めることが必要となってくる。例えば,地 球環境の保全,国 際理解,人 権,高 齢社会への対応,

男女共同参画社会の形成な どの課題がある。学習機会を提供する側においては,こ うした現代的課題の

重要性を認識 し,そ のための学習機会の充実を図ることが強 く求め られる。その際,民 間の教育事業者

や関係団体の活力を生かすことをは じめ,大 学や各種の研究 ・研修施設等の提供する学習機能の活用に

っいても配慮することが必要である。

また,地 域住民の学習ニーズに適切にこたえるには,事 業活動での充実を図るのみならず,そ れを動

かす組織 自体が活性化 していなければならない。時代のニーズに合った新 しい事業に取 り組む進取の気
あふ

性に溢れた施設運営が行われ ることが肝要である。地域住民の学習ニーズは社会の変化に対応 して常に

変化 してお り,そ れに即応す る新 しい事業の展開が求められ るか らである。組織が沈滞 していてはニー

ズの変化をとらえることも,斬 新な発想 を生み出す こともできず,新 しい事業も生き生きとした活動 も

展開できない。常に組織運営の活性化を図 り,活 力 を維持 ・増大 していくことは極めて重要である。

したがって,社 会教育 ・文化 ・スポー ツ施設が常に地域住民のニーズに柔軟 ・迅速 ・的確にこたえて

いくことができるようにするために,「 多様化 ・高度化す る学習ニーズへの対応」と 「組織運営の活性化」

を当面の 目標 とし,そ の達成に向けて必要な方策を強力に推進する必要がある。以下にそのための具体

の施策 を提言する。

1多 様化 ・高度化する学習ニーズへの対応

(1)多 様で総合的な学習機会の提供

人々の生涯学習のニーズは,日 常の身近な生活の場で,文 化やスポーツなどを含む様々な分野に

わた り,広 範かつ多様に現れる。個々の施設が孤立していてはそれに十分にこたえることはできな

い。社会教育施設だけでな く様々な施設を総合的,計 画的に配置 し活用することによ り,多 様な学

習機会の提供が可能になる。その際,森 林などの 自然,貴 重な文化遺産,あ るいは産業施設なども

地域の学習資源 として,視 野に入れておくことが大切である。施設の総合的な整備 によって,地 域

住民の学習拠点が形成 され,様 々な年齢層の人々が 自由に交流 し多様な学習 が促進 され る。 さら

に,地 域全体の学習環境が整 うことにより,学 習を進める雰囲気がおのずから醸成 されることも期

待される。

○総合的な計画の整備

多様な施設の総合的な整備のためには,地 域全体での総合的,有 機的な学習施設整備計画を作

ることが大切である。地域のまちづ くり計画等の中に しっか りと位置付けられることによ り,施

設の整備は着実に進展することであろ う。

なお,「 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」に規定 される地域生涯

学習振興基本構想は,民 間の活力を活用 しなが ら地域 における総合的な学習機会を整備 しようと

するものであり,地 域の生涯学習機能の飛躍的な向上に資すると考えられる。各都道府県におい

て具体的な構想の作成が積極的に進 められることが期待 される。
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(2)施 設間の広域的な連携の促進

関係施設間にネ ッ トワークを形成 し,相 互の機能の広域的な連携 ・協力体制を整備す ることによ

り,地 域における生涯学習機能を総合的に発揮することが期待 される。

○行政部局間の連携強化

社会教育 ・文化 ・スポーツ施設においては,そ れぞれの施設の職員の努力により,多 様な学習

機会の提供が行われてきている。他方,地 域住民の学習ニーズの高ま りに応 じて,首 長部局お よ

び関連施設での学習機会提供 も盛んに行われ るようになってきている。このため,教 育委員会や

他の行政部局で行われる各種の事業の実施について,学 習者の立場に立って,行 政部局間の連

携 ・調整を図ることが必要になってきている。そのため教育委員会が積極的な役割を果たす こと

が期待 され る。

なお,教 育委員会が実施する事業の内容は,ど ちらか と言 うと,こ れまで趣味 ・文化 ・教養な

どに偏 る面 も見 られたが,今 後は,職 業に係 る知識 ・技術の向上や市民意識 ・社会連帯意識など

に関す る学習,あ るいは,介 護等の生活技術の習得に係る学習な どを含め,新 たな学習ニーズに

こたえる適切な内容の事業を積極的に実施すべきである。 このためには,そ れ らの学習に関係す

る行政部局 ・施設の協力 ・支援 を得ることが必要であり,そ の観点からも,教 育委員会 と他の行

政部局間の連携 ・調整を図る必要がある。

○民間との連携 強化

人々の多様な学習ニーズに柔軟にこたえるためには,多 様な学習機会が提供 されなければな ら

ない。学習機会の提供や学習支援を行 うのは公的施設ばか りではない。一般の個人 ・グループあ

るいは民間教育事業者な どを広い視野でとらえ,こ れ らと適切な連携を進める必要がある。 この

ため,民 間の教育事業者 と公的施設 との連携のあ り方が現実的な課題 とな り,連 携のための新た

なルール作 りが必要になってきている。平成7年9月 の文部省通知により,公 民館における民間

教育事業者の施設利用が,社 会教育法上許容される旨の法解釈が明確に示されたことは,公 民館

事業における民間との連携を考える上において有意義である。今後 とも関係者の相互の理解の下

に適切な連携関係を作っていくことが求められる。生涯学習関連施設 ・民間事業社間の円滑な意

思疎通を図 るための協議会 ・情報交換会が幾つかの都道府県で開催 されるようになっているが,

こうした機会の拡充と機能強化が期待 される。

○ コーデ ィネー ト機能の強化

異なる種類の施設間で形成 された広域的なネ ットワークが有機的・効率的に機能 するためには,

連携の中心 となる中核的な機関が不可欠である。これには,一 般的に地域の生涯学習推進センタ
けいがい か

一が当たっているが,ネ ッ トワークを形骸化 させないようにす るためにも,生 涯学習推進センタ

ー 自体の体制整備が必要になる。この場合,特 に,コ ーディネー ト機能の強化が大切である。地

域住民の学習ニーズを的確に把握 し,こ れに即応 した学習機会の提供を企画 し,関 係施設問の事

業の調整を図るなど,ネ ッ トワークが生き生きと統合的に機能するようにす る必要がある。 この

ため,生 涯学習全般にわたって企画 ・調整 ・助言などの支援能力を持った専門的職員をセンター

などに配置することが大切である。 コーディネーター養成 も急がれる課題であ り,国 立教育会館

社会教育研修所な どでの研修の拡充が望まれる。

○学習ネ ッ トワークの構築

施設問のネ ッ トワークを円滑かつ迅速に動かすためには,構 成施設等の学習情報のオンライン

ネ ッ トワークの構築が欠かせない。 このため,現 在,国 では西暦2000年 を 目途に,全 国的な学習
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情報のネッ トワークづくり,全 国的な中核機関づくりが進 められている。様々な分野で構成 され

っつあるネ ットワークを統合 した総合的な学習情報システムの利用が早期 に実現することを期待

したい。その際 他の学習情報関連システム との連携にも配慮が望まれ る。都道府県において

も,国 の補助制度を活用 しながら,情 報ネ ッ トワークの構築が進められている。おおむね,順 調

な整備状況と言えるが,各 都道府県 ・市町村によっては情報を検索できる端末が少ないこと,最

新の情報が入力されていないことなど,学 習者にとって必要な情報が得 られるまでにはなってい

ないところもあり,引 き続 き努力が求め られる。なお,社 会通信教育事業 も,今 日の学習ニーズ

に応 じて,多 様に展開してきてお り,生 涯学習を進 める上で重要な役割を担 うに至っている。 こ

れ らに係 る学習情報についても,情 報ネ ットワークにおいて適切に提供 されることが望まれ る。

(3)情 報化 ・マルチメディア化への対応

学習機会へのアクセスに対する時問的 ・地理的な制約を大幅に緩和させ,よ り質の高い効率的な

学習を可能にするもの として,各 種の学習施設における情報化 ・マルチメディア化への対応に対す

る人々の要請は特に高い。また,個 人の自主的な学習を進 める上での有力な手段 としても,期 待は

大きい。

○情報化による事業の革新

施設においては,事 業の実施や施設の運営に情報関係施設設備を積極的に導入することが必要

になっている。 これに伴って,情 報関係の機器 ・システムのもとでマルチメディアを用いた学習

プログラムを開発するなど新 しい事業の内容 ・方法の革新を図る必要がある。 同時に,職 員の関

係知識 ・技術の習得が迅速 に進む よう研修等の改善を図る必要がある。

○情報提供のマルチメディア化

現在整備が行われつつある生涯学習情報提供 システムは,文 字や数値による案内情報等が中心

である。 しかし,科 学技術の進歩により音声 ・図形 ・画像 ・映像等を効果的に組み合わせたマル

チメディア形態の情報提供が可能になっている。 このため,地 域住民に親 しみやす く利用 しやす

い情報提供を行 うためにも,シ ステムのマルチメデ ィア化を図ることについて検討を行 う必要が

ある。 また,イ ンターネ ッ トな どの情報通信網の発展を視野に入れた先行的な研究開発が求めら

れ る。

(4)学 校教育との連携 ・協力

今 日の学校教育では,自 ら考え,判 断 し,行 動するなど資質 ・能力を重視す る教育が展開されて

いる。 こうした教育を進 めていく上で,自 然環境や 日常生活の中での体験学習が効果的である。社

会教育 ・文化 ・スポーツ施設などが学校 と連携 して,こ うした事業を展開 してい くことが求められ

てお り,そ の連携 ・協力の推進の在 り方や具体的な方向が課題 となっている。

○ 「学校融合」の理念に立った事業展開

従来,学 校教育 と社会教育 との連携 ・協力については,「 学社連携」 とい う言葉が使われてき

た。 これは,学 校教育 と社会教育がそれぞれ独 自の教育機能を発揮 し,相 互に足 りない部分を補

完 しながら協力 しよ うとい うものであった。 しか し,実 際には,学 校教育はここまで,社 会教育

はここまでとい うよ うな仕分けが行われたが,必 要な連携 ・協力は必ず しも十分でなかった。 こ

の反省から,現 在,国 立青年の家,少 年 自然の家においては,学 校がこれ らの青少年教育施設を

効果的に活用することができるよう,「学社融合」を目指 した取組が行われている。
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この学社融合は,学 校教育 と社会教育がそれぞれの役割分担を前提とした上で,そ こか ら一歩

進んで,学 習の場や活動など両者の要素を部分的に重ね合わせなが ら,一 体 となって子供たちの

教育に取 り組んでい こうとい う考え方であ り,学 社連携の最 も進んだ形態 と見ることもできる。

この ような学社融合の理念を実現す るためには,例 えば,学 校が地域の青少年教育施設や図書

館 ・博物館 などの社会教育 ・文化 ・スポーツ施設を効果的に利用することができるよう,そ れぞ

れの施設が,学 校 との連携 ・協力を図 りつつ,学 校教育の中で活用 しやすいプログラムや教材を

開発 し,施 設の特色を活か した事業を積極的に展開してい くことが重要である。 これによって,

学校 だけでは成 し得なかった,よ り豊かな子供たちの教育が可能 になるものと考え られ る。今

後,こ うした学社融合の理念に立った活動を積極的に推進 していくためには,国 としても,必 要

な調査研究や先導的な事業に対す る支援などを行 うことが求められる。

また,学 校 と家庭 ・地域社会 との適切な役割分担と連携を図 りつつ学社融合を円滑に推進 して

いくためには,そ の基盤を整備 してい くことが重要である。学校 と施設問の人事交流の一層の促

進や,学 校教員が青少年教育施設等で体験的な研修 を行 うような機会を拡充することなども検討

され る必要がある。

○学校週五 日制への対応

平成4年9月 か ら実施 されている学校週五日制は,こ れか らの時代に生きる子供たちの望まし

い人問形成 を図るため,学 校,家 庭及び地域社会が一体 となってそれぞれの教育機能を発揮する

中で,子 供 が自ら考え主体的に判断 し,行 動できるカを身に付けるようにしようとす るものであ

る。 この学校週五 日制は子供たちの生活にゆとりを与え,よ り豊かな生活体験 ・活動体験の機会

を豊富にす る契機 となるものであ り,地 域社会における学校外活動充実の拠点 となる社会教育 ・

文化 ・スポーツ施設には大きな期待が寄せ られている。

現在,休 業土曜 日には,全 国各地の青少年の家,少 年自然の家などの青少年教育施設において,

子供たちや親子を対象 としたキャンプ,自 然探索などの事業の実施や青少年団体による活動が活

発に行われている。また,例 えば,公 民館においては体験を通 じたふるさとについての学習やサ

ークル活動が
,図 書館においては子供たちを対象とする読書会が,博 物館 においては科学教室な

どが実施 されている。 さらに,こ れ らの博物館 ・美術館においては,休 業土曜 日の子供の入場料

を無料 としているところも多い。

今後,社 会教育 ・文化 ・スポーツ施設においては,こ れ らの事業の一層の充実を図るとともに,

施設の特色を生か し子供の興味や関心に応 じた新 しいプログラムを開発 ・提供することが求め ら

れる。その際,施 設がそ うした事業を展開するには,地 域の青少年団体や住民のボランテ ィアな

どの積極的な協力を得ることが重要である。 これにより,子 供たちに対 し創意にあふれた多様な

活動の機会の提供が期待 され る。なお,平 成8年 度から文部省が実施す る 「ウィークエン ド・サ

ークル活動推進事業」は
,週 末等において学校施設などの子供たちに身近な場を活用 して様々な

体験活動を展開す るものであ り,こ れ に対する社会教育 ・文化 ・スポーツ施設の連携 ・協力が求

められる。

また,市 町村教育委員会においては,自 ら事業を計画す るほか,施 設や団体の活動に関す る情

報を子供たちや保護者等に迅速かつ適切 に提供することや,施 設や団体等に対 し事業の企画や運

営に助言や支援を行 うなど,格 段の配慮を行 うことが必要である。

○地域 ぐるみの活動の展開

社会教育 ・文化 ・スポーツ施設が学校 と連携 ・協力 していくためには,こ れ らの施設を中心 と
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した地域 ぐるみの活動が展開される必要がある。特に,現 在,学 校週五 日制の実施やいじめ問題

への対応などを契機に,子 供の育成に関 して地域社会の持つ教育機能の充実 ・向上が求められて

いる。 このため,こ れ らの施設においては,子 供たちのためにや りがいのある楽 しい活動機会を

積極的に提供 していくとともに,社 会教育関係団体,ボ ランティアグループなどと協力 して,子

供たちの健全な育成のための適切な事業が行われ るようにいろいろな啓発事業を行 うことも求め

られ る。 これらの活動が円滑 ・的確に行われるよう教育委員会による支援 も必要である。

また,子 供たちが基本的な生活習慣 ・態度等を身に付ける上で,家 庭の果たす役割 は特に大き

い。家庭の教育力の向上のために,社 会教育施設等において,家 庭教育についての学級 ・講座の

実施,親 子で活動する機会の提供,家 族一緒の文化 ・スポーツ活動の機会の提供などの多様な学

習機会の提供や相談事業の充実などの支援が必要である。

こ うした地域 ぐるみの活動が活発に行われるためには,企 業におけるこれ らの活動への支援 も

必要である。 この点については,平 成8年3月 に(社)経 済団体連合会が取 りまとめた 「創造的

な人材の育成に向けて～求められ る教育改革と企業の行動～」においても指摘 されているところ

であるが,労 働時間の短縮,弾 力的な労働時間管理,休 暇取得の促進などの実施,進 学時期の子

供を持つ職員への転勤時期 ・場所等についての配慮な ど,社 会人が地域社会や家庭で活動 ・生活

するためのゆとりをもたらすよ う企業が具体的な対応をとることが求められている。

2組 織運営の活性化

(1)人 的体制の整備

施設の機能が十分に発揮できるかどうかは,事 業の実施や施設の運営管理 を担 う職員体制にかか

わる面が大きい。学芸員,司 書,ア ー トマネージメン ト担当職員,ス ポーツプログラマー等の専門

的職員,あ るいは様 々な分野の指導者等に優秀な人材を得て,機 能 的な業務体制を編成することが

重要である。社会の変化や学習ニーズの多様化の中で常に生起する新たな課題 に迅速かつ的確に対

応できるかどうかは,そ れに対応 し得る能力 と意欲を持 った人材を確保 し,機 能的な組織運 営を行

うことにかかっていると書って も過言ではない。

○専門的職員の確保 ・養成

人的体制の整備のためには,各 施設の事業を 担当す る専門的職員に優秀な人材を確保すること

ともに,研 修により資質の向上を図ることが必要である。その際 特に,地 域住民 との対応にお

いて意思の疎通を円滑,適 正に図ることが求められていることにかんがみ,そ のような観点か ら

の研修 も配慮 され る必要がある。社会教育主事等の専門的職員の養成や研修の充実について,本

審議会社会教育分科審議会の報告(平 成8年4月)を 踏まえ適切な方策が講ぜ られることを期待

したい。

○ボランティアの受入れ

人的体制の整備の上では,施 設職員とともに,施 設業務に対 して協力 ・支援 を行 うボランテ ィ

アも重要な要素となる。ボランテ ィア活動は,施 設 によってその組織運営の活性化に重要である

ばか りでなく,ボ ランテ ィア 自身にとっても,自 己開発 ・自己実現につながる学習の場 として,

学習成果を生かす場 として,あ るいはボランテ ィア相互の啓発 により学習を活性化す るもの とし

て重要である。 こうした点か ら,積 極的にボランティアの受入れを進めることが必要である。そ

の際,社 会教育主事,学 芸員,司 書などの資格を有 しなが ら実際の業務に就いていない者が多数

存在することから,こ うした有資格者の持つ専門的知識やそれぞれの多様 な経験等を活用するこ
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とが有意義である。データベース(人 材バンク)の 創設を行 うなど,国 と関係機関 ・団体等 との

連携 ・協力の下に,ボ ランティアの受入れの推進を図ることが必要である。また,ボ ランテ ィア

の受入れに当たっては,施 設の業務全体の中でボランティアが有効な活動を進められるようにす

るため,先 導的な取組を行っている施設の事例を普及 させた り,あ るいは研究協議 を行った り,

ボランテ ィアや職員の研修を実施 した りす ることも必要である。

(2)利 用者の立場に立 った施設の運営

自発的な意志に基づき自由に行われるべき生涯学習を進めるには,施 設は,施 設の管理者側の都

合ではなく,利 用者の立場に立った事業の実施,施 設の運営に十分配慮す る必要がある。

○アクセスの改善

利用者が社会教育 ・文化 ・スポーツ施設 をできるだけ利用 しやすいように,施 設の開館日 ・開

館時間については,地 域の実情に応 じつつ,可 能な限 り弾力的な扱いをすることが必要である。

また,身 近なところで施設の利用が可能になるよ う,分 館の拡充などが求め られるとともに,施

設問のネ ッ トワー ク化の推進 により,施 設のサー ビスが柔軟 に受け られ るよ うにす る必要 もあ

る。:施設利用の改善を図る上では,施 設内の整備な ど学習環境の充実も大切な課題である。学習

者の特性(子 供,高 齢者,障 害者,外 国人など)に 配慮 した施設設備の整備や事業運営の工夫も

求められる。

○住民参加による運営

施設 の事業の運営に当たっては,施 設の管理者が事業の企画 ・実施を含めて施設の運営全般に

責任 を持って行 うことが当然であるが,施 設や地域の実情に応 じて,地 域住民が事業の企画や運

営に何 らかの関与ができるよ うにすることも考えられ る。例えば,事 業の企画 ・運営 ・広報など

を行 う委員会に委員 として参加 した り,ボ ランテ ィアとして指導のスタッフに加わった りするこ

となどがあろう。 こうした事業運営への住民の参加は,地 域の施設 としてよ り利用者の立場に立

った施設の運営に資するところが大 きい と考えられる。

(3)新 しい学習課題に対する運営の改善

地域住民を取 り巻 く社会環境の急激に変化の中で,新 たな学習課題 も生起 してきてお り,施 設 と

してそ うした課題に対応できるように運営を工夫することが必要になっている。常に新たな需要を

的確に把握 し,新 しい事業展開や運営の改善を図っていくことは,施 設がその組織の活力を維持 し

てい く上にも大切である。

○国際化 ・情報化等への対応

国際化 ・情報化 ・高齢化等の社会の変化への対応や男女共同参画社会の形成など現代的課題 に

関する学習の推進 について,地 域の実情に応 じた積極的な取組が期待 される。

この うち国際化に関 しては,社 会教育 ・文化 ・スポーツ施設において外国の文化の紹介,外 国

人 との交流事業,通 訳な ど国際交流ボランティアの養成,日 本語指導者講座の実施,地 域に居住

する外国人のための情報誌 ・ガイ ドブックの発行など様々な事業が行われてきている。今後 とも

これ らの事業の拡充を図る必要がある。特に,最 近は,個 人やグループによる様々な国際交流の

活動が行われ るよ うになってきてお り,国 際交流に係る関係団体の育成,関 連情報の収集 と提供

な どの充実が求められている。また,マ ルチメディアなどの情報化の進展に伴い,学 校ばか りで

な く広 く社会教育の分野においても,コ ンピュータの操作,通 信 システムの活用など様々な情報
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活用能力の育成に関す る学習機会の提供が求められる。 このほかにも,高 齢化に対応 したライフ

プランづくりや,成 人 ・高齢者の社会参加支援のための学習機会,男 女共同参画に関する意識啓

発のための学習機会の開発や充実を図ることなど多様な学習機会の提供が求め られている。

これ らの事業の展開に当たっては,各 施設 とも職員の資質能力の向上,指 導体制の整備を図る
.

必要がある。それぞれの施設は,こ れ らの課題に関連する首長部局やその機関,学 校等と連携を

図 りながら事業に取 り組むことが求められ る。また,施 設は社会教育団体やその他の関係 団体に

はこれ らの事業に自発的に取 り組むことを奨励 しつつ,こ れ ら団体 と連携 を図ることも重要であ

る。

○学習者への支援

人々の学習形態は学級 ・講座 や講演 会のほか,共 通の学習ニーズで構成 される学習グループ,

図書 ・メディアを活用 した個人学習など多様化が進んできている。社会教育 ・文化 ・スポーツ施

設においては,こ のよ うな学習グループや個人の 自主的な学習活動 を積極的に支援す るととも

に,こ うした学習グループ等の育成に向けた支援 ・協力を行 う必要がある。 自主的な学習への支

援方策として,学 習者の幅広い選択が可能になる多様な内容の提供,学 習相談や助言事業の改善 ・

充実,視 聴覚教育メデ ィアの開発 学習情報提供システムの充実などが検討 され る必要がある。

(4)財 政面での充実

財政面での充実は,活 力 ある施設の運営のための重要な基盤の一つである。質の高い事業を多様

に展開 していくためには,職 員など関係者の創意 ・工夫とともに,必 要な財政的な裏付けの確保が

不可欠である。

○財源の確保

公的な社会教育 ・文化 ・スポーツ施設が,今 後,よ り高度な事業や情報化等に対する新たな機

能の充実等を積極的に推進 してい くためには,ま ず,施 設の設置者が施設の運営体制の充実を図

るとともに,運 営経費な ど財政的な基盤の整備に従来にも増 して努力することが必要である。ま

た,施 設においても,施 設の事業の充実のために自助努力を行 う姿勢が求め られ る。特に,様 々

な財政上の制約の下においては,施 設運営のための独 自の財源を確保することも大切である。社

会教育法においては公民館 の維持運営のため市町村は特別会計や基金 を設けることができる旨規

定 されているところであ り,こ うした既存の仕組みなどを積極的に活用することが期待 される。

また,支 援のための財団が地域 レベルあるいは施設単位に設置できれば,安 定的に事業運営や施

設維持をす ることができる。その際,広 く民間からの資金協力を得ることが望まれ る。そのため

には,例 えば,各 種行事 ・イベン トを開催 し,継 続的に広報を実施するなどして,生 涯学習の重

要性や施設の事業の必要性について民間の関心 と理解を深めるような努力 と工夫が必要である。

また,そ れぞれの施設において も,利 用者の適切な経費負担を含め,施 設の有す る多様な機能

を効果的に活用す るような事業展開に努めることが必要である。そ うした努力や工夫によ りもた

らされる蓄積を当該施設等の財源 に充て地域住民のための事業の充実や施設運営のために活用す

ることにより,財 政基盤 の充実の面のみならず,施 設の組織運営の活性化のためにも極めて大き

な効果を及ぼす ものと考えられる。

○適切な料金設定のもとでの事業展開

現在,公 的な施設においては,そ の公共性 を考慮 し講座等の受講料などは無料 あるいは教材費

などの実費に限ることが一般的である。地域住民のための公共的な利用に供す ることを目的とす
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る本来的な性格か ら,そ のこと自体は今後 とも否定的にとらえるべきことではない。特に,青 少

年の学校外 にお ける多様な学習の場の確保や学校週五 日制の導入な ど新たな課題への積極的な対

応 とい う観点から,学 校が休みの土曜 日に博物館の入場料を子供について無料にする等の取組 も

行われてお り,一 層の拡充が必要になる。 しか し,事 業内容や参加者,地 域における学習機会提

供の状況によっては,適 切な料金設定の下で事業展開の在 り方について検討す ることも必要 と考

えられる。その際,地 域住民の学習ニーズや参加者の特性,あ るいはそれぞれの施設 としての事

業の必要性や優先度,民 間教育事業者など他の学習関連施設の設置状況や事業の実施状況などを

十分考慮す ることが必要である。

20社 会 教 育 主 事,

いて

学芸員及 び司書の養成,研 修等の改善方策につ

平成8年4月24日

生涯学習審議会社会教育分科審議会報告

1審 議経過

生涯学習審議会社会教育分科審議会では,計 画部会を中心に,平 成5年3月 から 「社会教育主事,学

芸員及び司書の養成,研 修等の改善方策について」調査審議を行ってきた。

検討に当たっては,地 域 における生涯学習の一層の推進 と社会の様々な変化への対応 とい う視点か

ら,平 成4年7月 の生涯学習審議会答申 「今後の社会の動向に対応 した生涯学習の振興方策について」

で提示 された,リ カ レン ト教育の推進,ボ ランテ ィア活動の支援 ・推進,青 少年の学校外活動の充実,

現代的課題に関す る学習機会の充実 とい う4つ の当面の課題 も踏まえ,生 涯学習社会における社会教育

を推進する上で重要な役割を担 う社会教育主事,学 芸員及び司書の一層の資質の向上 と専門性の要請を

図るとい う基本的考え方のもとに審議を進めた。

計画部会での審議 とともに,平 成5年12月 か らは,部 会の下に,社 会教育主事,学 芸員及び司書の3

つの専門委員会を設置 し,専 門的な調査審議 を行った。 この間,審 議の参考 とするため,大 学団体及び

関係団体への意見照会 も行った。

本分科審議会は,こ うした審議 を経て,社 会教育主事,学 芸員及び司書の養成,研 修等の改善方策を

とりまとめた。なお,国 庫補助を受ける場合の公立図書館の館長の司書資格及び司書の配置基準等につ

いては,引 き続き計画部会において検討す る。

Ⅱ改善の必要性

所得水準の向上や 自由時間の増大など社会の成熟化に伴 う学習ニーズの増大や,情 報化,国 際化,高

齢化等の社会の急激な変化に伴 う生涯を通 じた学習の必要性の高まりを背景に,「 人々が,生 涯のいつ

でも,自 由に学習機会 を選択 して学ぶ ことができ,そ の成果が適切に評価 されるような生涯学習社会」

(平成4年7月 生涯学習審議会答申より)を 構築す ることが,重 要な課題 となっている。
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このような生涯学習社会の構築のために,人 々の学習活動を援助する社会教育主事,学 芸員,司 書等

の社会指導者の果たす役割はきわめて重要である。

社会教育主事は,社 会教育法に基づき都道府県 ・市町村教育委員会事務局に置かれる社会教育に関す

る専門的職員である。 これからの社会教育主事は,地 域における人々の自由で自主的な学習活動を側面

か ら援助する行政サー ビスの提供者 としての役割に加 え,社 会教育事業 と他分野の関連事業等 との適切

な連携協力を図 り,地 域の生涯学習を推進するコーデ ィネー ター としての役割 を担 うことが一層期待さ

れてお り,そ の養成及び研修の改善 ・充実を図る必要がある。

学芸員は,博 物館法に基づき博物館に置かれている専門的職員である。これか らの博物館は,地 域に

おける生涯学習推進の中核的な拠点 としての機能の充実や,地 域文化の創造 ・継承 ・発展を促進する機

能や様々な情報を発信する機能の向上等により,社 会の進展に的確に対応 し,人 々の知的関心にこたえ

る施設 として一層発展することが期待 されている。学芸員は,多 様な博物館活動の推進のために重要な

役割を担 うものであり,そ の養成及び研修の改善 ・充実を図る必要がある。

司書は,図 書館法に基づ き図書館に置かれる専門的職員である。 これか らの図書館は,地 域における

生涯学習推進の中核的な拠点として,現 代的課題に関する学習の重要性や住民の学習ニーズの高ま りに

こたえて,広 域な情報を提供 し,自 主的な学習を支援する開かれた施設 として一層発展す ることが期待

されている。司書は,幅 広い図書館活動の推進のために重要な役割を担 うものであ り,そ の養成及び研

修の改善 ・充実を図る必要がある。

また,生 涯学習社会にふ さわ しい開かれた資格 とする観点から,幅 広い分野から多様な能力,経 験を

有す る人材が得 られるように,専 門的資質の確保に留意 しつつ,資 格取得の途 を弾力化する必要があ

る。

社会教育主事,学 芸員及び司書二の養成,研 修の改善 ・充実を図る一方で,教 育委員会事務局及び博物

館,図 書館における組織や運営体制を充実 していくことが必要であり,教 育委員会等の積極的な努力が

期待される。併せて,こ れ らの専門的職員の資質向上に対応す る任用や処遇の改善等について,関 係者

の配慮が望まれる。

なお,博 物館,図 書館以外の社会教育施設やその他の生涯学習関連施設において も,そ の事業や施設

運営の充実のため,社 会教育主事,学 芸員,司 書のよ うな社会教育についての専門的知識経験を有する

職員が置かれることが望ま しい。特に,公 民館は,地 域における最も身近な社会教育施設であり,生 涯

学習推進のための地域の拠点 として他の生涯学習関連施設等 との連携の中心的な役割を担 うことが期待

されてお り,社 会教育主事の資格を有する職員の配置など,専 門的知識 ・技術を有する職員体制の整備

が進むことが望まれる。

Ⅲ改善の基本的方向

1養 成内容の改善 ・充実と資格取得方法の弾力化

大学(短 期大学を含む。以下,同 じ。)及 び資格取得講 習における要請内容については,そ れぞれの

業務 を的確に遂行 し得る基礎的な資質を要請する観点から,見 直しを行 う必要がある。特 に,生 涯学

習及び社会教育の本質についての理解は,生 涯学習時代における社会教育指導者 に求められる基本的

な内容であ り,社 会教育主事,学 芸員及び司書の3資 格に共通的な科 目として,「 生涯学習概論」を

新たに設ける。学芸員及び司書については,情 報化等の社会の変化や学習ニーズの多様化,博 物館 ・

図書館の機能 の高度化に対応す る観点から,科 目構成を見直 し,必 要な修得単位数 を増やす。
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大学における社会教育主事の修得単位数は現行通 り24単位以上,学 芸員の修得単位数については現

行の10単 位以上か ら2単 位増や し12単位以上とし,司 書講習における修得単位数は現行の19単 位以上

か ら1単 位増や し20単位以上とする。

社会教育主事及び学芸員については,社 会教育主事講習及び学芸員試験認定の科 目代替の対象 とな

る学習成果 の認定範囲並びに資格取得及び講習受講等の要件 としての実務経験の対象範囲を拡大す

る。 司書については新たに,司 書講習において実務経験等による科 目代替措置を設ける。

2研 修内容の充実 と研修体制の整備

多様化,高 度化す る人 々の学習ニーズ,社 会の変化や新たな課題等に的確 に対応 してい くために

は,現 職研修の内容を充実 し,専 門的な知識 ・技術等の一層の向上を図る必要がある。また,情 報の

活用や高齢化社会の進展などの現代的課題や,ボ ランティア活動 との連携などの新たな課題への対応

な どを含 め,常 に研修内容の見直 しを図 りながら,効 果的な研修の実施に努めることが必要である。

研修方法については,従 来からの講義や実習 ・演習形式の研修に加え,国 内外の大学,社 会教育施

設等への研修 ・研究派遣,大 学院 レベルの リカレン ト教育など,高 度で実践的な研修機会を充実する

必要がある。

現職研修の抜本的な充実のためには,国,都 道府県,市 町村,関 係機関 ・団体等が相互の連携 と役

割分担の下に,研 修体制の整備 を進め,体 系的 ・計画的な研修機会を提供 してい く必要がある。

教育委員会等においては,研 修体制の整備に積極的に取 り組む とともに,研 修への参加の奨励 ・支

援に努めることが望まれる。

3高 度な専門性の評価

今後,社 会教育主事,学 芸員,司 書等の社会教育指導者は,高 度な専門的職業人 として一層の資質

向上を図ることが期待 され る。特に,学 芸員及び司書については,社 会教育施設の専門的職員として

の資質 ・能力 をよ り一層高めてい くために,そ の業績 ・経験等が適切に評価され,そ れが任用や処遇

の面にも反映 され るシステムを作っていくことが重要である。このため,養 成内容の充実や研修体制

の体系的整備を図る中で,高 度で実践的な能力を有す る学芸員及び司書に対 し,そ の専門性を評価す

る名称を付与す る制度を設けることが有意義 と考えられる。

このよ うな制度は,学 芸員 ・司書の資格制度のみな らず博物館 ・図書館制度全体の在 り方 とも関連

す るものであり,そ の具体化のために,国 をはじめ関係機関や関係団体等が連携 しなが ら研究を進め

てい くことを期待 したい。

また,社 会教育主事についても,今 後,職 務内容の高度化等に伴い,そ の専門性 の評価の在 り方が

過大 となっていくことが考えられる。

4幅 広い人事交流等の配慮 と有資格者の積極的活用

社会教育主事,学 芸員,司 書等の社会教育指導者の幅広い人事交流を進めることは,生 涯学習の一

層の推進の上で有意義である。異なる種類の施設 ・機関等や他部局も含めた交流により,業 務運営の

活性化 とともに,そ れぞれの資格を持っ者が実務を通 じて幅広い経験 と視野を得ることが可能 となる。

さらに,今 後 とも,公 民館等の社会教育施設やその他の生涯学習関連施設に社会教育主事等の有資格

者 を積極的に配置 し,そ の専門的な知識や能力を施設運営の充実のために活用することが必要 と考え

られる。 このよ うな人事交流や組織運営体制の充実 とい う課題 とも関連 し,社 会教育主事,学 芸員,
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司書の任用や処遇などについて,教 育委員会等の積極的な配慮が望まれ る。

また,大 学等において資格 を取得 しても,実 際はその職に就いていない人が相当数いる。一 方,そ

の資格取得を通 して得 られた知識や技術を生か して,社 会教育施設等でボランテ ィア として活躍 して

いる人 も増えっつある。こ うした状況を踏 まえ,社 会教育主事党の有資格者の うち希望する者を登録

し,そ の専門的知識 ・経験等の活用を図る 「有資格者データベース(人 材バンク)」 制度等を設 け,

これ ら有資格者の専門的知識 ・能力や幅広い経験等を,地 域の生涯学習 ・社会教育の推進のために活

用することは極めて有意義である。国 と関係機関 ・団体等の連携 ・協力により,そ の早急な整備が期

待 される。

Ⅳ社会教育主事

1改 善の必要性

社会教育主事は,社 会教育法に基づき都道府県及び市町村教育委員会に置かれる社会教育に関す る

専門的職員であり,都 道府県及び市町村の社会教育行政の中核 として,地 域の社会教育行政の企画 ・

実施及び専門的技術的な助雷 と指導に当たることを通 し,人 々の自発的な学習活動を援助する重要な

役割を果たしてきた。

近年,所 得水準の向上や 自由時間の増大など社会の成熟化に伴い,心 の豊かさや生きがいなどを求

めて人々の学習ニーズは増大 し,か つ,多 様化,高 度化 してきている。また,情 報化 ,国 際化,高 齢

化等の進展による社会の急速な変化に伴い,情 報の活用,国 際理解の促進,高 齢化社会への対応等多

くの新 しい学習課題が生 じている。学校週五 日制の導入に伴い,青 少年の学校外における多様な活動

機会の充実も強 く求められている。

現在,生 涯学習社会の構築が,学 校教育,社 会教育はもとより,文 化 ・スポーツ等の各分野にわた

る共通の課題 となってお り,そ のための基礎整備が進展 しつつある。社会教育行政に関 しても,従 来

の固有の枠組みにとどまらず,生 涯学習社会における社会教育の振興 とい う観点からの一層幅広い積

極的な取組みが必要 となっている。

このよ うな状況の中で,社 会教育主事は,地 域 における幅広い人々の自由で自主的な学習活動を側

面か ら援助する行政サー ビスの提供者 としての役割 を果たす ことが,従 来に増 して求められている。

また,社 会教育に関する専門的知識 ・技術を生かし,公 民館等社会教育施設 を中心に行われ る社会教

育:事業 と学校教育,文 化,ス ポーツ,さ らには社会福祉や労働等の様々な分野の関連事業等 との適切

な連携 ・協力を図 り,地 域の生涯学習を推進するコーディネーターとしての役割を担 うことが一層期

待 されている。

このため,人 々の多様な学習ニーズや新たな課題等に対応 し得 る社会教育主事の資質の向上に向

け,社 会教育主事の養成及び研修の一層の改善 ・充実を図る必要がある。また,生 涯学習社会に対応

する観点か ら,社 会教育主事の養成制度を柔軟化 し,様 々な分野から多様な人材 を広 く求めることが

必要である。

なお,社 会教育主事の資格 を有 しなが ら,教 育委員会事務局の社会教育主事 として勤務 していない

人が相当いる。生涯学習推進の観点か ら,公 民館,博 物館,図 書館等の地域の諸施設やその他の生涯

学習関連施設 における事業や地域住民の 自主的な学習活動,さ らには最近活発 となっている民問や企

業等の実施する教育関連事業 ・活動等のために,こ れ らの人々の持つ社会教育に関する知識 ・能力を,

積極的に活用することは有意義であ り,そ のための方策を推進 していくことも重要である。
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2改 善方策

1養成内容の改善 ・充実 と資格取得方法の弾力化

社会教育主事の養成については,社 会の変化に対応する社会教育主事の資質の向上等を図る観点

か ら,昭 和61年 の社会教育審議会先人教育分科会報告 『社会教育主事の養成について』に基づき,

昭和62年 に社会教育主事講習等規程の改正が行われてお り,大 学の養成段階における基本的な科 目

構成及び内容 についての大きな変更は要 しないもの と考える。

しか しなが ら,こ の間,生 涯学習社会の構築が我が国の重要な課題 として広 く認識 されるよ うに

な り,各 教育委員会における生涯学習振興のための組織体制の整備 と施策の積極的推進が必要 とな

っている。 このため,社 会教育主事の養成内容について,幅 広い生涯学習 ・社会教育行政を推進す

る専門家 としての役割を一層発揮できるように見直す必要がある。

また,生 涯学習時代に対応 した広い視野に立った社会教育行政の展開を図るためには,様 々な分

野から多様な知識 ・経験を有する人材 を広 く求めることも有意義である。 このため,社 会教育主事

講習を受講 しやす くするよう実施方法を工夫するとともに,大 学以外の学習成果や様々な実務経験

で培われた:職務遂行能力を積極的に評価することにより,社 会教育主事の資格取得の途を弾力化す

る必要がある。

(1)大 学における養成内容の改善 ・充実

これか らの社会教育主事は,生 涯学習の動向と十分関連を図 りながら,社 会教育の推進に当た

ることが必要であるとともに,人 々の学習ニーズを踏まえつつ学習活動を効果的に援助する能力

の向上も求 められている。このため,生 涯学習の本質や学習情報提供及び学習相談についての理

解を深めることができるように,養 成内容の充実を図る必要がある。

なお,生 涯学習及び社会教育の本質や学習情報提供及び学習相談についての理解は,生 涯学習

時代における社会教育指導者に求められ る基本的内容 として,社 会教育主事のみならず,司 書,

学芸員の養成 においても充実を図るべきもの と考えられる。

以上か ら,大 学における社会教育主事の養成内容を次のように見直すことが適当である。

① 現行の 「社会教育の基礎(社 会教育概論)」(4単 位)を,「 生涯学習概論」(4単 位)に 改め

る。 「生涯学習概論」は,従 来の 「社会教育の基礎(社 会教育概論)」 の内容を根底に置きなが

ら,生 涯学習時代における社会教育指導者養成の基本的内容 として,生 涯学習及び社会教育の

本質について理解 を深めるとともに,学 習者の特性や教育相互の連携について理解を図る内容

とする。

② 「社会教育計画」は,社 会教育の計画 ・立案についての理論 と方法の理解 を図る内容から構

成 されてい るが,特 に,学 習支援能力の向上の観点か ら,学 習情報提供 ・学習相談に係 る実践

的な内容の充実を図る。

③ 総単位数は,現 行 と同じく24単位以上とする。

各科 目の単位数 ・内容等を一覧の形でま とめたのが,別 紙1で ある。(別 紙1省 略)

「生涯学習概論」は,社 会教育主事,学 芸員及び司書の養成における共通的な基礎科 目として

位置づけられるが,幅 広い社会教育行政推進のための中核的役割 を果たす社会教育主事の性格か

ら,社 会教育主事の養成科 目としては4単 位 とす る。なお,そ の内容の取扱いに当たっては,「生

涯学習概論」の他に,例 えば,「社会教育の基礎」のような社会教育の基礎的内容からなる科 目を

設定 し,合 計4単 位以上として実施す るよ うな工夫を行 うことも考えられ る。

各大学においては,先 の成人教育分科審議会報告の趣 旨も改めて踏まえ,幅 広い視野 と実践的
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能力を備えた社会教育主事の養成のために,教 育内容全体の充実に引き続き努力 していくことが

望まれる。

(2)養 成を行っている大学の連携 ・協力の推進

現在,社 会教育主事の養成を行っている大学は130ほ どあるが,今 後,こ れ らの大学の連携 ・協

力により,社 会教育主事養成に関する情報交換 ・交流が活発化 し,養 成内容の一層の充実が図ら

れることが期待 される。

(3)講 習における養成内容の改善 ・充実及び講習実施上の配慮

社会教育主事講習における養成内容についても大学における養成内容 と同様 の見直 しを図る。

社会教育主事講習は,現 在,国 立教育会館社会教育研修所及び20近 い国立大学が文部大臣の委

嘱を受け実施 しているが,実 施大学によって,講 習内容や方法にかな りの相違が見られるとの指

摘もある。各大学においては,教 育委員会の要望なども踏まえ,講 習の一層効果的な実施 と内容

の充実に努めるとともに,特 に,関 係機関等の協力を得て,実 践的な内容を充実することが期待

される。国立教育会館社会教育研修所が,標 準的な講習カ リキュラム案 を作成 し,各 大学におけ

る講習の企画や実施上の参考とすることも有意義 と考えられる。

また,社 会教育主事講習に参加 しやすくなるように,各 実施機関において,受 講期間の分割,

修得単位の累積による講習修了など,現 行で も可能 となっている運用上の工夫を行い,受 講者の

要望に積極的に対応することが望まれる。今後は,社 会教育主事の養成者数の推移や地域的バラ

ンス等も考慮 し,必 要に応 じて委嘱先を増やす ことも考 えられる。

(4)講 習の科 目代替措置 としての学習成果の認定範囲の拡大

社会教育主事の講習科 目については,大 学において修得 した科 目による代替措置が制度上認め

られている。 しか しながら,実 際には,講 習実施期間においては,受 講者か らの科 目代替希望を

認めない場合がほとん どであ り,こ の制度の趣 旨が生かされていない。

生涯学習社会にふ さわ しい資格制度 とする観点か ら,今 後は,科 目代替措置の適用対象と認め

られる受講者の希望に各実施機関が適切 に対応する必要がある。また,専 門的資質の確保に留意

しつつ,大 学以外における学習成果について も,社 会教育主事資格取得のための専門的知識 ・技

術の習得 として評価 し得るものについては,こ の科 目代替措置を積極的に活用できるよ うにする

ことが適当である。

新たに講習科目に相当するものとして認定すべき学習成果 として,次 のようなものが考えられ

る。

ア 国立教育会館社会教育研究所や国立社会教育施設 における研修の うち相 当と考え られる学習

イ 地方公共団体が実施する研修の うち担当と考えられる学習

ウ 学芸員,司 書等の資格取得のための試験 ・講習における科 目合格 ・履修

エ専門学校での相当科 目の修得

オ 文部大臣認定の技能審査の うち相 当と考えられる学習

カ文部大臣認定の社会通信教育での相 当と考えられる学習

キ 大学公開講座での相当と考えられ る学習

なお,講 習科 目の代替に当たって,そ の学習内容 ・程度等に基づいた適切 な取扱いが講習実施

機関によ り行われ るように,国 において一定の基準を示す必要がある。

(5)資 格取得及び講習受講の要件 としての実務経験の対象範囲の拡大

社会教育主事の資格取得及び講習受講の要件 として,一 定の実務経験が必要 とされる場合があ
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るが,現 在は,教 育委員会等において社会教育に関係す る事務 に従事する職員の職や学校教育法

第1条 に規定する学校 の職員の職などに限定されている。

生涯学習時代における広い視野に立った社会教育行政の展開が求められていることに対応 し,

今後は,現 在認 められている実務経験以外にも,社 会教育主事の職務遂行の上で意義があると考

え られ る実務経験を積極的に評価 していくことが適当である。

新たに評価すべき実務経験 として,次 のようなものが考えられる。なお,そ の際必要 とされる

経験年数については,社 会教育主事の講習科 目を修得 した短期大学卒業者が社会教育主事資格を

取得するまでに3年 以上の実務経験が必要 とされていることを考慮 し,原 則 として,3年 以上 と

す ることが適 当である。

① 社会教育に関係のある職

ア 教育委員会 ・首長部局等における生涯学習(文 化 ・スポーツを含む)に 関する職務に従事

す る職

イ 介護福祉士,社 会福祉士,勤 労青少年ホーム指導員,勤 労者家庭支援施設指導員等の社会

福祉等に関する職

ウ 社会教育関係団体の事業の企画 ・実施に当たる専門的職員

工 学芸員,司 書その他の社会教育施設職員

オ 公民館等において事業の企画 ・実施を担当す る非常勤職員又はボランティア

カ 民聞生涯学習関連事業所において事業の企画 ・実施 に当たる専門的職員

② 教育に関する職

ア 学校の助手,教 頭,養 護助教諭

イ 専修学校の校長及び教員

なお,上 記の実務経験の評価に関 しては,適 切な取扱いが図 られるように,国 において一定の

基準を示す必要がある。

2研 修内容の充実 と研修体制の整備

社会教育主事が,多 様化,高 度化する人々の学習ニーズや社会の変化に的確に対応できるように

していくために,現 職研修を充実 し,専 門的な指導力や企画 ・調整能力など社会教育主事 として必

要な資質の一層の向上を図る必要がある。

現在,国 レベル(文 部省及び国立教育会館社会教育研究所,国 立社会教育施設),都 道府県 レベ

ル,市 町村 レベルにおいて,研 修が行われているが,全 体 として見た場合,必 ず しも体系的なもの

とはなっていない。今後は,相 互の連携の下に,体 系的 ・計画的な研修機会を提供できるよ う研修

体制を整備 してい くことが重要な課題となっている。

また,各 教育委員会においては,社 会教育主事の資質の向上のため,社 会教育主事が積極的に各

種の研修 に参加できるよう,奨 励 ・支援することが期待 され る。

(1)研 修 内容及び方法

社会教育主事の研修機会 として,初 任者,中 墜職員,管 理職な ど経験や職階に応 じた研修の充

実 とともに,生 涯学習社会の進展,男 女共同参画社会の形成,情 報化,国 際化,高 齢化等の社会

の変化に伴 う新たな学習課題に対応す るための課題別研修や,学 習ニーズの高度化,専 門化に対

応す るための専門別研修など,社 会教育主事の職務遂行の上で有効な研修内容が提供 される必要

がある。
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このため,国 立教育会館社会教育研修所においては,標 準的な研修 カリキュラムや教材の開

発 ・普及等を行 うこと,ま た,国 立教育研究所においては,生 涯学習全般にわたる学習内容 ・方

法等の研究の一環 として,社 会教育主事を含む社会教育関係職員等の研修に関する基礎的かつ実

際的な研究を行 うことを通 し,研 修内容の充実を支援することが期待 される。 国は,こ れ らの内

容等を都道府県等に示すことなどにより,研 修の充実を促進 していく必要がある。

研修の方法 としては,従 来から行われている講義や実習 ・演習形式の研修に加え,国 立教育会

館社会教育研修所,国 内外の大学,社 会教育施設等への研修 ・研究派遣な ど,高 度で実践的な研

修機会を充実 していく必要がある。また,大 学院等関係機関による科 目等履修生制度等も活用 し

たリカレン ト教育も望まれ る。

(2)研 修体制の整備

国 レベル,都 道府県 レベル,市 町村 レベルの各段階で実施 されている研修の有機的連携 を図

り,体 系的 ・計画的に社会教育主事の研修機会を提供 していくため,そ れぞれの役割分担の下に,

研修体制の整備 を図っていく必要がある。

国 レベルでは,各 都道府県における管理的 ・指導的立場の社会教育主事を対象に,課 、題別 ・専

門別研修のうち高度なものを行 うとともに,都 道府県,市 町村あるいは社会教育施設が行 う研修

を支援するため,都 道府県 レベルの研修を担当できる指導者の育成,社 会教育主事の活動に関連

す る情報の収集 ・提供,標 準的な研修プログラムの開発 ・普及などを行 う必要がある。特に,国

立教育会館社会教育研修所においては,社 会教育に関する専門的 ・技術的研修 を実施す る中核機

関として,生 涯学習推進センター等の都道府県 レベルの研修実施機関 とのネ ッ トワー ク形成や,

地方公共団体における研修内容のデータベース化を進めるなど,そ のナショナルセンター機能 を

一層強化することが望まれ る
。また,国 立オ リンピック記念青少年総合センターや国立婦人教育

会館等の国立社会教育施設において,対 象別の専門的な研修を行 うことも有意義である。

都道府県においては,各 都道府県内の初任 ・中堅の社会教育主事を対象に課題別 ・専門別研修

の うち基礎的なもの,地 域の課題に関する研修,経 験年数別の実務研修等を行 うとともに,市 町

村あるいは社会教育施設が行 う研修を支援するため,市 町村 レベルの研修 を担当できる指導者の

育成,関 連す る情報の収集 ・提供を行 う必要がある。

また,市 町村においては,各 市町村内の初任 ・中堅の社会教育主事を対象に,経 験年数に応 じ

た実務研修を行 う必要がある。複数の市町村が,都 道府県の支援を受けて協力 して研修 を実施す

ることも考えられる。

各地方公共団体において,社 会教育主事の研修への参加 を促進するとともに,社 会教育主事の

研修歴や専門的能力を適切 に評価 し,そ の処遇等について配慮することが望まれ る。

社会教育主事の研修体系についての考え方を整理 したものが,別 紙7で ある。(別 紙7略)

なお,研 修 のうち適当なものについては,社 会教育主事,学 芸員及び司書の共通の研修機会 と

することにより,相 互の理解や交流等を深めることも有意義である。また,公 民館 の主事や青少

年教育施設の専門的職員など研修機会の得にくい社会教育関係職員の資質の向上のために,こ れ

らの研修を活用することも望まれる。

3幅 広い人事交流等の配慮と有資格者の積極的活用

生涯学習の一層の推進 を図るために,社 会教育主事は,従 来の社会教育行政の枠を越 えた地域の

生涯学習の企画 ・実施や調整にも積極的な役割を果たしてい くことが期待 されている。教育委員会
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事務局 と社会教育施設や学校,首 長部局等との間の幅広い人事交流を進めることにより,実 務を通

じて従来以上に幅広い視野を実務を通 じて拡げるとい う効果 ももたらされる。公民館の主事等の社

会教育施設の職員や教育委員会以外の生涯学習関連部局の職員についても,施 設の運営の充実を図

る観点から,社 会教育主事の資格を有する者 を積極的に任用 し,そ の専門的な指導力や企画 ・調整

能力な どの活用を図ることが望まれ る。

また,大 学等において社会教育主事 となる資格を取得 してもその職には就いていない人が地域に

は相当いる。生涯学習を推進す る観点から,社 会教育主事の有資格者の持つ社会教育に関する知

識 ・能力や経験等が,地 域の生涯学習 ・社会教育の活動の充実のために幅広 く生かされることは極

めて有意義である。

このため,社 会教育主事有資格者 のうち希望者を,都 道府県等の生涯学習推進センターや国立教

育会館社会教育研修所に登録 し,公 民館その他の社会教育施設 における活動の指導者や住民の自主

的な活動の助言者などとして活用を図る 「社会教育主事有資格者データベース(人 材バンク)」制度

等を創設することが考えられ る。その際,都 道府県 ・市町村等における情報収集 ・提供体制の整備

とともに,教 育委員会 と首長部局 との円滑な連携が図られ ることが重要である。こうした制度は,

民間の教育事業や企業等の学習関連部門において必要とする専門的な人材の確保 ・供給 といった面

からも,今 後必要性が増大す ることが考 えられる。国と関係機関,地 方公共団体等の連携 ・協力に

より,そ の早急な整備が進め られることを期待する。

2121世 紀 を展望 した我が国の教育の在 り方について(抄)

平成8年7月19日

中央教育審議会第一次答申

第3章 これか らの地域社会における教育の在り方

(2)地 域社会における教育の条件整備と充実方策

② 地域社会における教育の具体的な充実方策

学校週5日 制の実施 を契機に,各 地で地域社会における子供たちの活動を推進するための様々

な取組が進め られているが,今 後,さ らにその充実を図るため,活 動の場の充実,機 会の充実や

指導者の養成な どについて,幾 つか具体的な方策を提言 したい。これ らの諸方策が,各 地でそれ

ぞれの地域の特色を生かして活発に実施 されることを期待するものである。

(a)活 動の場の充実

(遊び場の確保〉
かん

成長過程にある子供たちにとって 「遊び」は,自 主性や社会性の涵養,他 人への思いや りの心

の育成などに資するものであり,調 和の とれた人間形成を図る上で極めて重要な役割を担ってい

る。都市部だけでなく,豊 かな自然環境が残 されている農村部においても,テ レビを見た り,テ
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レビゲームをす るなど室内で遊ぶことが多くなっている今 日,子 供たちの 「遊び」の持つ教育的

意義を改めて再認識 し,自 然や空地を利用 したわんぱく広場や冒険広場,公 共施設や民間施設 に

おいて遊び場やたま り場などをできるだけ多 く用意 し,子 供たちが自由に楽 しく遊ぶ ことができ

るような環境を整えることを強 く望むものである。 また,そ の際には,遊 び場マップやたま り場

マ ップを作成,配 布す ることなどにより,子 供たちが手軽にそ うした場を利用できる環境 を整え

ていくことが必要であることも併せて指摘 しておきたい。なお,家 庭においても,遊 びの持つ積

極的な意義を再認識することを望んでおきたい。

(学校施設の活用)

現在,休 業土曜 日には,青 少年教育施設や公民館などを使って,子 供たちの文化 ・スポーツ活

動がイベ ン ト的に行われている。 しか し,子 供たちが,遊 びやスポーツ,音 楽,美 術,工 作,あ

るいは科学の実験,読 書,英 会話,コ ンビュータなど,本 人の希望に応 じた様 々な活動を豊富に

体験することができるよ うにするためには,子 供たちにとって最 も身近で,か つ,使 いやす く造

られている学校施設をもっと活用 していく必要がある。いわゆる学校開放は,か なり進んできて

いるものの,そ の多 くは運動場や体育館の開放であ り,開 放時間や開放 日数 も限られている。今

後は,学 校図書館や特別教室も含め,学 校の施設を…層開放 し,様 々な活動を行 っていく必要が

ある。その際,親 や地域のボランティア参加による活動などは,子 供たちの活動を豊かにするた

めにも大いに推奨 したい。

なお,学 校開放について,土 曜日や 閏曜 日等についても実態として学校長に施設管理の責任が

ある場合もあり,こ のため,こ れが進まない との指摘もある。今後は,本 来は学校開放時の管理

責任が教育委員会にあることを踏 まえ,例 えば,教 育委員会は,管 理責任を教育委員会に移すな

どして,管 理運営体制の整備 と責任の明確化を図るとともに,開 放される学校施設が有効に活用

され るよう指導員を委嘱するなどの工夫により,学 校開放の一層の充実に努めてほしい。

(社会教育 ・文化施設の整備充実 と新たな事業展開)

公民館,図 書館,博 物館,青 少年教育施設,美 術館等,様 々な社会教育 ・文化施設の整備が各

地で進められてきている。 もちろん,い まだ十分であるとは言えず,今 後もさらに積極的に整備

に取 り組む必要があるが,そ の際,特 に利用者の視点に立った整備 ・充実の重要性 を指摘してお

きたい。 これ らの施設が,子 供たちのそれぞれの興味や関心に応 じた主体的な学習の場 として,

子供たちにとって気軽に利用できるとい うことが大切である。 このことは,こ れ らの施設の運営

等についても同様で,子 供たちのニーズを踏まえ,子 供たちが行 くことを楽 しみにするような施

設運営や参加型 ・体験型の事業を行っていくことが重要である。

そのために,例 えば,公 民館や生涯学習センター,青 少年教育施設な どにおいては,今 後,工

作教室や昔遊び教室,史 跡めぐりなど子供 ・親子向けの事業や講座を充実 した り,各 種学習サー

クル活動などを活発に行 うことが望まれる。

また,読 書は人格形成に大きな役割を果たすものであ り,図 書館においては,読 書活動の一層

の促進 を図るため,蔵 書の充実のほか,子 供への読書案内や読書相談,子 供のための読書会など

の事業の充実などにもっと努めてい く必要がある。

博物館,動 物園,植 物園,水 族館 などにおいては,動 植物の観察 や天体観測,化 石の収集な ど

それぞれの地域性や専門性 を生か した体験型の講座や教室の充実,美 術館や文化会館などにおい
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ては,芸 術の鑑賞,コ ンサー ト,絵 画 ・彫刻 ・演劇等の実技講座な どの子供 ・親子向けの事業の

充実な どが必要 と考える。

また,科 学や技術に対する子供たちの知的好奇心を高めるため,大 学や研究所,企 業などの協

力 を得て科学教室を実施 した り,科 学博物館な ども,子 供たちが五感を通 じて体験することがで

きるよ うな学習の場 として整備 してい く必要がある。

(新た なスポー ツ環境の創造)

子供 たちが地域 のス ポー ツ活動 に親 しみ,ス ポーツ活動 を通 じ,「 体」の面だけでな く,社 会 的

な規 範 を守 る精神や 思 いや りの心 な どをは ぐくむ ことは,子 供 た ちが知 ・徳 ・体のバ ランスの と

れ た成 長 してい く上で,極 めて有効 であ る。 そのためには,子 供た ちが主体的,継 続的 にスポー

ツ等 の多様 な活動 を楽 しめ るよ うに,ス ポー ツ活動 を行 う場で ある地域 のスポー ツ施設 の整備 充

実 を図 る とともに,そ の運 営 ・利用 のネ ッ トワー ク化 を進 めて い く必 要が ある。

また,こ れ らの施設 には,今 後,単 にスポーツをす る場の提供 だけでな く,優 れ た指 導者 によ

る,少 年 スポー ツ教室,親 子ス ポー ツ教室等 の多様 で魅 力 あるプ ログラムの積極的 な提供 が望 ま

れ る。 この こ とは,ス ポー ツを通 じて,異 世代 間の コ ミュニ ケー シ ョンを活発 にす る とい う意味

で も,極 めて意義 が ある と考 え られ る。

さらに,今 後 は,子 供 た ちが異年齢 の人 々 と交流 し,適 切 な リー ダーか ら指導 を受 け られ るよ

うなス ポー ツ活 動の拠 点や,こ れ を支 える広域的 なスポー ツセ ン ター等 を広 く普及 させ,新 たな

スポー ツ環 境を創 造 してい くことが必要 と考 える。

(b)活 動の機会の充実

(地域 ぐるみの活動の推進)

これ までにも指摘 したように,都 市化 ・過疎化の進行や地域社会の連帯感の希薄化な どから,

地縁的な地域社会の教育力の低下が指摘される中で,今 日,地 域社会の教育力の再生を促す こと

が極めて重要なことになっている。

このため,地 域の大人たちが率先 してあいさつ運動,環 境浄化活動,交 通安全活動,防 災活動

な どの地域 ぐるみの啓発活動に取 り組むことを大いに推奨 したい。また,こ れらの活動を振興 し

ていく上でも,地 域社会のアイデンテ ィティーを確立していくことが重要であ り,各 地域に残 る

年 中行事や祭 り,伝 統芸能の継承 ・復活な どを図っていくことは大変に意義のあることと考え

る。行政 も,こ うした活動への支援を積極的に行っていってほしい。地域を挙げてのこ うした取

組は,今 日深刻化 しているい じめの問題の解決にも資す るもの と考えられ る。

(ボランティア活動の推進)

近年,我 が国でもボランティア活動への関心が急速な高ま りを見せている。参加者は増加 し,

活動分野 も,福 祉の領域のみならず,街 づ くり,国 際協力,環 境保護など幅広い分野にわたって

いる。ボランテ ィア活動への参加は,そ れぞれの自発性に基づ くものであるだけに,こ うした活

動に参加することによって,高 齢者 をいたわる気持ちを培い,自 分たちの街づ くりを通 して身近

な社会にかかわることの大切 さを学ぶことなどの教育的意義は極めて大きい。 さきの阪神 ・淡路

大震災では多数の若者が救助活動に参加 し,被 害を受けた人々をいたわることや街を復興すると

い うことの重要性を強く実感 したが,こ の体験は,極 めて貴重なものと言わなければな らない。
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このようなボランティア活動の持つ意義を考えると,他 者の存在を意識 し,コ ミュニテ ィーの

一員であることを自覚 し,お 互いが支え合 う社会の仕組みを考える中で自己を形成 し,実 際の活

動を通 じて自己実現を図ってい くなど,青 少年期におけるボランティア体験の教育的意義は特に

大きい。子供たちの社会性の不足が指摘 される今 日,体 験的な学習としてのボランテ ィア活動に

青少年が気軽 に参加できる機会を提供す ることは急務 であると考える。

子供たちが,学 校や地域社会でのそれぞれの役割に即 した活動を通 して,ボ ランテ ィア活動を

経験 し,将 来,ボ ランティア活動を自然に行っていく契機 としていってほしい。そ して,「 ボラン

ティア活動は特別なことでなく,自 分 自身にとって身近なこと,必 要なこと,大 切なこと,だ れ

にでも日常的にできることである」 とい う認識が社会全体に広がることが望まれ る。

このため,行 政においては,ボ ランティア活動を実際に体験 した り,活 動の理念や必要な知識 ・

技術等について学習する機会を様々な形で提供することが必要である。様々な民間団体な どが,

ボランティア活動の機会を積極的に提供することも期待 したい。学校も,そ の実態に応 じてボラ

ンティア活動に取 り組むことを望みたい。その一つ として,例 えば,PTAや 地域の様々な民間

団体 と手を結んで,子 供たちのためにボランティア活動の機会を作っていくような試み もあって

よいと考える。また,ボ ランテ ィア活動全般が広 く展開される環境を作るため,ボ ランテ ィア活

動を求める側のニーズとボランティアの活動意欲を効果的に結びつけることができるよう,情 報

提供や コーディネーターの養成などボランティア活動に取 り組みやすく,か つ,続 けていきやす

い条件整備 を図ってい くことが急がれる。

(交流活動の推進)

今 日の子供たちは,物 質的な豊かさや便利 さなど,恵 まれた環境で育っている反面,様 々な人々

との交流が不足 し,そ のことが,子 供たちの人間関係を希薄化 させていると言われている。

このような現状を改善するため,社 会教育 ・文化 ・スポーツ施設や青少年団体等が中心 となっ

て,都 市部と過疎地域,農 村 と漁村な ど異なる地域間の交流,乳 幼児や老人な ど異なる世代間の

交流,障 害者 との交流,国 際交流など,様 々な人々との多様な交流を積極的に推進す る必要があ

る。

また,希 薄化 している今 目の子供たちの人間関係の改善や 自活力の向上を図るため,一 定期間

地域の身近な施設か ら学校に通学す る 「合宿通学」などの実施も考えられてよいであろ う。

(自然体験活動の推進)

子供たちに,自 然の中における様々な生活体験や 自然体験などの機会が不足 している現状を考

えると,農 作業体験,野 外活動や環境保護活動な ど,子 供たちに豊かな自然に触れ させ,自 然に

対する理解や愛情を育てるような子供 ・親子向けの事業を充実 させ ることは,今 日極めて重要な

ことである。

活動の場 としては,も ちろん,身 近な目常生活圏での自然体験や生活体験 も重要であるが,日

常生活圏を離れての活動 も子供たちに是非体験 させたいものである。特に,多 感 な子供時代に豊

かな自然の中で長期間過 ごす体験は極めて有意義 と考え られる。そこで,長 期休業期間中など

に,少 年 自然の家などの青少年教育施設やホームステイを利用 して,子 供たちにそ うした機会を

与えることを提唱 したい。

また,キ ャンプ,オ リエンテー リング,ホ ステ リング等の自然に触れ親 しむアウ トドアスポー
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ツの機会も,子 供たちの体験活動 として提供 したい。

行政は,こ うした体験活動を奨励す る施策に積極的に取 り組んでほしい。

(c)青 少年団体等の活動の振興

子供たちが,自 らの興味 ・関心に基づ き,自 主的 ・主体的に様々な活動を行 うことは極めて

意義のあることである。 このような子供たちの活動を支え,促 していくのが青少年団体 ・スポ

ーツ団体である。

青少年団体の活動は,子 供たちに,各 種の集団活動を通 じて,社 会性,協 調性や積極性など

を養お うとす るものであり,ス ポーツ団体の活動は,ス ポーツを通 じて心身 ともに健やかな青

少年の育成に大きく寄与 している。一人一人の子供たちに[生 きるカ]を しっか りとはぐくん

でいこ うとす るとき,こ れ らの団体の活動の役割はますます重要性 を増 している。行政は,こ

れ らの団体の魅力ある活動の情報提供や啓発活動を通 じて,で きるだけ多 くの子供たちの参加

を促進す るほか,指 導者 の育成,有 意義な活動に対する各種の支援など,青 少年団体やスポー

ツ団体の活動の一層の振興に努めていく必要がある。

(d)指 導者の養成と確保

子供たちの地域社会における活動を充実するためには,地 域社会や施設で子供たちの指導に

当たった り,地 域社会の人々の 自主的な取組を支援する者が養成 ・確保 されなければな らない。

子供たちの地域社会 における活動が,子 供たち自身が自主的 ・自発的に参加するものであると

考えると,そ の指導者は,専 門的な知識や指導技術に加え,青 少年に慕われ,親 しめるような

優れた人間性 を備 えることが求められ る。

現在,地 域社会における活動の推進に携わる者 としては,都 道府県や市町村の社会教育主事

や社会教育指導員,体 育指導委員,施 設の専門的職員(青 少年教育施設の専門職員,公 民館の

主 事,図 書館の司書,博 物館の学芸員,文 化会館のアー トマネージメン ト担当職員な ど),青

少年団体やスポーツ団体の指導者 ・育成者などがいる。

しか し,こ れ らの指導者については,そ の数においても,ま た研修や学習の機会についても
かなめ

極めて少ないのが実態である。例えば,地 域社会における活動を含む社会教育全体の 要 となる

社会教育主事についてみても,い まだに社会教育主事が設置 されていない市町村があるなど,

地域社会 における教育を支える基盤 は必ず しも十分なもの とは言えない。

今後,子 供たちの地域社会における活動を充実させ るため,こ れ らの指導者 に優れた人材 を

確保するとともに,そ の資質の向上を図るための施策を一層充実 させることが必要である。

(e)情 報提供の充実

子供たちが様々な活動な参加 しようとしても,あ るいは施設等を利用 して学習 しようとして

も,そ うした学習情報がなければ子供たちは参加できない。子供たちに様々な活動に参加す る

ことを促す上で,ど のような活動が,い つ,ど こで行われているか等の具体的な情報を的確か

つ効果的に提供する仕組みを整備す ることが必要である。

このため,市 町村教育委員会が中心となって地域社会における活動に関する各種の情報をデ

ー タベース化す るとともに
,学 校や関係機関などとの情報通信ネ ットワークを形成 して,子 供

たちに情報を十分に提供する体制を整備することが急がれ る。
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その際は,社 会教育 ・文化 ・・スポーツ施設や関係機 関,民 間団体,地 域のグループなどが実

施する個々の活動の場所や内容,プ ログラムな どに関する情報だけでなく,指 導者やボランテ

ィアなど,地 域社会における活動を支援す る人材に関する情報 も積極的に提供することが重要

である。

また,市 町村教育委員会やPTAが 地域社会における活動に関する情報資料を作成 し,随 時子供

や家庭に配布するほか,地 域社会における活動に関す る相談コーナー,情 報 コーナーの開設等

による情報の提供や相談の実施 も効果的 と考える。

(f)「 第4の 領域」の育成

地域社会における教育力の低下が指摘される中にあって,従 来の地縁的な活動か ら園的指向

的な活動へと人々が参加意欲を移 しつつある傾向が うかがえる。 このよ うな状況を踏まえ,こ

れからの地域社会における教育は,同 じ目的や興味 ・関心に応 じて,大 人たちを結びつけ,そ

うした活動の中で子供たちを育てていくとい う,従 来の学校 ・家庭 ・地縁的な地域社会 とは違

う 「第4の 領域」 とも言 うべきものを育成 していくことを提唱したい。

例えば,青 少年団体では,地 縁的なものよ りも,最 近ではむしろスポーツやキャンプ,ボ ラ

ンティアといった 目的指向的なものの方が人気が高い と言われているが,こ れな ど,こ こでい

う 「第4の 領域」の一つの例 と言えよう。また,臼 常生活圏を離れて,豊 かな自然の中で青年

の家,少 年 自然の家な どの青少年教育施設を活用 した活動や,民 間教育事業者などが提供する

体験学習のプログラムを利用 した活動 も,「 第4の 領域」の例 と考え られ,今 後ニーズが高ま

ってい くものと考え られる。

行政 としては,こ うした状況を踏まえつつ,目 的指向的な様々な団体 ・サークルの育成や,

日常生活圏を離れた広域的な活動の場や機会の充実,効 果的な情報提供活動,民 間教育事業者

との連携な どを通 じて,「 第4の 領域」の育成に積極的に取 り組んでいってほしい。

22教 育行政機関 と民間教育事業者 との連携の促進について(報 告)

平成10年3,月26日

教育行政機関 と民間教育事業者 との連携方策に関する調査研究協力者会議

は じめに

生涯学習行政のキーワー ドは,「 連携」,「情報」,「企画」であると言われ る。特に,各 地域において生

涯学習の推進の中核 となるべき教育委員会等の教育行政機 関にとって様々な民間教育事業者 との「連携」

は,生 涯学習に関する 「情報」を幅広 く収集 ・提供 し,住 民のニーズに応える優れた施策 ・事業を 「企

画」 していくために不可欠なものとなってきている。

一方
,教 育行政機関と民間教育事業者のそれぞれが,お 互いの事業や特色についての 「情報」を持ち,

双方が進んで協力 し合える優れた 「企画」を立てることな しには,本 当の意味での 「連携」は成立 しな

い。
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教育行政機 関と民間教育事業者 との連携については,生 涯学習体系への移行を提言 した臨時教育審議

会の4次 にわたる答 申以来,中 央教育審議会や生涯学習審議会の答申等においても,そ の必要性が重ね

て指摘 されてきた。

実際にも,先 進的な地域では,既 にそれぞれの特色に応 じ,工 夫を凝 らした連携 ・協力の実践が進み・

大きな成果をあげつっある。しか しなが ら,生 涯学習 ・社会教育行政担当者が民間教育事業者 との連携 ・

協力を進 める方法や手順について不慣れであった り,理 解が不足 していた りということもあって,連 携

が進まない地域 もまたかな り多い。

今後,住 民の多様なニーズに応え得 る学習環境を整備するためには,教 育行政機関と民間教育事業者

との連携 を一層密接 なものとしていく必要がある。

本調査研究協力者会議は,こ のような現状認識の下,今 後,教 育行政機関と民間教育事業者 との相互

の連携を積極的に進 めてい くため,そ の連携の在 り方及び具体的に連携方策について調査研究す ること

を目的 とし,平 成8年7月 に発足 した。

会議では,教 育行:政機関 と民間教育事業者 との連携に係 る実態調査に加 え関係教育行政機関か らヒア

リングも実施 しなが ら,教 育行政機関と民間教育機関との連携の必要性 と連携を進める際の具体的な手

順,方 法等について合計10回 の審議を重ね,こ こに報告をとりまとめた。

(注1)教 育行政機 関

この調査研究報告書において,「 教育行政機関」 とは,

① 都道府県及び市町村 の教育委員会

② 都道府県及び市町村で教育委員会以外の生涯学習担当部局

③ 生涯学習センター,公 民館等それ らの設置す る施設

を指 している。

(注2)民 間教育事業者

従来,「 民間教育事業者」とは,

① 住民 を対象 とす る学級 ・講座等を開講す るカルチャーセンター,外 国語学校,ス イ ミングクラ

ブ,フ ィッ トネスクラブや社会通信教育事業者等,教 育事業を主たる目的とす る事業者

の意味で用いられる場合が多かった。

しかし,こ の調査研究報告書においては,① を中心 としつつも,

② 茶道,華 道や ピアノなどを教授す る個人事業者

③ 書店,楽 器店,CDシ ョップ,ス ポーツ用品店等の教育 ・文化 ・スポーツ等学習活動に関連する

業務 を主たる目的 としている事業者

さらに,

④ 地域貢献 企業のイメージアップ,そ の他の理由により,そ の事業者の主たる業務ではないが,

教育 ・文化 ・スポーツ等学習に関連する事業 ・イベン ト等の取組を行 う全ての事業者

までを含む幅広い ものを対象 としている。

これは,今 後の生涯学習の振興において,こ れ らの幅広い事業者 との連携が有益かつ必要であると

考えるか らである。
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1生 涯学習をめぐる動向と連携の実態

(1)人 々の学 習需要の 多様化

総理府 の 「生涯学習 に関す る世論調査」(平 成4年)に よれば,

① 過去1年 程 度の間 に学習 を実施 した成人 の比 率は,昭 和63年9月 の40.1%か ら平成4年2月 に

は47.6%と,着 実 に増加 してい る。

② 今 後 学 習 してみ た い学 習 内容 と して は,「 趣 味 的 な もの 」(58.2%),「 健 康 ・ス ポー ツ」

(53.7%),「 家庭 生活 に役 立つ技 能」(22.5%),「 教養 的 な もの」(21。2%),「 職 業上 必要 な知

識 ・技能」(19.6%)な ど,人 々の学習需 要は多様 とな ってい る。

③ 生涯学習 の方法 としては,「 地域 のサ ー クル ・グルー プ活動」(51.5%),「 公 民館 の講 座 ・教室」

(33.2%),「 本等 によ り自分一 人で」(26.1%),「 カルチ ャーセ ンター な ど民間 の講座や 教 室」

(21.4%),「 職場 の研修 会等」(16。6%),「 先生 につい て学ぶ 」(!2.1%),な ど,個 人 ・グル ープ

で行 うもの,公 的 な教 育行 政機 関の提 供す る ものに加 えて,カ ル チャーセ ンター や個人事業 者等

民間教育事 業者 に よる学 習の機会 を望んで いる者 もか な りの割 合にのぼ ってい る。

(2)民 間教育事業の活発化

近年,都 市部を中心に,民 間による教育 ・文化 ・スポーツ事業が盛んになってきてお り,カ ルチ

ャーセンターや社会通信教育事業者は,民 間の柔軟な発想による多様で創意 にあふれ る学習の機会

を提供 している。

平成8年 度社会教育調査によれば,カ ルチャーセンターにおける学級 ・講座実施件数及び受講者

数は,平 成元年度の5万5千 件(137万5千 人)か ら,平 成7年 度には8万6千 件(155万9千 人)

と大きく増加 している。

また,社 会通信教育について も,(社)日 本通信教育振興協会の加盟団体が開講 している講座数

は,平 成元年の537講 座か ら平成9年 には999講 座 と増加 してきている。

このほか,茶 道,華 道の教授や ピアノの指導な どの個人事業者や,書 店,楽 器店,CDシ ョップ,

スポーツ用品店,さ らには,地 域貢献等の観点か ら学習に関連す る様々な事業を行 う企業等まで含

めれば,地 域による程度の違いはあるものの,民 間教育事業者は住氏の多様な生涯学習活動を支え

る上で極 めて大きな役割 を果たしている。

(3)教 育行政機関と民間教育事業者 との連携の実態

教育行政機 関と民間教育事業者 との連携に係 る実態調査の結果によれば,「 都道府県の生涯学習

審議会の答申や生涯学習振興計画等に,民 間教育事業 者 との連携 ・協力することを明記 している」

都道府県は9割 を越えるが,「 生涯学習フェスティバル等の普及・啓発事業等における連携を実施 し

ている」都道府県や,「 学習情報提供,学 習相談活動において民間教育事業者 に係 る情報提供 を行っ

ている」都道府県は半数に満たない。

また,平 成8年 度社会調査によれば,教 育委員会及び公民館が実施 した学級 ・講座の うち民間教

育事業者に業務委託 して実施 した件数の学級 ・講座総数に占める割合は,い ずれ も1%に 満たな

い。

これ らか ら,民 間教育事業者 との連携の必要性 についてはほとん どの教育行政機関が認識 してい

るものの,日 常的,具 体的な連携はまだまだ不十分であ り,特 に業務委託等については,先 進的な
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事例が見 られ る程度であることがわかる。

2教 育行政機関と民間教育事業者との連携についての考え方

(1)連 携の意義

① 連携の効果

一般に,異 質な者 同士の連携 は,同 質な者同士のそれ よりもお互いの考え方等を理解す ること

な どの点で困難が伴 うが,そ の分,連 携が成功 した際の効果は大きいと書われる。

教育行政機 関と民間教育事業者 とは正に異質な存在であ り,そ れぞれお互いに相手方にはない

特色を有 している。 したがって,両 者が有する施設,設 備,人 材,情 報 ノウハ ウ等の特色を生

かし,補 い合いなが ら組み合わせていくことにより,1足 す1が2で はなく,3以 上の効果を得

ることができる。

実際,実 態調査及び本調査研究協力者会議のヒア リングにおいても,連 携事業を実施 している

都道府県等は,民 間教育事業者 と連携することにより,

○互いに情報交換 を行 うことによ り,多 角的な住民の学習ニーズの把握等ができ,優 れた事業の

企画に役立つ。

○事業内容が充実 し,住 民の多様な学習ニーズに応えることができる。

○様々な広報媒体を利用 して,広 く住民に事業を周知できる。

○行政 と民間教育事業者の学習情報を体系的 ・総合的に収集整理することにより,住 民に提供 し

うる学習情報が豊富になる。

などの多 くの効果があることを指摘 している。

なお,こ れ らの連携の効果は,学 習者の立場から,学 習環境がどれだけ整備 されたかとい う尺

度で判定 してい くことが重要である。

② 行財政改革 と連携

近年,行 財政改革が推進 される中で,行 政をス リム化 し,「 自己責任」を原則 とす る社会へ と変

革 してい くことが求め られている。

これまで,行 政,と りわけ社会教育行政は,と もすれば行政主導の意識が強いために,住 民に

対するサー ビスを全て行政で行お うとしがちであった。 しかし,ま すます増大 ・多様化する住民

の学習ニーズの全てに行政のみで応えていくことは到底不可能であるし,ま た,税 金の使い方 と

して も適当ではないと考えられる。

本当に重要なのは,行 政が提供する事業量の確保ではなく,民 間教育事業者を含 めた学習環境

全体の中で,住 民の生涯学習を支援す るサー ビスを向上 させ,住 民の満足度を上げてい くことで

ある。

そのためには,教 育行政機関は,ま ず行政のみが住民サービスを行 うといった考え方を改め,

様々な生涯学習関係機関のコーディネーター として,民 間教育事業者 との連携 を進 めていくこと

こそが生涯学習行政の中心的な役割であることを理解 していく必要がある。

いずれにせ よ,行 財政改革の中,今 まで と同じや り方を続 けていくのみでは,サ ービスの向上

はおろかその維持す らできないのは明らかである。 このような厳 しい時代だからこそ,教 育行政

機関は絶えず民間教育事業者 との連携その他の工夫を積極的に模索 していく必要がある。
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(2)教 育行政機関と民間教育事業者の役割分担

教育行政機関と民間教育事業者の連携を進める前提 として,両 者の役割を明確にすべきであると

の指摘がある。確かに,両 者が同 じような内容の教室,講 座 を行っている例 も見 られ,教 育行政機

関の講座は無料又は低廉な場合が多いので,一 部では民業の圧迫であるとい う批判 も受けている。

各地域における住民のニーズや民間教育事業者の実態が異なるため,教 育行政機関と民間教育事

業者 との役割分担を全国一律に明確化することは困難であるが,そ れぞれの教育行政機 関において

は,地 域の実情を踏まえて,生 涯学習を振興するための行政の役割,民 間の役割,住 民(学 習者)

の役割 を明確にしていく必要がある。

具体的には,教 室,講 座の実施等の学習機会の提供については,国,地 方 ともに行財政改革が大

きな課題 となっていることをも踏 まえれば,「 民間でできるものは民間に委ねる」とい うことが原則

となろ う。

教育行政機関自らが企画 ・運鴬する学習機会は,学 習の内容や対象等に照らして,政 策上必要性

が高いにもかかわらず,採 算性等の面から民間での実施が期待できないようなものに重点をおいて

い くべきである。例えば,人 権問題や環境問題,男 女共同参画社会の形成な ど社会的な観点か らも

広 く学習活動を促 していく必要のある現代的課題をテーマにする学習機会や,障 害者等特別な配慮

が必要な者 を対象 とする学習機会は,民 間に委ねているのみでは十分に提供 され ないことも考えら

れる。 このような場合には,必 要 とされる学習機会については,行 政が自ら企画 ・運営してい く必

要があろ う。

また,住 民の側も,教 室 ・講座の受講者 とい う受け身の立場のみでなく,学 習団体 ・グループを

組織 し,自 主的 ・積極的な学習活動を進めることが望まれる。 これらの活動が円滑 ・適切に実施 さ

れるよ う助言等を行 うことは,教 育行政機関の重要な役割 として期待される。

なお,民 間教育事業者が単独では実施できない場合にも,公 立生涯学習施設の運営委託等に見ら

れるよ うに,行 政が民間教育事業者 と連携 し,そ の活力を導入す ることにより,効 果的 ・効率的に

事業を実施できる場合 もある。

いずれに しても,具 体の学習機会に関 して,教 育行政機関の提供に適す るか,民 間教育事業者の

提供に適す るか,業 務委託等の官民連携による提供に適す るか,ま た,行 政が関与する場合には,

その受講料をどのような水準に設定す るか等については,各 地方公共団体における個別の判断であ

る。また,そ の判断は,民 間教育事業者によって提供 され る学習機会の内容 ・量等を含 め,そ の地

域の実情に応 じ,住 民の意向を十分に踏まえたものとしていかなければならない。

そのためにも,各 地方公共団体においては,教 育行政機関と民間教育事業者 との情報交換会等を

定期的に行い,学 習機会提供における相互の役割分担についても意見交換す ることが重要である。

また,行 政の実施する施策の範囲等についての考 え方を公表 し,住 民の意見を聴 くな ど住民の政策

形成過程への参画に努めていくことが望まれる。

なお,住 民に対する学習情報提供や学習相談活動は,個 々の学習機会の提供 とは異なり,あ る程

度体系的 ・総合的に行 う必要があることか ら,民 間教育事業者の実施する教室 ・講座等を含めて,

教育行政機関が中心となって,民 間教育事業者 と連携 ・協力 しつつ行 うことが適当である。

(3)民 間教育事業者との連携に係 る誤解の解消

実態調査において,都 道府県等に対 し,民 間教育事業者 と連携 を行っていない理由や連携す る場

合の問題点を聴取 した ところ,「 営利事業の支援につなが る」(都 道府県の36.2%,市 の38.1%),
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「特定の民間教育事業者を援助することになる」(都 道府県の40.4%,市 の38.2%)と いった点であ

げ られた。

しか しなが ら,民 間教育事業者が多様な生涯学習活動を支える上で極めて大きな役割を果た して

い る現在,住 民の生涯学習の振興 と民間教育事業者の発展 とはいわば表裏一体のもの となってい

る。住民の学習環境の向上につながる民間教育事業者(=営 利 事業)の 発展は,生 涯学習の振興の

観点か らも望ましいことである。

したがって,民 間教育事業者 との連携が結果的に民間教育事業者 に一定のメ リッ トを与えること

となっても,そ れが住民の生涯学習の振興に寄与するものであれば,問 題はない。

なお,特 定の事業者のみを特別に優遇す ることは,行 政の在 り方 として許 されないことであ り,

連携事業の実施に当たっては,公 平 ・適切な手続き等を定めるとともに,必 要に応 じそれ らの情報

を公開す る等の方法により,行 政の信頼を確保することが重要である。

したがって,「 住民の生涯学習の振興にとって有益であること」,「公平・適切な手続き等を経てい

ること」,の2つ の条件 さえ満た しているのであれば,教 育行政機関は,民 間教育事業者 との連携を

積極的に進 めるべきである。

以上のとお り,こ れ らの問題点はいずれも連携を行 うに当たっての行政側の努力 と工夫により解

消 していくべ きものであり,こ れが原因で連携できないとい うのはいわば教育行政機関側の誤解で

ある。 したがって,こ れを理 由に連携それ 自体に対 して消極的な姿勢 をとることは適切ではない。

なお,こ れ に関連 して,社 会教育 と民間営利事業 との関係についての誤解を解いておきたい。

社会教育法では,社 会教育の実施主体について何 ら制限はしていない。 したがって,「 社会教育」

には民間の法人や企業が実施す る教育活動 も含まれているものであるが,一 部に 「営利 を目的 とし

ているものは社会教育ではない。」 と主張する意見もある。

また,社 会教育法第23条 第1項 第1号 で,公 民館が行ってはならないこととして 「もっぱら営利

を目的 として事業を行い,特 定の営利事業に公民館の名称を利用 させその他営利事業を援助するこ

と」が規程 されていることから,民 間教育事:業者 と関係を有す ること自体が法律で禁止されている

と理解 されている場合があるようである。

教育関係者等のこれ らの誤解 を解 くため,文 部省は,平 成7年9月,生 涯学習局長通知 「社会教

育法における民間営利社会教育事業 者に関する解釈について」において,広 島県教育委員会教育長

からの照会に答えることにより,

ア 社会教育法第2条 の 「社会教育」には,民 間の事業者の行 う組織的な教育活動も含まれること。

イ 社会教育法第23法 第1項 第1号 で公民館が禁止されている 「営利事業を援助すること」につい

ては,「 特定の営利事業者に対 し,公 民館の使用について特に便宜を図 り,も って当該事業者に利

益を与え,そ の営業を助けること」であるとい う解釈を示 している。

この 「営利事業を援助す ること」について更に具体的に述べれば,特 定の事業者に対 し,公 民館

の使用回数,使 用時間,事 業者の選定等に関す る優遇,一 般 に比 して社会通念上極めて安い使用料

の設定等事業者に対 し特に便宜を図 り,も って当該事業者に利益を与え,そ の営業を助けるような

ことである。

つま り,社 会教育法の解釈か らしても,こ のような特定事業者に便宜を図るような場合を除き,

民間教育 事業者への公民館施設の使用許可は可能である。
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3具 体的な連携方策

教育行政機関の関係者か ら,「連携 したい と思 うが,具 体的なや り方がよくわからない」とい う話を聞

くことがある。 ここでは,今 後の連携のための参考 となるよ う,具 体的な連携の形態 を示す とともに連

携のための手順や民間教育事業者への働きかけの方法等について述べることとする。

(1)連 携の形態

① 連絡協議

都道府県の生涯学習審議会等の組織に民間教育 事業関係者が参加する事例は増加 してきてお り,

自治体の作成する生涯学習推進プラン等に民間教育事業者 との連携の推進等 を盛 り込む例 も多く

なっている。

さらに,実 務 レベルにおいて相互の理解を促進 していくためには,各 地域 において教育行政機

関の職員 と民間教育事業者等による 「連絡協議会」を設けて,定 期的に協議や情報交換を行って

いくことが必要である。

また,教 育行政機関 と民間教育事業者の職員の資質の向上を図るとともに,相 互の密接な交流

を進 めるため,両 者の生涯学習関係事業の担当者の合同研修を行 うことなども考えられる。

その際 連絡協議等を,以 下に述べるような具体的な連携事業へ と結びつけていくためにも,

お互いに相手方への要望 ・意見等を率直に述べ,活 発な討論が行われ るよう運営方法を工夫して

いくことが望まれる。

【事 例】東京における生涯学習関連機関の交流集会

・東京都及び市区町村の生涯学習行政 ・施設の担当者,カ ルチャーセンター等の民間教育事業

者の関係者,大 学 ・専修学校 ・各種学校の生涯学習担当者等の参加を得て,年 に1回 交流集

会を実施。

・主催は関係者により構成 され る 「生涯学習関連機関交流連絡会」であ り,世 話人会を設けて

運営 している。

・内容は,講 演 と3つ の分科会,懇 親会であり,率 直な意見交換等が行われている。

② 学習情報提供

ア パンフレット等による学習情報提供

施設,指 導者,学 習機会等の学習情報の提供は,生 涯学習センター等教育行政機 関の主たる

役割 として期待 されているところである。

現在,営 利的活動に資す るとい う理由か ら,生 涯学習セ ンター,公 民館等の情報 コーナーに

民間教育事業者のパンフ レッ ト等を置かない取扱いをしている教育行政機 関もある。 しか し,

住民は官民の区別なく幅広い学習情報を求めているところであり,こ のような住民のニーズに

応えていくためには,民 間教育事業者の情報 も積極的かつ幅広 く公平に収集 し,学 習希望者か

らの求めに応 じて提供できるように していく必要がある。

また,住 民の生活圏の拡大等の状況を踏まえ,近 隣の市町村の情報 についても,収 集 ・提供

していくことが望まれ る。
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【事 例】 大阪府立文化情報センター

・大阪市北区中之島の民間オフィスビルの中に開設 したセンターであり,財 団法人大阪府文化

振興財団が管理運営を受託 している。

・センターでは,情 報誌等の民間情報を積極的に受け入れ,府 民に提供 してお り,提 供 した学

習情報の約60%が 民間情報である。

青森県民教育事業者協会 「学遊 トピアあおもり」

・15のカルチャーセンター等によ り構成 され る青森県民間教育事業者協会が,生 涯学習ガイ ド

ブ ック 「学遊 トピアあお もり」を作成 し,販 売 している。

・ガイ ドブ ックは,あ おもり県民カレッジに参加 している事業を全て掲載 してお り,民 間教育

事業者 により提供 される教室 ・講座 のみでなく,教 育委員会 ・公民館の講座 も含まれてい

る。

岐阜 県川 島町情 報誌 「こころのプ ロムナ ー ドL&1」

・川 島町 ほん の家(町 立図書館)に て情報誌 「こころのプ ロムナー ドL&1」(月 刊)を 発行 し,

登録者 に年500円 で頒布。

・内容 は ,近 隣の市 町村 の公,私 立美術館,博 物館の展示情報,市 民会館 の コンサー ト情報等

を,新 聞切 り抜 きや ポス ター等 か ら収集。

イ コンピュータシステム等を利用 した学習情報提供

幅広 く多様な学習情報を迅速 ・的確に提供するため,都 道府県と市町村等が連携 ・協力 し,

コンピュータ等を利用 した学習情報提供システムの開発 ・運用が進 められている。

この中で,民 間教育事業者の情報については,① 行政の開発 ・運用するシステムの中に営利

性 を持つ民間教育事業者の情報を含 めて提供することが不適当である,② 民間教育事業者の情

報 に関 して問題が生 じた場合に行政が責任 を問われるのではないか,と いった懸念に加 えて,

③ システム管理者である教育行政機 関自らが多量で広範な民間教育事業者の情報を一元的に

収集 ・整理 しデー タベースに入力することは困難であるとい う問題点もあり,実 際に民間教育

事業者の情報 を取 り入れている例は少ない。

しかしながら,こ れ らのコンピュー タシステム等の整備の目的は学習者の自主的な学習活動

を支援することである。学習者は公共 ・民間を問わず幅広い学習情報 を求めていることか ら,

これ らのシステムの開発 ・運用に当たっては,民 間教育事業者の情報も含めて取 り扱っていく

ことが望ましい。

また,提 供 した情報 に関する責任の所在については,情 報提供の際に必ず画面に明記する

等,利 用者に明 らかに してお くことが重要である。

さらに,今 後は,民 間教育事業者等が自ら行 う情報提供 との連携や,民 間教育事業者の端末

機 から直接情報を入力 ・更新できるよ うな仕組みを設けるなど,運 用上の工夫を行 うことによ

り,最 新の民間情報がコンピュータシステムにより提供できるように してい くことが望まれる。

【事 例】神奈川県生涯学習情報システム「PLANETか ながわ」

・神奈川県生涯学習情報センターが運営 しているシステムであ り
,民 間の大学 ・短期大学,専
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修学校,各 種学校,カ ル チ ャー セン ター の教 室 ・講 座の情報 も収集 してお り,イ ンターネ ッ

トを通 じて検 索す るこ とがで きる。

・情報収集 につ いては発生源入 力 を原 則 としてお り
,カ ル チ ャーセ ンター等 の情 報 につ いて は

各事業者 か らイ ンター ネ ッ トを通 じて直接 オ ン ライ ン入力 が可能 な他,フ ロ ッピー での提供

も受 けてい る。

③ 民間(企 業)の 協力を得た事業

教育行政機関が行 う学習機会の提供や生涯学習に関する啓発 ・普及事業において,民 間教育事

業者 と連携 して事業を行 うことは,住 民に提供する学習機会を充実させ,多 様な学習需要に応 え

るために有効な手段である。

この連携の形態としては,例 えば次のようなものがある。

ア 教育行政機関の実施する講座な ど学習機会提供事業における民間教育事業者 との協力

・講師,講 演者など人材面での協力を民間教育事業者か ら受ける。

・教材や機器の提供を民間教育事業者から受ける。

・教室 ・講座 を民間教育事業者の施設を借 りて実施する
。

【事例】新潟県新発田市生涯学習センター 「もしもピアノが弾けたな ら」

・㈱ヤマハ とわた じん楽器(楽 器店)と 連携 し,成 人の初心者向けのピアノ教室を実施。

・楽器店からはピアノの貸 出を受 ける(有 料)と ともに,講 師を紹介 してもらっている。

・受講料でピアノ借料,講 師料等の費用を全て賄っている。

静岡県教育 委員 会 「ふ じの くにゆ うゆ うクラブ」 開設 事業

・休業土曜 日に実施 してい る児童 生徒 向 けの遊び を通 した体験活動等 の事業 の一部 につい て
,

㈱ エ ンチ ョーの協力 を得 て,「 創 る楽 しさDIY」 と題 す る工作教室 を開設。

・企業か らは ,講 師の派遣,ノ ウハ ウ ・会場 の提 供等 を受 けてい る。

イ 教育行政機関の実施する生涯学習フェスティバルな ど生涯学習に関する普及活動における協

力

・展示会への出展などへの民間教育事業者の参画

・事業の企画 ・運営に係 る協力

・広報宣伝活動などにおける協力

陣 例】北海道生涯学習フェスティバル

・平成7年 度全国生涯学習フェスティバル(札 幌市で実施)の 翌年から
,年1回(平 成8年 度

旭川市,平 成9年 度函館市)「 北海道生涯学習フェスティバル」を実施。

・全国生涯学習フェスティバル と同様に,民 間企業等からの出展を含む生涯学習見本市を行っ

ている。
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④ 公立生涯学習施設の運営委託等

ア 講座等の委託

民間教育事業者の教室 ・講座等の企画 ・実施能力に着 目して,教 育行政機関か らカルチャー

セ ンター等 に対 して,教 育 ・講座の実施を委託す る取組がい くつか見られ るようになってきて

いる。

公的施設 を使用す ることにより,カ ルチャーセンター等の民間教育事業者が提供す る多様な

プログラムが比較的安価で住民に提供できること,住 民への広報 ・情報提供が円滑に行えるこ

となど,民 間教育事業者に とっても,住 民にとってもメリッ トが大きい連携方法であ り,行 政

のス リム化にも資す るもの と考え られる。

各教育行政機 関においては,先 行事例等を参考に,受 託業者の決定に当たって入札等の公平 ・

公正な方法を とる等委託のルールづ くりを進め,積 極的にその導入を検討することが望まれる。

【事 例】 東京都荒川 区町屋文化センター

・㈱読売 ・日本テ レビ文化センターに委託 して40～50の カルチャー講座 を実施。公共施設 を使

用す る分講習料は廉価になっている。

・講座 の企画,チ ラシ等の作成,受 講生の受付その他の講座の運営は同社が行 う。

・委託者は,受 講料等を徴収 した上で,受 講料等相当額を委託料として同社に支払 う。同社は

講座の運営に係 る費用を負担するほか,教 室使用料等を支払っている。

東京都千代田区 「子 ども体験教室」

・小 ・中学生を対象 とする 「子 ども体験教室」の運営を,野 外活動等を専門的に企画 ・実施す

る民間企業である㈱ ノッツに委託 して実施。

・㈱ ノッツは,教 室の企画,指 導者 ・会場の選定その他の事業運営を担 当。

・千代 田区は,事 業の経費を負担するほか,広 報,受 付業務を実施。

イ 第3セ クターによる事業実施

行政の100%出 資により財団法人等を設立 し,生 涯学習関連施設の運営や教室 ・講座 を委託 し

て実施 してい く例は,全 国的に多 く見 られる。 これ らは,行 政が直轄で行 うよりも弾力的に事

業運営ができる等のメ リッ トがあるが,大 抵の場合,職 員の多くは行政からの派遣や行政職員

のOBが 務 めるな ど,民 間の発想,ノ ウハ ウを生か した事業実施がなされているとは言い難い。

そこで,民 間の発想,ノ ウハ ウを十分に生か していくためには,ま だ稀にしか見 られない と

ころであるが,行 政 と民間 との共同出資による第3セ クターをっ くり,そ こで教室 ・講座等を

実施 してい くことが有益であると考えられる。

【事 例 】山形県天童市市民プラザ

・天童市市民プラザの管理運営を,第3セ クターである㈱スポーツクラブ天道に委託 し,同 社

は様々な文化 ・スポーツ教室 ・講座を実施。

・講座の企画,チ ラシ等の作成,受 講生の受付その他の講座の運営は同社が行 う。受講料等 も

同社が徴収 し,講 師謝金等に充当している。

・天童市は,市 民プラザの管理運営に係 る人件費,事 務費等を委託料として同社に支払っている。
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福 岡県宗像市宗像文化 サー クル

・公 共施設で ある宗像 ユ リックスを会 場に ,第3セ クター であ る㈱西 日本新 聞TNC宗 像文 化

サー クル が,様 々な文化 ・スポー ツ教室 ・講座 を実施。

・会員 制 を とってお り,宗 像市以外 の者 も入会,受 講す る ことがで きる。

ウ 民間教育事業者への公民館の貸出

実態調査によると,体 育館や文化会館等のスポーツ ・文化施設の民間教育事業者への貸出は

一般的に行われているものの
,公 民館の貸出は進んでいない。

一方で,民 間教育事業者の教育行政機関に対す る要望の中では,「 行政の所管する施設 をも

っと開放 してほしい」とするものが多 く見られる。

前述のとお り,平 成7年9月 の生涯学習局長通知 「社会教育法における民間営利社会教育事

業者 に関する解釈について」において,公 民館の民間教育事業者への貸出が認められることは

既 に明確になっている。

民間教育事業者への貸出は,単 に事業者の要望に応えるだけでなく,公 民館に多様な学習メ

ニューが用意 され ることにより,住 民のニーズに応えられ ることともなる。また,民 間教育事

業者の学習プログラムや運営方法等を参考にしてい くことは,公 民館の活動の活性化につなが

ることも期待 される。

今後,教 育行政機 関は公民館施設の民間教育事業者への使用許可をより積極的に進めるべ

きである。

【事 例】青森県十和田市東公民館 「民間教育事業者による講座」

・公民館が,民 間の講師か らの講座開設申請を受けて,教 室の使用許可を行 うことにより,「民

間教育事業者による講座 」を開設 している。

・民間の講師は,受 講者の募集,受 講料の徴収等講座の運営を行 うとともに,公 民館の使用料

を支払 う。

・公民館は,講 座一覧を作成 し,「生涯学習広報」,「市広報」等で全体的な広報を行 っている。

⑤ その他

以上のほか,民 間教育事業者 の企画 ・実施する講座 に行政が協力するなど,各 地域の特色を

生かした斬新なアイデアによる連携形態が生まれてくることが望まれる。

【事例 】NHK青 森文化セ ン ター 「ふ る さと町村 め ぐ り」講座

・NHK青 森文化セ ンターの主催 に よ り,月1回 程度,青 森県 内の町村 をバ スで訪 問す る講座 を実

施。

・訪 問先の町村 が町村 内の巡 回 コー スを設 定す る とともに ,役 場 の職 員が名 勝 ・施 設等 を案 内 ・

説 明す る。

(2)連 携のための手順 ・方法等

これまで民間教育事業者 との連携の事例をあげてきたが,連 携事業等は直ちにできるわけではな

く準備や手順が必要 とされる。そこで連携 を成功 させ るための働 きかけの方法な どその手順につい
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て述べることとする。

なお,教 育行政機 関が具体的に連携を進めるに当たっては,各 地域の実情を踏まえ,学 習者であ

る住民のニーズに沿ったものとするよう留意 してい く必要がある。

① 教育行政機関の職員の意識改革

民間教育事業者 との連携を成功 させる第一歩は,教 育行政機関側が民間教育事業者をイ コール

パー トナー,す なわち同等の立場で相談 ・折衝 しあう相手方 として考えることである。

生涯学習事業における行政 と民間との関係は,法 律に基づ く許認可のよ うに行政側に一定の権

限があるものではない。 しか し,行 政職員の中には民間教育事業者に対 して,行 政が指導す ると

いった意識 ・態度で接す る場合があると指摘 される。このよ うな意識が残っている間は連携は う

まくいかない。

当た り前のことであるが,教 育行政機関側か ら依頼する場合には民間教育事業者 を訪問して説

明す る意識を持つ ことから連携はスター トす るのである。

② 民間教育事業者 との連携窓口の設定

民間教育事業者が教育行政機関との連携を進めようとす る際に,行 政のどの窓口に相談 した ら

よいかわか らない場合がある。また,い わゆる 「たらい回し」をされ,結 局相談することす らで

きなかった といった事例 も指摘 される。

この ようなことのないよう,教 育行政機関においては民間教育事業者 との連携窓口を定めて,

広 く民間教育事業者に広報 してい く必要がある。連携窓口においては,民 間教育事業者からの相

談を統一的に受け付 け,他 に適切な担 当部局がある場合にはそちらに紹介す るとともに,担 当部

局が定ま らないような場合には自ら詳細に相談に応ずる 「スイーパー」 としての役割を果たす こ

とが期待 され る。

③ 情報の収集

民間教育事業者の情報,つ ま り,ど のような組織,ノ ウハウ等を持っているのか,ど のような

事業 を実施 しているのか,さ らにどのような ものを求めているのかを把握す ることは,連 携を進

めるためには不可欠なことである。

教育行政機関においては,民 間教育事業者 との連携窓口が中心 となって,高 くアンテナを掲げ

て,連 携の種 となるような情報 を収集 ・整理 していく必要がある。

また,様 々な機会を捉えて民間教育事業者 と面談し,直 接に行政に対す るニーズ等を把握す る

よう努めることが必要である。

生涯学習フェスティバル等の啓発事業や,[子 どもと話そ う]全 国キャンペーン等,教 育行政機

関か ら民間教育事業者 に参加 ・協力を呼びかける場合があるが,こ れ らを情報収集のきっかけと

していくことも有効な方法である。

④ 連携の企画の提案

教育行政機関が連携事業等を企画す る場合には,ま ず,そ の連携が住民の生涯学習の振興に寄

与するように工夫 していくこととなる。 しか し,民 間教育事業者には,教 育行政機関 と連携 しな

ければな らない絶対的な理由があるわけではないので,住 民や教育行政機関側のメリットを説明
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するのみでは民間教育事業者 を動かす ことはできない。

したがって,連 携事業を行政か ら提案する場合には,住 民 ・行政のメリッ トのみでな く,民 間

教育事業者の側にも事業の活性化,広 報 イメージアッ プその他においてメリットがあるよ うな

連携事業の企画を立て,そ れ を相手に伝え,理 解 してもらうことが必要である。

そのためには,民 間教育事業者に関す る情報 を的確に分析 し,従 来にない新 しい発想 ・企画 を

し,企 画を民間教育事業者側に説明 ・表現 してい く能力 ・ノウハ ウが必要 となる。

⑤ 連携事業の実施と反省

以上のような手続 を経て事業を実施 した場合には,次 の連携への参考とするためにも,常 にそ

の成果を評価 ・反省 し,連 携に至る手続などまで含めて事業の報告をとりま とめてお く必要があ

る。

これ らの報告 ・記録 により,連 携のノウハ ウ等を蓄積するとともに,新 たに生涯学習行政を担

当することとなった者に継承 し,継 続的 ・安定的に連携事業を実施 してい くことが重要である。

4関 係 者へ の期待

本調査研究協力者会議では,以 上のとお り教育行政機関と民間教育事業者 との連携に関して,そ の課

題や連携を促進するための方策について検討 してきた。

最後に,教 育行政機関と民間教育事業者の連携が進み,人 々の生涯学習が さらに充実す るよう,今 後

の課題等について関係者への期待を述べて結び としたい。

(1)国 へ

① 全国の教育行政機関への呼びかけ

地方分権の時代において,国 の役割は補助金等の支出等による援助ではなく,全 国的な方針の

提示や各地域か らの相談に応 じ,必 要な情報を提供す ることに重点を移 してきている。

民間教育事業者 との 「連携」の推進は,ま さに今後の生涯学習行政の方向性 を示すものである。

文部省は,本 報告の趣旨を生か して,全 国の教育行政機関に対 して,民 間教育事業者 との連携 の

必要性,効 果,具 体的方策 ・手順等について周知徹底するとともに,民 間との連携の進め方や問

題点等について,全 国の都道府県 ・市町村か らの相談に応ずる体制を整備すべきである。

② 連携に関する事例集の作成 ・配布

民問教育事業者 との連携は,一 定の制度に基づ くものではないことか ら,全 国の教育行政機関

の 「事例集」に対するニーズは極めて大きい。

文部省は,様 々は連携形態について,さ らに具体的かつ詳細な内容や効果に関して調査を実施

し,連 携 の成功例,失 敗例,連 携の障害 となったもの,学 習者側の反応な どを含む全国的な連携

の事例を収集 ・整理 した事例集 を作成 し,そ れを広 く関係者に提供 してい くことが必要である。

③ 全国 レベルでの連携の一層の推進

文部省 では,平 成6年 か ら民間教育事業者の全国団体等により組織される 「民間営利社会教育

事業者団体等事務連絡協議会」(民 事協)を 組織 し,定 期的に情報交換を行 ってきているところで
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あ るが,今 後,民 事協独 自の事業 を実施 す るな ど,そ の活動 を一層活性化す る ことが望 まれ る。

例 えば,第10回 を迎 え る全国生涯学習 フ ェステ ィバル にお いて,民 間 との連携 等 をテー マ とす

る企 画等 の 充実 を呼び かけてい くこ とな どが考 え られ る。

④ 生涯学習を振興する特定地域構想の推進

生涯学習振興法に基づ く地域生涯学習振興基本構想は,都 道府県が民間教育事業者等 との連携

の下,特 定の地区において様々な民間教育事業者の一層の活用を図ることにより,そ の地区を中

心 とした広範囲の地域 における生涯学習の振興を図ろ うとするものであ り,平 成8年4月 に広島

県の作成 した構想が承認 されたところである。

しか し,こ の法律に基づ く基本構想 は規模等の面か ら大都市以外では取 り組みにくい面もあ

る。そこで,よ り小規模な地域においても,住 民の学習活動の振興 と通 じた地域コミュニティの

再構築や地域振興を促進す ることができるよう,特 定の地域において,民 間の事業者等と連携 し

た生涯学習関連事業を重点的に実施す る場合,当 該地域 を国が指定して一定の支援措置を行 うモ

デル事業の実施を検討すべ きである。

(2)全 国の教育行政機関へ

① 民間教育事業者 との積極的な連携

繰 り返 しになるが,「 連携」は,生 涯学習行政の中心的なキーワー ドである。本会議 としては,

連携に消極的な教育行政機関は,生 涯学習の時代から取 り残 されていくと指摘 したい。

都道府県 ・市町村の教育委員会や公民館 などの施設をはじめとする教育行政機関においては,

民間教育事業者 との連携を生涯学習行政の中核に位置づけるとともに,民 間教育事業者は多様な

学習機会を提供する上でのパー トナーであると認識 し,本 報告の趣旨や報告内で触れた事例等を

参考に,連 携施策を積極的に進 めていただきたい。

また,町 村部等においては,住 民の多様なニーズに応えるため民間の教育事業者の活動に期待

されるものの,現 実には民間教育事業者が十分な活動を行 っていない場合 もある。このような場

合 には,地 域の実情に応 じて,民 間教育事業者の活動を支援 ・育成 していくことも必要であろう。

② 民間 を含めた広域学習サー ビスの充実

多様化 ・高度化す る住民の学習ニーズに,各 市町村が単独で対応 していくことは困難 となって

お り,都 道府県が中心 となって,又 は近隣市町村が協力して,市 町村の行政区域を超えた広域的

な学習サー ビスを提供 してい く体制を整備 していくことが課題 となっている。

地域の状況によっては,採 算性等の面から市町村単独では民間教育事業者 との連携を進 めにく

い場合 もあるが,こ のような広域的な対応の中であれば,連 携をより積極的 ・効果的に進 めるこ

とが可能 となると考えられる。

各地域において民間教育事業者 との連携を含 めた広域学習サー ビスの体制の整備を推進 してい

ただきたい。

③ 連携のコーディネーターとしての役割の重視

教育行政機関は,民 間教育事業者 との連携を進めることにとどま らず,行 政内の他部局,大 学

等の高等教育機 関,関 係 団体,NPO等 の連携を促進する必要がある。そ して,教 育行政機関の
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有する情報や企画力を生か して,例 えば民間教育事業者相互や民間教育事業者 と大学などの連携

の橋渡 しをするなど,生 涯学習振興のコーディネーター としての取組を強化 してほ しい。

(3)幅 広い民間教育事業者へ

① 民間教育事業者としての 自覚

本報告では,「 民間教育事業者」とい う言葉を,カ ルチャーセンター,民 間社会通信教育等の教

育事業を主たる目的とする事業者に限定せず,個 人事業者や書店,楽 器店,CDシ ョップ,ス ポ

ーツ用品店 をは じめとする
,教 育 ・文化 ・スポーツ等生涯学習に関連する取組 を行 う全ての事業

者 ・企業を含む幅広い ものとして使用 した。

これは,こ れ らの幅広い事業者全てが生涯学習振興のための連携の対象だとい うことを明確に

したかったか らである。

民間事業者 ・企業においては,行 政 との連携を進 める前提 として,自 らが行政 との連携の対象

となる 「民間教育事業者」 として生涯学習振興の一翼を担っているという自覚をもっていただき

たい。

② 連携への積極的な取組

行政の敷居は高いとい う声をよく聞くところであるし,実 際に,そ のようなケースもままあっ

たところであるが,生 涯学習の流れの中で行政の意識 も変わ りつつあるのも事実である。

民間教育事業者において も,行 政は駄 目だ と決 めつけることなく,行 政の側から連携 の提案が

あった場合には検討いただ くとともに,教 育行政機 関への要望 ・提案等を積極的に行い,そ れ ら

を連携に向けた協議,さ らには具体的な連携の展開につなげていくようにお願い したい。

③ 事業者団体の結成等

民間教育事業の健全な発展を促進する観点から,事 業者団体の結成な ど事業者同士の連携を進

め,事 業者間での情報交換や,適 正な契約等についての 自主的なルールづ くり等を進めることが

望まれる。 これは,行 政 との連携の一層の円滑化やその分野の民間教育事業者の社会的な評価の

向上にもつながるものである。

23社 会の変化に対応 した今後の社会教育行政の在 り方について

平成10年9月17日

生涯学習審議会答 申

は じめに

本審議会は,平 成9年6月16日,文 部大臣から 「社会の変化に対応 した今後の社会教育行政の在 り方

について」諮問を受け,そ の後社会教育分科審議会において,今 後の社会教育施設の運営体制の在 り方,

社会教育指導体制の在 り方,そ の他社会の変化に対応 した今後の社会教育推進上の課題について審議 を
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行った。審議に当たっては,地 方公共団体,社 会教育関係団体か らヒア リングを行 うとともに,平 成10

年3月 に中間まとめを公表することにより,で きるだけ多くの関係者からの意見を参考にするよう努め

てきた。 このたび,こ の審議の結果を,「社会の変化に対応 した今後の社会教育行政の在 り方について」

答 申として取 りまとめた。

社会教育法をは じめとする社会教育関係法令が戦後間もなく制定 されて以来,地 域における学習活動

の基盤である公民館,図 書館,博 物館等の社会教育施設の充実や社会教育指導体制の整備な ど,我 が国

の社会教育行政は着実に進展 してきた。 こうした中で,社 会教育行政は制度発足以来50年 近くを迎えよ

うとしているが,今 日,社 会の変化に伴 う人々の多様化 ・高度化する学習ニーズや生涯学習社会の進展

等の新たな状況に対応 した社会教育の推進が求められている。また,地 方分権等を推進 してい く見地か

ら,社 会教育行政について,種 々の指摘がな されている。このような状況を踏まえ,社 会教育関係法令

の見直 しを含め,今 後の社会教育行政の在 り方や具体的方策について検討する必要がある。

本審議会は,今 後の社会教育行政において重要 となる観点 として,地 域住民の多様化 ・高度化す る学

習ニーズへの対応,生 涯学習社会の構築に向けた社会教育行政,地 域社会及び家庭の変化への対応,地

方分権 ・規制緩和の推進,民 間の諸活動の活発化への対応を指摘す るとともに,社 会教育行政の今後の

展開として,地 方公共団体の自主的な取組の促進,社 会教育行政における住民参加の推進,ネ ッ トワー

ク型行政の推進,学 習支援サー ビスの多様化等を提言 した。

地域における社会教育活動 を振興 してい くためには,住 民一人一人が社会教育活動や社会教育行政に

積極的に参画 していくことが大切であ り,そ れぞれの地域において 自由で関連な社会教育行政を展開 し

てい くことが必要である。本審議会はこ うした考えに基づき,こ の答申をまとめたものであり,住 民参

加の下で魅力ある社会教育行政が行われ,活 力のある地域づ くりにつながることを期待するものであ

る。

第1章 社会教育行政の現状

1社 会教育法等の制定と改正の経緯

我が国の社会教育行政は,戦 後間もな く制定された社会教育法,図 書館法,博 物館法,青 年学級振

興法等の社会教育関係法令に加え,学 校教育,社 会教育を通 じ,生 涯学習の振興を目的 とした生涯学

習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律等にのっとって行われている。その特徴 とし

ては,住 民の 自主的な社会教育活動を尊重 し,行 政の役割は主 としてそれ を奨励,援 助すること,ま

た,社 会教育施設の運営に当たっては住民参加の考えが取り入れ られていることなどが挙げ られる。

昭和24年6月 に社会教育法が制定 され,社 会教育に関する国及び地方公共団体の任務,地 方公共団

体(都 道府県及び市町村の教育委員会)の 社会教育に関する事務,社 会教育関係団体,社 会教育委員,

公民館,学 校施設の利用,社 会通信教育な ど社会教育全般にわたって規定が整備 された。その後,昭

和25年4月 に図書館法が,昭 和26年12月 に博物館法が制定 され,そ の 目的,事 業,職 員,国 の補助な

どについて定められた。博物館法においては,行 政が奨励,援 助す る対象を明 らかにす るため,博 物

館 の登 録制度が設 けられた。また,青 年学級については,そ の全国的な普及に伴い,国 及び地方公共

団体の援助が求め られたことから,昭 和28年8月 に青年学級振興法が制定された。そして昭和59年 に

設置 された臨時教育審議会における数次にわたる答申等を受けて,平 成2年6月 に広 く学校教育,社
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会教育及び文化の振興を視野に入れた生涯学習の振興 を目的として,生 涯学習の振興のための施策の

推進体制等の整備 に関す る法律(以 下,「 生涯学習振興法」 とい う。)が 制定された。社会教育法は,

制定後,数 回にわたり一部改正が行われた。大きな改正としては,昭 和26年3月 における社会教育主

事等社会教育関係職員の充実を期するための規定の追加 と,昭 和34年4月 における社会教育関係団体

に対する補助金支出禁止規定の削除などがある。また,博 物館法については,昭 和30年7月 に学芸員

の資格認定制度の導入及び博物館相当施設の指定制度などを追加する改正が行われた。

こうした法律の整備 と並んで,臨 時教育審議会,中 央教育審議会,社 会教育審議会,生 涯学習審議

会等において,社 会教育に関す る様々な答 申及び建議が行われ,そ れぞれの時期 における施策推進上

の指針 として重要な役割を果た してきた。 中でも,昭 和46年4月 の社会教育審議会答 申 「急激な社会

構造の変化に対処する社会教育の在 り方について」は,社 会的条件の変化によって もた らされている

社会教育の課題を踏まえ,社 会教育の内容,方 法,団 体,施 設,指 導者の各項 目について,社 会教育

が担 うべき役割 とその基本的な方向を指摘するとともに,社 会教育行政の役割 と当面す る重点事項 に

っいて提言し,そ の後の社会教育行政に大きな影響を与えた。

社会教育法等に規定 されている社会教育行政の特徴 としては,住 民の自主的な社会教育活動を尊重

しつつ,行 政の役割は主 としてそれを奨励,援 助することにあるとしていること,ま た,特 に社会教

育施設の運営に当たっては住民参加の考え方が取 り入れ られていることなどが挙げられ る。

2社 会教育行政の組織と運営

地方公団体の社会教育行政は,教 育委員会が所管 してお り,そ の事務局に社会教育を担当する課等

が設置 され るとともに,社 会教育主事等の社会教育関係職員が置かれている。また,教 育委員会は公

民館,図 書館,博 物館等の社会教育施設 を設置 ・管理 し,そ れ らの施設には,館 長その他の職員が置

かれるとともに,そ の運営に関する審議会 ・協議会等が置かれ,そ の運営に住民の意思が反映される

こととされている。

社会教育における中立性の確保は極めて重要であ り,そ の行政の執行に当たって も,特 定の党派

的,宗 派的影響力から中立性を確保する必要がある。 この ような趣旨から,社 会教育行政は,地 方公

共団体において首長か ら独立 した行政委員会である教育委員会が所管 している。教育委員会の事務局

には,社 会教育の担 当課等が置かれているが,そ の態様は,例 えば,社 会教育課 とい う一つの課 を設

けている地方公共団体や,生 涯学習課の中に社会教育係を設けている地方公共団体など様々である。

社会教育法第9条 の2の 規定により,教 育委員会の事務局に,社 会教育主事を置き(1万 人未満の

町村は設置義務が猶予されている。),社 会教育主事補を置くことができるとされている。社会教育主

事の職務は,社 会教育を行 う者に専門的技術的な助言 と指導を与えることであ り,社 会教育主事補の

職務は,社 会教育主:事の職務を助 けることである。また,市 町村における社会教育行政体制の充実強

化を図るため,都 道府県教育委員会が市町村教育委員会の求めに応 じて,社 会教育主事 を派遣す る制

度が定着 しているところである。社会教育主事の設置率(派 遣社会教育主事を含む。)は,平 成8年

10月1日 現在,都 道府県においては100%,市 町村においては約91%と なっている。社会教育主事は,

社会教育行政の中で:重要な役割を担ってお り,生 涯学習が盛んになるにつれて,ま すますその役割は

大きくなっている。

また,同 法第15条 第1項 の規定により,地 方公共団体に,社 会教育委員を置 くことができるとされ
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ている。社会教育委員は,独 任制の機関であ り,そ の職務は,社 会教育に関し教育長を経て教育委員

会に助言するために,社 会教育に関する諸計画を立案 したり,会 議を開いて教育委員会の諮問に応 じ

て意見を述べた りす るほかに,教 育委員会の会議に出席 して社会教育に関 し意見を述べることなどが

ある。社会教育委員の設置率は,平 成8年10月1日 現在,都 道府県においては100%,市 町村において

は約99%と なっている。 しか し,社 会教育委員制度は,一 部例外はあるものの,そ の運用が活発に行

われているとは言えないのが現状である。

教育委員会は,公 民館(市 町村のみ),図 書館,博 物館等の社会教育施設を管理 ・運営 している。公

民館においては,そ の職員 として館長,主 事等が置かれ,館 長の諮問に応 じて公民館における各種の

事業の企画実施 につき調査審議す る機関 として,公 民館運営審議会が置かれている。図書館 には館

長,司 書等が博物館には館長,学 芸員等が置かれるとともに,施 設運営に住民の意志を反映 させ るこ

とを趣旨として,図=書 館協議会,博 物館協議会が置かれている。社会教育施設数は,平 成8年10月1

日現在,公 民館が1万7,819館,図 書館が2,396館,博 物館(博 物館相当施設を含む。)が985館,青 少

年教育施設が1,319施 設,婦 人教育施設が225施 設などとなっている。

平成7年 度間の施設の利用状況(延 べ数)を 見ると,公 民館 においては,団 体利用が約199万 団体,

約1億8,442万 人,個 人利用が約2,302万 人であ り,図 書館においては,帯 出者数が約1億2,001万 人

であり,博 物館 においては,入 館者数が約1億2,407万 人である。

近年,ボ ランティアの活動が社会教育施設の運営において重要になってきている。ボランティアの

活動状況(延 べ人数)を みると,公 民館が約138万 人,図 書館が約26万 人,博 物館が約11万 人,青 少

年教育施設が約14万 人,婦 人教育施設が約6万 人な どとなっている。

また,生 涯学習の振興に関する審議機関 としては,生 涯学習振興法第10条 の規定により,文 部省に

生涯学習審議会が設置 され,そ の分科会 として社会教育分科審議会が置かれている。都道府県につい

ては,同 法第11条 の規定により,都 道府県生涯学習審議会を置 くことができるとされてお り,平 成9

年4月1日 現在,33都 道府県において設置 されている。

第2章 社会教育行政を巡る新たな状況と今後の方向

1地 域住民の多様化 ・高度化する学習ニーズへの対応

戦後の著 しい経済 発展等がもた らした人々のライフスタイルの変化,価 値観の多様化,高 学歴化の

進展,自 由時間の増大の中,人 々は,物 心両面の豊かさを求め,高 度で多様な学習機会の充実を求め

ている。社会教育行政が,こ のような人々の多様化 ・高度化する学習ニーズに的確に対応するために

は,様 々な方法によ り豊かな内容の学習機会を確保するとともに,学 習情報の提供等を通 じて,住 民

の 自主的な学習活動を支援 ・促進す る役割を果た していく必要がある。

戦後の著 しい経済発展,科 学技術の高度化,情 報化,高 学歴化,少 子高齢化等が進む中,人 々のラ

イフスタイルの変化や価値観の多様化が見 られ る。人々の生活水準は向上 し,自 由時間も増大 してい

る。人々は物質的な面での豊か さに加 え,精 神的な面での豊かさを求め,生 涯を通 じて健康で生きが

いのある人生を過 ごすことや 自己実現な どを求めている。このような状況の中で人々は,高 度で多様

な学習機会 を求めるよ うになってきている。また,近 年,産 業構造が急激に変化 してお り,継 続的に

知識 ・技術 を習得することが必要になるとともに,転 職等人材の流動化も高まり,リ カレン ト教育の
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必要性 とその充実が一層強 く求められている。 さらに,単 に学習するだけではなく,そ の学習成果 を

地域社会の発展やボランティア活動等に生かしたいと考える人 も多 くなってきている。

戦後の社会教育行政は,初 期における勤労青少年 に対す る教育機能,地 域住民に対する生活文化や

教養の向上,女 性の地位 向上 と社会参加の促進,高 齢者に対する生きがいづくりなどを中心的な 目的

においた社会教育を展開 してきた。例えば,市 町村にあっては,公 民館を中心 として学級 ・講座等の

事業を実施 し,学 習グループの育成等に努めてきた。 しか しなが ら,前 述 したよ うな学習ニーズの多

様化 ・高度化の中で,公 民館における学級講座等,行 政が自ら提供する学習機会だけでは,住 民の学

習ニーズに十分には対応することができなくなっている。今後の社会教育行政は,こ のような多様

化 ・高度化す る学習ニーズに的確に対応するため,大 学等高等教育機関や民間教育事業者,企 業の人

材や学習資源を活用 しながら豊かな学習機会の確保 に努めるとともに,学 習情報の提供等を通 じて,

住民自身の学習意欲と自由な創意 ・工夫を生か した学習活動を支援 し,促 進する視点を重視すべきで

ある。

2生 涯学習社会の構築に向けた社会教育行政

学歴社会の弊害の是正,社 会の成熟化に伴 う学習需要の増大,社 会 ・経済の変化に対応するための

学習の必要性の観点か ら,生 涯学習社会の構築 に向けて教育改革の努力が進め られている。社会教育

はその中で重要な位置を占めてお り,社 会教育行政は,生 涯学習社会の構築に向けて中核的な役割を

果た さなければな らない。今後の社会教育行政は,学 校教育をは じめ,首 長部局,民 間の活動等 との

幅広い連携の下に,人 々の生涯 にわたる自主的な学習活動の支援に努めていかなければならない。

学歴社会の弊害の是正,社 会の成熟化に伴 う学習需要の増大や,社 会 ・経済の変化 に対応す るため

の生涯学習の必要性の観点から,昭 和60年6月 の臨時教育審議会答 申 「教育改革に関する第一次答申」

において,学 校中心の考え方から脱却 して,生 涯学習体系への移行が提言 された。また,平 成4年7

月の生涯学習審議会答申 「今後の社会の動向に対応 した生涯学習の振興方策について」は,基 本的考

え方 として,今 後,人 々が,生 涯のいつでも自由に学習機会を選択 して学ぶ ことができ,そ の成果が

適切に評価 され るような生涯学習社会の構築を財 旨すべきであるとした。

生涯学習活動は,広 範な領域において行われてお り,社 会教育活動の中で行われ るものに限定 され

るものではないが,社 会教育活動は,幼 児期から高齢期までの生涯にわた り行われ る体育,レ クリエ

ーシ ョンまでをも含む幅広い活動であり,社 会教育活動の中で行われ る学習活動が生涯学習活動の中

心的な位置を占めると言える。 このような観点か ら,社 会教育行政は,生 涯学習社会の構築を目指 し

て,そ の中核的な役割 を果た していかなければな らない。

これか らの社会教育行政は,幼 児期か ら高齢期までのそれぞれのライフサイクル における学習活動

に対応す ることを基本 として,生 涯学習社会の構築に重要な役割 を果たさなければな らない。今 日,

住民の行 う学習活動は広範多岐にわたって行われていることから,教 育委員会の社会教育行政だけで

は住民の学習ニーズに対応する施策の推進が困難 となってきている。 このため,文 部省においては他

省庁及び民間の活動と,教 育委員会の社会教育 部局においては学校教育部局,首 長部局及び民間の活

動などと連携 しつつ,幅 広い視野 に立って社会教育行政を展開す ることが不可欠 となっている。
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3地 域社会及び家庭の変化への対応

地域社会や課程の環境が変化 し,住 民の地域社会の一員 としての意識や連帯感が希薄化す るととも

に,家 庭の教育力 も低下 している。完全学校週5日 制への移行,学 校のス リム化に伴い,青 少年 に対

する社会教育の責任は一層 重要なものとなってお り,社 会教育行政は,地 域社会の活性化 と地域教育

力向上に取 り組む とともに,家 庭の教育力の充実に資する施策の推進が必要 となっている。

都市化,核 家族化,少 子化の進展や産業構造 の変化等に伴い,地 域社会や家庭の環境が大きく変化

した住民の地域社会の一員 としての意識や連帯感 も希薄化 してきていることに伴い,地 縁的なつなが

りの希薄化の中で,家 庭の孤立化も進iんでいる。

親が子 どもに対 して行 う家庭教育は,本 来,親 の責任 と判断において,そ れぞれの親の価値観やラ

イフスタイルに基づいて行われ るものである。今 日,家 庭を取 り巻 く環境が大きく変化する中で,多

くの親が子 どもの しつけや教育に対す る悩みや不安 を抱えてお り,育 児に対する自信喪失 とともに,

本来家庭において行 うべき教育を学校等の外部機関にゆだねる傾向が見 られ るな ど,家 庭の教育力が

次第に低下 してきている。 このよ うな低下 した家庭の教育力を回復 していくためには,行 政は積極的

に家庭教育に対する支援を充実 してい くことが強 く求められている。学校,家 庭,地 域社会が連携 し,

これ らのバランスのとれた教育の推進を図るため,完 全学校週5日 制への移行や学校のスリム化が進

め られる中,青 少年に対す る社会教育の責任は一層重要なもの となってくる。地域 と家庭の教育力の

向上を図 りっつ,青 少年の健全な育成に地域全体で取 り組んでいく必要がある。

地域の教育力の活性化 のためには,地 域社会 自体が活性化されていなければな らない。 このために

は,地 域の住民が,地 域社会が自らの生活基盤であるとともに住民 自身が地域の構成員であるという

意識 を培っていくことが重要である。 このような意識 を育ててい く上で,地 域住民による自主的な学

習活動や社会参加活動が果たす役割は極 めて大きい。今後の社会教育行政は,地 域の課題 を的確:にと

らえた学習活動の提供,ひ とづ くり,ま ちづ くりなど地域に親 しみを持てるような社会教育活動,住

民相互の交流につながる社会教育活動の振興などに努める必要がある。また,地 域社会はボランテ ィ

ア活動を含 め,地 域住民の経験,技 術を生かせ る場でもある。豊かな社会体験や実務経験を有する高

齢者や学習活動で実力を身 に付けた地域の人材が,こ うした社会教育活動の中で活躍できるようにす

ることも必要である。

なお,最 近,青 少年を巡 る悲 しい出来事 が続 いている。ゆとりのな さがもたらす青少年のス トレ

ス,倫 理観の欠如,生 命に対する認識の希薄化,青 少年非行の低年齢化 ・凶悪化など,青 少年を巡 る

諸問題は,大 人社会の在 り方や近時の青少年を取 り巻 く環境の変化と密 接な関係にあ り,抜 本的な対

策が必要であって,対 症療法的な取組で解決できる問題ではない。

平成10年6月30日 に,中 央教育審議会は 「新 しい時代を拓 く心を育てるために一次世代を育てる心

を失 う危機一」 として 「幼児期か らの心の教育の在 り方について」答申した。また,本 審議会におい

て 「青少年の生きる力を育む地域社会の環境の充実方策」について,別 途審議を行っているところで

あり,こ うした答 申等の結果を踏まえて施策の充実を推進する必要がある。

4地 方分権 ・規制緩和 の推進

地方公共団体が,地 域の状況に即応 した適切な社会教育サービスを住民に提供するためには,そ の
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自主的な判断の下に,住 民の意思を十分に踏まえた事業を展開できる環境の整備が不可欠であ り,規

制の廃止,基 準の緩和,指 導の見直 し等,地 方分権 を一層推進 していく必要がある。

地域にはそ こで生活する住民がいて,地 域固有の課題や学習資源が存在する。そこで行われ る社会

教育 としての取組は,そ れぞれの地域の歴史,風 土,産 業,人 口構成な どを反映 して行われる。今後,

地方公共団体が,地 域の状況に応 じた自主的な取組や地域住民の意思を十分に踏まえた事業を展開す

ることができるよ う,国 の規制等の廃止ないしは緩和など,地 方分権の一層の推進が求められている。

現在,地 方分権推進委員会を中心に,政 府全体 として地方分権の推進に総合的に取り組んでいる。

もともと戦後の社会教育行政制度は,地 方分権の考え方に立ち,ま た,公 民館運営審議会の設置をは

じめ として住民が祉会教育施設の運営に参加する仕組みを持っなど,今 国においても先進的な考えを

持って整備 されたものであると言える。しかしなが ら,住 民 自治の考え方に基づ く制度であ りなが ら,
がい

その定め方が固定的 ・画一的であることもあって,住 民参加の仕組みが形骸化 した り,地 域の特色が

生かせなくなっている場合が少な くない。地方公共団体が,自 主的な判断の下,地 域の状況に即応 し

た適切な社会教育サー ビスを地域住民に提供するため,社 会教育行政制度における規制の廃止,基 準

の緩和,指 導の見直しなど地方分権,規 制緩和の観点か らの改革を積極的に進めることが必要である。

また,活 力ある社会教育行政は,そ こに暮 らす住民の意思 と責任において確保 していくものであ

り,地 域づ くりへの住民の主体的な取組 を促すためにも,そ の政策形成過程に地域住民の広範な参画

を促進する必要がある。

なお,地 方分権推進委員会の第2次 勧告(平 成9年7月)の 中で,「 必置規制の廃止 ・緩和 とは…(略)

…現に地方公共団体で業務を行っている職員の職や行政機関等の廃止を推奨するものではない
。む し

ろ必置規制の廃止 ・緩和が行われ ることにより,地 方公共団体 としては,よ り適切な形で職員や行政

機関等を設置す ることができるようになるものである。」「必置規制が廃止 ・緩和 された としても,地

方公共団体が必要な行政サー ビスの低下を招くようなことがあってはならず,職 員や組織の硬直的な

設置義務付けを見直し,柔 軟な設置を可能 とすることにより,そ れぞれ異なった社会経済条件,地 理

的条件の下に置かれている地方公共団体が地域の実情に最 もふ さわ しい体制で行政サー ビスを提供

することができるようにな り,そ のことが機動的で充実 したサービスの提供,即 ち行政の質の向上に

もつながるものである。」と指摘 していることは重要であ り,特 に留意する必要がある。

5民 間の諸活動の活発化への対応

民間の社会教育活動が活発化 し,社 会教育関係団体,民 問教育事業者,ボ ランティア団体等が積極

的な活動を行っている。 これからの社会教育行政は,こ れ ら民間活動についての環境整備や支援を行

うとともに,ボ ランティア団体 をは じめ とするNPOを 含 め,民 間団体 との連携協力を進めることが必

要である。

民間の社会教育活動が未発達な状況においては,社 会教育行政が,住 民の社会教育活動の先導的役

割 を果た してきた。 しかしながら,住 民の学習ニーズが多様化,高 度化す る中,民 間教育事業者等,

社会教育分野における民間の諸活動が活発化 してお り,こ うした民聞活動を視野に入れ,そ れと連携

しつつ社会教育行政を展開する必要がある。

特に都市部においては,民 間教育事業が発達 し,社 会教育における重要な役割 を占めるようになっ
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てきている。 また,ボ ランティア活動 も活発化するなど,社 会教育活動の領域がこれまで以上に拡大

している。従来,社 会教育行政が行ってきた民間活動支援施策は,主 として,社 会教育関係団体に対

する補助金や指導 ・助言とい うものであった。今後の社会教育行政にあっては,民 間教育事業者,ボ

ランテ ィア団体をは じめとするNPO等 とも幅広 く連携協力を進 めるとともに,こ れ ら民間活動がより

一層活性化 し,人 々の学習活動をより豊かにす る上で貢献 し得るよう環境 を整備 していくことが必要

である。

第3章 社会教育行政の今後の展開

第1節 地方分権:と住民参加の推進

1地 方公共団体の自主的な取組の促進

地方公共団体が,地 域の特性 と住民ニーズに的確に対応 した社会教育行政を展開す るために,国 の

法令,告 示等による規制を廃止 ・緩和する。また,地 方公共団体の主体的な行政運用に資するよう,

社会教育施設の運営等の弾力化を進める。

(1)地 方公共団体に対す る法令等に基づ く規制の廃止 ・緩和

○ 公民館運営審議会の必置規制の廃止 と地方公共団体の自主的判断の反映

社会教育法第29条 第1項 の規定によ り,公 民館に公民館運営審議会 を置 くこととされてい

る。公民館運営審議会は,公 民館の運営に住民の意思を反映するための組織であり,戦 後の公

民館の発展期において重要な役割を果たしてきた。 しか しながら,住 民の意思を反映させ る方

法については,公 民館運営審議会が必ず しも十分に機能 しているとは言えないところもあ り,

地方公共団体が地域の実情に応 じてその反映方法を考え,決 定できるようにすることが,実 質

的にその趣旨をよ り徹底 できるもの と考えられる。また,同 法第30条 の規定によ り,公 民館運

営審議会の委員構成 として,学 校の代表者や,社 会教育関係団体の代表者などが規定されてお

り,結 果的に選出範囲が狭 くな り,男 性 に偏る傾向になるなど,地 域の実情,住 民の意思を踏

まえた運営 とい う観点か ら見て,こ れ らの規定は,現 時点では必ず しも適切 とは言えない。

今後は,公 民館運営審議会の設置を任意化することとし,そ の委員構成等についても地域の

実情に応 じて決めることができるよ う弾力化するとともに,地 方公共団体の自主的な判断の下

に,公 民館運営審議会以外の方法による住民の意思の反映の仕組みをも探 り得 るようにするこ

とが適当である。

○ 公民館長任命の際の公民館運営 審議会か らの意見聴取義務の廃止

社会教育法第28条 第2項 の規定により,公 民館長の任命に際 して,事 前に公民館運営審議会

の意見を聞 くことが義務付けられている。 しかしながら,事 前に公民館長 とい う公務員の人事

を公民館運営審議会 にかけ,意 見を聞くことは事実上困難を伴 うという実情にあることや,上

記のように公民館運営審議会の必置規制を廃止すること等にかんがみ,意 見聴取義務を廃止す

ることが適 当である。

○ 公民館の基準の大綱化 ・弾力化 と公民館長,主 事の専任要件の緩和

「公民館 の設置及び運営に関す る基準」(文 部省告示)は,社 会教育法第23条 の2第1項 の規

定に基づ き定められている。この基準においては,公 民館の設置運営に必要な基準 として,必
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要な施設,設 備,職 員等が細かく規定されている。 しか しなが ら,公 民館は地域に密着 した活

動が求められる施設であ り,画 一的かつ詳細な基準を定めることは適当ではないことから,今

後,こ うした基準については,公 民館の必要 とすべき内容を極力大綱化 ・弾力化するよ う検討

す る必要がある。

現在,同 基準第5条 第1項 の規定において,公 民館には専任 の公民館長及び主事 を置 くこと

が定められている。公民館長や主事は,公 民館の運営において極めて重要な役割を担ってお り,

地域の実情を踏まえ,か つ視野の広い特色ある公民館活動を展開するためには,広 く優秀な人

材 を館長及び職員に求めることが必要であ り,基 準の大綱化 ・弾力化を進 める中で,こ の専任

要件を緩和す ることが適当である。

○ 国庫補助を受ける場合の図書館長の司書資格要件等の廃止

図書館法第13条 第3項 に,国 庫補助を受ける図書館においては,当 該図書館長は司書となる

資格等を有する者でなければならない と規定されている。また,同 法第19条 の規定により,国

庫補助を受けるための最低の基準を文部省令(図 書館法施行規則)で 定めることとされてお り,

同施行規則第2章 において,図 書館長の専任 ・有給要件,人 口等に応 じた図書の増加冊数,司

書二及び司書補の配置基準,建 物の延べ面積基準が規定されている。

図書館長は図書館についての高い識見を持つ ことが求められるのはもとより当然であるもの

の,司 書の資格は有 していないが識見 能力から図書館長にふ さわしい と言える人材を登用す

る場合も考えられる。また,館 長の専任 ・有給要件,人 口等に応 じた図書の増加冊数,司 書及

び司書補の配置基準,建 物の延べ面積基準については,国 庫補助を受けるための最低の基準と

して規定 されたものであるが,図 書館の情報化や他の施設 との連携,地 域の実情に応 じた多様

な図書館サー ビスの推進等が求められていることな どか ら,法 律に基づ く一定の基準を設 け,

それに適合 しなければ補助対象 とす ることができないとす る制度は今 日必ず しも適 当とは言

えない。以上の観点か ら,同 法第13条 第3項 及び第19条,同 施行規則第2章 の規定は廃止する

ことが適当である。

なお,同 法第19条 の規定を廃止することとの関連で,同 法第18条 に基づ く公立図書館 の望ま

しい基準の取扱いについて検討す ることが必要である。

○ 博物館の望ま しい基準の大綱化 ・弾力化 と公立博物館の学芸員定数規定の廃止

博:物館法第8条 の規定に基づき,博 物館の望ま しい基準として,昭 和48年11月 に 「公立博物

館の設置及び運営に関す る基準」(文 部省告示)が 告示 されている。同基準においては,必 要

な施設及び設備,施 設の面積,博 物館資料,展 示方法,教 育活動,職 員等が定められている。

このような基準を設けることにより,博 籾館の水準の維持向上が図られてきたが,既 に本基準

の制定後四半世紀が過 ぎ,博 物館 を取 り巻 く環境も大きく変化 している。 自然史博物館,科 学

博:物館,美 術館,水 族館,動 物園等,博 物館の種類が多いことに加 え,現 在の博物館 に求め ら

れ る機能は,単 なる収蔵や展示にとどまらず,調 査研究や教育普及活動,さ らには,参 加体験

型活動の充実など多様化 ・高度化 している。こうした状況を踏まえると,博 物館の種類を問わ

ず,現 行のような定量的かつ詳細な基準を画一的に示すことは,現 状に合致 しない部分が現れ

ている。 このため,現 在の博物館の望ま しい基準を大綱化 ・弾力化の方向で見直すことを検討

する必要がある。

学芸員及び学芸員補は博物館にとって欠くことができない専門的職員であるものの,そ の配

置基準については,博 物館の種類,規 模,機 能等のいかんや地域の実情 を問わず一律に定める
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ことは適当でないことか ら,少 なくとも現行の同基準第12条 第1項 の学芸員又は学芸員補の定

数規定は廃止することが適当である。

(2)社 会教育施設の運営等の弾力化

○ 社会教育施設の管理の民間委託の検討

近年,博 物館等の社会教育施設の管理 を,地 方自治法第244条 の2の 規定に基づき,地 方公共

団体出資の法人等に委託するケースが出てきている。文部省は,こ うした委託について,社 会

教育施設運営の基幹に係 わる部分については委託にはなじまない として,消 極的な立場をとっ

てきている。 しか しなが ら,施 設の機能 の高度化や住民サービスの向上のためには,上 記のよ

うな法人等に委託す る方がかえって効率的な場合もあることや,施 設の特性や状況が地域によ

り様々であることから,今 後,地 方公共団体がその財政的基盤 を保証 した上で,社 会教育施設

の管理 を適切な法人等に委託す ることについては,国 庫補助により整備 された施設を含め,地

方公共団体の自主的な判断 と責任 にゆだねる方向で検討す る必要がある。

○ 図書館サー ビスの多様化 ・高度化 と負担の在 り方

近年の情報化の進展には目を見張るものがあり,社 会のあらゆる領域に情報化が浸透 しつつ

ある。図書館 についても,例 えば,コ ンピュータネ ッ トワークを通 じて,自 宅にいながら図書

館の提供する情報を得ることや,図 書館において館の内外の様々な情報 を得ることが可能にな

るな ど,今 後図書館の提供す るサー ビスは多様化 ・高度化することが予想される。

一方
,公 立図書館 は,入 館料その他図書館資料の利用についてはいかなる対価をも徴収 して

はならないと法定 されているが,今 後公立図書館が高度情報化時代に応 じた多様かつ高度な図

書館 サー ビスを行 っていくためには,電 子情報等へのアクセスに係る経費の適切な負担の在 り

方の観点か ら,サ ー ビスを受ける者に一定の負担を求めることが必要となる可能性 も予想 され

る。

このよ うなことか ら,地 方公共団体の 自主的な判断の下,対 価不徴収の原則を維持 しつつ,

一定の場合に受益者の負担を求めることについて,そ の適否を検討する必要がある。

○ 博物館設置主体に関する要件の緩和

博物館法でい う博物館,い わゆる登録:博物館は,そ の設置主体が地方公共団体,民 法法人,

宗教法人,日 本赤十字社等に限定されてお り,ま たその施設の性格は社会教育施設であること

か ら教育委員会の所管となっている。また,博 物館法第29条 に規定する博物館相当施設 につい

ては,設 置:主体が,国,株 式会社,学 校法人,個 人等である場合でも指定できるが,公 立の博

物館相当施設については,教 育委員会所管の施設でなければ指定できない とする運用がな され

てきた。 しか しなが ら,美 術館,動 物園等については,首 長部局で設置運営する例が増 えてき

ていることなどか ら,首 長部局所管のいわゆる博物館類似施設(博 物館法上の登録 博物館でも

博物館相当施設でもない施設 をい う。)を,博 物館相 当施設 として指定する道を開き,教 育委

員会の専門的,技 術的な支援を積極的に進めることが適当である。平成10年4月17日 付け生涯

学習局長通知において,こ うした要件緩和が実施 された。今後,教 育委員会は施設の所管や設

置主体の別なく博物館 に相当する施設については,適 切に博物館法第29条 に基づ く指定をして

い くことが望まれる。

さらに,大 学等において充実 した博物館施設が整備 されつつあることや,学 校教育と社会教

育の連携を推進する観点から,学 校法人が設置する施設等についても博物館 として登録するこ

とができるようにす るなど,博 物館登録制度の在 り方について検討する必要がある。
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○ 司書等の資格取得における学歴要件の緩和

図書館法第5条 の規定において,司 書又は司書補 となる資格を取得するための要件が定めら

れているが,資 格取得を拡大する方向で,学 歴要件などの基礎要件の見直 しを行 う必要がある。

現行では司書補となる資格の取得に当た り,高 校卒業又は高等専門学校第3学 年の修了を基礎

要件 として求めている(同 条第2項 第2号)が,大 学入学資格検定合格等 も司書補 となる基礎

要件 となるように見直すべ きである。 また,司 書の資格の取得に当たっては,司 書補 として実

務経験:を有する者以外は大学卒(短 期大学卒等 を含む。)を 基礎要件 として求めてお り,学 位

授与機構による学士の学位の取得等によっては司書 となることができないが,こ れについて も

見直す必要がある。

2社 会教育行政における住民参加の推進

社会教育委員の制度を積極的に活用す るほか,社 会教育施設の運営をは じめ とす る社会教育行政

に,多 様な方法により住民参加 を求めることが必要である。また,女 性の積極的な登用が必要である。

(1)住 民参加の推進

地方公共団体は,こ れまで以上に社会教育行政の政策形成過程に住民の意思を反映してい くこ

とが求められることか ら,社 会教育委員の制度等 を積極的に活用 していくことが必要である。ま

た,社 会教育施設の運営は,そ れぞれの施設が地域の実情に応 じた適切な仕組みを工夫 し,そ の

運営に住民参加を求めてい くことが必要である。特に,社 会教育活動の多くを女性が担い,参 加

しているにもかかわ らず,例 えば,都 道府県の社会教育委員の女性の割合は4分 の1程 度にとど

まっている。今後,社 会教育委員や社会教育施設の運営協議会等の委員に占める女性の比率を4

割以上とすることを 目指すなど,女 性の積極的な登用が必要である。

(2)社 会教育委員会の規定の見直 し

社会教育法には,社 会教育委員制度が規定されているが,社 会教育行政の意思形成に対す る民

意の反映のため,社 会教育委員の知識や経験等をこれまで以上に活用する必要がある。 しか しな

がら,社 会教育委員の構成規定か ら,学 校の代表者や社会教育関係団体の代表者などが多 く,結

果 として選出範囲が狭 くな り,男 性 に偏る傾向にある。 また,社 会教育委員の委嘱期間の長期化

や人物の固定化など弊害も指摘 されていることか ら,地 域の実情に応 じ,多 様な人材を社会教育

委員に登用できるよ うにするため,委 員構成,委 嘱手続 き等を定めた同法第15条 の規定の見直 し

を行 う必要がある。

(3)図 書館協議会の規定の見直 し

図書館法には,図 書館の運営に住民の意思を反映 させ るための機関として図書館協議会制度が

規定されている。図書館協議会の委員についても,社 会教育委員 と同様,そ の構成規定か ら,学

校の代表者や社会教育関係団体の代表者などが多く,結 果 として選出範囲が狭 くな り,男 性に偏
がい

る傾向にある。また,利 用者の代表が委員になるケースは必ず しも多くないなど同協会の形骸化

も指摘 されている。 このため,地 域の実情に応 じ,多 様な人材 を図書館協議会の委員に登用でき

るよ う,同 法第15条 に定める委員の構成規定の見直 しを行 う必要がある。

一183一



3国 ・都道府県 ・市町村の取組

地方分権が進められる中,国 ・都道府県 ・市町村は新たな取組 を求められる。住民の最 も身近な社

会教育行政を行 う市町村は,住 民参加の下,地 域に根 ざした行政を展開す る必要がある。都道府県は,

広域行政や市町村の連携を積極的に進める必要がある。国は,人 材養成,学 習情報の収集 ・提供,調

査研究な どに重点す る必要がある。

(1)市 町村の取組

市町村は,住 民の最も身近な行政機関として,住 民ニーズ等を的確に反映 し得る立場から,地

域の特性や住民ニーズに根ざした多様な社会教育行政を推進することが求め られている。 このた

め,社 会教育行政の企画運営に住民参加 を求めるとともに,住 民の自主的な社会教育活動を支援

するため,学 習情報提供や学習相談事業の充実を図っていくことがより重要 となる。また,住 民

の生活圏の広域化や学習ニーズの高度化等に対応する社会教育行政が求められていることか ら,

都道府県,市 町村間の連携協力の促進 を積極的に進めていかなければならない。なお,市 町村教

育委員会の事務を定めた社会教育法第5条 の規定については,現 在では役割を終えた事項の削除

を含め,規 定の見直 しについても検討 していくことが望まれ る。

(2） 都道府県の取組

都道府県は,市 町村事業 との重複 を避けつつ,市 町村の社会教育行政の基盤 となる,中 核施設

の運営,指 導者の養成 ・研修,学 習情報の提供,都 道府県レベルの社会教育に関する諸計画の策

定,モ デル事業の実施等を行 う必要がある。特に,広 域連携のコーデ ィネー ト機能 を充実 し,各

市町村の連携 を促進 していかなければな らない。その際,都 道府県 と市町村が連携 して,広 域的

な学習サービス提供のための体制を整備する必要がある。また,住 民の活動範囲の広域化,学 習

の内容や レベルに対す るニーズの多様化に対応 し,広 域的な学習情報の提供等の実施が重要であ

る。

地方分権に伴い,市 町村の人口規模,財 政力等により,そ の社会教育活動の活発化などの面で

格差が広がることが予想 され る。その場合,市 町村の行政を補完 ・補充する立場から,人 的交流

等 を含め多様な支援が求められる。また,社 会教育行政の企画立案や円滑な実施に資するため,

都道府県,市 町村の持つ情報 を相互に 日常的に交換できるような体制の整備充実が求められる。

なお,都 道府県教育委員会の事務を定めた社会教育法第6条 の規定については,現 在では役割 を

終 えた事項の削除を含め,規 定の見直 しについても検討 していくことが望まれる。

(3)国 の取組

国は,こ れ まで補助金の交付や地方交付税措置等を通じ,社 会教育施設の整備充実,指 導者の

養成,社 会教育事業の振興,社 会教育主事の配置の支援等を行ってきている。今後は特に社会教

育指導者,学 習活動 ・事業等に関す る情報の蓄積 にカを注ぎ,広 く関係機関や国民に学習情報を

提供するとともに,海 外に対 して も発信できるように努める必要がある。 また,高 度な学習事業

や学習方法等の調査研究の開発 ・実施,先 駆的なモデル事業の開発 ・実施,各 地域の特性 を生か

した具体的な取組や参考になる国内外の先進事例を収集 し提供 していかなければならない。

また,社 会教育主事をはじめとする社会教育の関係職員は,社 会教育を支える重要な基盤であ

ることか ら,企 画立案能力や連絡調整能力等を備えた高度で専門的な人材 としての研修 ・養成を

行 うことが重要であ り,そ れ らを一層充実 してい く必要がある。
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第2節 地域の特性に応 じた社会教育行政の展開

1教 育委員会における社会教育行政推進体制の強化

社会教育委員,社 会教育主事の機能を強化すること,公 民館の専門職員等の機能の向上を図ること

によ り,教 育委員会及び社会教育施設における社会教育行政体制の強化を図る。

○ 社会教育委員の審議機能の強化

独任機関である社会教育委員は,教 育委員会の会議に積極的に出席 して意見を述べる ととも

に,会 議体 としての社会教育委員の会議の審議機能の強化を図る必要がある。社会教育委員の会

議 を活性化 し,各 種審議,提 言活動な どや,調 査研究機能 を強化するとともに,公 民館,図 書館,

博物館等の社会教育施設の運営の在 り方についても,総 合的な企画立案,提 書等を行 うなど,積

極的かつ恒常的な活動が期待 される。なお,都 道府県においては,社 会教育委員の会議 と生涯学

習審議会の役割や職務の分担,又 は連携の在 り方などについて,検 討 していくことが必要であ

る。

○ 社会教育主事の新たな役割等

社会教育主事の職務は,社 会教育法第9条 の3の 規定により,社 会教育を行 う者に専門的技術

的な助言 と指導を与えるとされている。従来,市 町村における社会教育行政は,公 民館等におけ

る学級 ・講座の実施や団体 ・グループの育成に重点が置かれ,社 会教育主事の指導,助 言の対象

もそのような分野において行われてきた。 しかしながら,住 民の学習活動は多様化 ・高度化 し,

住民にとっては,社 会教育行政以外の,首 長部局や民間か ら提供 される学習機会も魅力的なもの

となってきている。こ うした,住 民の学習活動の実態やニーズに対応するためには,社 会教育事
ちゅ う

業の実施等の従来型の社会教育行政の範 疇 での指導 ・助言だけでは,広 範な社会教育活動に対す

る総合的な支援ができなくなってきている。今後の社会教育主事は,よ り広範 な住民の学習活動

を視野に入れて職務に従事する必要がある。 このため,社 会教育活動に対する指導 ・助言に加

え,様 々な場所で行われている社会教育関連事業に協力 していくことや,学 習活動全般 に関す る

企画 ・コーディネー ト機能 といった役割をも担 うことが期待 されている。こ うした業務に社会教

育主事が積極的に従事 してい くため,同 法第9条 の3の 社会教育主事の職務規定について,企 画

立案,連 絡調整に関する機能を重視 させる方向で見直すことについて検討する必要がある。

また,社 会教育主事としての幅広い知識や経験は,学 校教育や地域づくりにおいて も大いに貢

献 し得 るものであり,社 会教育主事 となる資格 を有す る職員を公民館,青 少年教育施設,婦 人教

育施設等の社会教育施設に積極的に配置するとともに,学 校,さ らには,首 長部局においても社

会教育主事経験者を配置 し,そ の能力を広 く活用することが期待 される。

○ 社会教育主事を通 じた学社融合等の推進

現在,小 ・中 ・高校の教職員を社会教育主事に登用す る場合が多い。教員出身者が社会教育主

事 として社会教育の実務 を経験 し,学 校に戻った時に,社 会教育行政で培 った広い視野を持って

学校の運営に当たることは,学 校教育にとっても望ましいものであるとともに,学 校教育 と社会

教育の連携の強化の上でも意義の深いものである。また,学 校から社会教育主事 として登用 され

た後,学 校に戻るとい う一方通行型だけではなく,一 度学校に戻って,再 度社会教育行政の管理

職等 として戻ってくる,あ るいは生涯学習,文 化,ス ポーツ関係等幅広い分野にも登用されるよ

うな双方向型のキャリアシステムの採用が必要である。これにより,社 会教育行政 と学校等関係
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機関 との連携が促進 され るであろう。 このような社会教育主事の経験等を有効に生かす人事シス

テムの構築が期待 される。 また,学 校教育行政と社会教育行政の中心的役割を果たす指導主事 と

社会教育主事 との間においても,人 事上や事業推進上の連携を進めていくことが求め られる。

○ 社会教育主事の設置促進のための社会教育主事講習の見直し等

社会教育法第9条 の2の 規定により,教 育委員会の事務局に,社 会教育主事を置くとされ,ま

た,社 会教育法施行令の附則(昭 和34年 政令第157号)第2項 の規定により,人 口1万 人未満の町

村に対 して,「 当分の間」社会教育主事を置かないことができるとしている。本規定制定後約40

年が経過 した今,未 設置市町村 は281市 町村(平 成8年10月1日 現在)と なっている。社会教育主

事の役割は,生 涯学習社会の構築を 目指す上で,ま すます重要 となってお り,社 会教育主事の設

置を促進するための環境整備が求め られている。そのための一環 として,社 会教育主事の資格取

得のための講習機会を大幅に拡充することが必要である。現在,社 会教育主事講習は,国 立教育

会館社会教育研修所及び国立大学で行われているが,今 後は,夏 期以外の受講機会の拡充,受 講

場所の拡大,単 位の分割取得制度及び単位互換制度の整備,さ らには放送大学や通信教育を活用

した在宅学習による受講,通 信衛星等を使 った社会教育主:事講習の実施等 を導入 していくことが

必要である。

また,市 町村における社会教育主事の配置を促進するため,都 道府県においては,地 方交付税

を活用 し,派 遣社会教育主事に関する所要:の財源措置を図 り,市 町村の社会教育行政の体制整備

を支援 していくことが望まれる。

○ 公民館職員の資質向上

今後の公民館活動は,学 級 ・講座の実施や団体 ・グループの育成のみならず,ボ ランティアの

受入れ をはじめとした地域住民の学習成果を生かす場としての機能を果たすことや,学 習情報の

提供機能,さ らには学習相談の機能を持つ ことも期待されている。社会教育行政において,公 民

館は,住 民と 日常的,恒 常的に接す る社会教育の場であることから,学 習機会の提供のみな らず

地域の課題の調査分析能力や住民ニーズを的確 に把握する能力を持つことが期待 され る。 このた

めには,館 長,主 事等の公民館の職員が社会教育全般についての広範かつ専門的な知識 と経験を

持つ ようにすることが大切であり,社 会教育主事講習の受講等により社会教育主事 となる資格を

取得するなど,種 々の研修機会を利用 して専門性のある職員 としての資質を向上 させてい くこと

が必要である。

2地 域づ くりと社会教育行政の取組

住民が共同して行 う地域づくり活動を支援するなど地域社会の活性化に向け,社 会教育行政は重要

な役割 を持つ。今後の社会教育行政は,住 民の個々の学習活動の支援 とい う観点のほか,地 域づくり

のための住民の社会参加活動の促進 とい う観点から推進す る必要がある。

(1)社 会教育行政 を通 じた地域社会の活性化

地域社会の活性化に向け,社 会教育行政は,地 域住民が地域に根ざした活動を行 えるような環
つ く

境 を創 り出す ことや住民が一体 となって地域づ くりをしていくような活動(地 域共創)を 支援 し

てい くことに取 り組む必要がある。社会教育施設における,ど ち らか といえば受け身の学習活動

か ら,発 信型の学習活動の支援 例えば,学 習成果を生かしたボランティア活動の支援,地 域社
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会 とい うフィール ドで行 う実践的活動の振興,住 民の交流促進な どを積極的に推進 していかなけ

ればならない。このためには,社 会教育活動に関す る情報の収集 ・提供や,地 域の社会教育に関

する人材情報の収集 ・提供等を推進するとともに,社 会教育諸活動における地域の人材 の登用,

ボランティアが活躍できる場の開発を推進する必要がある。社会教育施設の運営に一層住民の参

加を求めることについても,積 極的に取 り組んでみるべき問題である。今後の社会教育行政は,

住民の学習活動の支援 とい う観点 とともに,地 域づ くりのための住民の社会参加活動の促進 とい

う観点を加味 して推進する必要がある。

(2)地 域の人材が活躍するための社会教育主事 となる資格の活用

地域には,勤 労者や退職者 を問わず,ま た性別や年令も問わず,社 会教育活 動を実践 ・指導す

る資質を有する人材が豊畜に存在する。 こうした地域の人材が社会教育の場で活躍できる環境 を

整備 しなければならない。例えば,民 間か ら社会教育主事に積極的に登用 した り,ま た,民 間の

人々が,社 会教育指導員等非常勤の社会教育行政の専門家 として活躍できるように工夫すべきで

ある。 このため広 く社会人一般が,社 会教育主事 となる資格を取得できるよう,社 会教育法第9

条の4に 規定する取得要件を弾力化の方向で見直す ことを検討する必要がある。 これ に加え,社

会教育主事設置のために設けられている社会教育主事講習を,地 方公務員以外の者でも受講 しや

す くする必要がある。社会教育主事講習は,生 涯学習概論,社 会教育計画等,社 会教育に関す る

専門的な内容から構成 されてお り,社 会教育の分野で活躍す る民間の人々にとっても有効な内容

であるが,収 容定員等の制約から地方公務員の受講を優先せ ざるを得ないとい う事情がある。今

後は,広 く社会教育主事講習を受講できるよう,そ の講習の在 り方を改善 してい く必要がある。

このため,同 法第9条 の5の 規定に基づく社会教育主事講習等規定(文 部省令)に 定める社会教

育主事講習の受講資格規定について見直しを行 うとともに,社 会教育主事講習の機会の大幅な拡

大な ど,一 般にも受講 しやすい方法を導入 していくことが必要である。

(3)地 域の人材が活躍できる場 としての社会教育施設

人々の学習活動が進むにつれ,そ の学習成果を地域で活用 したいと希望する人が増えてきてい

る。こうした人々が活躍する場 として,社 会教育施設が率先 してその役割を果たす ことが期待 さ

れている。公民館をは じめ,図 書館や博物館等においてボランティア活動が盛んになってきてい

ることは,そ うした人々のニーズの現れである。 しか しなが ら,多 くの社会教育施設において

は,ボ ランティアを受け入れ る体制ができていない,受 け入れのための事務が繁雑 である。受入

れ予算がないなど理 由として,ボ ランティアの受入れ等に消極的なのものが見受 けられ る。

学習成果を生かす場が広がることは,学 習者に達成感や充実感等が生まれ,さ らに学習意欲が

増す とい う相乗効果が期待できるなど,生 涯学習社会の構築にとって有効なものである。このよ

うな学習支援 ・社会参加支援は社会教育行政の重要な使命であ り,社 会教育施設 は学習成果の活

用の場 としてその役割をはた していかなければならない。

第3節 生涯学習社会におけるネッ トワーク型行政の推進

1ネ ットワーク型行政の必要性

生涯学習社会においては,人 々の学習活動 ・社会教育活動を,社 会教育行政のみな らず,様 々な立

場か ら総合的に支援 していく仕組み(ネ ッ トワーク型行政)を 構築する必要がある。社会教育行政は

生涯学習振興行政の中核 として,学 校教育や首長部局と連携 して推進する必要がある。また,生 涯学
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習施設間 や広域市町村間の連携 等にも努めなければな らない。

(1)ネ ッ トワーク型行政の必要性

人々の学習活動 ・社会教育活動は,様 々な時間や場所において様々な方法で行われている。多

様化する学習活動や学習ニーズにこたえ,生 涯学習社会における社会教育行政を推進するために

は,多 様な機関間で多様な レベルの連携 が不可欠である。学習者から見れば,学 習サービスをだ

れが提供す るかは,さ して重要ではなく,そ れぞれの学習サー ビスが 自分に合った内容や水準で

あり,か つ,低 コス ト,場 所的 ・時間的にも都合がよいことなどが重要であると言える。 したが

って,各 機関は,そ の 自らの特色や専門性を生か しつつ,相 互に連携 して住民に対す る学習サー

ビスを的確 に行 うようにしなければな らない。

生涯学習社会においては,各 部局の展開する事業や民間の活動が個別に実施 され ると同時に,

こ うした活動等がネッ トワークを通 して,相 互に連携 し合 うことが重要である。 これか らは,広

範な領域で行 われ る学習活動に対 して,様 々な立場か ら総合的に支援 していく仕組み(ネ ットワ

ーク型行政)を 構築 してい く必要がある。 この意味で社会教育行政は,ネ ッ トワーク型行政を目

指すべきであ り,社 会教育行政は生涯学習振興行政の中核 として,積 極的に連携 ・ネッ トワーク

化に努 めていかなければな らない。

また,ネ ットワークを構築するためには,国,地 方公共団体,大 学,研 究機関,民 間団体等に

存在する人 ・もの ・情報等に関する学習資源 を調査,収 集 し,そ の学習資源を有効に活用できる

よ うにす ることが必要である。このため,国 は,学 習資源の開発 を効率的に進めるため,地 方公

共団体間のネ ッ トワー ク化を促進 し,ま た,地 方公共団体は,人 々に直接学習資源を提供するだ

けではなく,ネ ットワーク参加機関,施 設,団 体等がそれぞれ役割を果たせるような環境を整備

していくことが求められる。

(2)生 涯学習社会構築 を目指 した社会教育行政の法令上の位置付 けの検討

生涯学習社会における社会教育行政は,前 述 したとお り,ネ ッ トワーク型行政の中核 としての

機能を果たす ことが必要である。 この ような役割を効果的に果た していくためには,社 会教育行

政が生涯学習社会の構築を目指す ものであることを行政システムの中で明確にしていくことが求

められてお り,社 会教育法上の位置付けを含 めて検討 していく必要がある。

2学 校 との連携

社会教育 と学校教育 とが連携することにより,子 どもたちの心身 ともにバ ランスのとれた育成 を図

ることが重要である。学校施設の開放等 を進めることにより,地 域社会の核 としての開かれた学校 を

作る必要がある。また,高 度化する学習ニーズに対応するため,高 等教育機関,国 公立や民間の研究

機 関,企 業 との連携 も不可欠である。

(1)学 校教育 と社会教育の連携

子 どもたちの生きるカをはぐくむために学社融合の必要性が言われ,様 々な場面で取組が始ま

っているが,い まだ学校教育 と社会教育の連携は不十分 と言わざるを得ない。学校教育と学校外

活動があいまって,子 どもたちの心身 ともにバランスの とれた育成が図られることとなる。昨今

の子 どもたちを巡る環境 を考えると,早 急に学社融合の実をあげていかなければならない。
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地域社会の核 としての開かれた学校を作ることや,学 社融合の観点から,学 校施設 ・設備を社

会教育のために利用 していくことが必要である。余裕教室等を利用するなど学校施設 を社会教育

の場に提供することにより,児 童,生 徒 と地域社会 との交流が深ま り,地 域社会の核 としての開

かれた学校が実現する。また,特 に学校体育施設については,地 域住民にとって最 も身近に利用

できるスポーツ施設であ り,学 校体育施設の地域社会 との共同利用化を促進 し,地 域住民の立場

に立った積極的な利用の促進 を図ることも重要である。学校の運動場やプール,教 室の開放等が

盛んとなってきているが,学 校開放にいまだ慎重な学校 もあるな ど,学 校によ り取組が異なって

いる。学校開放を進めるため,教 育委員会が学校 ごとに施設の管理や利用者 の安全確保 ・指導に

当たる人員の適切な配置,地 域住民の協力を得た委員会の整備な ど必要な措置を講ずることが求

められる。

こうした中で,学 校の建替えに際 し,地 域住民の生涯学習活動の場 としての活用 を予定 した設

計 を行 うこと,ま た,地 域住民のための高機能 な生涯学習施設を整備 し,こ れを学校教育に優先

的に使わせることなど,非 常に分か りやすい学社融合のスタイルを施設の設置運営面か ら打ち出

している例 もあ り,先 駆的取組 として評価できるものである。

(2)高 等教育機関等との連携

高度化 した人々の学習ニーズに対応するためには,大 学等の高等教育機関との連携が不可欠で

ある。最近では,公 開講座はもとより,科 目等履修生制度の充実や夜間大学院の開設等,社 会人

が大学の単位を取得 した り,修 士課程,博 士課程を履修することができるな ど,大 学 における社

会人受入れのための取組が活発 となっている。従来,教 育委員会側からの高等教育機 関との連携

への働き掛けは必ず しも活発ではないが,今 後は連携を積極的に進めていく必要がある。 これ ら

を支援す る上で国が果たすべき役割は極めて大きい。高等教育機関において も,地 域社会の一員

として地域における学習活動の振興のために,積 極的に貢献 していくことが期待 され る。また,

今年から通信衛星によ り全国的に提供することになった放送大学の放送授業を公 民館等社会教育

施設において受信できるようにす るなど,住 民の学習活動の高度化のために積極的に活用 してい

くことが期待 される。 さらに,国 公立及び民間の研究機関や企業 についても,専 門的かつ高度な

人材や施設設備など貴重な学習資源を有 していることか ら,こ れ らとの連携 も有効である。

3民 間の諸活動 との連携

社会教育行政は,社 会教育関係団体,民 間教育事業者,ボ ランティア団体をはじめ とす るNPO,さ

らには,町 内会等の地縁による団体を含 めた民間の諸団体 と新たなパー トナーシップを形成 してい く

ことが必要である。

(1)民 間教育事業との連携

本来,社 会教育行政は,人 々のニーズに応 じて,多 様で豊かな学習の場 を提供する観点か ら民

間教育事業を支援すべきであ り,民 間が創意にあふれた活発な教育活動を展開できるよ うな環境

整備を図ってい くことが重要である。社会教育行政が,こ れまでどちらか といえばその支援 に消

極的であった民間教育事業者に対 して,今 後は,例 えば共催で事業を実施することや,社 会教育

施設を開放すること,さ らには,住 民に対 して,民 間の教育事業に関する情報を提供 してい くこ

となど積極的な対応が必要である。
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特に,公 民館等 においては,民 間教育事業者の活用についてこれまで消極的な姿勢が見られた

り,ま た,民 間で実施可能な事業を行政側の主催事業として行 うことなど,民 間 と競合す る面が

見 られた りするが,そ の協力方策について検討する必要がある。公民館が,住 民の意思を反映 し

つつ主催事業を展開する上で,民 間教育事業者 との連携協力を積極的に考えるべきである。

(2)社 会教育関係団体 との連携

これまで社会教育関係団体は,民 間の行 う社会教育活動の中心 として重要な役割を担ってき

た。しか しなが ら,ボ ランティア団体をはじめ とするNPOに よる活動など,新 たな団体の活動が盛

んになっている。平成10年3月 には,特 定非営利活動促進法(い わゆるNPO法)が 成立している。

同法では,社 会教育の推進を図る活動等を特定非営利活動としてお り,こ うした活動を行 う団体

に対 して法人格を付与することができるようになった。

これ まで,社 会教育行政は,社 会教育関係団体の活動を重視 し,奨 励すべき活動に対 して補助

金を交付 して支援す る等,連 携 を密にとってきた。その結果,団 体側 も行政の支援を前提 とした

事業展開 とな り,本 来の自立的な意識が希薄 となったとの指摘もある。今後,社 会教育関係団体

は,そ れぞれの設立の趣 旨 ・目的に沿った一層 自立 した活動の展開が求め られる。社会教育行政

は,社 会教育法第11条 及び第12条 の規定の趣 旨を踏まえ,社 会教育関係団体,ボ ランティア団体

をは じめ とす るNPO,さ らには町内会等の地縁による団体をも含め,こ れらとの新たなパー トナー

シ ップ(対 等な立場か ら相互に連携 ・協力 しあ う関係)を 形成 していくことが大切である。

4首 長部局等 との連携

地域社会の活性化 を通 じた地域の教育力の活性化は社会教育行政の重要な課題である。地域の人材

育成 に責務を追 う教育委員会 と地域づくりに広範な責務を負 う首長部局とが連携 して,生 涯学習,社

会教育,ス ポーツ,文 化活動を通 じた地域の教育力の向上に取 り組む必要がある。

人間形成の基盤が地域社会にあることを考えると,活 力ある地域社会の構築,地 域づ くりは社会

教育行政にとって極めて重要な意味を持っている。地域の人材育成に責務 を負 う教育委員会 と地域

づく りに広範な責務を負 う首長部局とが連携 して初めて,生 涯学習,社 会教育,ス ポーツ,文 化活

動 を通 じた地城づ くりと地域の教育力の再活性化が可能となる。青少年教育,男 女共同参画社会の

形成等の諸活動は,地 域全体で取 り組む ものであり,そ れぞれの地域の実情に即 して,教 育委員会

と他の部局が連携協力 して推進 していかなければな らない。行政サービスの提供者が どの組織であ

るかは,住 民に とって重要な意味を持たない。それぞれの部局が,そ の行政 目的に応 じた特徴ある

様 々な事業を行 うことは好ま しいものであり,問 題があるとすれば,同 種の事業が様々な部局で相

互に連携 されずに行われていることである。

例えば,男 女共同参画の一層の推進のために,教 育委員会は,男 女の固定的な役割意識を改める

ための学習や,女 性のエンパワーメン ト(個 々の女性が自ら意識 と能力を高め,政 治的,経 済的,

社会的及び文化的に力を持った存在 となること)を 目指 した学習を専門的な見地か ら支援す ること

が必要である。一方,首 長部局の女性担当部局では男女共同参画に関する広報活動等を行 ってお

り,教 育委員会の婦人教育行政 と首長部局の女性行政は,各 専門部局がそれぞれのノウハ ウを生か

した役割分担に従って施策 を行いつつ相互に連携 を図ることが効果的である。社会教育 としての婦

人教育を実施す る教育委員会は首長部局を通 じて,関 係施策を行 う他部局の情報を得ながら施策を

一一190一



進 めていくことが必要である。特に,民 間団体に対 しては,首 長部局と教育委員会が密接な連携を

図 り,そ れぞれの持つ情報を提供するといった具体的な対応が不可欠である。

住民にとっての行政サー ビスの提供,充 実 とい う観点から,教 育委員会と首長部局が積極的に連

携協力 していかなければならない。現行の社会教育法では,第7条,第8条 に広報宣伝における協

力,資 料の提供等教育委員会 と地方公共団体の長 との関係が規定されているが,教 育委員会が首長

部局 とさらなる連携を進める観点か ら,規 定の在 り方 について検討 していく必要がある。

5生 涯学習施設問の連携

社会教育施設問のみならず,首 長部局が所管する各種の施設等 との積極的な連携を促進 し,住 民に

とって利用 しやすい生涯学習施設のネッ トワークを構築 していくことが必要である。このための恒常

的な組織の設置が期待 され る。

生涯学習の拠点 として様々な施設が設置されている。社会教育施設だけではなく,首 長部局が所

管する各種の施設においても,さ らに民間や企業が持つ施設でも学習活動は行われている。学習者

か ら見れば,各 施設がそれぞれ特色 を生かして魅力的な活動を行っていることと,そ れぞれの施設

が連携 していることが重要である。 したがって,社 会教育施設 と学校施設を含 めたその他の生涯学

習施設 との連携協力体制 を構築 し,住 民にとって使いやすい魅力的な施設運営に努めるべ きであ

る。このためには,例 えば生涯学習施設ネ ッ トワーク委員会 ともい うべき連携のための恒常的な組

織 を設置 し,施 設問の連携を図るとともに,施 設 間における事業情報の相互交換,人 材の共通活用,

共 同キャンペーン,事 業の調整 ができるようなシステムの一層の充実が必要 となる。例えば,あ る

市においては,公 民館,図 書館,博 物館等の社会教育施設 と学校,児 童館,消 費者センター,コ ミ

ュニテ ィーセンター等が連携 して,各 施設の実施事業の情報提供や学習プログラムの開発をするた

めの共同事務局を設置 して住民サー ビスを展開す るな どの取組が行われている。 こうした施設間の

連携協力は,そ れぞれの施設の事業内容の充実,高 度化にもつながるものとして参考に値す る。

6市 町村の広域的連携

高度な社会教育行政サー ビスを実現す るためには,事 務処理の共同化をはじめ,市 町村が広域的に

連携することが有効であり,こ うした連携 を促進することが期待 されている。

住民の活動範囲は広域化 しているとともに,一 つの市町村で提供できるサービスは限定 されてい

る。例えば,小 規模の町村では,単 独で充実 した博物館などを整備することは容易ではなく,市 町

村が広域的に連携 して社会教育行政に取 り組む ことが有効かつ効率的である。連携の手法 として

は,一 部事務組合等による事務処理 自体の広域処理化や,各 市町村が共催負担金を拠出 し協力 して

事業を行い,事 務局は持ち回 りにするなどの方法がある。地方自治法上の規定により,公 の施設の

区域外設置や,区 域外の住民の利用について,議 会の議決が必要とされているが,住 民ニーズに対

応 し,高 度な社会教育サー ビスを提供す るためには,サ ー ビス機能の広域的な連携協力に積極的に

取 り組むことを検討する必要がある。その例として,指 導者の登録,情 報提供の共同実施,施 設職

員の合同研修などが挙げ られる。また市町村の連携協力には都道府県の支援が不可欠であり,各 地

域 において,恒 常的な連携組織 を設置す るなどの工夫が考え られ るよ う。なお,平 成10年 度から
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は,文 部省の広域学習サー ビスに関する補助制度が開始 され ることとなってお り,広 域連携への支

援施策 として期待 される。

第4節 学習支援サー ビスの多様化

1情 報化時代の通信教育の在 り方

社会通信教育は,生 涯学習社会の実現に大きな役割を果た してきているものの,現 在の社会教育法

の規定は郵便が情報伝達手段の中心であった時代に設けられたものであり,多 様なメディアが急速に

進展 している情報化時代にふさわ しい社会通信教育の在 り方について検討す る必要がある。

社会通信教育は,時 間的,地 理的な制約を受 けることなく,い つでもだれ もが学ぶことのできる

学習機会 として,生 涯学習社会の実現に大きな役割 を果た してきているが,近 年,イ ンターネ ッ ト,

衛星通信等の情報通信技術をは じめとした科学技術の急速な進展 に伴い,こ れ らの多様なメデ ィア

を活用することにより,情 報化時代に対応 した社会通信教育の発展が期待 され る。これ らの多様な

メデ ィアを利用 した通信手段や ビデオテープ,CD-ROM等 の映像 ・音声教材を効果的に活用す ること

ができるよ う研 究開発を促進す ることが必要である。

社会通信教育については,社 会教育法第49条 から第57条 までに規定されているが,こ れ らの規定

は,郵 便が情報伝達手段 の中心であった時代に設けられたものである。 このため,同 法第50条 第1

項の定義等については,情 報化に対応 した今後の社会通信教育にふ さわ しい規定 となるよう見直す

必要があるか どうかを検討す るとともに,社 会教育上奨励すべ き通信教育を文部大臣が認定する

「文部省認定社会通信教育」についても,こ のような新 しい技術を活用 した社会通信教育を認定の

対象 とす る等,社 会通信教育の認定の在 り方について検討することが必要である。

2学 習成果 を評価するための技能審査の在 り方

文部省認定技能審査制度は,学 習の成果を社会的に評価するものとして,ま た,学 習活動に励みを

与えるものとして重要な役割 を果たしている。技能審査の法令上の根拠を明確にす るとともに,今 後

の在 り方を検討す ることが必要である。

文部省認定技能審査制度は,青 少年 ・成人が習得 した知識 ・技能について,民 間団体がその水準

を審査 ・証明す る事業の うち,教 育上奨励すべきものを文部大臣が認定するものであ り,現 在,実

用英語技能検定,目 本漢字能力検定など25種 目の技能審査が認定 されている。 この文部省認定技能

審査制度は,学 習の成果を社会的に評価するものとして,ま た学習活動に励みを与えるものとして

重要な役割を果た してお り,学 校教育の現場や就職の際にも活用 されてきている。

一方,公 益法人が独 自に行 っている審査等を各省庁が認定等することについては,そ の手続等に

関する不透明性の改善が求められてお り,平 成8年9月 の閣議決定 「公益法人に対する検査等の委

託等に関す る基準」では,各 省庁が行 う認定等が法令に基づ くものであること,審 査等を実施する

公益法人は,法 令 によって指定 されていることな どの要件を整えることが必要 とされたところであ

る。現在,文 部省認定技能審査は,昭 和42年10月 に制定された 「技能審査の認定に関す る規則」(文

部省告示)に 基づき実施 されているが,同 閣議決定を踏まえ,そ の実施に関し,法 令上の根拠を明

確 にす ることが必要である。
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併せて認定する団体を原則一種 目一団体 とする現行の認定に当っての運用の見直 しを検討すると

ともに,実 施団体における業務及び財務等に関す る情報の公開の促進など,文 部省認定技能審査が

よ り適切に行われるための措置を講ずることを検討 していくことが必要である。

3マ ルチメデイアの活用

マルチメディアの活用は,時 間的 ・地理的制約を克服 し,質 の高い効率的な学習を可能 にするもの

であ り,マ ルチメディアを活用 した新 しい学習システムの開発や普及が望まれ る。また,社 会教育施

設におけるコンピュータの整備や,操 作に関する学習機会を充実 させることが必要である。

今 日,社 会のあらゆる分野において情報化が浸透 しているが,生 涯学習の振興を図る上で,マ ル

チメディアの活用は,時 間的,地 理的制約を克服 し,勤 労者や子育て中の人,身 近に学習機会のな

い人にとって,よ り質の高い効率的な学習を可能にす るものとして,ま た,障 害者や高齢者等の学

習機会へのアクセスを容易にするものとして期待 されている。

放送大学は,テ レビ,ラ ジオの放送メディアを効果的に活用 した大学通信教育の実施機関とし

て,広 く国民に大学教育の機会を提供 している。平成10年1月,こ れまでは関東地域の一部に限定

されていた放送対象地域が,通 信衛星を利用 した放送により全国へ広がったところである。また,

生涯学習に関する情報の提供 を充実 させ るため,全 国的に生涯学習惰報を提供する体制(ま なびね

っ とシステム)の 整備が,西 暦2000年 を目標に進 められているなど,マ ルチメデ ィアを活用 した社

会教育サービスの充実が図られているところである。

今後は,い つでもどこでも学習者の リクエス トに応 じた学習ができるシステムや,ISDN(音 声,

ファクシミリ,デ ータ,映 像等の情報を大量,高 品質かつ経済的に伝送することを可能 としたデジ

タルネ ッ トワーク),衛 星通信を活用 したテ レビ会議システム等による遠隔学習の実施,さ らには図

書館,博 物館等の有する学習素材をマルチメデ ィアデータベース化 して他の社会教育施設や学校等

において活用できるようにするなど,マ ルチメディアの活用 による新 しい学習システムの開発 ・普

及が望まれる。

こ うした中,衛 星通信を利用 した総合的な教育情報通信システムが平成10年 度に整備 され,平 成

11年度 より運用が開始 される。 これは,国 立教育会館(本 館,学 校教育研修所,社 会教育研修所),

文部省本省,国 立科学博物館,国 立オリンピック記念青少年総合センター と都道府県 ・政令指定都

市の教育センター,学 校及び社会教育施設等を衛星通信 により結び,教 育情報通信ネッ トワー クシ

ステムの整備を図るものである。本システムを活用 した全国規模の社会教育事業の実施や社会教育

職員研修の充実が期待 され る。

一方
,急 速な情報化は情報 リテラシー(情 報及び情報伝達手毅を主体的に選択 し,活 用 していく

ための個人の基礎的な資質)の 不足等情報システムにアクセスすることが困難な人々,い わゆる情

報弱者 を生み出す可能性がある。 このため,様 々な人々がコンピュータに慣れ親 しみ,利 用す るた

めに,社 会教育施設におけるコンピュータの整備やコンピュータの操作に関する学習機会を充実 さ

せることな どが必要である。

現在,マ ルチメデ ィアの活用については,社 会教育分科審議会教育メディア部会において包括的

に検討 しているが,引 き続 き検討 してい くこととする。
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4青 年学級振興法の廃止

勤労青年に教育的機会を付与するために青年学級振興法は,進 学率の上昇等の社会の変化 に伴い廃

止す ることが適当である。ただ し,青 年に対する学習成果の評価等,そ の法律の精神については,引

き続 き継承 していくことが期待 される。

青年学級振興法は,勤 労青年 に教育の機会な付与するため昭和28年8月 に制定されたものであ

る。その後,進 学率の上昇等によるそのニーズの低下,青 年教室への予算措置な どによる代替措置

の充実等の祉会の状況の変化に伴い,そ の存続意義が乏 しくなってきていることか ら,同 法を廃止

することが適 当である。 ただ し,同 法は,青 年側か ら学級講座の開設 をもとめることができるな

ど,学 習意欲のある者にその機会を与えるとい う趣旨を持つとともに,青 年学級を受講 したことが

学習の成果 として社会か ら評価 されるなど,そ の法律の精神については,生 涯学習社会の構築を目

指す現在においても重要である。学習 したい青年に対 し学習機会や学習情報を確実に提供すること

やその学習成果の評価のためのシステムを構築することなど,青 年学級の精神を継承 した社会教育

行政 を展開することが期待 され る。

24生 活体験 ・自然体験が 日本の子 どもの心 をは ぐくむ(要 旨抄)

平成11年6月9日

生涯学習審議会答申

Ⅲ今,緊 急 に取組 が も とめ られ る こと

2地 域の子 どもたちの遊び場をふやす

(3)博 物館や美術館を子どもたちが楽 しく遊びながら学べるようにする

○博物館や美術館 は,静 かに見学するだけではなく,そ の豊富な資料を活かして,子 どもたちが自

分たちの血 とな り肉 となるような学習ができる場 として期待されています。

○ このため,子 どもたちが主体的に五感 を使って体験できるような展示や事業を展開 し,楽 しく遊

びなが ら学べ る 「子どもや親に開かれた施設」になるようにすることがもとめ られます。

【当面緊急に しなければならないこと】

◎ 博物館や美術館 において,子 どもたちが主体的に五感 を使って体験できるよう,参 加体験:

型の展示の開発やハンズオン(自 ら見て,触 って,試 して,考 えること)活 動を展開す る。

◎ 子 どもたちの科学や ものづ くりへの関心を深 めるには,時 間を気にせず トライ ・アン ド・

エラーが許 されることが必要であ り,週 末等に全国の公民館,科 学館,博 物館等で,地 域の

教員,職 人,企 業の技術者等がボランティアで指導する教室を開催する。(科 学技術庁 と連

携)

◎ 大学や大学共同利用機 関が科学系博物館等 と連携 し,子 どもたちが最先端の研究成果に直

接触れ ることができるよう,科 学実験体験,施 設見学等を開催す る。(科 学技術庁 と連携)

一一194一



◎ 公立等の美術館,博 物館において,子 どもたちが美術や伝統文化に親 しみ,理 解を深める

機会を提供す る。

◎ 学校休業土曜 日等の博物館 ・美術館の無料開放等を進める。

4子 どもたちの活動を支援する リーダー を育てる

(2)学 生や社会人が子 どもたちの自然体験活動のリー ダーとなれるよう,登 録制度 をつくる

○ どのような進路を国指す学生であっても,自 然の中で子 どもたちのために汗を流す ことに充実感

を味わい,ま た,自 ら選んで リー ダーを 目指 し研鑛 を積む ことが誇 りとなり,そ れが社会からも

積極 的に評価されることや,こ のような学生が社会人になって我が国における地域の自然体験の

リーダーや支援者に育つ ことが期待 されます。

○我が国においては,青 少年団体や 自然体験 ・環境教育に取 り組む様々な分野の民間団体がそれぞ

れ独 自に リーダーを養成 していますが,参 加の広が りが乏しいのが現状です。そこで,ゆ るやか

にこれ らの団体が連携 して,広 報周知活動を行い,参 加希望者のニーズにあわせて受入れができ

るよ うに していけるよ う,こ れ らの民間 団体間でネ ッ トワークを形成 し,各 団体の自然体験活動

の リーダー養成を互換 しあえるようにすることが必要です。

【当面緊急にしなければならないこと】

◎ 自然体験活動のリーダー養成の拡充 とその社:会的信頼性の確保のため,登 録制度の確立を

目指 し,調 査研究を進める。登録は青少年団体,自 然体験,環 境教育に取 り組んでいる民間

団体の間のネ ットワークによ り民間の手で行 う。各団体の養成プログラムについては,大 学

の学生部の窓 口を活用するなどして全国の学生に周知する。また,リ ーダー としての登録情

報は,全 国の子 どもセ ンターを通 じて地域の団体 ・グループや企業,旅 行業者に提供する。

◎ 高等教育機関において,自 然体験活動について幅広くかつ体系的に履修できるコースの開

設など,指 導者養成を推進する。授業は,社 会人の学習や教員の自己研修を支援す るため,

衛星通信システムを活用 した公民館等での受講やイ ンターネ ットの活用が可能 となるようシ

ステム開発を進める。

また,一 部の国立青少年教育施設等 において,民 間団体や民間教育事業者 との連携によ

り,ト ップランナーの養成 ・研修を行 う。
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25学 習 の成 果 を幅 広 く生か す(要 旨秒)

－生涯学習の成果を生かすための方策について－

平成11年6月9日

生涯学習審議会答申

第4章 学習の成果を 「地域社会の発展」に生かす

2学 習成果を地域の発展に生かすにあた っての課題 と対応方策

(2)活 動の場づ くり

② 地域での活動参加

1)公 民館等の講座 ・学級の住民参加型の自主的な企画 ・運営

従来は,社 会教育施設の専門職員が講座を企画 し,ま た,自 ら指導者 として講義するものも

少な くないなど学習者が受け身で学習す ることが通例であった。 しかし,最 近では,学 習者 自

らが委員会を作つて,学 習プ ログラムの全体を企画 した り,講 師等を選定 した りするなど,住

民による参加 ・企画型の市民講座等がでてきている。また,公 民館等での学級 ・講座を住民の

個々の小 さな学習グループごとの希望によって編成する個別運営型の講座などもある。

今後,行 政は,行 政課題に応 じて 自ら企画 ・計画する事業のほか,事 業の企画 ・広報を行 う

委員会の委員や運営スタッフ等に住民の参加 を求めるなど,参 加者が学習成果を生か して実際

に活動を行 うような事業の実施にも積極的に取 り組む必要がある。

●墨 田区の 「すみだ生涯学習セ ンター」

区民か らなる学習推進委員会がセ ンターの学習事業 「下町コミュニティーカレッジ」の

100以 上の講座 をすべて企画 し,講 師を選び調整 し実施 している。

●福岡県宗像市の 「市民学習ネ ットワーク」事業

他薦によ り認定講習を受けて登録 された市民ボランティアを講師に,市 民が少人数で身

近な場所 で行 う学習を行政が支援するもの。学級の開設は,事 務局が予め広報誌で講師 ・

場所 ・時間を定めて学生を募集す るもののほかに,5人 以上の学習グループが事務局に申

込み,紹 介 された講師 と相談 して場所 ・日時が決まったら学級 として成立するとい うもの

もある。

●富山県 「県民カレッジ自遊塾 県民教授制度」

県民が自己推薦により教授 とな り,自 分の学習の成果を生か した内容での講座を企画 し,

自ら講座 を運営す る。主 として職業人を対象に,共 同学習 と異文化交流の場を提供するこ

とをね らい とする。県内の文化会館,公 民館,レ ス トランや喫茶店等で 自由に行われる。

2)地 域 ぐるみの組織的活動

PTA,自 治会など地域の様々な団体が集 まり,地 域 ぐるみで,子 どもの健全な育成のため

に,学 習 し,そ の成果を生かした活動が求められている。
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●川崎市 「地域教育会議」

中学校区ごとに,PTA・ 子供会 ・町内会等の代表者,住 民委員(教 育に関心を持ち,地 域

の人々の推薦で参加する),教 職員,子 ども文化センターや市民館の職員な どから成る会議

体で,市 民の教育に対する意見を,行 政や学校,青 少年団体等に反映 させ るとともに,地

域の学習 ・教育についての人々のネ ッ トワークを作 ることに努めている。 「教育を語 る会」

の開催,学 校での行事への参加,広 報誌の発行,地 域の教育への住民のニーズの調査など

も行 う。

3)地 域の子育て支援ネ ッ トワーク

核家族化の進展や地縁的つなが りの希薄化等を背景に,地 域の親たち相互の子育てのための

支援活動が行われるようになっている。その際 地域の子育ての経験者やお年寄 り等が,子 育

てについての悩みやス トレスを解決するため,大 きな役割を果たす ことが期待 されている。

●東京都杉並区 「地域子育てネ ッ トワーク事業」

学校 をはじめ児童館,保 健所,出 張所,膏 少年育成委員会,民 生児童委員,町 会 ・自治

会 ・商店会,PTA,母 親 クラブ,自 主グループ,ボ ランテ ィア等の多くの機関 ・団体とネ ッ

トワークを組み,① 子育てを通 じた人と人 とのつなが り作 り,② 子育て情報の交換 ・提供,

③子 ども自身のネ ッ トワー ク参加,④ 行政機関を開かれたものへ,⑤ 個別ケースでの連帯

対応,⑥ 行政部門間の連携を進めることを行っている。

●岐阜県 「地域子育て支援システム」

子育てを終わった女性を 「コミュニテ ィママ」として位置づけ(登 録制),① 保護者の病

気に伴 う子供の世話,② 保育所の保育時間前後の子供の世話,③ 保育所への送迎,④ 妊産

婦家庭の家事,⑤ 学校放課後の児童の世話,⑥ 育児相談な どの子育て支援を行 う。

4)青 少年の健全育成のための社会事業

特に最近,青 少年の非行問題等が憂慮 され る状況 となっている。 これに対 しては,様 々な対

策を講 じる必要があるが,中 長期的には,子 どもたちに自然の中での遊び,体 験活動,サ バイ

バル体験等を重ね させることの教育上の有効性 も指摘 されるところとなっている。

従来,こ れ らの活動は,い つ も特定の同じ大人が指導者 となって行われてきたが,今 後は,

これまで子どもたちの活動にかかわ りがなかった地域の様々な大人や学生たちが,そ れぞれの

学習活動の成果を生か して,活 動の指導者や リーダー として気軽に参加することができる環境

づ くりが必要である。 このことにより,新 たな子 どもたちの体験活動プログラムが展開 される

こととなる。
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26新 しい情報通信技術を活用 した生涯学習の推進方策について(要 旨)

－情報化で広がる生涯学習の展望－

平成12年11月28日

生涯学習審議会答申

1生 涯学習における情報化の現状と展望

〇 九州 ・沖縄サ ミッ トやケルンサ ミッ ト,G8教 育大臣会合において,情 報通信技術を活用 した生涯

学習の可能性や拡大や生涯学習により情報 リテラシーを身につ ける機会の拡大の重要性が指摘 され

ている。

○ 一方,現 状では,職 員の情報 リテラシーな どの人的側面,情 報機器の整備などの設備面,施 設間や

学習者のネ ッ トワーク面,生 涯学習用の教材などの ソフ ト面,人 間関係の希薄化などの情報化の 「影」

の部分への対応において,解 決すべき課題が多い。

○ 情報通信機器の活用により,学 習者の意欲の高ま り,学 習資源 ・機会の拡大,学 習方法の変化によ

る主体的な学習の可能性,地 域づくり ・まちづ くりの推進などが期待される。

Ⅱ新 しい情報通信技術を活用 した生涯学習施策の基本的方向

○ 惰報弱者 となる可能性のある社会人や高齢者に対する情報 リテラシーの学習機会を拡充することが

必要。

○ 情報 リテラシーを身につける際には,情 報機器の操作だけではなく,主 体的な情報収集 ・選択 ・活

用能力,情 報発信能力,情 報社会における規範や 自己責任能力,危 機管理能力,社 会の中での実体験

とのバランスの取 り方な どを身につけることが必要。

○ 生涯学習関連施設は,人 々の多様な学習需要に対応するため,そ れぞれの特色 を生か しつつ情報化

を進めることが必要。

○ 特に,公 民館や生涯学習センターは,学 習機会やボランティアなど地域の様々な情報を提供する 「地

域の大人セ ンター」の役割を担 うとともに,大 学等の公開講座を受講できるようにするなどの多様な

学習機会を提供す ることによ り,人 々が集い共に学ぶ場となることが必要。

○ また,高 等教育機 関(大 学,短 期大学,高 等専門学校及び専修学校)は,地 域住民に対する情報 リ

テラシーの学習の場や機会の提供 とともに,衛 星通信やインターネ ットを活用 して各大学等の公開講

座を全国津々浦々の人々に提供 してい くなどの取組みが重要。

Ⅲ当面推進すべき施策

○ 情報社会 による恩恵をすべての人々が受 けることができるようにするため,情 報 リテラシーを身に

つける学習機会の拡充,特 に,基 礎的な技能を習得するため講習の機会の拡大が急務であり,地 方公

共団体が自主的に行 う講習会の開催を支援することが重要。

○ 生涯学習行政 に携わる職員が,必 要 とされる情報 リテラシーを計画的に身につけるため,生 涯学習

セ ンター等において情報 リテラシーに関す る研修機会を充実するほか,国 においては地方公共団体に
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おける研修に対 し支援するなど,研 修 ・養成体制の整備が重要。

○ 学習者のだれもが情報 リテラシーを身につけるための機会を最大限に確保 できるようにするため,

まず,基 礎的な環境整備 として身近な生涯学習関連施設において,緊 急に必要な情報機器 を整備す る

ことが必要。

○ 大学等の公開講座 を全国の公民館で受講できるようにするため,公 開講座 を提供する大学等 とそれ

を受信する公民館等を結びつけ,衛 星チャンネルを借 り上げ,受 講料 の徴収,テ キス トの配布などを

行 う総合的なシステムの構築について検討す ることが必要。

○ 大学 ・大学院レベルの学習機会を充実す るため,現 在制度化 されている通信制大学院修士課程の一

層の設置の促進を図ることや,今 後,通 信制大学院博士課程の開設について検討す ることが必要。

○ 放送大学において,デ ジタル ・デバイ ド対策 として,ア ジア地域を中心とした発展途上国における

人材育成に資するための遠隔教 育手段を活用 した高等教育 レベルの教育協力を推進するな ど関係機

関と連携 しながら国際協力について検討することが必要。

27新 しい時代における教養教育の在 り方について(抄)

平成14年2月21日

中央教育審議会答申

第3章 どの よ うに教養 を培 って い くの か

第3節 成人の教養の獅養

(2)具 体的な方策

② 大人が教養 を高めるために学ぶ機会を充実す る

大人が生涯を通 じて学び,考 え,教 養を高めてい く機会を充実する必要がある。併せて,氏 間

の教育事業として行われるもの,公 的な機 関で提供されるものな ど,様 々な形で提供 され る学習

機会に関す る情報提供の仕組みを充実するとともに,学 んだ成果を社会の中で生かす仕組みの充

実を進める必要がある。

◇多様な学習機会の充実

成人の教養を高めるための多様な学習機会の整備が必要である。例えば,親 としての心構え

や役割,地 域での活動の在 り方を学ぶ機会や,老 いや死な どに向き合い,人 生の円熟期を豊か

に過 ごすための学習機会などは今後特に重要 となる。社会生活を営む上で必要な実践的 ・制度

的な経済知識 を身に付けるために学ぶ機会や,社 会の第一線で働 く人が学位取得を目指 して

学習す る機会,国 際社会で適用する高い レベルの教養 を身 に付けるための学習機会 も重要で

ある。さらに,転 職や再就職の際にも,視 野を広げ,関 連す る分野についての知識 を深めるよ

うな教育の機会を整備するなどの配慮が望まれる。

◇学びやすい環境の整備

就職後間もない若い時期から高齢期に至るまで,成 人が時間的,地 理的,経 済的制約を超え
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て学びやすい環境を整備す ることが必要である。大学や専修学校等における社会人受入れの

大幅な拡充や,交 通至便な場所へのサテ ライ トキャンパスの設置,放 送大学をはじめ情報通信

技術やインターネ ッ トを活用 した学習機会の充実 とともに,奨 学金事業の充実など学習に対

する経済的支援を充実することが求められる。さらに,成 人の身近な学習の拠点 として地域の

図書館 の整備やその機能の充実を図る必要がある。親子連れ向けの演奏会 ・演劇やサービスの

充実な ど多様なニーズに対応できる学習環境の整備 も重要である。また,こ れ らをより有効に

活用す ることができるよう,情 報提供の仕組みの充実が求められ る。

◇学習成果を社会に生かす仕組みの整備

住民が学習の成果を生かし,ま ちづ くりや学校 の教育活動の支援 などに取 り組むことを通

じて,参 加者 自身 も楽 しみなが ら,新 しいコミュニティを形成することが期待される。その際,

学校や公民館等 を地域の学習 グループやNPOの 活動拠点 として積極的に位置付けるべ きであ

る。

また,自 分の経験や能力を生か し,NPO等 で生きがいをもって働 くことを望む人 も増 えてお

り,こ うした働 き方やNPO活 動の意義が社会の中で更に認知 され,評 価されるよ うな雰囲気を

作ってい くことも重要である。

28青 少年の奉仕活動 ・体験活動の推進方策等 について(抄)

平成14年7月29日

中央教育審議会答申

Ⅱ.奉 仕活 動 ・体 験 活動 を どの よ うに推進 してい くのか

(略)

3.18歳 以降の個人が行 う奉仕活動等の奨励 ・支援

～奉仕活動 を日常生活の一部 として気軽に行 う～

(略〉

(3)個 人が参加できる多彩なプログラム等の開発 ・支援

(略)

2)身 近に参加 できる魅力あるプ ログラムの開発

活動を行 う主体や,活 動分野などそれぞれの特性を踏まえつつ,参 加者の能力や経験,興 味や

関心に応 じて身近に参加できるように多彩な活動の機会が用意 され る必要がある。

活動プログラムの開発に当たっては,例 えば若者を引き付けることができるようにゲーム性や

娯楽性を持たせたプログラムや,親 子で参加できる活動 中高年齢者が技能や経験を生か してで

きる活動など,活 動 に参加する者の特性 に応 じた配慮が必要である。また,プ ログラムのアイデ
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アを公募 したり,各 分野で活動す る多彩な人材の参加協力によるプログラムな どの工夫も求め ら

れ る。特に,今 後,本 格的に高齢化社会を迎える我が国において,高 齢者が社会 とのかかわ りを

維持 し,活 力を持ちながら生きることができるように,社 会参加の場 として高齢者のボランティ

ア活動の機会を拡充していくことが必要である。

さらに,地 域においては,環 境保全,国 際理解,高 齢化社会への対応など現代的課題 の学習機

会が充実 されてきてお り,ま た,IT普 及国民運動の一環 としての全国民を対象 としてのIT講

習が実施 されたところである。 こうした学習の成果等を活用 した活動の機会の提供やプログラム

開発についても検討することが適 当である。

① 公共施設等におけるボランティアの受入れの促進

近年,社 会人,主 婦,退 職者等が,知 識や経験,技 術を生かして,地 域の学校,社 会教育施

設,青 少年教育施設,文 化施設,ス ポーツ施設 ・病院などの公共施設においてボランティア活

動を行 う例が増えている。例えば,学 校での教科や部活動の指導,地 域でのスポーツや文化活

動の指導,公 民館,図 書館等社会教育施設でのボランティア,博 物館 ・美術館等でのガイ ドボ

ランティア,ス ポーツ大会での組織運営 ・通訳など幅広い活動が行われている。 こうした活動
す そ の

は個人の能力や経験,学 習成果を生か し日常的に取 り組めるものであ り,活 動の裾野を広げる

上で意義が深い。また,地 域 に開かれた施設 としての事業や運営の改善充実や活性化に資す る

面も大きい。

このため,公 共施設等においては,ボ ランティアの受 け入れ ・活用を組み込んだ事業の運営,

施設の担当者の指定,ボ ランティア及び職員双方への研修 など受入れに必要な環境整備を行 う

ことを求めたい。

さらに,特 別非常勤講師制度,ス ポーツや文化 の指導者派遣制度など学校教育への社会人の

活用のための施策の一層の充実を図る必要がある。

(略)

4.国 民の奉仕活動 ・体験活動を支援する社会的仕組みの整備

奉仕活動 ・体験:活動を支援 していくためには,個 人,ボ ランティア団体,企 業,学 校及び行政

などが共に協力して,推 進体制をつ くっていく必要がある。

そのため,国,都 道府県,市 区町村のそれぞれのレベルで,関 係者による連携協力関係 を構築

するための協議の場(協 議会)や,活 動に関す る情報提供,相 談 ・仲介などを通 じて個人,学 校,

関係 団体等が行 う奉仕活動 ・体験活動を支援する拠点(セ ンター)を 設ける必要がある。

また,こ うして推進体制が有効に機能 してい くためには,a)だ れ もがいつでも容易に必要な

情報 を得ることができ国及び地方を通 じた情報システムの構築,b)地 域にお けるボランティア

団体,受 入施設,送 出施設など関係機関 ・団体等が 日常的に連絡 ・交流する市 区町村のセ ンター

等を中心 とした地域ネッ トワー クの形成,c)セ ンター等において活動が円滑に実施 され るため

に必要な連絡調整等を担 うコーデ ィネーターの養成 ・確保が求められ る。

奉仕活動 ・体験活動に関す る現状及び課題を踏まえ,個 人,学 校,関 係団体等の活動を支援できる

ような以下のような仕組みを性みごとが有効である
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(1)奉仕活動 ・体験活動を支援する仕組みづ くり

1)協 議会 ・センターの設置

特に学校内外での青少年の奉仕活動 ・体験活動の円滑な実施 のためには,国,都 道府県,市 区

町村のそれぞれのレベルで,ボ ランテ ィア推進団体,学 校,関 係行政機関をは じめ関係者による

連携協力関係を構築するための協議の場(協 議会)を 設 けるとともに,コ ーディネーターを配置

し,活 動に関す る情報提供,相 談 ・仲介な どを通 じて,奉 仕活動 ・体験活動を支援する拠点を設

けることが必要である。このような拠点は,一 般の社会人や学生等の活動のセンター としても機

能 し得ると考えられ る。

また,協 議会やセンターの設置 ・運営,さ らには各種施策等の展開に当たっては,国 レベルに

おける関係府省や全国規模;の関係団体等による連携はもとより,地 方においても教育委員会と首

長部局,さ らには行政 と学校,社 会教育施設,青 少年教育施設,社 会福祉協議会等の関係団体,

地域の経済団体,地 域の代表者など活動にかかわる様々な関係機 関 ・団体等の密接な連携が必要

である。

なお,協 議会については,関 係する行政部局が多 く,広 く関係団体等の協力を得ることが必要

であるため,ネ ッ トワーク作 りなど行政が一定の役割を果たす ことが適当である。

一方
,セ ンターについては,既 に蓄積 されたノウハウ等を活用するとともに,機 動的かつ柔軟

な運営を確保す るため,教 育委員会な ど行政がその機能を担 うほか,状 況に応 じてボランティア

推進団体等 にゆだねることも有効である。特に市区町村のセ ンターについては,幅 広い関係団体

等 との協力関係が構築できる場合には,教 育委員会のほか,社 会福祉協議会ボランティアセ ンタ

ーその他既 にコーデ ィネー ト等 を活発に行 っている団体等にゆだねるなど地域の実情を勘案 した

柔軟な対応が適 当であると考え られる。

奉仕活動 ・体験活動 を支援する仕組み(イ メージ)

一202一



2)国 及び地方を通じた情報システムの構築

だれもがいつでも容易に必要な情報を得ることができるシステムが求め られる。

特に市区町村,都 道府県 レベルでは,前 述のセンターを中心に,既 存のボランティア活動や体

験活動に関する情報データベース等を活用 しつつ,地 域内の活動の場や指導者,活 動団体や活動

プログラム等に関する情報を整理 し,活 動を始めようとす る個人,学 校関係者,ボ ランティア活

動関係者等様々な個人や団体の求めに応 じて必要な情報を提供するシステムを構築す る必要があ

る。

国レベルにおいても,関 係府省,ボ ランティアや体験活動にかかわる関係機関 ・団体等が連携

協力し,全 国的なボランティアや体験活動に関する情報等 を利用 しやすい体系に整理 し,上 記の

地方のセンターの情報 とともに関連するすべての情報が総覧できる情報システムの構築が必要で

ある。その際 利用者が居住する地域以外の情報も容易に入手できるように配慮することが大切

である。

なお,情 報システムの整備 に当たっては,可 能な限 り広 く収集 し掲載す ることが適当である
ひ ぼ う

が,例 えば,特 定の団体の誹誘中傷,政 治や宗教への利用など不適切な活動の可能性があると判

断 され る場合には管理者で削除す るなどの規則を決めてお くことが適当である。また,指 導者等

の人材等についての情報の登録に当たって,セ ンターのコーデ ィネーターなどが適切な判断を行

うことが適当である。

さらに,将 来的には,国 及び地方を通 じて,各 種情報をデータベース化 し,活 動分野,年 齢,

親子など参加形態,地 域等によ り参加 し得 る活動が検索できるシステムや,生 涯学習の視点を踏

まえた活動手法や活動事例な どの情報提供,希 望団体 自体による情報提供のために開放できる場

の提供などの工夫が求められる。

(2)地 域ネッ トワークの形成

奉仕活動 ・体験活動を 日常的な活動として,着 実に実施 していくためには,市 区町村のセンター

のほか,地 域の実情に応 じて,社 会福祉協議会,自 治会,民 生委員,青 年会議所,商 店会等地域の

団体が連携協力 して,小 学校 区単位で公民館や余裕教室,地 区セ ンター等を活用 し,地 域住民が日

常的に活動に取 り組むために集 うことができる身近な地域拠点(地 域プラッ トフォーム)を 整備す

ることも有効であると考えられる。 ここでは,市 区町村のセンターを補完して,身 近な活動の場の

開拓や地域住民の活動への参加 を促す ことが想定される。

一方
,地 域住民の生活圏域に応 じた広域的な活動の要請 にこたえるため,例 えば,市 区町村単位

な どで,県 内のボランティア推進団体,大 学,NPO等 が連携協力 して,広 域的な拠点(広 域プラッ ト

フォーム)を 整備 していくことも検討 に値する。
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地域 ネ ッ トワー クのイメー ジ

(3)コ ーデ ィネーターの養成確保

1)コーディネーターに期待 され る役割

コーディネーターは,奉 仕活動 ・体験活動の推進において重要な存在であり,セ ンターない し

仲介機関にあっては,活 動参加を希望する者 と活動の場 を円滑に結び付けるため,活 動の準備,

実施,事 後のフォローアップな ど活動の各過程を通じて,参 加者に対する活動の動機付け,情 報

収集 ・提供,活 動の場の開拓,受 入先の活動 メニューの提供,活 動の円滑な実施のための関係機

関等 との各種の連絡調整な どの役割 を担 う。

また,学 校 な どの参加者を送 り出す施設や福祉施設などの参加者を受け入れる施設 にあって

も,コ ーデ ィネーターの役割 を担 う担当者が必要であり,送 出し側では事前指導や関係機関等 と

の連絡調整,受 入れ側では参加者へのガイダンス,活 動内容の企画,施 設内での連絡調整等の役

割 を担 う。

2)養 成 ・確保

コーディネーターには,ボ ランティア活動や体験活動,企 画 ・広報,面 接技法等に関する専門

的知見 とともに,関 係機関 との人的ネ ッ トワークやその背景にある豊かな人間性な ど幅広い素

養 ・経験等が求め られ る。さらには,活 動の適正 さを確保するため,活 動に関す る情報や団体や

人物に対す る確かな目利 きといった能力も必要である。このため,関 係する行政部局や団体等の

協力を得つつ,都 道府県 と市町村が共同 して人材の積極的な発掘,計 画的な養成が必要である。

コーデ ィネー ターの養成については,社 会福祉協議会,ボ ランティア推進団体,教 育委員会,

スポーツ団体,青 少年団体をはじめ,関 係機 関 ・団体等が連携協 力 して,養 成講座の体系化を図

り,養 成講座 を共同で開設す ることや,さ らには関係機関 ・団体が協力 して養成のための各種の

モデルプログラムの開発等を行 うことも検討する必要がある。また,受 講者の経験や知識のレベ

ル に応 じた必要事項の補完や,担 当す る分野の特性に応 じた多様なプログラムを用意する必要が
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あることから,基 本的には一定人数をまとめ得る都道府県単位で養成講座を行 うことが効果的と

考えられ る。

(4)行 政機関におけるボランティア活動や体験活動を担当する部局の設置 ・明確化等

ボランティア活動や体験活動 を効果的に推進 していくためには,行 政機関とNPO,ボ ランティア団

体その他関係団体などが連携 ・協力 しやすい仕組みを作ることが重要である。また,活 動を行お う

とす る個人にとって も,行 政機 関の窓 口が明確 であれば,情 報提供や相談対応 を求めることがで

き,活 動に気軽に参加 しやす くなる。そこで,各 行政機関等に,こ れ らの活動を担当す る部局を設

置(「 ボランティア課」等),又 は明確化 し,そ れ らの推進に取 り組む とともに,国 民にアピールす

るなどの取組 も求められ る。

29 「今後の生涯学習の振興方策について」(審 議経過の報告)の 概要

平成16年3月29日

中央教育審議会生涯学習分科会

1審 議の経過

生涯学習分科会は,平 成15年7月 以降,生 涯学習の振興方策全般について議論を行 ってきた。 これま

での振興施策や生涯学習振興の現状等について委員間の 自由討議,関 係者からの ヒア リング等を行いつ

つ,審 議を進め,今 回,こ れまでの審議の経過を審議経過の報告 として一旦まとめてみた ものである。

2報 告案の概要

1生 涯学習振興施策の経緯

・昭和56年 の中教審答 申,昭 和59～62年 の臨教審答申等 を踏まえ,生 涯学習の振興に努力。

・平成2年 の生涯学習振興法の制定等によ り,国,都 道府県,市 町村の生涯学習振興のための体制整

備等(生 涯学習担当部局,生 涯学習審議会の設置等)は 一定程度進展。また,平 成13年 の社会教育

法の改正により,家 庭教育支援や奉仕活動 ・体験活動推進のための行政体制の整備 などは一定程度

進展。

2施 策の課題

・生涯学習が,学 校教育,社 会教育,家 庭教育,民 間の行 う各種の教育 ・文化事業 ・企業内教育等に

わたるあらゆる教育活動,及 び,ス ポーツ活動,文 化活動,趣 味 ・レクリエーション活動,ボ ラン

ティア活動などの学習の中で行われるものであることが行政関係者等に浸透 していない。生涯学習

と社会教育 との混同が見られる。
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・公民館,図 書館等の関係機関の取組が現在の社会の要請に必ず しも適合 していない面がある。

・学習機会の提供,関 係機関 ・団体等の間の連携,学 習成果の評価 ・活用についても,様 々な課題あ

り。

・生涯学習振興の基本的考え方が必ず しも明確 に示されていない。

3今 後の生涯学習振興方策の基本的方向

1生 涯学習を振興 していく上での基本的考え方

①

②

人 々が,生 涯 の いつ で も,自 由に学習機会 を選択 して学ぶ ことが でき,そ の成果 が適 切 に評価 さ

れ る よ うな 「生涯学 習社会」 の実現 が 目標 。

そ うした 「生涯学 習社会 」は,

「個 人の需 要」 と 「社会 の要請」 のバ ランスを保 つ。

生 きがい ・教 養 ・人 間的 つなが りな どの 「人 間的価値」の追求 と 「職業的知識 ・技術 」の習得 の

調 和 を図 る。

③ これまでの優れた知識 ・技術や知恵を 「継承」しつつ,そ れを生かした新たな 「創造」を 目指す。

こ とに よ り,絶 え ざる発 展 を 目指す 社会。

2.生 涯学習を振興 してい く上で今後重視すべき観点

(1)国 民全体の人間力の向上

国 として,自 立 した個人の資質 ・能力の向上を通 して,国 民全体 としての資質 ・能力の向上を

目指すため,生 涯学習の振興を図る。

(2)生 涯学習における新 しい 「公共」の視点の重視

個人が社会に主体的に参加 ・参画することにより,新 しい 「公共」を形成するとい う視点に立

って,社 会をつ くり,社 会の活性化を図ることを目的 とする。

(3)人 の成長段階ごとの政策の重点化

人が成長す る各段階ごとの課題 を明 らかに し,実 施主体間の役割分担 を明確に して連携 を図

り,緊 急かっ重大なものに重点的に対応 していく。

(4)国 民一人ひ とりの学習ニーズを生か した,広 い視野に立った多様な学習の展開等

若者 を含むあ らゆる層の学習者 の多様なニーズへの対応やあらゆる資源の把握 と有効活用な

ど,多 様 な学習の展開等により,人 間的価値の追求 と職業的知識 ・技術の習得を実現す る。

(5)ITの 活用

ITの 活用を大幅に拡充することによ り,時 間的 ・空間的制約を越えた学習機会の提供や,学

習資源 の蓄積 ・共有を促進す る。

4近 年の社会の変化と今後の重点分野

従来の重点分野

1.社 会人 を対象 とした リカ レン ト教育の推進

2.ボ ランティア活動の支援 ・推進

3.青 少年の学校外活動の充実
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4.現 代的課題に関する学習機会の充実

(例.健 康,家 庭,ま ちづくり,高 齢化社会,男 女共同参画型社会,科 学技術,国 際貢献,環 境等)

(平成4年 生涯審答申 「今後の社会の動向に対応 した生涯学習の振興方策について」において指摘。)

近年の社会の変化

・少子高齢化社会の進行

・産業 ・就業構造の変化

・科学技術の進歩

・高度情 報化 の進 展 と知識社会 への移行

・グ ローバル化 の進展

・家 庭の教育力 ・地域 の教 育力 の低下

(中教審答 申(平 成15年3月20日))

1留意すべき剥
・景気の低迷等による若者のフリー ター ・失業者の増加等雇用問題への対応

・近年の都市化,核 家族化,少 子化等による家庭の教育力の低下への対応

・地縁的なつなが りの減少等による地域の教育力の低下への対応

・団塊の世代の高齢化による高齢者の増加に伴 う医療費等の社会保障関係経費の増加等の問題への対

応

・グローバル化による産業の空洞化,少 子高齢化等による地域社会の活力の低下への対応

国,地 方公共団体,関 係機関 ・団体等は,以 下の分野に重点的に取 り組むことが必要。

今後の重点分野

1、 職業能力の向上

2.家 庭教育への支援

3.地 域の教育力の向上

4.健 康対策等高齢者への対応

5.地 域課題の解決

5関 係機関 ・団体等の活動の活性化のために

1.公 民館,図 書館,博 物館等の社会教育施設

○共通の課題

・開館時間の延長等の住民サー ビスの向上

・施設の高度情報化

・広域的な連携のためのネッ トワークの拡充
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○公民館

・社会の要請に的確に対応 し,子 どもや若者,働 き盛 りの世代も含めて,地 域住民全体が気軽に集

える,人 間力の向上等を中心とした,コ ミュニティーのためのサー ビスを総合的に提供する拠点

へ と改善を図る。

○図書館

・いつ で も学 習で きる ,教 養 の向上や 実学 のための地域の学習 と情 報の拠点 として,設 置数,サ ー

ビスの質 を大幅 に向上。

・レフ ァ レンス機 能の充 実の ほか ,横 断的 な蔵 書の検索 ・予約,外 部 デー タベー スの利 用等情報化

へ の対応 。

○博物館

・文化 ・文明の継承や,自 然や環境の保全,知 的生産の成果へのアクセス,国 民全体の教養 の向上,

地域への学習資源の提供,郷 土の文化の振興,地 域の個性の確立,観 光の拠点に。

・子 どもや外国人へのサー ビスの充実のため,例 えば,外 国語に堪能なボランティアを配置するな

ど,ボ ランティアの積極的な活用を促進。

2.大 学等

・社会人の受入れなど生涯学習機能をより一層果たすことが必要。このため,社 会の要請にこたえ

たカ リキュラム編成や実践的能力を持つ教員を広く社会か ら受け入れるなど生涯学習のニーズ

に対応 した効果的な教育を達成することが重要。

3.国 ・地方公共団体等 と関係機関 ・団体等 との関係の見直 し

・国 ・地方公 共 団体 とNPO・ 地域住民等 との関係 を ,対 等な立場 の下 に,積 極 的に協力 し合 う 「協

働 へ と変 えてい く。

4.学 習成果の評価を舌用

・学習成果 を地域社会に還元 し,地 域 の活性化や発展につなげる。

5.生 涯学習振興を担 う職員等の在 り方

・図書館の司書等の生涯学習の振興を担 う人材の資質 ・能力の向上を図る。
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6国 地方公共団体の今後の役割等

【国,都 道府県,市 町村の現状】

・地方分権や市町村合併が進展。また,国,都 道府県,市 町村の財政状況は非常に厳 しく,民 間の役

割の重要性が増大。

・国の情報が市町村に十分に伝わっていない
,市 町村等の実態が国に十分に伝わっていない との指摘

もある。

・そ こで,今 後は,国,都 道府県,市 町村の役割や関係 を以下のように変えていくことが求められ る

(法制度等の見直 しの検討 も必要。)。

1.基 本 的考 え方

(1)国,都 道府県,市 町村 の役割 等

匝市町村
○住民に最も身近な行政機関として,地 域住民等と協力 して,

・社会の要請 ・地域住民全体の多様な需要の双方に対応 した学習機会の提供,図 書館の整備など地

域住民の生涯学習の支援

・生涯学習を通 じた地域づくり

等を主体的に実施。

亟都道府県
○市町村を包括する広域の地方公共団体 として,

・大学 ,専 門学校,民 間教育事業者,職 業訓練施設,公 民館等との広域連携の機能を強化(学 習情

報の提供,学 習成果の評価,関 係機 関 ・団体等の コーディネー トや学習相談 を行 う人材の養成等)

○市町村を補完する立場で,

・ITの 活用等を支援

国○ 自立 した個人の資質 ・能力の向上を通 して,国 民全体 としての資質 ・能力の向上を目指すことをナ

ショナル ミニマム(国 民の最低限度の生活水準)の 確保のために必要不可欠な ものとして位置づけ

ることが必要であるとともに,都 道府県や市町村 を補完す る立場から生涯学習の振興を図ることが

必要。

以下の施策に重点的に取 り組む。

・大学等における社会人の受入れの促進のための支援

・行政上の喫緊の課題 として重点的に取 り組むべき課題への対応

・都道府県,市 町村では対応が困難な施策の実施(図 書館の蔵書,博 物館の収蔵品の全国的情報提

供システムの構築等)

・ITの 活用等についての競争的資金の調査研究

・人材養成(図 書館の司書等 に対す る研修 ・研修教材の作成等)

・市町村等の現場の実態の把握,先 進事例の収集 ・情報提供,こ れ らに関連 しての都道府県や市町

村 と,大 学や民間教育事業者,NPOな どのコーデ ィネー ト
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(2)国,都 道府県,市 町村の関係

・国は補助金の交付やそれに伴 う指導 ・助言を中心とした関係から,対 等 ・双方向の関係へ と変え

る。 また,国 は,都 道府県や市町村の提言を取 り入れ,都 道府県は,市 町村の提言を取 り入れる

よう努める。 このほか,国,都 道府県,市 町村は,民 間の提言を取 り入れ るよう努める。

(3)地 域の実情に応 じた施策の在 り方

・地方公共団体の財政能力や,大 学や民間教育事業者,NPOの 数などの状況が異なるため,大 都市,

中小都市,町 村などの地域の実情に応 じた施策の在 り方を考 える。

2.行 政内部の連携の在 り方

・特に,職 業能力開発分野について,文 部科学省 と厚生労働省 との連携を強化するなど,関 係各省

との連携を強化す る。

・教育委員会 と首長部局の人づくり ・まちづ くりに関する部局等 との連携の推進な どにより,多 角

的な行政を展開す る。
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V民 間団体が行った公民館に関する提言等





1公 民館のあるべ き姿 と今 日的指標(抄)

昭和42年7月

全国公民館連合会

総 論

1序 説

(略)… しかし,最 近の急速度な地域社会の変容 と地域住民の生活構造の変化 は,公 民館をめぐる

社会的条件を著 しく変質せ しめつつあり,ふ たたび公民館の存在理由を問いただ し,公 民館 の機能発

揮の方向について,再 確認することの必要を痛感せ しめている。

ここにおいて,わ れわれは,公 民館創設当時の社会的条件が一変 した現時点においてあらためて 「公

民館 のあるべき姿」を探究 し,こ こにその 「今 日的指標」を見いだそ うとするものである。

2公 民館のあるべき姿

(1)目 的と理念

公民館は,住 民の生活の必要にこたえ,教 育 ・学術 ・文化の普及ならびに向上につ とめ,も って

地域民主化の推進に役立っ ことを目的とす る。

このためには,つ ぎのような理念に立たなければな らない。

1公 民館活動の基底は,人 間尊重の精神 にある。

公民館は,す べての人間を尊敬信愛 し,人 間の生命 と幸福をまもることを基本理念 として,そ

の活動を展開しなければな らない。

2公 民館活動の核心は,国 民の生涯教育の態勢を確立するにある。

公民館は,学 校 とな らんで全国民の教育態勢を確立 し,住 民に教育の機会均等を保障する施設

とな らなければな らない。

3公 民館活動の究極のね らいは,住 民の自治能力の向上にある。

公民館は,社 会連帯 ・自他共存の生活感情を育成 し,住 民自治の実をあげる場 とならなければ

な らない。

(2)役 割 り

1集 会 と活用

地域の社会生活は,集 会活動をとおして向上す る。このため集会場,い こいの場,茶 の間など,

多様な役割 りをはたす ものが公民館である。

さらにすすんで,住 民の 日常生活の相談に応 じ,資 料をととのえ,住 民を他の諸機関 ・諸施設

に媒介するなど,積 極的な活用に供するのも公民館である。

これが,公 民館の基本的な役割 りである。

2学 習 と創造

学習活動の場をととのえ,ゆ たかな教材を提供 し,教 育 ・文化活動 を展開するのが,公 民館の

重要な役割である。

住民の継続的な学習活動は,各 種の学級 ・講座等によって動機づけられ,促 進 され,か つ充実
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される。 しかも,そ れ らはさらに個人や小集団による自主的な学習によって深められ,進 め られ

る必要がある。そのよ うな学習活動をささえ,発 展させるための活動は数多く考案 され るべきで

あ り,ま た,各 種の資料や図書をととのえて,こ れを活用する場を構成 し,教 育的な条件を整備

すべきである。

これが,公 民館の中核的な役割 りである。

3総 合 と調整

地域社会における課題 といかに して総合的に取 り組むか,こ こに公民館の高次の役割 りがあ

る。

公民館は,諸 団体 ・諸機関の連絡 と調整 をはか り,住 民の組織的な教育活動を通 じて正 しく力

ある世論を もりあげ,地 域社会発展の原動力となるべきである。

これが公民館の究極的な役割 りである。

(3)特 質

1地 域性

公民館は民主的な地方 自治を うちたて,地 域の生活環境をととのえるために,生 活課題や地域

課題 を発見 し,そ の解決の方途を探究する場である。このためには生活連帯意識 をささえる地域

性が重視 されなければならない。

しか し,反 面,陥 りやすい地域閉鎖性をさけ,広 く内外の社会の推移に眼をひらく必要がある。

2施 設性

公民館は,教 育施設 としての特質が強調 されなければならない。計画的 ・継続的で多様な活動

を展開す るためには,専 用の施設 と設備 とが必要であり,と くに時代の進展に即応する教具 ・教

材がゆたかに導入 されなければな らない。

3専 門性

公民館 は,専 門の職員によって経営 されるべきである。 しかも,公 民館の機能を効果的に発揮

す るためには,職 員の識見 ・技術 ・熱意にまつ ところが大きい。 したがって,施 設経営の能力を

高 めるため,職 員の不断の研修が奨励 されなければならない。

4公 共性

公民館は,公 立たると私立たるとを問わず,公 共性をもつ。教育の機会均等 ・非営利性お よび

独立性 を確立す るために公共性を絶対の条件 とする。

3今 日的指標

(１）企画の科学化

社会の変容に対処するためには,科 学的方法 にもとついて地域の実態を把握 し,住 民の要求に応

ずるキメ細かな企画が打ち出されなければならない。

企画を科学化す るためには,つ ぎの視点に立つ ことが必要である。

1社 会の進展や産業構造の変革にたい し,歴 史的 ・社会的な洞察をおこなうこと。

2消 費革命や流通革命 とともに進行 しつつある私生活への逃避的傾向に対 し,社 会連帯の意識や

態度の形成をめざす こと。

3一 部マス ・コミに見 られる商業主義的傾向にたい して,自 主的 ・批判的態度を育成すること。

4近 時の都市化 ・機械化な どによって失われつつある人間性の回復をはかること。
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(2)事 業の近代化

公民館活動の堕性化を破 るには,そ の成長度に応 じ,地 域の実態に即 して,事 業の近代化をはか

らなければならない。

事業の近代化には,つ ぎの視点が重視される。

1他 の諸機関 ・諸施設 との共催,他 の公民館 との共同,立 地条件を異にす る公民館相互の交流な

どにより,新 境地をひ らくこと。

2受 動的な学習に終始せず,創 作 ・創造 ・実習 ・実験など,生 活 と生産にむすびつき,現 代人の

心理に適合する能動的な事業を重視すること。

3新 しい視聴覚器材などを活用 し,進 展する科学技術に対応 した事業を実施す ること。

4移 動公民館 ・有線放送などを利用し,事 業 の機動性 ・普遍性 ・浸透性 を高めること。

(3)運 営の効率化

教育活動が,た だちに具象的な効果をあげうるものでないとい う事実にかくれて,運 営の非能率

が見すごされてはならない。

公民館の運営を効率化するためには,つ ぎの視点が重要である。

1地 域住民の要求を反映 し,社 会教育に識見と熱意をもつ運営審議会委員を選んで運営審議会の

活動を活発 にすること。

2活 動展開のため必要に応 じ,地 域諸機関 ・諸団体 との連けいを密にし,ま たはすぐれた人材 を

発掘 し協力組織をつ くること。

3有 志指導者(ボ ランティア)を 発見 し,随 時協力を求めること。

4常 時の活動をとお して,住 民の学習集団の形成 とその波及,な らびにこれ にもとつく実践運動

への展開を配慮すること。

(4)管 理の適正化

公民館は,公 的機関 として性格を明確 にし,本 来の使用に徹するため,管 理の適正化をはか らな

ければならない。

管理の適正化には,つ ぎの視点が肝要である。

1公 民館長が公民館経営の責任者であるとい う管理体制を確立すること。

2職 員の専門的な知識 と技術が最高度に発揮できるような職員構成と,そ の適正な配置をはかる

こと。

3施 設 ・設備の整備 と運用にあたっては,住 民の要求 と協力を基本 とすること。

4公 民館の経費は,目 的遂行に必要な額が,じ ゅうぶん確保 されるようにつ とめるとともに・そ

の効率的な使用を綿密に考究す ること。

5公 民館の配置を適正にするために,教 育行政機 関の積極的な施策を促進すること。

各 論(注 以下,主 な事項のみを掲げる。)

1地 方教育行政ならびに一般行政 と公民館 との関係

2市 民会館等の出現に ともな う公民館のあ り方

3望 ましい公民館の体制 と配置
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4公 民館における標準的事業の領域 と内容

5公 民館職員の職務内容 と研修

2都 市化に対応す る公民館のあ り方(抄)

昭和45年5.月18日

全国公民館連合会第二次専門委員会報告書

まえがき

現代の 日本 には地域のいかんを問わず,「 都市化」 とい う急激で巨大な社会変動が進行 しつつある。

われわれは,さ きに生きた公民館活動を展開するための道標 として 「公民館のあるべき姿と今 日的指

標」(以 下 「あるべき姿」 と略称する)を 世に問 うた。

この 「あるべき姿」も,発 表後すでに3年 を経過 した。その間,社 会の大きな変動を経た現在,「 ある

べき姿」の先駆的意義 をす ぐれた成果の上に立って,再 び 「公民館 とは何か,何 をなすべきか」 とい う

根源的な問題 を問い直す ことは,社 会教育の現代化が叫ばれ,公 民館の新路線が求められる今 臥 きわ

めて意義のある試み といえよう。

今回は,「 都市化に対応する公民館 のあ り方」とい うテーマのもとに 「あるべき姿」を基調 として,と

くに 「都市化」 とい う観点から社会教育の果たすべ き現代的役割 りをさぐり,生 涯教育の基盤確立 との

関連 について,公 民館のイメージを焦点化 しようとするものである。

第1都 市化の公民館のあり方

1都 市化 と社会教育の今日的意義

(1)わ が国,経 済社会の急激な変動,な かんず くその地域社会における現象は,こ れ を 「都市化」と

い う観点か らとらえることができる。い うまでもなく,「都市化」の基本指標は,第 一に人 口の都市

集住度であ り,し たがってそれに ともな う都市の膨張,周 辺非都市的地域の都市的環境化の進化の

度合 である。(地 域の都市化)都 市化は,現 在の日本においては,「過密」と 「過疎」 とい う問題を

ともな う形で生起 している。

(2)人 口の過度な集 中は,都 市における経済活動や社会生活,す なわち都市社会の 「なかみ」 ともい

うべ きもの と,そ の 「いれもの」ない し 「場」である都市施設,資 源 との間にいちじるしいアンバ

ランス とズ レを生ぜ しめている。そのひ とつひ とつを解きほぐしなが ら,都 市生活 とい う体系のバ

ランスを確保 しないかぎ り,都 市化は,現 代人にとってマイナス条件の拡大再生産で しかない。

他方,人 口の急激な流出地帯でも,同 様な意味での都市化のひずみが生 じている。 ここでは,人

口減少のため,地 域社会の生活上の基礎条件の維持が困難にな り,ま た資源の合理的な利用 もむず

か しくなって,地 域の生産機能が低下 し,そ の結果,さ らに人口密度が低下するばか りか,人 口の

質 も変化(非 生産年齢人 口化 ・老齢化)が すすんで,生 活のパターンが崩れ,生 活意欲も減退 して,

っいにはコミュニティの完全な崩壊にまでいたることさえみ られるのである。
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(3)第 二の都市化の基本指標は,都 市的な生活様式のすべての地域への広範な浸透過程に見出す こと

ができる。いいかえれば,地 域社会に住む人々の 「生活の都市的性格への変化のス ピー ドがあま り

にも急激であることに問題がある。つまりスピー ドがもた らす摩擦が,人 々の生活体系全体を過熱

させてしまい,そ れが既存の地域社会における人々の生活構造の解体 と変化への不適応を生むので

ある。

(4)し かしまた,都 市化は,地 域社会に新たな教育需要 を作 り出している。地域社会条件 と生活の変

化が,新 しい環境への適応 を促がす地域住民の学習意欲 を引き出し,生 活様式の変化が,生 活の時

間的ゆとりを社会教育の場 に市民たちを導く契機 ともなっている。

地域社会の生活環境条件 に対する住民の関心の高ま り,生 活に根 ざす学習意欲の増大,よ り高度

な生活技術の習得への希求,人 間的 ・文化的な教養へのあこがれなどの教育要求に応 じて,社 会教

育がみずか らの態勢を整 え,生 活を切 りひ らく教育の総合的体系を樹立 し,多 様化 ・高度化す る教

育需要にこたえるべき機は熟 したといえよう。

2都 市化と公民館のあり方

(1)以 上のごとき社会教育への今 日的要請に対 して,公 民館は従来か らもっていた地域社会教育の拠

点としての役割 りを十分に発揮 しなければ,そ れ 自体 として存在することの意義す ら失われて しま

うおそれなしとしない。公民館はい うまで もなく教育施設をともなう教育機 関である。 しか しなが

ら,今 日,そ れは都市地域においてはおおむね"教 育的"行 事や事業が展開 される建造物,な いし

は"文 化"施 設 と理解 され,農 村地域なかんず く過疎地域においては,"生 活"セ ンター として機能

せ しめられよ うとしている。

(2)こ うした公民館イメージの分極化 とい う現実の中で,な お公民館をまず"教 育"の 場 としてとら

えたい。 もちろん社会教育にあっては,日 常生活のなかで,自 己学習意欲 をもったものが,自 己教

育および相互教育の形で学習をお しすすめることを第一義 としている。 したがって,一 人ひ とりが

学習者であると同時に教育者であることも当然 ありうる。また,日 常生活そのもののなかに教育条

件があり,教 育内容をそこに見出す ことも多い。 だが,社 会教育のもつこの日常性 ・生活性 ・自己

学習性 ・相互教育性 とい う特質にもかかわらず,そ のい となみが教育である以上は,じ ゅうぶん意

図 され,組 織化 された教育条件や教育方法を整備すべきである。公民館はその方向で内容の充実が

はかられなければならない と結論づけることができよう。

したがって,こ の基本 をはなれて`単 なる利用施設'貸 し館 と考えられた り,象 徴的な意味での

コミュニティ ・センターとしてだけ受けとられた り,ま た住民談笑の場でよいとされた りするのは

どうであろうか。

(3)都 市化が激 しければ激 しいほ ど,以 上のような公艮館の教育的意義は強められなければならない

と同時に,公 民館は地域に普及 している各種の社会教育施設ならびにそれに類似する施設 と提携 し

なが ら,そ の教育的な核 として機能す ることをはからなければならない。

これ ら多様な施設が,地 域住民の社会教育の機会をひろげているとき,そ れ らをも活用 しなが

ら,か つ効率ある教育の実をあげるためにこそ,組 織的な教育の機能を発揮すべき公民館の位置 と

役割 りが重要になって くるといわなければならない。

(4)ま た,公 民館のもつ教育的機能 を十二分に発揮す るために,そ の前提 として地域住民をコミュニ

ティのメンバーとして把握 し組織づけることが必要である。 コミュニテ ィとは,地 域社会とい う生

活の場において,市 民 としての自主性 と主体性 と責任 とを自覚 した住民によって,共 通の地域への
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帰属意識 と共通の目標をもって共通の行動がとられようとする,そ の態度の うちに見出されるもの

である。生活環境を等 しくし,か つそれを中心に生活を向上せ しめよ うとする方向に一致できる

人々が作 りあげる地域集団活動の体系にこそ,コ ミュニティが醸成 される。公民館は,そ うしたコ

ミュニティ志向的な市民が,し かも都市化の激 しい今 日において,生 活の学習をす るとい う一点に

おいて集 う場であり,そ れを教育的に組織する場である。

第2公 民 館 の現 代 的 機 能(注 以下,主 な事項のみを掲げる)

1公 民館の中心的機能

2公 民館の総合的機能

3公 民館の段階的機能

第3今 後への具体的提案

１

2

3

4

施設の機能的 ・有機的連携

利用者の広域化に見合うための施設の設置および管理運営

教育態勢の構造化

公民館主事の専門性の明確化

3生 涯教育 時代 に即応 した公 民館のあ り方(抄)

昭和59年3月31日

全国公民館連合会第五次専門委員会答申

まえがき

われわれ全国公民館連合会(以 下 「全公連」と略称する)の 第五次専門委員は,昭 和57年2月,諮 問

を受けて以来2カ 年余にわたる審議を重ね,ま た公民館に直接 もしくは間接にかかわ りのある人々の意

見を徴 した うえで,昭 和58年5月 に中間発表 を行った。引続き課題の内容について慎重な検討を加 えた

結果,こ こにそれ らの結論 をまとめて最終の答 申を提出することとした。

われわれは,さ きに公表 された全公連の,第 一次および第二次専門委員会が提唱したところに十分関

心を払いつつ も,そ れ らが構想 されたおよそ20年 前のわが国内外の状況か ら,著 しい変化を生 じ,さ ら

に近づく21世 紀に向かって,い っそ う大きな変容を来そ うとしている社会の推移にかんがみ,公 民館が

選ぶべき針路 と,鮮 明にすべき実像の大要を考察することに全力を傾注 した。

したがって,第 一次専門委員会が,戦 後間もなく発想 された,公 民館の創業精神 ともい うべきものを

忠実に伝承 しよ うとした趣 旨は認めるが,そ れだけでは足 りないか,ま たは現実に即 し得ないものがあ

ることを指摘 し,独 自の提案を行った第二次専門委員会の報告内容を,さ らに新たな観点と必要 とに基

づいて検討 し,追 求することが作業の重点 となった。
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調査研究の過程において,全 国の市区町村で1万7千 館を超 える公民館が設置 されているなかには,

施設や活動の実態に大きな開きがあることも無視す るわけにはいかなかったが,し か し,法 の定めると

ころにより,公 費をもって設置 ・運営 され るものが多数を占める公民館がこれか らの時代に処 して存続

し,独 自の性格 と任務 とを遂行 しっづけるためには,当 然共通に守 られ るべき大綱が設定されなければ

ならない。それについて,本 委員会は,次 のように作業の基本方向を打ち出 し,そ れ らについて検討 を

加 えた結果,委 員相互に見解の一致を見た内容を総論 と各論 とに分けて記述することとした。

1公 民館をとりまく社会の動向

まもなく21世紀に到達 しようとする今 日の社会は,科 学の目ざま しい進歩に促 されて急激な変化を

遂げっづけるであろう。それに伴 って,変 容を余儀なくされる国民生活に対 して,公 民館は適切 に振

舞わなければならない。

2公 民館をめ ぐる教育上の課題

かけこえの大きさに比べて,現 実の生涯教育体制は容易に整 う見通しを得 られていない。 しかも,

わが国の教育界は,危 急存亡のふちに立たされ るにいたっている。 この時に当 り,公 民館は望ましい

生涯教育活動実践にむかって先頭を切 らなければならない。

3公 民館内部の問題

公民館 を時代の要請 にこたえ得 る教育機関 として確立す るには,未 解決の事項が数多く残ってお

り,そ の解消に向かって,自 ら努力しなければな らない。

しかも,最 近,各 地域には,公 私多様の教育に関する施設や事業が併存するにいた り,そ れ らの中

で,公 民館が果たすべ き役割や活動の特質を明示する必要がある。

こうした事態に対して,本 委員会は,各 地の公民館が直面する問題を精査 し,そ れ を解決に導くた

めの基本的な考 え方と方策 とを,委 員の討議 による試案をもとに,公 聴会および研究集会にも提示 し

て得 られた公民館関係者の意見を加えて,最 終的な結論を打ち出すようにつ とめた。

以下,全 般的な考察を 「総論」 とし,重 要な問題領域別の考案を 「各論」として記述する。その内

容は,全 委員のほぼ一致 した見解に基づくものであるが,必 要に応 じて,さ らに各委員個々の補足も

しくは提言を付記 して,い っそ う考察を徹底 させ ることとした。

第1部 総 論(本 文は略)

1社 会の推移 と教育

2生 涯教育の推進 と公民館 の位置:・役割

3公 民館の運営 と行 ・財政の改善

第2部 各 論

1公 民館の理念

かつて全公連の第一次専門委員会は,公 民館の 目的 と理念 を,① 公民館活動の基底は,人 間尊重の

精神にある,② 公民館活動の核心は,国 民の生涯教育態勢 を確立するにある,③ 公民館活動の究極の
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ね らいは,住 民の 自治能力の向上にあると表現 した。この基本的視点は,今 日もなお生きている。た

だ変化 してやまない現代社会においては,そ れ らを静的に解釈するだけでは不十分であって,よ り動

的な見方と方向づけを行 う必要を生 じている。

1こ れか らの公民館に求め られるもの

生涯教育体制下における公民館は,法 的にも,実 質的にも公教育の機 関である。そ して教育 と

は,あ くまで人間性を尊重 し,人 間的なふれあいによって結実するものである。それゆえに,公 民

館は,地 域社会に生活する住民を教育実践 を通 じて人間としての成長に向か うように導 くことを根

本 目的 とする。

最近,各 地域社会にあらわれた,住 民の 日常生活に大きい影響を与 えている現象を挙げれば

(ア)新 たに開発 された技術を応用 した家庭用機械器具の普及 と半加工食品または貯蔵食品の利用に

よる生活の簡便 さと単一化,

(イ)住 居様式や成人男女の勤労形態の変化 と家族相互の接触の稀薄化,

(ウ)子 女の教育や 日常生活に関する近隣の人間関係や協力態勢の弱体化,

(エ)マ スコ ミュニケーシ ョン手段の広がりに伴 う思考や興味の焦点の流動化 と,余 暇利用方法の個

別化,

(オ)対 人 ・公共道徳の低下や職業倫理の衰退等に基因する安定感の減少 と,断 片的判断お よび刹那

的行動の増加

などが 目立ち,世 代間の意識や行動の開きも顕箸になってきた。

こうした時代の傾向に対 して,公 民館は,一 般に,そ の任務を遂行するための目標を,次 のよ う

に構成することが考えられる。すなわち,住 民の 「集まる」－ 「学ぶ」－ 「結ぶ」活動に,さ らに,

「知 る」 ことと「参加する」 ことを合わせ,し かも,こ れ らの5つ を並列的に見るのではなく,住

民の連帯を中心に据えた構造的な把握にもって行くべきである。 さらに併行 して,反 省評価の改善

を図ることとす る。

以上のように して,第 二次専門委員会が強調 した 「学習 と創造」に焦点を置 く基本方針をふまえ

つつ,こ れをさらに 「総合 し調整 し」て地域へ還元するところまで高次化 し,か つフィー ドバ ック

す るところに公民館でなければ果た し得ない重要 目標を新たに設定 した。

この固有の 目標に対 して,当 面重点的に活動方針を盛 り込まれるべきものは,左 のとお りであ

る。

1流 動 してやまない国際情勢のもとに生きる人間として,ま ず 自己の足許の地域社会に 目をそそ

ぎ,未 解決の課題 をとらえるとともに,周 辺の世界の状況について,正 確な情報を揃 えることが

できるよ うにす る。

2周 囲から孤立 し,逃 避 しがちな住民に働 きかけて,学 習活動を動機づけ,さ らに共同の学習の

場 を設定 してそこに参加するように促す。

3共 同で学ぶ ことをもって,す べての学習が終わるのではなく,そ の内容を個々の生活に合わせ

て深化 させ,具 体化する活動に進む ことが本当の学習であると自覚 し,実 行するように奨励をす

る。

4個 人による学習の成果は,自 己の生活に還元 されるばか りでなく,地 域社会の営みに反映され

なければ,そ の意義が薄れる。学習結果の社会化を可能にするものは,主 として地域に成立 して

い る諸団体であ り,住 民相互のつなが りである。公民館の活動は,こ れ らの団体 との連携協力に
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よって,特 色あるもの となる。

5科 学技術や大衆伝達手段に一方的に支配 される人間は増えるが,自 己と周囲 とを的確に見定

め,適 切な判断に基づいて行動す る人間は容易 には育たない。そのために地域社会は今後いっそ

う動揺をし不安定の度を増すおそれがある。公民館はこうした事態を防ぎ,生 活の基盤を確立す

ることについての評価がたえず励行 されるよ うにして,地 域活動の方向を正すための世論形成を

促進する。

2公 民館の進路と他の機関施設との関係

地域社会の多面的で複雑 な変化の状況を予見 し,そ れに対処する必要を担 う公民館は,特 に,学

校の模倣 と茶の間形態のいずれか とい う実態上の二極が,今 後多極化す ることも考慮 して,
ト　 タル エ ヂ ィ ケ ボ シ ョ ン セ ン タ　

生活を学び,創 造する地域における生涯教育の代表的機関であり,
イン フオメ　 ションセ ンタ　

よく知 り,よ く判 断す るための 情報 提供機 関 で あ り,
オ　 ガナ イシィングセンタ　

地域社会生活を発展させるための 実践拠点 である,

とい う性格(規 定)を 鮮明に し,そ れぞれ館がおかれている地区の実態を科学的に究明して,具 体

的な活動計画を立案 しなければならない。それはもちろん,地 域社会全体に共通の総合教育計画の

一環 として考えられ るものであるが
,同 一地域社会の中においても,地 区ごとに特色ある施設や活

動 を打ち出す ことを是認するものである。

各地区館が,公 民館 として当然果たすべき役割にかな う施設設備や事業を必置すると同時に,地

区の特性を運営に反映させるためには,地 域にお ける公民館(類 似施設 も含む)全 体の間のシステ

ム化を強めることが特に重要 となる。内なるシステム化は,い わゆる連絡調整に当たる館 を介 し

て,通 称ター ミナル公民館など,設 置理由を異にする館 も出現 している今 日,そ れぞれの位置と任
ネ ツトワ　ク

務 とを十分に考慮す るとともに,地 域内の公民館網に盲点 を残さないよ う,そ の 組織 と活動の構

成について綿密な配慮をほどこす必要がある。

しか し,右 に提起 したことは,公 民館の独善 と独走 とを意味するものではない。今 日,各 地域社

会に,別 個にかつ多様に成立 し,利 用 されている諸施設は生涯教育体制を完成するためにも,有 機

的に関連 させ(学 校も当然その中の一となる),そ れぞれの機能の限界にも十分留意 して相互に協力

し合 うようにしなければならない。なお,そ れについて付言 したいのは,口 先で連携を叫んでも,

それだけで実効が挙がるものではない。公民館がこの必要を自覚 し,先 頭 に立って,各 方面の関心

を呼び起こし,実 現に向かう気運を醸成 しなければならない とい うことである。

さらに,公 民館は,生 涯教育のモデル機関の一 として,プ ログラムや指導方法に関 して,先 導的

試行 を実施することもできるように,自 己の役割 の拡大を図って行きたい。たとえば,最 近の教育

界において,全 国民の関心事 となっている,在 学青少年の非行あるいは怠学,自 殺等の行為の頻発

に対 して,学 校 も当該家庭もなす ところがない状態にメスを入れ,問 題の根源にさかのぼって,新

たな教育のしくみにあてはめるとともに,そ の中の重要視点については,こ れ を住民が研究 し実践

す ることを促すよ うに事業計画 として打ち出す試み にもって行 きたい。それ はまた,婚 前教育と

か,老 齢期にそなえる中年成人の学習など,多 くの必要課題 についても同様に考えられるものであ

る。

事業の側面だけでなく,公 民館は,住 民の生活の向上に奉仕す る各種:の施設 に対 して,住 民の心

をとらえ,か つ住民が進んで利用するよ うに,施 設の構造や管理 ・運営についても,モ デル的な存

在 とな り,さ らに事業な どの協同化を主唱す る気がまえをもつ ことが望まれ る。そ して,究 極的に
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は,地 域社会その ものを,よ り教育的な環境に改めて行 くための原動力 となるようにして行 きた

い。

(以下略)

Ⅱ公民館の管理 ・運営方針(本 文は略)

1現代的教育機 関の管理

2公 立公民館運営の指針

3公 民館運営審議会の活性化

4管 理 ・運営の改善方策

Ⅲ公民館の専門的職員(本 文は略)

1専 門職制の必要と人材の確保

2専 門職員の養成 ・配置

3現 職研修の強化

公民館事業の構造化(本 文は略)

1事 業を構造化する必要 とねらい

2構 造化の手順 と方法

3事 業の構造化 と定型化の区別

V公 民館をめぐる行 ・財政の課題(本 文は略)

1生 涯教育体制の確立 と行政

2公 民館に関す る行 ・財政の課題 と対策

3法 令 ・基準等の改正

第3部 結 語

本委員会 において,追 究 してきた ところでは,そ の内容をおよそ次のように要約することができる。

1生 涯教育 と公民館

ア日本の教育は一 日も早 く生涯教育体制を打ち出し,そ のもとで各機関が有機的かっ合理的に役

割を分担 しなければならない必要に当面 している。

イ生涯教育を推進するには,地 域の実態に即 した教育の総合計画(他 の行政系統における施設の

活動 も含む)を 樹立 し,す べての住民に,生 活を学びつつ実践す ることができるよ うに,目 標を

設定 しなければな らない。

ウその中で,公 民館は,社 会教育の基幹施設 として,多 様な住民の生活の中にある必要課題をと

りあげ,直 接その事業計画に組み込むだけでな く,生 涯教育体制下にある諸機関施設や団体 との

協力を促進す るため連絡 ・調整 ・評価の任務を担当する。

2公 民館の 目標 と活動

ア公民館は,公 教育の機関としての要件 を充足 して,各 地域の特性に基づき,構 造的に事業を編

成 して,教 育の成果 を地域社会に還元する。

イそのため,地 域内の公民館のシステム化に努め,住 民生活に密着できるようにする。

ウ社会の動向や住民の生活実態を正確 にとらえて,教 育の総合計画に反映させ,た えず事業の充
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実を図る。

エ教育は 「ひと」にあることを認識 して,専 門的資質 をそなえた職員を確保 し,教 育にふさわし

い環境を整える。

② 施設の管理 ・運営については,利 用者の拡大と,そ の活用に主眼を置 き,ま た実施方法の改善

に関して,運 営審議会委員や有志指導者などの知恵 と能力とを最大限に引き出す ように努める。

3公 民館 と行 ・財政

ア行政機関と教育実施機関との任務の混同を避 け,そ れぞれの役割に専念する。

イ館長,主 事の身分 ・待遇 を教育公務員にふ さわ しいように改善する。

ウ現行の設置運営基準が定める最低の水準をもってしては,生 涯教育の主要な位置を占めること

ができないことに留意 し,財 政を強化 して,施 設の改善を図る。

エ行政系統や事務の担当区分が極度に分かれて しまったことか ら生ず る矛盾,非 能率を是正す る

ため,教 育の立場からしての整合を推進する。

オ各機関施設の特性 と限界 とに着 目して,有 機的な関係 を保つ ように措置す る。

カ現行法令,規 則等を見直 し,そ の改正に向けて努力 し,財 政の強化策を講ずる。

近づく21世紀にそなえ,変 化 してやまない地域社会に深 く根 を下ろして,自 ら学ぶ ことをとお し

て住民の結びつきと社会生活の発展を促す公民館の責任は重かつ大である。

あ とが き

(略)
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基礎データ





1公 民館数及び設置率の推移

(出典)文 部科学省 「指定統計第83号社会教育調査報告書 平成11年度」,文 部科学省「社会教育調査報告書 平成14年度」

2公 民館 の職 員 数 の推 移

(人)

(注)「 専任」とは常勤の職員として発令されている者であり,「 兼任」とは

当該施設以外の常勤の職員で兼任発令されている者である。

(出典)文 部科学省 「指定統計第83号社会教育調査報告書 平成11年度」,文 部科学省

「社会教育調査報告書 平成14年度」
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3 設置者別公民館数

(出典)文 部科学省 「社会教育調査報告書 平成14年度」
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4公 民館の職員数

(注)1.「 専 任」 とは,常 勤の職 員 として発令 されて いる者 であ り,「 兼 任」とは,当 該 公民館以外の常勤 の職員で兼

任発令されて いる者で あ り,「 非常勤 」とは,非 常勤 の職 員と して 発令 されて いる者であ る。

2.「 その他の職 員」とは,事 務職 員,技 術職員,労 務職 員等 である。

(出典)文 部科学省 「社会教育調査報 告書 平成14年 度 」
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5公 民館における諸集会の実施状況(全 国)

(注)1.「 公民館 数」 は,翫平成13年 度未開館及 び平成14年 度新設の公民館(191館)を 除 く。

2.「 実施館 数」の計 には,主 催又 は共催の いずれか一方 で も諸集会を実施 している公民館数 を計上 して いる

た め,計 と内訳の合計は一致 しな い。

(出典)文 部科学 省 「社会教育調査報告書 平成14年 度」

一230一



6公 民館の利用状況

(注)1.「 公民館数」 は,平 成13年 度未 開館及 び平成14年 度新設 の公民館(191館)を 除 く。

2.「 利用公民館数 」の計 には,団 体利用又 は個人利用の いずれか一方で も利用 してい る公民館数 を計上 してい

るため,計 と内訳 の合計 は一致 しない。(「 団体利用 」の「 計 」欄について も同様)

(出典)文 部科学省 「社会教育調 査報告書 平成14年 度 」
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7公 民館 におけるボランテ ィア活動状況

(注)「 ボラ ンテ ィア活動」 とは,学 級 ・講座等 における指導 ・助言,社 会教育 関係 団体が行 う諸活動 に対す る協力な

どで無 償の奉仕活動を いう。

(出典)文 部科学 省r社 会教育調査報告書 平成14年 度 」
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8公 民館 における学級 ・講座等に関す る調査研究報告書よ り

(1)調 査の目的と調査対象

公民館において実施されている学級 ・講座等の学習内容について実態を把握 し,今 後の施策の参考に資

することを目的に実施した。なお,本 調査では調査対象の公民館を社会教育法第21条 の規定に基づき設

置された公民館,ま たは同法第42条 に規定する公民館類似施設で市町村が設置する施設の中の 「中央館」

(「公民館の設置及び運営に関する基準」第7条 第1項 に規定する連絡等にあたる公民館)と した。

(2)調 査の方法等

平成14年 度,社 会教育実践研究センターに,「 公民館の学級 ・講座等に関する調査研究委員会(委 員長

:川 村学園女子大学教授 加藤雅晴氏)」 を組織 し,調 査票による調査を平成14年10月7日 か ら11月7

日に行 いデー タの分析 を行った。

調査対象 とす る公民館 に,調 査 票を直接郵送 し,平 成B年 度間の事業実施状況な どにつ いて担 当者 に

記 入を依頼 した。 そ して,調 査対象 となった2,199館 の公民館 の内,1,412館 よ り回答があった。

以下,調 査 の結果を示す。

8.1学 級 ・講座 を実施 した公民館

表8.11学 級 ・講座 を実施 した公 民館

(注)実 施 していない公 民館 には,年 度 中に廃館 した公 民館2館 を含 む

図8.1.1:学 級 ・講 座 葬 塞 施 した 、 しな い の 比 較

表8.1.2:学 級 ・講座を実施 した公民館の実施総件数と1館 当たりの実施件数
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8.2学 級 ・講座 の実施形態 と実施回数

表8.2.1:学級・講座の実施形態と実施回数

図8.2.1学 級 ・講 座の実施形態

図8.2.2学 級 ・講座 の実施回数
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8.3分 野 別 実施 件数

表8.3.1:分 野別実施件 数:

図8.3.1分 野別実施件数
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8.4分 野別実施館数

表8.4.1:分野別実施館数

※括弧 内の数値()は,回 答 のあ った総公 民館数 に対す る割 合である。

図8.4.1分 野 別 実 施 館 数
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8.5家 庭教 育 ・家庭 生活

表8.5.1:家 庭 教 育 ・家 庭 生 活

図8.5.1家 庭 教 育 ・家 庭 生 活
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8.6現 代 的課 題

表8.6.1:現 代的課 題
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8.7市 民 意 識

表8.7.1:市 民 意 識

図8.7.1市 民 意 識
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8.8体 育 ・ス ポ ー ツ

表8.8.1:体 育 ・ス ポ ー ツ

図8.8.1体 育 ・ス ポ ー ツ
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8.9指 導 者

表8.9.1:指 導 者

図8.9.1指 導 者
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8.10趣 味 ・ け い こ ご と

表8.10.1:趣 味 ・け い こ ご と

図8.10.1趣 味 ・け い こ ご と
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8.11一 般 教 養

表8.11.1:一 般 教 養

図8.11.1一 般 教 養
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8.12職 業知識 ・技 術

表8.12.1:職 業 知 識 ・技 術

図8.12.1職 業 知 識 ・技 術
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8.13そ の 他

表8.13.1:そ の 他

図8.13.1そ の 他
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